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　　令和５年　   熊本県議会12月定例会会議録    　　　第１号

令和５年12月定例会　熊本県議会会議録　第１号（12月１日）

令和５年12月１日(金曜日)

　　 ―――――――――――――――――

　　　議事日程　第１号

　　令和５年12月１日(金曜日)午前10時開会

　第１　会議録署名議員の指名

　第２　会期決定の件

　第３　知事提出議案の上程(第１号から第47号  

    まで)

　第４　知事の提案理由説明

　第５　休会の件

　　 ―――――――――――――――――

本日の会議に付した事件

　日程第１　会議録署名議員の指名

　日程第２　会期決定の件

　日程第３　知事提出議案の上程(第１号から第

　　47号まで)

　日程第４　知事の提案理由説明

　日程第５　休会の件

　　　　 ――――――――――――

出席議員氏名(49人)

　　　　　　　　　　　　星　野　愛　斗　君

　　　　　　　　　　　　髙　井　千　歳　さん

　　　　　　　　　　　　住　永　栄一郎　君

　　　　　　　　　　　　亀　田　英　雄　君

　　　　　　　　　　　　幸　村　香代子　君

　　　　　　　　　　　　杉　嶌　ミ　カ　さん

　　　　　　　　　　　　立　山　大二朗　君

　　　　　　　　　　　　斎　藤　陽　子　さん

　　　　　　　　　　　　堤　　　泰　之　君

　　　　　　　　　　　　南　部　隼　平　君

　　　　　　　　　　　　本　田　雄　三　君

　　　　　　　　　　　　岩　田　智　子　君

　　　　　　　　　　　　前　田　敬　介　君

　　　　　　　　　　　　坂　梨　剛　昭　君

　　　　　　　　　　　　荒　川　知　章　君

　　　　　　　　　　　　城　戸　　　淳　君

　　　　　　　　　　　　西　村　尚　武　君

　　　　　　　　　　　　池　永　幸　生　君

　　　　　　　　　　　　竹　﨑　和　虎　君

　　　　　　　　　　　　吉　田　孝　平　君

　　　　　　　　　　　　中　村　亮　彦　君

　　　　　　　　　　　　髙　島　和　男　君

　　　　　　　　　　　　末　松　直　洋　君

　　　　　　　　　　　　前　田　憲　秀　君

　　　　　　　　　　　　松　村　秀　逸　君

　　　　　　　　　　　　岩　本　浩　治　君

　　　　　　　　　　　　西　山　宗　孝　君

　　　　　　　　　　　　河　津　修　司　君

　　　　　　　　　　　　楠　本　千　秋　君

　　　　　　　　　　　　橋　口　海　平　君

　　　　　　　　　　　　緒　方　勇　二　君

　　　　　　　　　　　　増　永　慎一郎　君

　　　　　　　　　　　　髙　木　健　次　君

　　　　　　　　　　　　髙　野　洋　介　君

　　　　　　　　　　　　内　野　幸　喜　君

　　　　　　　　　　　　山　口　　　裕　君

　　　　　　　　　　　　岩　中　伸　司　君

　　　　　　　　　　　　城　下　広　作　君

　　　　　　　　　　　　西　　　聖　一　君

　　　　　　　　　　　　鎌　田　　　聡　君

　　　　　　　　　　　　渕　上　陽　一　君

　　　　　　　　　　　　坂　田　孝　志　君

　　　　　　　　　　　　溝　口　幸　治　君

　　　　　　　　　　　　池　田　和　貴　君

知事提出議案の上程(第１号から第47号
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　　　　　　　　　　　　濱　田　浩　史

　　　　 ――――――――――――

　　午前10時開会　開議

○議長(渕上陽一君)　ただいまから令和５年12月

熊本県議会定例会を開会いたします。

　これより本日の会議を開きます。

　　　　 ――――――――――――

　諸般の報告

○議長(渕上陽一君)　まず、閉会中における諸般

の報告をいたします。

　内容については、議席に配付のとおりでありま

す。

　　〔諸般の報告は付録に掲載〕

　　　　 ――――――――――――

　就任挨拶

○議長(渕上陽一君)　次に、去る９月定例会にお

いて任命同意になりました教育委員会委員から挨

拶の申出があっておりますので、この際、これを

許します。

　教育委員会委員園田恭子さん。

　　〔教育委員会委員園田恭子さん登壇〕

○教育委員会委員(園田恭子さん)　おはようござ

います。去る10月に本議会の御同意をいただき、

熊本県教育委員を拝命いたしました園田恭子でご

ざいます。誠に光栄でございますとともに、責任

の重さを痛感いたしております。微力ではござい

ますが、本県の教育の推進に全力で取り組む所存

でありますので、今後とも御指導、御鞭撻のほど

よろしくお願いいたします。(拍手)

　　　　 ――――――――――――

　自治功労者に対する表彰状及び記念品の伝達

○議長(渕上陽一君)　次に、去る10月26日、香川

県で開催された第176回全国都道府県議会議長会

定例総会において、自治功労者として表彰されま

した議員に対し、ただいまから表彰状及び記念品

　　　　　　　　　　　　吉　永　和　世　君

　　　　　　　　　　　　松　田　三　郎　君

　　　　　　　　　　　　藤　川　隆　夫　君

　　　　　　　　　　　　岩　下　栄　一　君

　　　　　　　　　　　　前　川　　　收　君

欠席議員氏名(なし)

　　 ―――――――――――――――――

説明のため出席した者の職氏名

　　　　　　知　　　　事　蒲　島　郁　夫　君

　　　　　　副 知 事　田　嶋　　　徹　君

　　　　　　副 知 事　木　村　　　敬　君

　　　　　　知事公室長　内　田　清　之　君

　　　　　　総 務 部 長　平　井　宏　英　君

　　　　　　企画振興部長　富　永　隼　行　君

　　　　　　理　　　　事　小金丸　　　健　君

　　　　　 企画振興部

　　　　　 球磨川流域　府　高　　　隆　君

　　　　　 復興局長

　　　　　 健康福祉部長　沼　川　敦　彦　君

　　　　　 環境生活部長　小　原　雅　之　君

　　　　　 商工労働部長　三　輪　孝　之　君

　　　　　 観光戦略部長　原　山　明　博　君

　　　　　 農林水産部長　千　田　真　寿　君

　　　　　 土木部長　亀　崎　直　隆　君

　　　　　 会計管理者　野　尾　晴一朗　君

　　　　　　  　竹　内　信　義　君

　　　　　　教 育 長　白　石　伸　一　君

　　　　　　警察本部長　宮　内　彰　久　君

　　　　　　　　　　　　出　田　孝　一　君

　　　　　　監 査 委 員　藤　井　一　恵　君

　　 ―――――――――――――――――

事務局職員出席者

　　　　　　事 務 局 長　波　村　多　門

　　　　　　　　　　　　村　田　竜　二

　　　　　　議 事 課 長　富　田　博　英

事務局次長
兼総務課長

審 議 員 兼
議事課長補佐

　　　　　　　　　　　　府　高　　　隆　君

　　　　　　健康福祉部長　沼　川　敦　彦　君

　　　　　　環境生活部長　小　原　雅　之　君

　　　　　　商工労働部長　三　輪　孝　之　君

　　　　　　観光戦略部長　原　山　明　博　君

　　　　　　農林水産部長　千　田　真　寿　君

　　　　　　土 木 部 長　亀　崎　直　隆　君

　　　　　　会計管理者　野　尾　晴一朗　君

　　　　　　企 業 局 長　竹　田　尚　史　君

企画振興部
球磨川流域
復 興 局 長

人事委員会
委  員  長

病 院 事 業
管 理 者
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の伝達を行います。

　被表彰者は、

　30年以上

　前　川　　　收　君

であります。

　前川收君は演壇の前に出ていただきます。

　　〔前川收君演壇前に出る〕

○議長(渕上陽一君)

　　　表　　彰　　状

　　　　　　　　　　　　前　川　　　收　殿

　あなたは熊本県議会議員として在職30年以上に

　及び地方自治の発展に努力された功績はまこと

　に顕著であります　よってここにその功労をた

　たえ表彰します

　　　令和５年10月26日

　　　　　　　　　　　全国都道府県議会議長会

　　〔表彰状及び記念品伝達〕

　　〔拍手〕

　　　　 ――――――――――――

　日程第１　会議録署名議員の指名

○議長(渕上陽一君)　次に、日程に従いまして、

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

　会議録署名議員は、会議規則第121条の規定に

より、荒川知章君、堤泰之君、亀田英雄君、以上

３人を指名いたします。

　　　　 ――――――――――――

　日程第２　会期決定の件

○議長(渕上陽一君)　次に、日程第２、会期決定

の件を議題といたします。

　お諮りいたします。

　今期定例会の会期は、本日から12月19日までの

19日間といたしたいと思います。これに御異議あ

りませんか。

　　〔｢異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(渕上陽一君)　御異議なしと認めます。よ

って、会期は本日から12月19日までの19日間とす

ることに決定いたしました。

　　　　 ――――――――――――

　日程第３　知事提出議案の上程(第１号から第

　　47号まで)

○議長(渕上陽一君)　次に、日程第３、知事提出

議案第１号から第47号までが提出されましたの

で、これを一括して議題といたします。

　　 ―――――――――――――――――

　第１号　令和５年度熊本県一般会計補正予算　

　　(第５号)

　第２号　令和５年度熊本県港湾整備事業特別会

　　計補正予算(第２号)

　第３号　令和５年度熊本県臨海工業用地造成事

　　業特別会計補正予算(第１号)

　第４号　令和５年度熊本県流域下水道事業会計

　　補正予算(第３号)

　第５号　令和５年度熊本県電気事業会計補正予

　　算(第１号)

　第６号　令和５年度熊本県病院事業会計補正予

　　算(第２号)

　第７号　熊本県知事の権限に属する事務処理の

　　特例に関する条例の一部を改正する条例の制

　　定について

　第８号　熊本県公立大学法人評価委員会条例の

　　一部を改正する条例の制定について

　第９号　熊本県学校給食費等の管理に関する条

　　例の一部を改正する条例の制定について

　第10号　熊本県立図書館設置条例の一部を改正

　　する条例の制定について

　第11号　財産の取得について

　第12号　財産の取得について

　第13号　財産の取得について

　第14号　財産の取得について

　第15号　工事請負契約の締結について

令和５年度熊本県一般会計補正予算
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　第16号　工事請負契約の締結について

　第17号　工事請負契約の締結について

　第18号　工事請負契約の変更について

　第19号　工事請負契約の変更について

　第20号　工事請負契約の締結について

　第21号　工事請負契約の締結について

　第22号　工事請負契約の変更について

　第23号　当せん金付証票の発売について

　第24号　公立大学法人熊本県立大学第４期中期

　　目標の策定について

　第25号　公立大学法人熊本県立大学定款の変更

　　について

　第26号　和解及び損害賠償額の決定について

　第27号　訴えの提起について

　第28号　指定管理者の指定について

　第29号　指定管理者の指定について

　第30号　指定管理者の指定について

　第31号　指定管理者の指定について

　第32号　指定管理者の指定について

　第33号　指定管理者の指定について

　第34号　指定管理者の指定について

　第35号　指定管理者の指定について

　第36号　専決処分の報告及び承認について

　第37号　専決処分の報告及び承認について

　第38号　専決処分の報告及び承認について

　第39号　専決処分の報告及び承認について

　第40号　専決処分の報告及び承認について

　第41号　専決処分の報告及び承認について

　第42号　専決処分の報告及び承認について

　第43号　専決処分の報告及び承認について

　第44号　専決処分の報告及び承認について

　第45号　専決処分の報告及び承認について

　第46号　専決処分の報告及び承認について

　第47号　専決処分の報告及び承認について

　報告第１号　専決処分の報告について

　報告第２号　専決処分の報告について

　報告第３号　専決処分の報告について

　報告第４号　専決処分の報告について

　　　　 ――――――――――――

　日程第４　知事の提案理由説明

○議長(渕上陽一君)　次に、日程第４、ただいま

議題といたしました議案に対する知事の説明を求

めます。

　知事蒲島郁夫君。

　　〔知事蒲島郁夫君登壇〕

○知事(蒲島郁夫君)　今回の定例会に提案してお

ります議案の説明に先立ち、最近の県政の動向に

ついて御説明申し上げます。

　まず、景気の動向についてです。

　我が国の景気は、このところ一部に足踏みも見

られるが、緩やかに回復している、先行きについ

ては、物価上昇等の影響に十分注意する必要があ

るとされており、県内においても、直近の公表で

は、景気は緩やかに回復しているとされていま

す。

　しかしながら、10月の熊本市の生鮮食品を除く

消費者物価指数は、前年同月比で見ると、プラス

2.8％と20か月連続で上昇しており、県民生活や

企業活動への影響が続いています。

　このような中、政府は、経済を成長経路に乗せ

るため、｢物価高から国民生活を守る」など、５

つの柱から成るデフレ完全脱却のための総合経済

対策を発表しました。

　県としましては、国の補正予算措置の内容を適

切に把握しながら、早急に実施すべき事業につい

ては、今定例会に追加提案できるよう、しっかり

と検討を加速化してまいります。

　次に、半導体関連産業のさらなる集積について

です。

　経済発展と地下水保全を両立させるため、大津
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町瀬田地区において、白川中流域では初めてとな

る冬期湛水事業が先月から開始されました。この

取組により、年間約100万トンを超える涵養が実

現される見通しです。引き続き、熊本県民の宝で

ある地下水の取水と涵養のバランスを維持するた

めの取組を推進してまいります。

　半導体関連人材の育成については、先月21日

に、水俣市、株式会社アスカインデックス、水俣

高校の３者で連携協定が締結されました。

　相互に連携、協力しながら教育活動を行うこと

で、水俣高校の魅力向上を図るとともに、水俣市

及び本県における半導体関連人材の育成に取り組

んでまいります。

　半導体関連産業の集積に伴う道路整備について

は、10月に、合志市、大津町、菊陽町において、

大津植木線の多車線化、合志インターチェンジへ

のアクセス道路に係る事業説明会を開催し、地域

住民の方々に道路構造や今後のスケジュール等を

お示ししました。

　各地権者の方々との個別交渉と並行して、先月

には都市計画素案に関する説明会を開催するな

ど、着実に取組を進めています。

　10月４日には、首相官邸で開催された国内投資

拡大のための官民連携フォーラムに参加し、本県

の半導体関連産業の集積に係る現状を説明し、岸

田首相に改めてインフラ整備等への支援をお願い

してまいりました。

　首相からは、インフラ投資を追加的に複数年か

けて安定的に対応できる機動的な仕組みを創設す

るとの力強い御発言がありました。

　先月２日に閣議決定された総合経済対策では、

国家プロジェクトの生産拠点の整備に際し、工業

用水、下水道、道路の関連インフラの整備を機動

的かつ追加的に支援すると明示され、補正予算も

成立いたしました。

　今後、国の支援をしっかりと確保しながら、本

県への半導体関連産業のさらなる集積を見据えた

インフラ等を早急に整備し、新生シリコンアイラ

ンド九州の実現につなげてまいります。

　また、ＴＳＭＣの進出をはじめとする環境変化

をビッグチャンスと捉え、10月24日に、阿蘇くま

もと空港と周辺地域を核とした、地方創生の先進

地域を目指す新大空港構想を策定しました。

　今後、新構想の下、空港機能のさらなる強化や

企業集積に伴うまちづくりについて、スピード感

を持って推進し、これらの取組が50年、100年先

の熊本の発展につながるよう、全庁一丸となって

取り組んでまいります。

　次に、令和５年梅雨前線豪雨による災害への対

応についてです。

  ６月29日から７月３日にかけての梅雨前線豪雨

では、山都町にある国道445号の金内橋が落橋す

るなど、道路、河川をはじめとする公共土木施設

等で大きな被害が発生しました。

　特に、金内橋の落橋については、道路利用者の

方はもとより、沿線住民の皆様に多大な負担をお

かけしましたが、先月21日に、国土交通省の御協

力の下、仮橋を含めた仮設道路を開通させること

ができました。

　引き続き、一日も早い本復旧に向け、国や関係

機関ともしっかりと連携しながら、スピード感を

持って取り組んでまいります。

　次に、熊本地震からの創造的復興についてで

す。

　10月には、国際サイクルレース、ツール・ド・

九州2023の熊本阿蘇ステージが、また、先月に

は、国際バドミントン大会、熊本マスターズジャ

パンが開催され、熱戦が繰り広げられました。

　大会期間中、多くの方々に訪れていただき、大

会の大いなる盛り上がりとともに、着実に復興が



－ 6－

令和５年12月定例会　熊本県議会会議録　第１号（12月１日）

進む熊本の姿を世界に向けて発信することができ

ました。

　被災した農業用施設のうち唯一残されていた大

切畑ダムの定礎式を10月19日に開催しました。

　工事は着実に進んでおり、令和８年度から西原

村や益城町、菊陽町に農業用水の安定的な供給が

開始できるよう、引き続き全力で取り組んでまい

ります。

　国が進める九州中央自動車道については、蘇陽

五ヶ瀬道路が先月26日に工事着手され、来年２月

11日には、山都中島西インターチェンジから山都

通潤橋インターチェンジ間の延長10.4キロメート

ルが、いよいよ開通することとなりました。

　また、熊本都市圏３連絡道路については、先月

に有識者委員会を開催するなど、住民参加型の道

路計画検討を進め、計画の具体化に向けた取組を

着実に進めてまいります。

　今後とも、国や地元自治体との連携を図りなが

ら、｢すべての道は、くまもとに通じる」の考え

の下、九州をつなぐ幹線道路ネットワークの整備

にしっかりと取り組んでまいります。

　次に、令和２年７月豪雨災害への対応について

です。

　まず、最重要課題である住まいの再建について

は、災害公営住宅が、10月に芦北町湯浦地区で、

昨日、人吉市で新たに完成しました。仮設住宅等

にお住まいの方々については、ピーク時の78％に

当たる1,423世帯の方が住まいの再建を実現され

ています。

　被災地の創造的復興に向けては、先月11日に、

国の権限代行により、流失した球磨川10橋のう

ち、未着手であった八代市坂本町の深水橋、芦北

町と球磨村に架かる神瀬橋など、４橋が着工しま

した。流失10橋全ての復旧が目に見える形とな

り、さらに大きな一歩を踏み出すことができまし

た。

　球磨川の治水対策については、命と清流を守る

｢緑の流域治水」の理念の下、各地で遊水地や宅

地かさ上げ、輪中堤の整備など、安全、安心の確

保に向けた対策がスピード感を持って進められて

います。

　新たな流水型ダムについては、先月28日、国に

おいて環境影響評価の結果を示した準備レポート

が公表されました。来週４日には、第８回球磨川

流域治水協議会が開催され、ダムの検討状況や環

境影響評価の結果について、流域市町村長ととも

に直接説明を受ける予定です。

　県としても、｢新たな流水型ダムの事業の方向

性・進捗を確認する仕組み」の年内開催に向け、

準備を進めてまいります。

　復旧、復興と緑の流域治水の取組は着実に進ん

でいます。引き続き、地域の皆様とともに、球磨

川流域の創造的復興に向けた取組を進めてまいり

ます。

　長年ダム問題に翻弄されてきた五木村について

は、頭地地区周辺に続き、先月14日に、宮園周辺

地域の活性化に向けた、住民を主体とした協議会

が立ち上がるなど、国、県、村が一体となった新

たな村の振興の取組が進んでいます。

　また、流水型ダムの建設地となる相良村につい

ては、10月に、川辺川の河川整備と国道445号バ

イパス整備に向けた村民説明会が開催されるな

ど、具体的な取組が着実に進んでいます。

　両村の振興は待ったなしの状況であり、引き続

き、目に見える形で進むよう、全庁一丸となって

取り組んでまいります。

　次に、鳥インフルエンザへの対応についてで

す。

　先月25日に、佐賀県鹿島市において、今シーズ

ン全国初となる高病原性鳥インフルエンザが発生
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し、その後も茨城県などで確認されました。

　県では、発生後直ちに、県内の対象農場全てに

異状がないことを確認し、人や車両の消毒の徹底

など、飼養衛生管理基準の遵守を改めて指導して

います。

　あわせて、先月28日には、養鶏農家の皆さんに

対して消毒命令を発出し、本日から、各農場で消

毒を徹底していただいています。

　引き続き、ウイルスを本県の農場に入れないよ

う、関係機関と一丸となって、防疫措置に万全を

期してまいります。

　続いて、今定例会に提案しております議案につ

いて御説明いたします。

　まず、一般会計補正予算は、熊本地震からの創

造的復興や災害復旧関連の事業などを計上してい

ます。

　この結果、104億円の増額補正となり、これを

現計予算と合算しますと、9,609億円となりま

す。

　このほか、今定例会には、条例案件や工事関

係、専決処分の報告・承認案件なども併せて提案

しております。

　また、今会期中には、国の令和５年度補正予算

によるデフレ完全脱却のための総合経済対策に係

る追加の補正予算や人事案件等についても追加提

案する予定です。

  これらの議案について、よろしく御審議くださ

るようお願い申し上げます。

　　　　 ――――――――――――

　日程第５　休会の件

○議長(渕上陽一君)　次に、日程第５、休会の件

を議題といたします。

　お諮りいたします。

　４日及び５日は、議案調査のため、休会いたし

たいと思います。これに御異議ありませんか。

　　〔｢異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(渕上陽一君)　御異議なしと認めます。

よって、４日及び５日は休会することに決定いた

しました。

　なお、明２日及び３日は、県の休日のため、休

会であります。

　　　　 ――――――――――――

○議長(渕上陽一君)　以上で本日の日程は全部終

了いたしました。

　次の会議は、来る６日午前10時から開きます。

　日程は、議席に配付の議事日程第２号のとおり

といたします。

　本日は、これをもって散会いたします。

　　午前10時19分散会
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令和５年12月６日(水曜日)

　　 ―――――――――――――――――

　　　議事日程　第２号

　　令和５年12月６日(水曜日)午前10時開議

　第１　一般質問(議案に対する質疑並びに県の

　　一般事務について)

　　 ―――――――――――――――――

本日の会議に付した事件

　日程第１　一般質問(議案に対する質疑並びに

　　県の一般事務について)

　　　　 ――――――――――――

出席議員氏名(49人)

　　　　　　　　　　　　星　野　愛　斗　君

　　　　　　　　　　　　髙　井　千　歳　さん

　　　　　　　　　　　　住　永　栄一郎　君

　　　　　　　　　　　　亀　田　英　雄　君

　　　　　　　　　　　　幸　村　香代子　君

　　　　　　　　　　　　杉　嶌　ミ　カ　さん

　　　　　　　　　　　　立　山　大二朗　君

　　　　　　　　　　　　斎　藤　陽　子　さん

　　　　　　　　　　　　堤　　　泰　之　君

　　　　　　　　　　　　南　部　隼　平　君

　　　　　　　　　　　　本　田　雄　三　君

　　　　　　　　　　　　岩　田　智　子　君

　　　　　　　　　　　　前　田　敬　介　君

　　　　　　　　　　　　坂　梨　剛　昭　君

　　　　　　　　　　　　荒　川　知　章　君

　　　　　　　　　　　　城　戸　　　淳　君

　　　　　　　　　　　　西　村　尚　武　君

　　　　　　　　　　　　池　永　幸　生　君

　　　　　　　　　　　　竹　﨑　和　虎　君

　　　　　　　　　　　　吉　田　孝　平　君

　　　　　　　　　　　　中　村　亮　彦　君

　　　　　　　　　　　　髙　島　和　男　君

　　　　　　　　　　　　末　松　直　洋　君

　　　　　　　　　　　　前　田　憲　秀　君

　　　　　　　　　　　　松　村　秀　逸　君

　　　　　　　　　　　　岩　本　浩　治　君

　　　　　　　　　　　　西　山　宗　孝　君

　　　　　　　　　　　　河　津　修　司　君

　　　　　　　　　　　　楠　本　千　秋　君

　　　　　　　　　　　　橋　口　海　平　君

　　　　　　　　　　　　緒　方　勇　二　君

　　　　　　　　　　　　増　永　慎一郎　君

　　　　　　　　　　　　髙　木　健　次　君

　　　　　　　　　　　　髙　野　洋　介　君

　　　　　　　　　　　　内　野　幸　喜　君

　　　　　　　　　　　　山　口　　　裕　君

　　　　　　　　　　　　岩　中　伸　司　君

　　　　　　　　　　　　城　下　広　作　君

　　　　　　　　　　　　西　　　聖　一　君

　　　　　　　　　　　　鎌　田　　　聡　君

　　　　　　　　　　　　渕　上　陽　一　君

　　　　　　　　　　　　坂　田　孝　志　君

　　　　　　　　　　　　溝　口　幸　治　君

　　　　　　　　　　　　池　田　和　貴　君

　　　　　　　　　　　　吉　永　和　世　君

　　　　　　　　　　　　松　田　三　郎　君

　　　　　　　　　　　　藤　川　隆　夫　君

　　　　　　　　　　　　岩　下　栄　一　君

　　　　　　　　　　　　前　川　　　收　君

欠席議員氏名(なし)

　　 ―――――――――――――――――

説明のため出席した者の職氏名
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　　　　　　知　　　　事　蒲　島　郁　夫　君

　　　　　　副 知 事　田　嶋　　　徹　君

　　　　　　副 知 事　木　村　　　敬　君

　　　　　　知事公室長　内　田　清　之　君

　　　　　　総 務 部 長　平　井　宏　英　君

　　　　　　企画振興部長　富　永　隼　行　君

　　　　　　理　　　　事　小金丸　　　健　君

　　　　　 企画振興部

　　　　　 球磨川流域　府　高　　　隆　君

　　　　　 復興局長

　　　　　 健康福祉部長　沼　川　敦　彦　君

　　　　　 環境生活部長　小　原　雅　之　君

　　　　　 商工労働部長　三　輪　孝　之　君

　　　　　 観光戦略部長　原　山　明　博　君

　　　　　 農林水産部長　千　田　真　寿　君

　　　　　 土木部長　亀　崎　直　隆　君

　　　　　 会計管理者　野　尾　晴一朗　君

　　　　　 企業局長　竹　田　尚　史　君

　　　　　 病院事業

　　　　　　警察本部長　宮　内　彰　久　君

　　　　　　　　　　　　西　尾　浩　明　君

　　　　　　監 査 委 員　藤　井　一　恵　君

　　 ―――――――――――――――――

事務局職員出席者

　　　　　　事 務 局 長　波　村　多　門

　　　　　　　　　　　　村　田　竜　二

　　　　　　議 事 課 長　富　田　博　英

　　　　　　　　　　　　濱　田　浩　史

　　　　 ――――――――――――

　　午前10時開議

○議長(渕上陽一君)　これより本日の会議を開き

ます。

　　　　 ――――――――――――

　日程第１　一般質問

○議長(渕上陽一君)　日程に従いまして、日程第

１、一般質問を行います。

　発言の通告があっておりますので、これより順

次質問を許します。

　なお、質問時間は１人60分以内の質疑応答であ

りますので、さよう御承知願います。

　前川收君。

　　〔前川收君登壇〕(拍手)

○前川收君　皆さん、おはようございます。自由

民主党の前川收でございます。

　通告に従い質問に入りたいと思いますが、今朝

の朝刊を見て、私はびっくりいたしまして、今

日、今から私が聞くことを既に断定的に結論とし

て書いてありました。知事、後ほど質問いたしま

すが、できれば、新聞辞令を覆すような、期待感

のある御答弁をいただければありがたいなという

ふうに思っています。

　ちょっと風邪を先週からこじらせておりまし

て、聞きづらいところもあろうかと思いますが、

御容赦いただければと思います。

　早速質問に入っていきたいと思います。

　まず、新生シリコンアイランド九州の実現につ

いて。

　インフラの整備についてお尋ねをいたします。

　セミコンテクノパーク近隣に建設中のＴＳＭＣ

の工場については、来年末の本格操業に向けて急

ピッチで工事が進んでおり、ほぼ完成の形も見え

てきました。既に台湾からは多くの社員の方が熊

本に来ておられ、研修も始まるなど、操業に向け

て着実に準備は進んでおります。

　このような中、国は、11月29日に成立した令和

５年度補正予算に、国内の半導体生産や開発を支

援するための予算として、約１兆9,000億円を計

上しました。

　このうち、ＴＳＭＣが本県での建設を優先的に

検討すると表明しております第２工場に対する補

病 院 事 業
管 理 者

人事委員会
事 務 局 長

事務局次長
兼総務課長

審 議 員 兼
議事課長補佐

　　　　　　　　　　　　府　高　　　隆　君

　　　　　　健康福祉部長　沼　川　敦　彦　君

　　　　　　環境生活部長　小　原　雅　之　君

　　　　　　商工労働部長　三　輪　孝　之　君

　　　　　　観光戦略部長　原　山　明　博　君

　　　　　　農林水産部長　千　田　真　寿　君

　　　　　　土 木 部 長　亀　崎　直　隆　君

　　　　　　会計管理者　野　尾　晴一朗　君

　　　　　　企 業 局 長　竹　田　尚　史　君

　　　　　　　　　　　　竹　内　信　義　君

　　　　　　教 育 長　白　石　伸　一　君

病 院 事 業
管 理 者

企画振興部
球磨川流域
復 興 局 長



－ 11 －

令和５年12月定例会　熊本県議会会議録　第２号（12月６日）

助金、7,500億円規模になるものと報道があり、

第２工場の本県進出がますます現実的なものとな

ってきたと思っております。

　また、５月に土地取得の意向を表明したソニ

ー、７月には24ヘクタールの開発許可を受け、土

地の造成工事を進めており、今後さらなる関連企

業の集積が見込まれております。

　一方で、企業を受け入れる周辺の道路や下水道

といったインフラ整備については待ったなしの状

況であり、短期間な予算の集中投資など、整備に

向けた課題もたくさんあります。

　このため、８月には、知事自ら、直接岸田総理

に対し、インフラ整備に要する予算の別枠確保を

要望され、その結果として、国において、自治体

が進めるインフラ整備を支援する新しい交付金制

度、地域産業構造転換インフラ整備推進交付金

――かなり長い名前でありますけれども、が創設

をされました。

　そこで、新たな交付金制度の創設を踏まえて、

今後の道路整備に必要な財源確保の見通しと、現

在取組が進められております県道大津植木線の多

車線化等の進捗状況及び今後の整備目標につい

て、知事にお尋ねをいたします。

　次に、企業排水を受け入れる下水道の整備につ

いてでありますが、現在建設中のＴＳＭＣ第１工

場の排水は、既設の熊本北部浄化センターで受入

れ可能だと聞いておりますが、しかし、さらに同

規模の工場が立地した場合、既設の施設だけでは

対応できなくなると思います。

　さらなる企業の動きについて、様々な情報が飛

び交う中、排水対策についても待ったなしで対応

しなければならない状況でありますが、その方策

について、一向に具体的な手法や方向性が示され

ずに、とても案じておりました。

　ところが、県が事業主体となって進めていくと

いう方針が示されましたので、そこで、県が事業

主体となった今、企業の開発スピードに対して遅

れることなく、企業からの排水について、県はど

のように対応していくのか、知事にお尋ねをいた

します。

　次に、県南工業団地についてお尋ねをいたしま

す。

　ＴＳＭＣの進出決定から２年が経過し、それ以

降、県内では半導体関連企業の投資も進んでおり

ます。

　今回のＴＳＭＣの進出は、100年に１度のビッ

グチャンスと知事も言われておりますが、このビ

ッグチャンスを最大限生かすためには、県議会も

含めた多くの皆さん方のＴＳＭＣの波及効果につ

いての様々な議論というものが必要だというふう

に思われます。

　また、知事は、九州知事会会長として、新生シ

リコンアイランド九州の実現を訴え、九州が日本

の経済安全保障の一翼を担っていきたいと、総理

官邸で行われました国内投資拡大のための官民連

携フォーラムで発言をされておられますし、ま

た、日頃からＴＳＭＣの進出効果を全県に波及さ

せるともおっしゃっていただいております。

　企業進出の受皿としては、工業団地は絶対に必

要な要件でありますが、工業団地の整備の最大の

リスク、これは、企業が進出してこないというこ

とによって、その土地が塩漬けになってしまうと

いうことであります。

　今、様々な関連企業が、工場の立地を模索しな

がら、あらゆる地域で工業団地をしっかり探して

いるようなこの状況が、まさに100年に１度のビ

ッグチャンスということであり、今やらなければ

いつやるのかというような時期であるというふう

に思っています。

　県では、中九州横断道路の沿線地域に、それぞ
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れ25ヘクタールの２か所の工業団地の整備を進め

ていますが、県土のバランスを考慮し、受皿をし

っかりと整備すれば、県南には、八代港も、それ

から高速道路等のインフラも整備されていますの

で、県南地域への企業の進出も十分可能であると

いうふうに私は思っております。

　県南地域にも県営工業団地を整備していただき

たいと思いますが、知事のお考えをお尋ねいたし

ます。

　　〔知事蒲島郁夫君登壇〕

○知事(蒲島郁夫君)　現在、県では、ＪＡＳＭの

新工場が来年末から本格稼働することを見据え、

県庁一丸となり、様々な取組を進めています。

　さらに、議員御指摘のとおり、今後も半導体関

連産業のさらなる集積が見込まれ、渋滞・交通ア

クセス対策、排水対策など、受入れ環境の構築は

喫緊の課題であります。

　あわせて、将来にわたって、企業が本県での立

地を決定し、思い切った投資ができるよう、今後

のインフラ整備の見通しを示すことも重要です。

　そのため、道路等の社会資本を短期集中的に整

備する必要があり、今後多額の財政負担が見込ま

れます。

　私は、国による別枠での予算措置などを求めた

８月の緊急要望に続き、10月には、国内投資拡大

のための官民連携フォーラムで、岸田首相に対

し、インフラ整備の必要性を述べました。

　岸田首相からは、戦略分野の事業拠点に必要な

インフラ投資を、追加的に複数年かけて安定的に

対応できる機動的な仕組みを創設するとの力強い

お言葉をいただきました。

　これらの取組が結実し、今回の経済対策とし

て、国において、デジタル田園都市国家構想交付

金に地域産業構造転換インフラ整備推進タイプが

創設されました。

　この新たな交付金の創設により、これまでの国

の通常予算とは別枠で、今後５年、10年後の整備

計画を見据えた安定的な財源の確保が可能になる

と考えます。

　なお、来年度事業の前倒しとして、早速、本交

付金を活用した補正予算を今定例会に追加提案す

る予定です。

　次に、取組を進めている道路事業の進捗状況に

ついてお答えします。

　まず、企業集積地への主要な縦軸となる菊陽空

港線は、今年７月に改良工事に着手し、現在、今

年度内のＪＲ豊肥線をまたぐ橋梁工事着手に向け

た準備を進めています。

　また、大津植木線の多車線化及び合志インター

チェンジアクセス道路は、先月、都市計画決定に

向けた説明会を開催し、将来の計画をお示ししな

がら、年度内の都市計画決定を目標に取組を進め

ております。

　今後の整備については、目標とする５年、10年

後の道路ネットワークの姿をお示ししながら、ス

ピード感を持って取組を進めてまいります。

　次に、工場排水への対応についてお答えしま

す。

　スピード感を持って工場排水対策を進めるため

には、県と市町が連携して新たな下水処理場を整

備する必要があると考えました。

　先月20日には、今後のセミコンテクノパーク周

辺の排水対策に関する基本的な事項や協力体制を

確認する基本協定を、県、合志市、菊陽町で締結

いたしました。

　今後、県が事業主体となることで、時間的緊迫

性を持って新たな下水処理場の整備を強力に進め

てまいります。

　また、この下水処理場を整備するまでの間に増

加する工場排水については、熊本北部流域下水道
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を暫定的に活用することで、適切に対応してまい

ります。

　引き続き、県議会をはじめ、国や地元自治体と

しっかりと連携しながら、半導体関連産業の受入

れ環境の整備に全力で取り組んでまいります。

　次に、県南の工業団地の整備についてお答えし

ます。

　ＴＳＭＣの進出効果を全県に広げることは、蒲

島県政の重要な使命であり、私が先頭に立って全

力で取り組んでいるところであります。

　ＪＡＳＭの工場周辺地域では、半導体関連企業

の進出が相次いでおります。

　その一方、県南地域の皆様からは、ＴＳＭＣ進

出効果を感じられないとの声が上がっていること

も事実です。

　半導体関連企業などからの本県に対する注目度

が高まる中、本県への工業用地の需要は確実に高

まっております。

　その波及効果を実感していただくためには、県

南地域にも新たな企業が進出できる環境を整える

ことは、大変意義のあることと認識しています。

　そのため、県南のみならず、南九州の拠点を目

指す八代地域における県営工業団地の整備の検討

に着手いたします。

　八代地域は、重点港湾の八代港、高速道路の３

つのインターチェンジ、九州新幹線の駅といった

交通インフラに優れ、球磨川の豊富な水資源も活

用できます。

　また、熊本高等専門学校や八代工業高校など、

産業人材育成のための教育機関も充実しておりま

す。

　県が主体性を持って企業誘致の受皿となる工業

団地を整備することで、物流や半導体関連にとど

まらず、食品関連企業など地域の特性が生かせる

企業を呼び込み、ＴＳＭＣ進出効果を着実に県南

地域に波及させることが期待されます。

　現在の企業進出の機運を確実に捉えるために

は、できるだけ早期に整備することが極めて重要

です。一日でも早い分譲開始を目指して、全庁を

挙げて取り組んでまいります。

　　〔前川收君登壇〕

○前川收君　ただいま知事より御答弁をいただき

ました。

　まずは、いわゆるこのインフラ整備、熊本県に

ＴＳＭＣの工場が進出するということは、とても

ありがたいことで、物すごくうれしいことであり

ますが、同時に、周辺の地域のインフラ整備をや

らないと、今でも非常に厳しい状況にあることは

十分分かっておりました。ただ、それを県だけの

力でやろうとすれば、できないことはないかもし

れませんが、10年間で約1,140億の新たな投資が

生まれるということでありまして、それを県だけ

で賄うことは非常に厳しいと、また、賄ってしま

えば、地域以外の皆さん方のこれまでの既存事業

に対して、とても大きな影響を出してしまうとい

う懸念を持っておりました。

　とはいえ、他県の皆さんから見れば、熊本は誠

に羨ましい限りですという羨望のまなざしで見ら

れている状況も踏まえながら、私は、党幹部の皆

さん方、知事も一緒になって党本部に何度となく

お邪魔をしながら、こう言ってまいりました。熊

本県は、ＴＳＭＣが来たことを大歓迎いたしてお

りますと、県としては、その受入れ体制について

は、県が倒れるまで県として頑張りますと、しか

し、倒さないでくださいというお願いをしてまい

ったんです。

　最初からお願いしますというわけにはいかな

い。それは、羨望という言葉が他県からあるとい

うことを前提としながら対応をしていかなければ

いけないということだったというふうに思ってい
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ます。

　おかげで、新しい枠組みの交付金ができまし

た。画期的なことだと思います。予算の単年度主

義は全国一緒でありますが、この単年度主義を打

ち破りながら、その時々にしっかり交付金で対応

していくという対応を総理から言っていただいた

わけでありますから、憂いなくこの周辺整備に対

してしっかりと取り組んでいただけるというふう

に思いますので、ぜひ緩めずに頑張っていただけ

ればというふうに思っております。

　それから、県南の工業団地について、県土の均

衡ある発展というのは、なかなか簡単ではないと

思います。そう簡単にできることではありません

が、これだけやっぱりＴＳＭＣの効果が言われて

いる中にあって、県南の皆さんから非常に御不満

の声があったと。それは、私も、同じ県南の人間

であれば、同じことを言っただろうなというふう

に思います。そこは、いろんな日常活動の中で皆

さんにも聞こえてきたと思いますけれども、いい

ですね、県北はとか、いいですね、菊陽町はと

か、そういった話があるわけであります。

　ただ、このことを成功させていくためには、や

っぱり県民一丸となった思いの結集というのが必

要であり、そのためには熊本県全体に波及させる

と、ＴＳＭＣの効果を全体に波及させるというこ

とが絶対に必要であり、その象徴として、その象

徴としてですね、ぜひ八代地域に――もうはっき

りお答えになられましたから、八代地域に工業団

地を造ってもらいたいというふうに思います。

　ただ、これもまた時間との勝負でありまして、

今が旬でありますけれども、進出をされている、

希望を持っている企業がたくさん来ているうちに

造っていって完成させないと、塩漬けという言葉

をあえて先ほど使いましたけれども、そうなって

しまうと。

　ただ、やっぱり行政は、それを恐れてはいけな

いと思います。塩漬けにならないように努力する

ということの前提の中で、一歩踏み出していくと

いうことだと思いますので、その結論について

は、知事を高く評価したいというふうに思ってお

ります。

　次の質問に移ります。

　物流の2024年問題への対応についてお尋ねをい

たします。

　物流の2024年問題とは、働き方改革の関連法に

よって、2024年４月１日以降、猶予されていた自

動車の運転業務に対し、年間の時間外労働時間の

上限が960時間に制限されることで発生する数々

の問題のことであります。

　国においては、物流の2024年問題に対して、何

も対策を講じなければ、2024年度、来年度であり

ますが、14％、2030年度には34％の輸送力不足の

可能性があるということから、本年６月、物流革

新に向けた政策パッケージというものが策定され

ました。

　今般、2024年が迫る中、賃上げや人材確保な

ど、早期に具体的な成果が得られるよう、可及的

速やかに各種施策に着手するとともに、2030年度

の輸送力不足の解消に向け、可能な施策の前倒し

を図るべく、必要な予算の確保も含め、緊急的に

取り組むこととされております。

　また、荷主企業と物流事業者が相互に協力して

物流を改善しようとするホワイト物流の取組が進

められておりますが、残念ながら、県内では、自

主行動宣言を行っている企業は24者しかないとい

う状況にあり、浸透しているとは言い難い状況で

ございます。

　2024年の４月が目前に迫る中、運送業界の方々

にお話を直接お伺いすると、なかなか荷主企業の

理解が得られず、一向に準備が進んでいないとい
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う印象を受けております。

　言うまでもなく物流は、社会インフラで、経済

活動を維持していく上で必要不可欠なものであ

り、今回の問題は、運送業だけの問題ではなく

て、荷主企業を含めた物流システム全体の問題

で、何より荷主企業の意識改革が必要でありま

す。システム効率化に向けて、当事者意識を持っ

て取り組むべき課題でもあります。

　また、農業県である本県における農産物の輸送

は、非常に大きな問題であります。

　熊本県においては、これまで、農協青果物輸送

改善協議会と連携し、中継基地やモーダルシフト

の実証実験を行ってきましたが、地域や品目によ

り温度差があるため、９月定例会では、県産農産

物県外流通効率化緊急支援事業というものを予算

化し、県内ＪＡの輸送効率化に向け、話合いやパ

レット輸送体系の導入等の取組の一部の経費を補

助するなどして、効率化に向けた取組を後押しし

ているところであります。

　現在、県内の運送事業者の７割は、保有車両20

台未満の小規模事業者でありますが、こうした事

業者が県内の物流の下支えをしている現状にあり

ます。仮に、こうした事業者が倒産や廃業となれ

ば、県経済に与える影響は甚大なものとなりま

す。

　国の補助制度はあるものの、燃料費の高騰の影

響は小さくなく、これに人件費や車両価格、タイ

ヤ代等の高騰による影響も重なり、小規模事業者

は厳しい経営を強いられており、事業継続するこ

とができるのか、大変危惧をしているというとこ

ろであります。

　適切な価格転嫁への機運醸成や物流の効率化に

向け、県として緊急的な対策をさらに講ずるべき

ではないかというふうに考えておりますが、2024

年４月を目前とし、県の物流の2024年問題への対

応について、商工労働部長にお尋ねをいたしま

す。

　　〔商工労働部長三輪孝之君登壇〕

○商工労働部長(三輪孝之君)　物流の2024年問題

は、議員御指摘のとおり、運送事業者だけでな

く、荷主企業を含めた物流システムに関わる事業

者全ての問題です。来年４月に向け、既に一部の

荷主企業では、運送事業者との協議を重ね、着実

に準備を進められていると伺っています。

　しかし、現時点においては、この問題に対する

荷主企業の理解や必要な対策が必ずしも進んでい

る状況にはないと認識しています。

　国においては、物流革新に向けた政策パッケー

ジに続き、10月には物流革新緊急パッケージが取

りまとめられ、これに基づく様々な施策が進めら

れています。県としても、本県独自の政策パッケ

ージを取りまとめ、実効性のある対応策を講じて

まいります。

　農産物に関しては、この問題に対する啓発セミ

ナーの開催に加え、今月19日には、荷役契約の明

確化に向けた２回目のセミナー開催を予定してい

ます。

　あわせて、議員の御紹介にもありましたとお

り、９月補正予算において、輸送の効率化に向

け、荷主を対象とした事業にも取り組んでいま

す。

　また、熊本県トラック協会と協力し、県民や荷

主企業への啓発など、理解促進のための取組も進

めてまいります。

　さらに、こうした取組を推進するため、国の関

係機関や経済団体等と相互に連携協力し、適切な

価格転嫁に向けた機運醸成を図ることを目的とし

た協定を、今月19日に締結することといたしまし

た。

　この協定には、主たる荷主である農業協同組合
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中央会等にも参画いただく予定としており、全国

初の枠組みになります。これにより、農産物等の

輸送における荷主と運送事業者の負担の在り方に

ついての議論が深まるものと期待しています。

　加えて、国のホワイト物流推進運動に参画し、

物流の効率化に向けて連携して取り組む運送事業

者と荷主企業を強力に後押しします。

　具体的には、ホワイト物流推進運動に取り組む

運送事業者に、貨物自動車１台当たり５万円で最

大20台分となる上限100万円、同じく荷主企業に

ついては、物流の効率化に要する経費の一部を助

成したいと考えています。

　このため、これらの取組を進めていくための予

算を今定例会に提案することとしています。

　また、商工団体の会員企業の方々に運送事業者

の価格転嫁について理解を深めてもらうための取

組や物流の効率化を図る荷主企業等への専門家派

遣など、様々な施策を速やかに実施します。

　県としては、国の施策に加え、今回策定した本

県独自の政策パッケージを着実に進めてまいりま

す。そのことにより、目前に迫った物流の2024年

問題に的確に対応し、関係する団体、事業者の皆

様と一緒にこの困難を乗り越えていけるよう、全

力を挙げて取り組んでまいります。

　　〔前川收君登壇〕

○前川收君　御答弁をいただきました。

　2024年問題、もう来年の４月でありますから、

これはもう５年ぐらい前から分かっていたことで

あり、国も含めて、我々の取組の甘さというもの

を改めて感じているところであります。

　恐らく、このままでいけば、さっきお話をしま

した20台以下の中小の企業がほとんど厳しい環境

になると。この皆さん方が県内物流の７割から８

割ぐらいを支えているというお話でありますか

ら、その部分をしっかりと支えていくということ

ができていかなければいけないというふうに思っ

ています。

　また、問題点の一つは、運送事業者との商習

慣、いわゆる商いの習慣というのがずっと潜在的

にはあったわけでありまして、運送事業者の皆さ

ん方も、仕事を得るためにはある程度のサービス

というものは――これは自由競争の中であります

から、あってきたというふうに思いますが、ここ

に来てそれを続けると、いわゆる労働時間の残業

のところで引っかかってしまいます。それで引っ

かかると、残業を少なくしなきゃいけない、残業

を少なくすると、ドライバーの皆さん方に対する

給料を下げざるを得ないと、そうなったら、今で

も不足しているドライバーの成り手がなくなると

いう、そういった負の連鎖が始まるかもしれない

というふうに思っておるところでありますので、

今、本県独自の政策パッケージということをつく

っていただき、まずは国の関係機関や経済団体等

と一緒に価格転嫁に向けた機運醸成をしっかりや

っていくと、協定を結んで頑張っていくというこ

とであります。特に、主な荷主である農協の皆さ

ん方にも参画をいただくということであります。

　少し長くなりますが、農協の話は、価格転嫁が

物すごくしにくいわけでありまして、市場で価格

が決まるから、輸送費は50円上がりましたから、

50円高く落札してくださいということがなかなか

言えない状況にあります。そこは、今、食料・農

業・農村基本法の中にも議論をされておりますけ

れども、どうやってそういった部分を転嫁する

か、最終的には生産原価が幾らなのかということ

を科学的に我々が把握しながら、プラスオンでき

るという形をつくっていかなければいけないなと

いうことを感じております。

　当面、ホワイト物流の推進運動にしっかりと、

運送事業者だけではなくて、荷主企業に対しても
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御参画をいただく、そのためのインセンティブと

して100万円、20台５万円の100万円上限という形

で、貨物事業者に対しては、そういう上限で助成

をいただくということでありますが、そこもとて

も大事でありますが、やっぱり荷主企業の皆さん

にも御理解をいただくということについて、ぜひ

これも速やかに、来年の４月はあっという間であ

りますから、取り組んでいただきますようによろ

しくお願いを申し上げ、次の質問に移ります。

　蒲島県政の成果と課題について質問をいたしま

す。

　今年度は、蒲島県政４期目の最終年度でありま

す。知事は、今年度を４期目の集大成の年と位置

づけ、様々な目標の達成に向け、果敢に取り組ん

でおられます。

　私は、蒲島県政４期16年が終わりに近づいてい

る今、知事が一貫して目標とされてきた県民総幸

福量の最大化に向けたこれまでの取組で、県政が

どう変わったのか、あるいは変わらなかったの

か、その成果と課題を総括する必要があるという

ふうに思っております。

　改めて蒲島県政を振り返りますと、まずは１期

目の４年間、県民総幸福量の最大化に向け、財政

再建、川辺川ダム問題、水俣病問題という、いわ

ゆる３つの困難の克服、そして稼げる県、長寿を

恐れない社会、品格あるくまもと、夢のある教育

という４つの夢の実現を掲げられました。そし

て、３つの困難に果敢に挑戦されるとともに、４

つの夢についても着実に成果を上げてこられたと

いうふうに思います。

　２期目の４年間は、｢幸せを実感できるくまも

と」を掲げ、｢活力を創る」｢アジアとつながる」

｢安心を実現する」｢百年の礎を築く」という４つ

の約束の実現に力を注がれてこられました。

　その中で数々の成果を上げられていますが、こ

の２期８年間で、県政は確実に勢いを増してきた

というふうに感じておりますし、この４年間の取

組が、ＴＳＭＣをはじめとした今の政策にも生き

ているなということを、私は個人的に感じており

ます。

　そして、このよき流れをさらに大きく、強くし

ていくということで、｢“幸せを実現でき、躍動

し続けるくまもと”の創生」を掲げ、見事３選を

果たされ、蒲島県政がまさに３期目に突入しよう

とした矢先、４月16日でありましたが、あの熊本

地震が郷土を襲いました。

　未曽有の被害を前に多くの県民が途方に暮れる

中、知事は、ふるさと熊本の復活のために、全身

全霊をささげてこられました。

　熊本地震からの復旧、復興の過程では、例えば

熊本の空の玄関口である阿蘇くまもと空港の活性

化、空港へのアクセス改善、中九州の横軸の整備

など、これまでその必要性は指摘されながらも、

なかなか事業化に至らなかったものが、知事が掲

げた創造的復興の理念の下で、一気に実現に向か

って動き出しました。

　これらは、熊本地震という大きなピンチを、創

造的復興という形でチャンスに変え、熊本のさら

なる発展につなげてきた例であります。

　そして、３年前、国難とも言うべき新型コロナ

ウイルスの感染拡大の中、告示後は選挙運動は一

切やらずに公務に専念されるという、全国でも例

のない異例の事態の中で、知事は、熊本地震から

の創造的復興と新型コロナウイルスの感染症への

対応を使命と掲げ、見事県政史上初となる４選を

果たされたということであります。

　そうした中発生したのが令和２年７月豪雨災害

であります。知事は、この４期目において、熊本

地震からの創造的復興、新型コロナウイルス感染

症への対応、そして豪雨災害からの復旧、復興に

“幸せを実現でき、躍動



－ 18 －

令和５年12月定例会　熊本県議会会議録　第２号（12月６日）

積極果敢に取り組んでこられました。

　７月豪雨から復旧、復興も着実に進み、また、

球磨川流域の治水対策についても、緑の流域治水

の理念の下、国、県、流域市町村等あらゆる関係

者が連携し、様々な対策を進めておられます。

　しかしながら、令和２年７月豪雨からの創造的

復興をはじめ、まだ課題として残されていること

がたくさんあるのではないかというふうに思いま

す。

　ＴＳＭＣの本県進出というビッグチャンスを基

に、将来の熊本の発展に向け、知事が４期目の集

大成に取り組まれている中、県民の総幸福量の最

大化を目指してきた蒲島県政の成果と課題をどの

ように総括されるのか、知事にお尋ねをいたしま

す。

　　〔知事蒲島郁夫君登壇〕

○知事(蒲島郁夫君)　蒲島県政の成果と課題につ

いてお答えします。

　これまでの蒲島県政の歩みは、県政の最大目標

である県民総幸福量の最大化に向けた挑戦の連続

でありました。

　まず、１期目の４年間では、議員がおっしゃっ

たように、財政再建、川辺川ダム問題、水俣病問

題という３つの困難に取り組み、それに対して挑

戦する１期目でありました。

　一定の道筋はつけたと思いますけれども、後で

述べますように、川辺川ダム問題は、2008年に白

紙撤回をいたしましたけれども、その後、球磨川

流域の大豪雨災害で、それについての方向転進を

行いました。それについては後で述べたいと思い

ます。

　また、マニフェストに掲げた４つの夢について

も、熊本市の政令市移行などの目標を実現するこ

とができました。

　そして、２期目の４年間は、｢幸せを実感でき

るくまもと」の実現に向け、掲げた４つの目標達

成に全力で取り組んだ期間でありました。

　その中では、１期目に種をまいた様々な施策が

成果を出し、稼げる農業の実現やくまモンの活躍

など、多くの花が咲き始めました。

　こうした県政のよき流れをさらに大きな流れと

し、地方創生を実現する意気込みの中で３期目を

迎えた矢先に、ふるさと熊本を襲ったのがあの熊

本地震であります。

　私は、この県政史上最大の逆境を乗り越え、熊

本を一日も早く再生させることが自らの天命であ

ると思い定めました。そのために、発災直後に復

旧、復興の３原則を掲げ、地震からの創造的復興

に向け、全力を尽くしてまいりました。

　私は、熊本地震からの創造的復興は、今、目に

見える形で着実に進んだと考えております。熊本

空港も新しくなり、そして私が知事になったとき

に、熊本駅は何でこんなにみすぼらしいんだろう

と思いましたけれども、安藤忠雄さんにお願いし

て、すばらしい駅に生まれ変わりました。そし

て、くまモンポート八代も、クルーズ船の拠点と

して、これから最高の働きをするんじゃないかな

と、このように思います。

　そのような形で、創造的復興が――ここで大事

なことは、創造的復興で、負担の最小化を目指し

ながらその復興が進んだということが、私はとて

も大きいのではないかなと思います。それを可能

にしたのが、チーム熊本として、本県の持てる力

を一つに結集して困難に立ち向かったことであり

ます。

　議会も国会も、そして県も市町村も、一緒にな

って同じ方向で要望に行き、そして同じ方向の要

望を行いました。これは、普通、当たり前のよう

な感じがしますけれども、これができているのは

熊本だけであります。同じ方向で全てが進んでい
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る、それでチーム熊本というのは、とても本県の

持てる力を一つに結集して困難に立ち向かったこ

とにあります。

　そして、３期目もいよいよ終盤に迫った令和２

年当初、本県はもとより、全国を新型コロナウイ

ルスが襲いました。

　蒲島県政４期目は、熊本地震からの創造的復興

に加え、新型コロナウイルスという大逆境を乗り

越え、熊本の再生を果たすことを最大の使命とし

てスタートいたしました。

　そのような中で、令和２年７月豪雨災害が発生

しました。この未曽有の災害を経験し、私は、改

めて球磨川流域の治水の問題に正面から向き合わ

なければならないと考えました。そして、流域の

皆様に共通する心からの願いは、命と環境をとも

に守る、そのことだと受け止め、新たな流水型ダ

ムを含む緑の流域治水を推進していくことを決断

しました。これは、2008年の川辺川ダム白紙撤回

から全く違った判断でありました。

　現在、国や市町村などと連携しながら、一日も

早い流域の安全、安心と復旧、復興に向けて全力

で取り組んでいます。

　私は、４期目においても、幾多の逆境に立ち向

かってまいりました。そして今、熊本県では、Ｔ

ＳＭＣの熊本進出を契機とした新生シリコンアイ

ランド九州の実現に向けた取組など、将来の熊本

の発展を見据えた礎が着実に築かれつつありま

す。

　これまで幾多の困難を経験した本県は、その克

服の先に、本県のポテンシャルを最大限生かした

地方創生を実現し、熊本の５つの安全保障に貢献

し得る存在となっています。これが、これまでの

蒲島県政の成果であると考えています。

　しかし、残された課題もあります。

　１つ目の課題は、令和２年７月豪雨からの創造

的復興の完成です。

　まず、最重要課題である住まいの再建につい

て、任期中に全ての被災者の住まいの再建にめど

をつけなければなりません。

　また、私は、被災地の人口減少に大きな危機感

を抱いています。人口減少に歯止めをかけ、将来

にわたり持続可能で魅力的な地域として再生して

いくためには、引き続き、緑の流域治水を力強く

国、県、流域市町村と推進し、創造的復興を成し

遂げなければならないと思っています。

　その点、命と清流を守る流水型ダムについて

は、国において最新の知見と技術力を結集した検

討が行われており、川辺川、球磨川の環境に極限

まで配慮したものに限りなく近づいていると感じ

ております。国においては、引き続き、しっかり

と検討を進めていただきたいと考えております。

　県においても、今般、国から示された環境影響

評価準備レポートへの知事意見を、この任期中に

しっかりと取りまとめてまいります。同時に、五

木村、相良村に対しても、両村の振興を力強く進

めるとともに、ダムの環境影響の丁寧な説明を行

ってまいります。

　また、ＪＲ肥薩線の再生については、今般、再

生協議会で地元負担分の負担割合の枠組みが合意

されました。全国に誇る地方創生ロールモデルと

して、鉄道復旧により地域の再生を成し遂げられ

るよう、ＪＲ九州との協議を加速してまいりま

す。

　２つ目の課題は、日本の経済安全保障に貢献す

る上で鍵となるＴＳＭＣ進出への対応です。

　今後の半導体関連産業の集積を見据え、道路等

の社会資本整備に加え、地下水等の環境保全対策

もしっかりと進めていく必要があります。さらに

は、地方創生の実現を見据え、ＴＳＭＣの進出効

果を県内全域に波及させ、県土の均衡ある発展へ
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とつなげていく必要があります。

　今般、有識者の提言を踏まえて策定した新大空

港構想もその一環であります。空港を軸とした熊

本の発展を確実にするため、構想に盛り込んだ空

港アクセス鉄道の整備実現などの取組をしっかり

と進めてまいります。

　私の４期目の任期も、残り４か月であります。

これらの課題に任期中にめどをつけること、そし

て４期目の集大成に向けて、引き続き全力で取り

組んでまいります。

　　〔前川收君登壇〕

○前川收君　蒲島県政の成果と課題について、自

ら御検証をいただきました。

　とてもじゃないけど、この16年間を全て振り返

ることは当然できません。しかし、今のお話を聞

くだけでも、本当にたくさんのことがあったな

と、厳しい環境も含めて、乗り越えてきていただ

いたなということを感じておりました。

　知事がまだ知事に就任なさる前、東大の教授だ

った頃だと思いますが、｢逆境の中にこそ夢があ

る」という本を書かれました。逆境の中にこそ夢

がある、まさか知事になってこんな逆境を体感な

さるとは思ってなかったと思いますが、２期目ま

では別として、３期目以降は、本当に逆境の中で

頑張っておみえになったと、その背景で県議会の

皆さん方や県民の皆さんがたくさん知事を支えて

きたということもお感じになっているんじゃない

かなというふうに思っています。

　多くは述べられませんでしたが、１つ、くまモ

ンの話だけしたいと思います。

　私は、くまモンというのは、政治的政策の中で

生まれたものだと思っています。隣県のある知事

が、自らの知名度を生かして、何とかブームとい

うことをつくられました。そのブームは、その方

が知事のときには確かにブームであったんです。

しかし、その方が知事を辞めた瞬間から、そのブ

ームは消えて終わりました。くまモンは、これか

ら未来永劫、我々県民がしっかりと育てていける

ものでありまして、これこそが、私は戦略という

ふうに思っていまして、当時からその比較をさせ

ていただいていた。蒲島県政の戦略の中で引き継

いでいける大きな資産、これをくまモンという形

でもつくっていただいたというふうに私は評価を

いたしております。

　最後に、次期知事選への決意についてお尋ねを

いたします。

　御答弁のように、これまで知事は、15年余りの

間――約16年間です。県民の総幸福量の最大化と

いう目標の下に、様々な課題に果敢に取り組み、

着実に成果を上げてこられたと思います。

　いよいよ来年４月15日は、４期目の任期満了日

を迎えます。知事は、残された任期いっぱい、目

標達成に向け全力を尽くすというふうにおっしゃ

っていただいております。

　ただし、ただいまの御答弁にもありましたよう

に、現在の県政には課題もたくさん残されており

ますし、その課題のほとんどが蒲島知事でなけれ

ば解決が難しい課題であります。また、100年に

１度のチャンスも、蒲島知事でなければ生かせな

いというふうに私は思っております。

　知事は、最近のある会合で、ダイバーシティー

という言葉があるけれども、そう言われながら、

私は日本一高年齢の知事というふうに言われてい

ますと、自らを卑下して発言をされ、苦笑いをさ

れたという話をつい最近耳にいたしました。多く

の県民は、次の４年間も引き続き蒲島県政を求め

ているというふうに思っておりますので、そのこ

とを卑下することはやめていただきたいというふ

うに思います。

　そして、その根拠は、11月の初めに我々自民党
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県連の世論調査によって出てきた答え、77％とい

う圧倒的な支持率であります。現職で４期目を終

えようとしている知事としては、まさに驚異的な

数字だと、支持率だというふうに思います。

　次にそういった機会があれば、ぜひこう言って

ください。私は、日本一高年齢の知事と言われて

いますが、日本一県民の信頼を得ている知事であ

るとも言われておりますと、知事、ぜひそう言っ

ていただければというふうに思っております。

　朝の新聞辞令も出ておりますけれども、ぜひ知

事には前向きな御答弁をいただきたいと思いま

す。

　最後のお尋ねをいたします。

　知事、５期目に向けた決意のほどをお聞かせく

ださい。

　　〔知事蒲島郁夫君登壇〕

○知事(蒲島郁夫君)　次期知事選に向けた私の決

断についてお答えします。

　私が自分自身の進退を判断する基準は、県政の

流れが私が最大の目標とする県民総幸福量の最大

化に向けて確かな歩みを進めているかという、そ

の一点にあります。その観点から、私が知事の職

を退くことで県政の流れを妨げることはないの

か、県民の期待はどうか、自身の気力と体力は十

分かと、熟慮に熟慮を重ねてまいりました。

　本県は、今、そのポテンシャルを最大限に生か

した地方創生を実現し、日本の経済、感染症、災

害、食料、環境の５つの安全保障に貢献し得る存

在となっています。

　次の４年間は、蒲島県政の成果を踏まえ、課題

を確実に解決しながら、熊本の将来に向けた礎を

強固にしていく極めて大事な期間です。そして、

議員からは、多くの県民の皆様が私に期待を寄せ

てくださっていることを、ありがたくも御紹介い

ただきました。私自身といたしましても、県民の

皆様の期待の高さを心からうれしく思っていま

す。

　顧みれば、４期目の４年間、熊本は、熊本地

震、新型コロナウイルス感染症、令和２年７月豪

雨災害のトリプルパンチとの戦いでした。しか

し、チーム熊本で困難に立ち向かう中で、令和３

年11月には、ＴＳＭＣの熊本進出という、それま

で誰もが予想できなかったビッグチャンスが訪れ

ました。このように、政治というものは、逆境と

将来の夢の追求が重なり合いながら、未来に向け

て続いています。

　しかし、人には命の限りがあります。政治に携

わる者には、一人の人間として、自身の進退を真

に見極めるときが必ず訪れます。私にとって進退

の決断は、県民総幸福量最大化の理念に照らし、

県政の将来展望に沿ったものでなければなりませ

ん。

　この観点から、改めて本県の現状を見ますと、

チーム熊本の力で、今、創造的復興は目に見える

形で進んでいます。そして、令和２年７月豪雨に

ついても、災害からの創造的復興と緑の流域治水

の取組が着実に進んでいます。

　流水型ダムについても、環境に極限まで配慮し

たダムの姿が、国の努力によって見えつつありま

す。長年ダム問題に翻弄された五木村、そして相

良村の振興についても、その実現に向け、全庁を

挙げた取組が進んでおります。

　ＴＳＭＣ本県進出への対応についても、岸田首

相が、複数年にわたる国の支援を明快に約束して

くださいました。

　そして、この流れの中で、将来に向けた県政の

リーダーシップの担い手を考えたときに、仮に私

が新たなリーダーに県政を託すとすれば、今が最

も適切な時期ではないかという思いに至りまし

た。
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　私は、全国47の都道府県の中で最年長の知事で

あります。しかし、仮に次の選挙で県民の負託を

いただいたとしても、次の任期の途中で限界を迎

える可能性もあります。

　県政は、今、将来の夢に向けてよき流れを加速

しております。活躍を続けるくまモンの存在や安

藤忠雄さんの手により近く完成するこども図書館

も、未来に向けた夢の一つであります。この流れ

を踏まえるならば、今このときに、有能な人物に

県政を託すこと、それが、本県の今のよき流れを

さらに強く、さらに大きくし、そして将来的な県

民総幸福量の最大化を目指し続ける上で、最も望

ましい選択ではなかろうかと思い至りました。

　熟慮に熟慮を重ねた上、この思いから、私は、

与えられた今の任期を全うした上で、次の知事選

には出馬しないことを決断いたしました。

　私は、これまで長きにわたり、県民の皆様をは

じめ、議会の皆様、国や市町村の皆様からも、蒲

島県政の推進に対する深い御理解と多大なる御支

援をいただいてまいりました。常に県民総幸福量

の最大化を願いながら県政の推進に当たるという

この重要な任務を、皆様からの深い信頼と私自身

の皆様への変わらぬ敬愛、尊敬を持って続けてこ

られたことを、私は心から感謝いたしておりま

す。

　私は、15年前、この議場で川辺川ダム計画の白

紙撤回を表明いたしました。そのとき、県民の85

％は、私の決断を支持してくださいました。しか

し、３年前、令和２年７月豪雨災害は、それをは

るかに超える豪雨災害でありました。そして、そ

れをどうやって乗り越えるかということで、私

は、30回にわたり球磨川流域の皆様の民意と向き

合い、そこで得られた、また、私が感じた球磨川

流域の皆様の民意は、命と清流の両方を守ってく

れと。そのことによって、新たな流水型ダムを国

に求めることを決断いたしました。

　通常であれば、このような方向転換は、県民の

皆様に受け入れられてもらえないものです。しか

し、今井亮佑教授の調査では、その直後の調査で

71.4％の県民がこの方向転換を支持してくださっ

たことを、私は今も忘れることはできません。

　そして、今でも、前川議員がおっしゃったよう

に、多くの県民の皆様が私を支持していること

を、感謝の念に堪えなく思っています。

　私は、このよき流れを強く、大きくし、本県の

今後の発展を導く有能なリーダーに県政をつない

でいきたいと思っています。

　この思いを胸に、残る課題の解決に向けためど

をつけること、そして今のよき流れをさらに加速

させ、50年、100年先の本県の発展に確実につな

げる覚悟を持って、残る任期を全力で務めてまい

ります。

　皆さん、本当にありがとうございました。(拍

手)

　　〔前川收君登壇〕

○前川收君　ただいま、知事の重い重い決断を、

この議場で皆さんと一緒に聞かせていただきまし

た。多くの県民も、メディアを通じながら、その

結論を耳にしたと思います。

　ちょうど16年前の12月、私は、蒲島知事と東京

でお会いいたしました。そのときに、ぜひ熊本県

知事になってください、熊本に戻ってきてほしい

というお話を１対１でさせていただいたことを鮮

明に覚えています。

　そのとき私が感じた印象は、蒲島さんは、ハー

バードを出て東大の教授であると、いわゆるイン

テリジェンスの塊みたいな人だというふうに先入

観としては思っていたんです。ところが、実際に

お会いした御本人は、今と少しも変わらない性格

の方でありました。私たちをしっかり受け入れて
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くれて、いろんな話にちゃんと耳を傾けてくれ

る、インテリジェンスのかけらも見えない、出さ

ない、そういう人だなというのを当時感じたとい

うふうに、その当時思いました。

　そして、私たち自民党熊本県連は、知事選に臨

むに当たって、県連のための、自民党のための知

事をつくるのではないと、あくまで県民のための

知事をつくろうという思いの中で、異例なことを

これまでやらせていただきました。公認でも推薦

でもないけれども、公認より重い候補者、多分全

国に誰もいません、今まで。それが蒲島知事であ

ったというふうに思っています。

　様々な戦いを我々は政党としてやりますけれど

も、知事選以外の戦いに知事を駆り出したことは

一回もございません。そうやって支えてきたつも

りであります。

　しかし、この16年間、考えてみれば、本当によ

く頑張っていただいたというふうに思います。県

民の一人として、その16年間の重みに心から感謝

と敬意を表したいというふうに思います。ありが

とうございました。

　これから先、まだまだ県政は続いていくわけで

ありますから、知事の思いをしっかりと受け止め

ながら、次に向かって我々も邁進していかなけれ

ばならないというふうに思っておりますので、ど

うぞ御指導をよろしくお願いしたいというふうに

思います。

　知事のこの答弁を受けながら、明日から大変だ

なということを、実は私、内心考えておりますけ

れども、しかし、それはそれで我々の責任という

言葉があります。責任をしっかりと果たしていき

たいというふうに思っておりますので、どうぞよ

ろしくお願いを申し上げ、質問を終わりたいと思

います。

　ありがとうございました。(拍手)

○議長(渕上陽一君)　この際、５分間休憩いたし

ます。

　　午前10時59分休憩

　　　　 ――――――――――――

　　午前11時11分開議

○議長(渕上陽一君)　休憩前に引き続き会議を開

きます。

　岩田智子君。

　　〔岩田智子君登壇〕(拍手)

○岩田智子君　おはようございます。熊本市第一

選挙区選出・立憲民主連合の岩田智子です。

　先ほどの前川議員の御質問で、知事が、今度は

もう出ないというふうにおっしゃいました。そし

て、成果と課題についても、本当に心を込めて、

ぐっときながらお話をされまして、私が議員にな

ってからもずっと蒲島知事でしたので、ずっと地

震のときから振り返ってお話を聞かせていただい

ていました。でも、そうとはいいながらも、まだ

任期はこれからも続きますので、今日も知事に答

弁をしていただく質問を幾つか用意をしておりま

すので、しっかりと御答弁をよろしくお願いした

いと思います。

　私、３期目初めての質問になりますけれども、

通算13回目の質問になります。女性議員も、この

３期目、今期は５人、５倍増ということで、とて

もうれしく思う一方で、まだまだ女性議員足りな

いなというふうにも感じています。

　今日、前川議員の質問とはちょっとまた逆のと

ころからの視点で質問をさせていただきますけれ

ども、早速通告に従って質問をさせていただきた

いと思います。

　まず１つ目です。県助成金不適切受給問題につ

いてお尋ねをいたします。

　県の旅行支援事業の助成金を旅行会社が不適切

に受給した疑いがあるとされている問題ですけれ
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ども、９月議会でも代表質問で取り上げられ、知

事に質問がなされました。

　知事は、答弁で、報告を受け、第三者に調査を

任せる、丁寧、迅速に調査を行う、私が見逃しを

指示したことは一切ございません、返納は完了し

ている、タクシー券未使用分の適法性を調査す

る、制度設計は、関係者間の連携不足や誤認が重

なった、外部弁護士の選定を急ぎ、丁寧、迅速に

調査を行うと、それぞれの質問に答弁されまし

た。

　また、定例記者会見では、マスコミの質問に、

ＴＫＵヒューマン側からの要求について、少なく

とも知事にはなかったし、知らなかった、私は第

三者委員会にお任せをしています、そういう判断

です、私の判断が必要なとき、公文書として残す

ときは私がしますが、内部調査もしてほしくない

とのことだったので、皆さんや世論が調査はしな

いでと言われるので、ガバナンスの一つとして第

三者に任せている、県は事務局に徹しなさいと言

っているなど、質問した議員やマスコミに対して

お答えという形で発言をされています。

　しかし、県民は、この問題が明るみになったこ

とでの、県行政のトップとしての責任がどうなの

かということの発言を求めているんです。

　問題解決に向けては、第三者委員会の結果が出

てからとしても、知事から県民に御自分の責任に

ついてお話をしていただきたいと思います。知

事、よろしくお願いいたします。

　　〔知事蒲島郁夫君登壇〕

○知事(蒲島郁夫君)　旅行助成事業「くまもと再

発見の旅」については、コロナ禍で苦しむ観光関

連事業者を何とか支援しようと、国の支援策発表

に先駆ける形で、いち早く事業を実施しました。

　これまで、延べ約280万人の方々に利用いただ

き、多くの観光関連事業者から、この事業のおか

げで事業継続ができているなどの声が届けられて

います。

　このような中、このたび、補助事業の対象につ

いて、公益通報制度による指摘を受けたので、真

摯に対応しています。

　公益通報が行われた事項については、事実関係

の確認も含め、中立、公平に判断いただくため、

第三者調査委員会を設置し、現在、調査が進めら

れています。

　この調査により事実関係を明らかにすること

が、知事である私が今なすべき責務と考えており

ます。

　調査結果を受けて、その対応の中に、知事とし

てどのような対応をすべきかということについて

は、責任を持ってやります。

　　〔岩田智子君登壇〕

○岩田智子君　知事に答弁いただきました。

　私も、様々なところに出かけていって、様々な

人にお会いをします。幸い、よくお声がけもして

いただきますんですけれども、私を議員と知らな

い人もたくさんいるんですね。私が議員というこ

とが分かったら、ああ、あんた議員さんだったん

ねということで話が始まります。で、この話題が

よく出るんです。それで、熊本県民のために働く

熊本県のトップとして、また、県庁職員のトップ

としての今回の問題を、この知らなかったという

発言は、一般企業の社長なら許されぬと言われた

方もおられますし、もし、知事ではなくて、一県

民ならばどう思うか考えてほしい、そういうこと

を言われた方もおられました。

　今日の答弁で県民の方々が納得されたか分かり

ませんが、知事がいつも考えるのは、県民のこと

だと思います。そして、県民、そして当事者であ

る職員の方もそうです。真面目に制度にのっと

り、事業への助成金を厳格に対処していたからこ
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その通報だったと思います。部下である職員の方

も、しっかり思いをはせていただきたいと思って

います。

　特に、公金については、県民は厳しく見ておら

れることをこの場でお伝えをしておきたいと思い

ます。

　次の質問に移ります。

　水俣病問題についてお尋ねをいたします。

　10月７日から11月14日まで、2017年に熊本県立

美術館分館で開かれた水俣展が、福岡アジア美術

館で、６年ぶりに水俣・福岡展として開催されま

した。今回もたくさんの入場者だったと聞いてお

ります。

　本人の責任ではないところで、原因が分かって

いたのにも関わらず、流され続けた排水でメチル

水銀中毒にさせられた上、地域の人たちからも差

別されてきた患者さんたち、また、そのような状

況の中で、自分が水俣病であるのではということ

すら考えられなかった人たち、言い出せなかった

人たちがおられます。地域では、差別、排除、分

断が渦巻いていました。

　そんな状況を、これまで熊本県は、水俣再生と

いう形でリードし、ばらばらだった被害者団体や

市民団体を丁寧な聞き取りなどを続けてつないで

きました。もやい直しが進められてきました。水

俣市の資料館も、また、百間排水口の件も、熊本

県がリードをしてきていると思っています。

　二度とこのようなことを起こさないようにする

ことが政治の役目だと思います。人の命や健康よ

りも、経済発展、経済成長のみ見ていた時代を繰

り返さないことだと思っています。

　そこでまず、知事に率直にお尋ねします。

　知事がおっしゃる、水俣病は私の政治の原点と

は、具体的にどのようなことなのでしょうか、お

尋ねをいたします。

　私は、９月27日、水俣病と認定されておらず、

救済策の対象にもならなかった関西などに住む

128人の原告全員を水俣病と認定して、原告全員

に各275万円の賠償を命じた大阪地方裁判所の判

決に、これで、水俣病の解決、被害者救済がまた

一歩進んだと大喜びしました。

　原告は、昭和30年から40年に熊本県や鹿児島県

に住み、その後、関西などに移り住んだ方々で

す。ちょうど私と同じ年代です。集団就職で出ら

れた方も多かった時代です。原告の平均年齢は、

70歳を超えています。全国の新聞、テレビでは、

早期救済への決断を迫っていました。

　判決は、水俣病の罹患の判断は、メチル水銀の

暴露や感覚障害が認められることを前提とした上

で、ほかの症状の有無、発症に至る経過、他原因

の可能性の有無などの個別的事情を総合的に考慮

するのが相当としました。

　暴露の判断としては、毛髪水銀値の調査結果を

見ると、不知火海沿岸は、水俣と同等またはそれ

以上の水準の地域もあり、水俣病を発症し得る程

度の暴露が広がっていたと推認されることによ

り、特措法の対象地域外でも、水俣病を発症し得

る程度にメチル水銀を摂取したと推認するのが合

理的である、また、除斥期間についても、起算点

は神経学的検査などに基づき水俣病と診断された

ときなので、除斥期間を経過した者はいないな

ど、これまで被害者が訴えておられたことが認め

られた判決でした。

　しかし、県は、その判決を、国とともに、不服

として控訴しました。

　控訴した理由について、蒲島知事は、県庁で記

者団に対し、今回の判決の最大の争点である水俣

病の罹患の考え方について、過去の最高裁で確定

した判決等と大きな相違がある、水俣病の行政の

根幹を揺るがすものであることから、上級審の判
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断を仰ぐ必要があると判断したと述べられまし

た。

　その上で、水俣病は私の政治の原点であり、被

害者や患者の方にずっと寄り添ってきたつもり

だ、原告の方が長年にわたって様々な症状に苦し

んでいることもあり、苦渋の決断だった、ただ、

司法の一貫性はとても大事で、それがないと水俣

病の行政はできないと思っていると述べました。

　私にはよく分かりませんでした。水俣病問題を

有する県として、法定受託事務だから、国の方針

どおりにするべきだというスタンスにしか感じら

れませんでした。

　私は、2004年10月15日、水俣病拡大に対する

国、県の行政責任が確定した関西訴訟最高裁判決

以降、熊本県行政としての主体性が強かったと感

じています。

　2004年には、県は、環境省へ４項目を提案、要

請し、2005年４月、この提言、要請が環境省の

｢今後の水俣病対策について」に反映されました

が、残念ながら、健康調査は除かれました。

　その後、2009年、蒲島知事時代に特措法が制定

されましたが、その特措法自体、補償救済を時限

的なものにしたり、県がリードした2006年に実施

した健康調査事前検討結果が生かされたりしてい

ないと思うのです。

　環境省が研究している水俣病の客観的な評価法

を活用した調査の在り方についても、新たに研究

班を立ち上げ、今年度から３年間を上限に、また

検討を行うとされています。

　今後、水俣病早期解決、早期救済に向けて、熊

本県がどのようなリーダーシップを取っていかれ

るのか、お聞きします。

　　〔知事蒲島郁夫君登壇〕

○知事(蒲島郁夫君)　水俣病問題についてお答え

します。

　熊本県に生まれた私にとって、水俣病問題は、

私が常に関心を寄せ続けてきた問題でした。特

に、ハーバード大学で政治学を学んでいた28歳の

ときに、日本の公害問題の研究者であった友人と

出会い、水俣病が公害の原点として世界的にも注

目されていることを知りました。以来、政治学を

学ぶ上で、水俣病は、私の大きなテーマとなりま

した。

　その後、知事として、ぜひとも水俣病の解決に

関わりたいという思いから、15年前に知事選に立

候補し、現在に至っております。

　水俣病被害者の方々の無念さに何とか応えた

い、それが、弱い立場の人の目線に立つという知

事としての私の政治の原点につながっています。

　私が知事に就任した当時は、4,000人を超える

方々が公健法に基づく認定申請をされており、裁

判においても、多くの方々が救済を求めておられ

る状況でした。

　私は、その切実な声に応えるため、特措法の成

立に全力を傾けました。

　これまでの熊本県政では極めて異例とも言える

知事自身による与野党国会議員への直接交渉を行

い、時間的緊迫性を訴えながら、与野党双方の橋

渡しを務めることで、法の成立につなげました。

　法成立後は、あたう限りの救済を行うため、可

能な限りの周知を行い、本県だけでも３万7,000

人を超える方々が救済されました。

　患者、被害者の安心できる暮らしの確保につい

ては、蒲島県政において積極的に取り組んでまい

りました。

　特に、胎児性・小児性患者の方々には、お一人

お一人の気持ちに寄り添い、御本人や御家族の希

望を丁寧に酌み取りながら、日常生活を支援して

います。今年９月の患者訪問で患者の方々から直

接御要望いただいた地域生活支援事業の自己負担
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軽減についても、来年度からの実現に向け、現在

その検討を進めております。

　また、公健法に基づく認定審査に関しても、平

成25年の最高裁判決を最大限尊重し、申請者の

個々の事情に丁寧に対応しながら、着実に進めて

います。

　健康調査については、これまで、環境大臣とお

会いする機会を捉え、取組の加速化を粘り強く求

めてきたことで、本年６月、研究班が立ち上がり

ました。環境大臣は、研究期間は３年上限だが、

できるだけ早く検討を進めていきたいと国会で答

弁もされています。県としても、引き続き、国に

対して、スピード感を持って対応していただくよ

う要望してまいります。

　さらに、地域の融和、偏見や差別への対応、水

俣・芦北地域振興計画に基づく地域の再生や振興

などにも、地元市町とともに取り組んでいます。

　今後も、水俣病問題の解決は県政の最重要課題

であり、様々な課題に対して、全庁一丸となって

積極的に取り組んでまいります。

　　〔岩田智子君登壇〕

○岩田智子君　答弁をいただきました。

　政治の原点、弱い立場の人の目線に立つこと、

そのとおりだと思います。今回の知事の政治の原

点としての水俣病問題については、詳しくお聞き

できてよかったなと思っています。ハーバード大

学の話をされましたけれども、世界からも注目を

されている公害の原点なのだと改めて感じること

ができました。

　今年の水俣病犠牲者慰霊式、知事も行かれまし

たけれども、小学生の祈りの言葉がありました

ね。その子が、水俣に住む私たちにできること

は、正しい知識を身につけ、水俣病のことや水俣

のよさを未来に伝えていくことだと考えます、差

別に負けず、全ての人が幸せに暮らしていくこと

ができる社会をつくっていきたい、水俣の環境保

全に取り組み、二度と同じ過ちを起こさず、水俣

病の教訓を生かし、すばらしい未来をつくってい

くことを誓うと話してくれました。これこそ政治

の原点だと私は感じます。このような小学生が育

っているのも、これまでの県政があったからだと

改めて感じています。

　大阪地裁に控訴した知事は、苦渋の決断だった

と言われました。その苦渋に関しても、被害者と

の対話が今後も必要ではないかなというふうに思

っています。これからも要望していきたいと思っ

ています。

　そして、既に行かれていると思いますけれど

も、百間排水口、あそこから大体水俣学習という

のは始まるんですよね。フィールドワークとかを

されています。ぜひフィールドワークにも任期中

に行かれたらどうかなというふうに思います。

　環境省への要望も、また本当に力強くやってほ

しいと思います。スピーディーにということをい

つも言われておられるので、本当に環境省のほう

がやってほしいんですけれども、知事のほうから

もしっかりとまたよろしくお願いいたします。

　私も、これからも、解決するまで、こだわって

水俣病問題には取り組みたいと思っております。

　次の質問に移ります。

　熊本の地下水保全について伺います。

　有機フッ素化合物、ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡの汚染

は、全国的に広がりを見せています。熊本県も例

外ではなく、ＫＫＴによる水質検査の結果でも、

指針値を上回る結果が出ています。

　スライドを御覧ください。(資料を示す)

　この資料は、民間団体の熊本の環境を考える会

が、京都大学の原田浩二准教授に、熊本市近郊の

河川、井戸水等の水質分析を依頼し行った調査結

果を一覧にしたものです。
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　調査結果について、番号④と⑤の坪井川では、

熊本市北区鶴羽田の２地点で本年９月３日に採取

し、表の一番右側のＰＦＯＳとＰＦＯＡの合計濃

度が24.36、22.47ナノグラム・パー・リットル、

また、番号⑥の木葉川では、熊本市北区植木町轟

で本年９月３日に採取し、ＰＦＯＳとＰＦＯＡの

合計濃度が21.71ナノグラム・パー・リットルで

した。さらに、番号⑮の上生川では、合志市御代

志で本年９月８日に採取し、ＰＦＯＳとＰＦＯＡ

の合計濃度が39.89ナノグラム・パー・リットル

となっており、いずれも指針値の50ナノグラム・

パー・リットルは超えていないものの、それに近

い値が確認されています。

　地下水汚染は、水道事業に大きな影響を与えて

いるだけではなく、井戸水を直接水源とする膨大

な数の飲用井戸の汚染を通じて、県民の日常生活

や健康に対して不安材料となっています。

　熊本県では、今年７月から８月に県内17か所で

調査した結果は、全て指針値を超過していません

と９月議会で報告がありました。次年度以降は、

調査地点を見直し、調査継続をするとしていま

す。

　環境省では、ＰＦＡＳに対する総合戦略検討専

門家会議が、今年７月に対応の方向性について発

表しています。国際的にも、ＰＯＰｓ条約におい

て、人の健康の保護の観点から、規制対象物質と

されています。そのことも踏まえて質問をいたし

ます。

　１点目として、ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡによる地下

水汚染の状況をどのように受け止めているのか、

まず、県としての基本的な認識をお伺いします。

　熊本県は、世界的にも類を見ない良質で豊富な

地下水を飲用に用いてきた歴史があります。湧水

として河川等の公共用水域とつながり、土壌環境

とも深く関連しています。地下水環境の保全は、

熊本県ではとても大切な課題です。その中の汚染

の広がりは衝撃的で、住民から大きな不安を感じ

る声が上がっています。

　水俣病事件が起きた熊本県において、二度と同

じ間違いを起こさないために、経済より命と健康

を優先することは言うまでもありません。

　そこで、２点目として、国のＰＦＯＳ及びＰＦ

ＯＡに関する対応の手引きにある汚染井戸周辺地

区調査や排出源特定のための調査、また、県民の

健康実態を把握するための疫学調査は、今後どの

ように行うのかというところまでの計画はありま

すか。

　現在、ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡに関する調査は、市

や県でそれぞれされています。情報の相互活用や

検証を行っていかれると思います。人体への影響

が心配される化学物質ですので、県や市町村間の

連携を密にし、井戸水の独自調査を行っている各

自治体との協力体制を一刻も早くつくるべきだと

思います。

　そこで、３点目として、蓄積されつつある汚染

状況データを効果的に活用して、オープンに比較

検証できるよう、調査地点、汚染地点の公開、計

画的かつ継続的な検証体制を確立することはでき

ないのか、質問をいたします。

　40年ほど前、熊本では、半導体工場や化学工場

の進出で、トリクロロエチレン汚染が問題とな

り、地下水を守る大きな運動が起こりました。１

日1,000トンの地下水を使う工場建設の折、当時

の熊本市長の星子氏は、地下水保全に悪影響を及

ぼすと発言をされ、その後、県では、全国で初め

ての地下水保全に関する要綱をまとめ、地下水保

全条例の策定へと動きました。その後、自治体で

は、水を大量に使う企業とは地下水保全の協定を

それぞれ結んでいたようです。

　熊本県は、今回、ＪＡＳＭと４団体との水の涵
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養に関する協定を結んでおられますが、量だけで

はなく、質の保全も必要ではないでしょうか。

　そこで、４点目として、守るべき地下水のた

め、熊本県として半導体企業との水保全に関する

協定等をつくるべきではありませんか。

　以上４点、環境生活部長にお尋ねします。

　　〔環境生活部長小原雅之君登壇〕

○環境生活部長(小原雅之君)　まず、ＰＦＯＳ及

びＰＦＯＡに関する認識についてお答えいたしま

す。

　今年度、熊本市を除く17地点で実施した県の調

査では、指針値の超過は確認されていません。し

かし、熊本市調査での指針値超過や全国的な検出

に関する報道等により、県民の関心も高くなって

います。このような状況から、来年度以降も調査

を継続して実施いたします。

　県としては、調査結果や指針値を超過した場合

の対応方策など、客観的かつ科学的な情報を市町

村や県民へ周知することが重要と認識しておりま

す。

　２点目の指針値を超える井戸等への対応につい

てお答えいたします。

　県では、令和２年度から、市町村などの水道事

業者に対し、水道水中のＰＦＯＳ及びＰＦＯＡの

調査実施を働きかけています。指針値を超える場

合は、国の手引きに沿って、市町村等と連携し、

周辺住民に飲用を控えるよう周知徹底を図るとと

もに、汚染範囲を把握するための追加調査を行う

こととしています。

　なお、有機フッ素化合物に関する健康リスクや

疫学調査については、現在、国の専門家会議で議

論されている段階であり、その内容を注視してい

るところでございます。議論の結果を踏まえて、

関係部署と連携し、必要な対応を行いたいと考え

ています。

　３点目のデータの検証及び公開についてお答え

いたします。

　県内の水質調査のうち水道については、市町村

などの水道事業者が実施し、河川や地下水などの

環境調査については、熊本市の地域は熊本市が、

それ以外の地域は県が実施いたします。

　県や熊本市が実施する水質等の環境調査につい

ては、専門家等で構成する環境審議会の意見を踏

まえて、調査項目、調査地点等を決定していま

す。

　なお、調査結果については、環境審議会で検証

いただく体制を整備しています。そして、調査結

果については、今年度と同様、結果が判明次第、

市町村と共有するとともに、速やかに公表いたし

ます。

　最後に、協定についてお答えいたします。

　昨年４月、県を立会人とし、ＪＡＳＭと菊陽町

が立地協定を締結いたしました。協定には、法令

を遵守し、環境の保全に努める旨を規定してお

り、新たな協定を締結することまでは考えており

ません。

　なお、ＪＡＳＭの工場排水は、全て下水道に排

出される計画となっており、ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡ

及び令和６年から製造や輸入の原則禁止が決定し

たＰＦＨｘＳについては、使用されないことをＪ

ＡＳＭに確認しています。

　県としては、水質汚濁防止法、熊本県地下水保

全条例、下水道法等の環境関係法令に基づき、関

係市町と協力し、地下水を含む環境の保全に引き

続きしっかりと取り組んでまいります。

　　〔岩田智子君登壇〕

○岩田智子君　答弁いただきました。

　私は、江津湖の近くに住んでいるんです。小学

校の頃、まあ今から50年ほど前なんですけれど

も、とてもきれいな水がどこそこに湧いていて、
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水生生物もたくさんいて、自然豊かなところだっ

たんですけれども、その後10年ぐらいで、とても

やっぱり環境が悪くなってきたんです。環境の悪

化が深刻になりました。その頃から環境を守ると

いう運動が盛んになって、地下水を守る運動が官

民一体となって進められてきました。おかげで、

今でも熊本の水道水のほとんどを地下水で賄う、

おいしい水が熊本では飲めます。その地下水や川

から濃度がちょっと高い有機フッ化物が検出され

たことは、とても心配なことではあります。

　有機フッ化物は、4,700ぐらい種類があって、

その中の幾つかは輸入禁止とか製造禁止とかなっ

て、ＪＡＳＭにお尋ねもされているので、それは

分かってよかったなと思ってますけれども、たく

さんあるので、これまで私たちが知らないような

ものもあるのではないかなというふうにも感じて

いますが、半導体のその工場においては、やっぱ

りそういう撥水というか、つるつるになるような

効果のある有機フッ化物というのをたくさん使わ

れますので、とてもやっぱり心配なことはお伝え

したいと思います。

　中村議員も、前回、有機フッ素のことを質問さ

れていますが、今回、水質汚濁防止法にのっとっ

て、工場からの排出水の基準値もありますけれど

も、来年度以降、調査を増やして対応策などにも

取り組むと答弁をされました。おっしゃるよう

に、市町村や県民への周知とか広報とか規制とか

がとても大事になると思いますので、よろしくお

願いしたいと思います。

　半導体工場との水保全の協定については考えて

いないという御答弁だったんですが、望む声は大

きいと思います。先人たちの熊本の水を守る取組

をしっかりとつないでいかなければならないと思

います。

　私が教員になったとき、教育長が安永蕗子さん

だったんです。覚えていらっしゃいますか。

　安永蕗子さんが、水を守ることは人の命を守る

ことである、水を守ることは芸術運動である、水

の守り人になろうと文章を残しておられます。

　地下水取水と使用後の排水、行政は、県民の命

を徹底的に守り、熊本の環境を守り抜くという強

い姿勢を持っていっていただきたいと思います。

　企業も、大量の地下水を使うならば、できるだ

け水のリサイクル率を上げるような努力もしてい

くべきだと思っています。

　先ほど質問をした水俣病問題を経験した熊本だ

からこそ、水量と水質についてはうるさがられる

くらいの態度をもって取り組んでいただきたいと

思います。そのような行政の姿勢は、県民にも企

業にも伝わると思います。

　次の質問に移ります。

　再エネ施設建設と県民の幸福量について伺いま

す。

　約束５、県民の安心・安全なくらしを創生、持

続可能な社会を実現、これは、知事の10の約束の

５つ目に書かれている言葉です。そして、そこに

は、災害に強いエネルギー源を確保し、県民生活

のライフラインを守るため、太陽光発電や中小水

力発電など、自立分散型の再生可能エネルギーの

導入を進めますと書いてあります。

　今回、水俣、芦北の山間部に建設予定の大規模

風力発電建設計画について伺います。

　この件については、令和３年９月議会でも取り

上げました。そのとき、再エネ事業は地域との共

生が不可欠だと商工労働部長がお答えになりまし

た。その後、今年度には、再エネ促進区域の設定

に関する熊本県基準も出されました。

　改めて確認しますが、ここに予定されている風

車は、高さ150メートル、ブレードの長さは60メ

ートル、これまでにないものであること、トラッ
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クで資材を運ぶこと、想像してみてください、湯

の鶴温泉に向かう道を10トントラックが資材を積

んで毎日300台ほど通ることを。知事は、湯の鶴

温泉の風景がお好きだと聞いたことがあります。

静かな川沿いの小さな温泉、私も大好きなところ

です。想像を絶します。

　この事業に関しては、現在、環境アセスメント

手続が行われています。準備書の手続で、先日住

民公聴会が開かれ、今月末に知事の意見が出され

る手はずになっています。

　準備書の前の方法書での知事意見を見てみます

と、知事は、低周波音について、水の濁りについ

て、水源について、鳥類など野生生物について、

景観や自然との触れ合いについて意見を出されて

います。これは非常に納得のいく意見書で、さす

が知事と言わせていただきます。

　水俣市長からの意見書には、低周波音による影

響及び生態系の変化、土砂災害の懸念、工事車両

の通行等について地域住民から多くの意見が寄せ

られている、地域住民の理解を得るように最大限

努めることと書かれています。また、この地域は

クマタカが生息する地域でもあり、バードストラ

イクの危険性についても詳しく書かれています。

　公聴会では、３つの会場で、住民65人の方が意

見を述べられました。それぞれ、騒音や低周波、

景観、絶滅危惧種クマタカの生息状況などの内容

で、反対の意見を述べられました。

　制度にのっとってアセスメントが進められてい

るのですが、もともと、再生可能エネルギーは、

自然生態系の保全と人類への悪影響の排除を目的

としています。再生可能エネルギー施設建設で、

公害や土砂災害などを引き起こすのであれば本末

転倒です。

　他県では、青森県、北海道、宮城県、山口県

で、同じような住民の意見を尊重した風力発電建

設事業見直しなどが実際に行われています。

　熊本県は、多くの災害や公害を経験し、再生を

目指してきた県です。環境アセスメントで強く企

業に意見することは必然だと思っています。

　そこで質問です。

　環境アセスメントのこれまでの流れを見て、知

事の意見を準備しておられると思います。この大

規模風力発電施設計画が住民の幸福量の最大化に

どうつながるとお考えなのか、知事にお尋ねをい

たします。

　　〔知事蒲島郁夫君登壇〕

○知事(蒲島郁夫君)　地方レベルで持続可能な社

会づくりを進め、地球温暖化等の世界的な環境問

題の解決に貢献することは、豊かで活力に満ちた

熊本を実現するために重要なことであります。そ

して、そのような熊本を実現することは、蒲島県

政の目指す県民総幸福量の最大化につながるもの

と考えます。

　風力発電など再生可能エネルギーを導入する際

には、地域との共生を図ることが重要であり、き

め細かな環境への配慮と地域との対話プロセスが

不可欠であります。

　水俣市、鹿児島県の出水市、伊佐市にまたがる

地域に計画されている風力発電施設については、

環境影響評価法に基づく手続が進められ、現在、

事業者が環境影響評価書を作成する前の準備書審

査の段階であります。

　県では、この計画に対する最終的な知事意見を

国に提出する必要があります。このため、本年６

月に、知事意見の参考とするため、環境影響評価

審査会を開催し、環境分野の専門の方々から意見

をお伺いしました。また、地域の方々の意見を聴

くための公聴会を、10月20日に水俣市の総合もや

い直しセンターで開催いたしました。

　公聴会では、議員御紹介のとおり、公述人65人
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から、土砂災害、大型ダンプカーが温泉街などを

走行することへの危険性、絶滅危惧種であるクマ

タカへの影響などを懸念する意見をいただきまし

た。その後、水俣市長からも、生活面や環境面へ

の影響を懸念する同様の意見をいただきました。

　県としては、専門の方々からの客観的、科学的

な観点からの意見に加え、地域の方々の意見を踏

まえた適切な知事意見を形成し、国に対してしっ

かりと意見を述べてまいります。

　引き続き、県民総幸福量の最大化に向けて、再

生可能エネルギーの導入と地域共生とのベストバ

ランスを目指してまいります。

　　〔岩田智子君登壇〕

○岩田智子君　御答弁いただきました。

　環境アセスメントという制度は、事業者側が、

事業内容について、行政や市民、県民の声や疑問

に答えて事業内容を見直していくというものなん

ですけれども、事業者は造りたいので申請をしま

すから、なかなか住民の意見とかみ合わないこと

が多々あるんです。

　ずっと読ませていただいたんですけれども、例

えば、理解をしていただけるように努めてまいり

ますとか、災害が発生しないように努めてまいり

ますとか、皆様の御理解が不可欠ですなどの答え

がずっと書いてあるわけです。でも、地元の人々

の理解がもう一番だと、もう本当に思うんですよ

ね。

　質問でも述べたように、再生可能エネルギーの

推進の目的は、自然生態系の保全と人類への悪影

響の排除、これが目的ですので、しっかりとその

辺を捉えていただきたいと思います。

　ベストバランスを目指すとの答弁があったんで

すけれども、私もそう思います。ベストバラン

ス、住民の皆様がそんなふうに思えるように知事

は動いてくださるだろうと思っております。

　全国各地で再エネ開発による地元住民とのいろ

んな反発を招く事例も目立ってきております。

　熊本県では、この風力発電建設以外にも、メガ

ソーラーや再エネの施設に加えて、半導体工場と

かがいっぱいできますので、それに関連する企業

などからのその増加が原因なのか分かりません

が、産業廃棄物処理場とか最終処分場とかエネル

ギー回収施設建設なども環境アセスメントの手続

が行われています。誰一人取り残さない上での総

幸福量が大きくなる施策をと願っております。

　何で私が水俣とかこだわるのかと、もう不思議

に思っていらっしゃる方もいらっしゃると思いま

すが、私の父母は水俣、芦北の出身で、ふるさと

なんですね。それでやっぱり本当にこだわってい

きたいなと思っていますので、質問させていただ

きました。

　では、次に移ります。

　里親への支援について伺います。

　児童虐待相談対応件数は、毎年過去最多を更新

しており、社会問題となっています。全国の児童

相談所が対応した令和４年度の児童虐待相談対応

件数は、約22万件と最多を更新しました。また、

熊本県においても、令和４年度の児童虐待相談

対応件数は、2,764件と過去最多を更新していま

す。

　そのような中、多くの子供たちが、家庭での養

育を受けられず、乳児院や児童養護施設、里親家

庭などで生活をしています。

　児童福祉法では、家庭養育優先の原則が明記さ

れており、より家庭環境に近い里親家庭で生活を

することが求められておりますが、熊本県の里親

委託率は、これまで全国で最下位レベルという状

況でした。そのような中、県内では、里親の新規

開拓やマッチングなどを行うフォスタリング機関

が設置され、里親委託率が３年連続で上昇するな
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ど、家庭養育優先の原則に向けて、順調に推移を

していることは評価ができると思います。

　里親になられている方々の状況は様々です。子

育てを通して社会に貢献したいという思いの方が

多く、実子がおられる方もいらっしゃいます。ま

た、子供を授かることができず、不妊治療を断念

したという子育て経験のない方もおられます。

　さらに、里子になる子供たちは、何らかの障害

がある場合が多く、児童相談所や専門家のサポー

ト、子育て仲間、里親同士のサポートを必要とさ

れています。

　熊本県里親協議会が里親会員に対して実施した

アンケート結果を拝見しましたが、養育上の困り

事があると回答した里親は59.4％、体調不良や急

な用事などで里子を預ける必要を感じたと回答し

た里親は68.4％と、日常的に困り事を感じておら

れるという結果が出ています。

　里親になられている方々にも実際お会いしてお

話を伺いました。兄弟がいる一般家庭でも、１人

が熱を出し、病院に行かなければならないとき

は、その子以外の子供たちを親や祖父母に預けた

り、ママ友に見てもらったりすることがあります

が、里親の場合は、子供が好きでお金ももらって

いるのに、どこかに預けるとか言えないのではな

いかなどの理解不足の声をよく聞くそうです。ま

た、里親制度への理解がなく、学校や病院、行政

の窓口などで、里子との関係性を証明するのに苦

労し、手続に非常に時間がかかることがあるそう

です。

　そこで質問です。

　里親委託が増加していることはとても喜ばしい

ことですが、里親への支援が必要だと思っていま

す。熊本県における里親への支援についてどのよ

うに考えておられるのか、健康福祉部長にお尋ね

いたします。

　　〔健康福祉部長沼川敦彦君登壇〕

○健康福祉部長(沼川敦彦君)　虐待などにより社

会的養護を必要とする子供たちは、心身に様々な

影響を受けている場合が多く、信頼できる特定の

大人と愛着関係を形成し、安心して暮らすことが

できる家庭的な養育環境が必要であると考えてい

ます。

　そこで、県では、令和２年３月に策定した社会

的養育推進計画に基づき、様々な取組を進めてお

ります。

　具体的には、里親の新規開拓やマッチング、養

育支援といった業務を包括的に担うフォスタリン

グ機関を開設するとともに、児童相談所の職員と

児童養護施設等に配置されている里親支援専門相

談員が連携を強化し、里親家庭の現状把握や個別

の相談対応など、継続的な支援に取り組んでいま

す。

　その結果、計画策定時と比べ、里親登録者数は

124人増加し316人に、里親委託率は4.1ポイント

上昇し17.5％となるなど、着実に成果が現れてい

ます。

　一方、里親制度に対する理解が社会全体に十分

浸透しているとまでは言えません。また、社会的

養護を必要とする児童が何らかの障害を抱えてい

るケースが増加傾向にあるなど、里親の負担は大

きくなっています。

　そこで、県では、県内各地で説明会や出前講座

を開催するとともに、毎年10月の里親月間では、

国の動きに合わせてパネル展の開催や市町村広報

誌への掲載など、集中して里親制度の理解促進を

図っています。

　また、里親の負担を軽減するため、児童を一時

的に預かるショートステイやレスパイトケアの利

用促進などに取り組んでおります。

　さらに、里親は、医療機関や行政の窓口等での
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手続といった様々な場面で、委託児童との関係性

を明らかにすることが必要であることから、その

負担軽減を図るため、今年度から里親の携帯用証

明書の発行も行っています。

　加えて、来年４月の改正児童福祉法の施行に伴

い、任意の民間機関であるフォスタリング機関

は、一貫した体制で継続的に支援等を行う里親支

援センターとして、児童福祉法に位置づけられま

す。現在、その移行に向けた準備を進めており、

里親からの様々な相談や里親同士の交流促進な

ど、さらなる支援の充実を図ってまいります。

　今後も、関係機関等としっかり連携を図りなが

ら、里親への支援を充実させ、社会的養護を必要

とする子供たちが、家庭と同じような生活ができ

る環境づくりに努めてまいります。

　　〔岩田智子君登壇〕

○岩田智子君　御答弁いただきました。

　しっかり現状を踏まえていただいていると感じ

ております。

　18歳未満の子供たちへの虐待が32年連続で過去

最多が続いていること、それから私がとても心配

をしている特定妊婦も8,327人と年々増加をして

います。一時保護、緊急保護もそうです。子供た

ちには何の罪もなく、穏やかな家庭的な養護の中

での成長を保障するのが里親です。

　2017年に、新しい社会ビジョンとして、里親委

託率を、３歳未満はおおむね５年以内に75％以上

としていましたが、令和３年度、熊本県はまだま

だでした。

　フォスタリング機関が県の委託を受けて里親委

託率は増加をしてきたんですけれども、今度、里

親支援センターということで、フォスタリング機

関が法人となるというふうに聞いております。

　登録里親家庭の60世帯を基準に４人の専任配

置、それから20世帯増えるごとに１人を新たに配

置するというふうに人員配置がされているんです

けれども、先ほど言われたように、障害のある子

供たちが多いこととか、虐待体験があることなど

を考えると、愛着障害なんかもいろいろあるわけ

です。この人員配置では何か足りないのではない

かなというふうに感じています。

　里親さんたちの困り事は、周りの理解とともに

真実告知、そういう問題についても相当悩まれて

います。頼りになるのは専門の方々なので、充実

をさせていただきたいなと思います。

　子供の１年は、大人の10年にも匹敵します。こ

れまで、熊本は施設での養護が中心だったので、

施設のある校区の学校では研修などがあったんで

すが、県下各地に広がるわけです。学校、行政窓

口、病院窓口など、様々なところまで里親への支

援が行き届くように、研修なども、また取り組ん

でいただきたいと思っています。

　今回質問では触れなかったんですが、児童相談

所での里親担当職員を増やすことや一時保護所を

充実すること、弁護士など法律のプロを職員とし

て採用することなども必要ではないかなというふ

うに思っていますので、ここで要望をしておきま

す。

　次の質問に移ります。

　熊本県立天草拓心高校の実習船「熊本丸」につ

いてお尋ねをします。

　熊本県立天草拓心高校マリン校舎にある海洋科

学科海洋航海コースは、定員20名の県内唯一の海

や船や漁業について学ぶことのできる場所です。

授業の一環として「熊本丸」が運航をしていま

す。2019年２月に５代目として竣工した「熊本

丸」は、495トンの船です。くまモンのマークも

ついていて、新しい船です。

　県内各地、また、県外からこの学校に入学して

学びたいとやってくる子供たちは、ここ最近の入
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学者選抜の状況を見てみますと、令和３年度前期

(特色)選抜1.6倍、令和４年度1.64倍、令和５年

度１倍、後期(一般)選抜は、令和３年度0.8倍、

令和４年度1.67倍、令和５年度0.83倍となってい

ます。

　｢熊本丸」には、船長をはじめ機関長、機関

士、機関員、通信士、航海士、甲板長、甲板員、

司厨長、司厨員など、当初18名の配置がありまし

た。熊本県職員の身分での勤務です。年間３分の

１を実習のために生徒たちと寝食を共にして、海

の上で生活を行っています。ちょうど今も、12月

21日までの22日間、航海に出ています。

　現在、船に乗船している乗組員は、11名です。

実は、この間ずっと欠員が続いており、定員に満

たないままだとお聞きしています。今年は、既に

５人の方が辞職をされたそうです。

　海事職は、今どこも人を必要としていて、民間

会社の船の仕事に移られたともお聞きしました。

船は５人いれば動かせるとお聞きしていますが、

生徒たちの安心、安全、命を預かる実習船だから

こその18人定数なのだと思います。

　そこで質問です。

　まず、海のスペシャリストとして学び、生徒た

ちが卒業後どのような道に進んでいるのか、実習

船乗組員の欠員についての原因と、それに対して

のどのような対策を取っているのか。

　また、乗組員は、乗船している生徒たちの実習

や生活の指導を教育職員と共に行うなど、幅広い

業務になっていると思います。これらの点は、ほ

かの海事職にはないものもあると思います。これ

らを考慮した給料体系になっているのかも疑問で

す。そのことを踏まえ、乗組員の給料、手当、処

遇改善についてどのように考えられているのか。

　以上２点について、教育長にお尋ねします。

　　〔教育長白石伸一君登壇〕

○教育長(白石伸一君)　まず、天草拓心高校海洋

科学科海洋航海コースの生徒の進路についてお答

えいたします。

　同科海洋航海コースは、本県の将来の水産業や

海運業を担う人材の育成という重要な役割を担っ

ています。卒業した生徒たちは、海運会社や水産

庁などに船員として就職したり、さらに専門性を

高めるために進学したりするなど、海のスペシャ

リストとして活躍しています。

　次に、実習船乗組員の欠員の原因とその対策に

ついてでございますが、全国的に船員が不足する

中で、民間との給与格差などもあり、本県の実習

船でも人材確保が非常に厳しい状況にあります。

　このため、県教育委員会では、県のホームペー

ジをはじめ、地元自治体の広報誌などによる乗組

員募集や船員養成機関である海上技術学校の生徒

へのＰＲ活動に取り組んでいます。また、今年の

８月には、海上自衛隊やフェリー業者等を訪問す

るなど、ＯＢや退職予定者への再就職の働きかけ

を行っているところでございます。

　最後に、乗組員の給与や処遇改善についてお答

えいたします。

　令和元年度に、高度な水準で安心、安全な航行

を確保し、実習の充実や質的向上を図る観点か

ら、乗組員に適用する給料表を技能労務職から行

政職へ見直しを行いました。また、海上での業務

の特殊性に鑑み、給料の調整額を加算するなど、

処遇の改善を図ったところでございます。

　今後も、県の水産業や海運業を支える人材の育

成に努めるとともに、乗組員の給与や処遇につい

て、他県の状況等の研究を深めながら、乗組員が

確保できるようしっかり取り組んでまいります。

○議長(渕上陽一君)　岩田智子君。――残り時間

が少なくなりました。発言を簡潔に願います。

　　〔岩田智子君登壇〕
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○岩田智子君　御答弁いただきました。

　状況を把握されて取り組まれているということ

が分かります。

　天草拓心高校海洋科学科海洋航海コースの生徒

さんたちの進路も、海運会社とか水産庁だった

り、進学など、様々に飛び立っていることが分か

ります。｢熊本丸」での実習も大きな影響を与え

ていると思います。大事な実習船です。乗組員の

船員の方々の不足について、様々な取組をまた続

けていっていただきたいと思います。

　教育長がおっしゃるように、不足の原因が、海

事職が全国的に不足していることとか給料格差が

あることがあります。実際にお話を聞けば、子供

たちのためにやっぱり続けているとか、ここで自

分も卒業したから母校愛でやっていますという方

がたくさんいらっしゃいます。でも、民間からの

誘いは揺さぶられますというふうにもお聞きして

います。

　これからも、早急に、乗務員の確保と離職の原

因である処遇改善に努めていただきますように強

く強く願います。

　これで私の質問終わりますけれども、今日は知

事の進退のみに光が当たっていますが、主人公、

私は県民だと思っております。様々な県の課題を

解決していくことを、私も県民の代理人として、

これからも頑張っていきたいと思っております。

　御清聴ありがとうございました。(拍手)

○議長(渕上陽一君)　昼食のため、午後１時15分

まで休憩いたします。

　　午後０時10分休憩

　　　　 ――――――――――――

　　午後１時14分開議

○副議長(内野幸喜君)　休憩前に引き続き会議を

開きます。

　前田憲秀君。

　　〔前田憲秀君登壇〕(拍手）

○前田憲秀君　皆さん、こんにちは。熊本市第二

選挙区選出・公明党の前田憲秀でございます。今

回の改選後初の質問になります。今回で17回目の

質問になります。今までどおり、これまで議論し

てきたこと、最近の出来事や要望等からピックア

ップをして質問をさせていただきたいと思ってお

ります。

　午前中は、蒲島知事が５期目に不出馬を表明さ

れました。今ちょっと言いにくかったのは、そう

いう想定じゃなかったもんですから、お昼に原稿

も書き直して、どういう言い回しがいいかと悩ん

だ結果でございます。この動向によっては質問の

トーンも変わってくるのかどうか、本当に今日は

難しい質問の日となってしまいました。これまで

蒲島県政を支えさせていただいた自負を持つ議員

として、残念でなりません。よき流れを確実に継

承していただくためにも、予定どおり質問をさせ

ていただきますので、どうぞよろしくお願いいた

します。

　午前中と違って、マスコミさんの数も非常に少

なくなり、カメラは１台もなくなりました。非常

に残念でなりませんけれども、しっかりと私は質

問を続けさせていただきたいというふうに思って

おります。

　それでは、通告に従って質問に入らせていただ

きます。

　いつものように、蒲島知事、執行部におかれま

しては、明快で前向きな御答弁を期待して質問を

させていただきます。

　初めに、アリーナ等スポーツ施設の整備につい

てお尋ねをいたします。

　知事は、前回９月定例会において、同じ会派の

本田議員の質問に対して、スポーツ施設整備の在

り方については、知事の任期中に取りまとめるこ
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とが困難な状況であるとの答弁をされました。こ

のことは、同じ会派の代表質問に対しての答弁で

あっただけに、私としては、かなり衝撃でした。

　もちろん、その前段としましては、県政の喫緊

の課題である災害からの創造的復興やＴＳＭＣ進

出に伴う効果の最大化など、率先して対応すべき

課題が山積していることを理由として述べられて

います。それは理解できますが、知事の任期を当

時半年残しての発言は重く、翌日の新聞１面を大

きく飾るものでありました。

　しかし、一方では、プロスポーツチームの振興

はもとより、交流人口の拡大や地域経済の活性化

など、地域経済の解決に貢献するスポーツ施設の

整備は重要であるとの認識も明らかにされていま

す。まさに断腸の思いでの答弁であったと拝察い

たします。

　ここでは、アリーナについて述べますが、バス

ケットボールのみならず、バドミントンや卓球な

ど、屋内スポーツ観戦の魅力を最大化できるアリ

ーナの整備は、今後の熊本におけるプロスポーツ

振興はもとより、イベント等での経済振興の起爆

剤になり得る、欠かせない重要な施設であると私

は考えています。

　確かに、アリーナ建設に関する他県の事例を見

ますと、佐賀県では、2024年に国体開催を控える

ことや、愛知県では、2026年にアジア大会を控え

ているなど、アリーナ建設を進める必要性が高い

事情も抱えています。また、長崎県におきまして

は、御承知のように、強力なスポンサーによる潤

沢な民間資金導入による建設が進んでいます。

　このように、各県において、アリーナ建設に向

けた機運や社会情勢は、様々であり、濃淡もある

ようです。

　そこで、前回９月定例会の答弁で知事が言及さ

れた、県民の機運の盛り上がりや社会情勢を慎重

に見極め、民間事業者や市町村とも連携して、施

設の整備の在り方について、引き続き検討を進め

るとの見解に沿って、少なくとも検討を進めるた

めの協議会組織の立ち上げや検討を前に進めるた

めのスケジューリングなどが最低限必要であると

思われます。

　よき流れを後世に続けるためにも、検討そのも

のを断念したわけではない以上、いま一度、アリ

ーナ等スポーツ施設の整備に向けて、どのように

検討を進める予定なのか、蒲島知事にお尋ねをい

たします。

　　〔知事蒲島郁夫君登壇〕

○知事(蒲島郁夫君)　私は、９月定例会におい

て、スポーツ施設の整備の在り方について、その

方向性を任期中に取りまとめることは困難と答弁

いたしました。この答えに至るまで熟慮を重ねま

したが、最終的には、施設やプロスポーツチーム

に求められる基準の変化、新たな民間や市町村の

動きなどもあり、やむを得ず決断いたしました。

　議員御指摘のとおり、アリーナ等のスポーツ施

設は、周辺産業への経済波及効果、雇用創出も期

待できるなど、県民の夢や誇り、地域活性化に大

きく貢献する潜在力を有していると考えていま

す。

　去る10月、佐賀県で行われました九州地方知事

会議において、国民スポーツ大会を控え、本年５

月に開業したＳＡＧＡアリーナを視察しました。

スポーツイベントのみならず、コンサートなどの

大型イベントも誘致可能であり、交流人口の拡大

や地域経済の活性化をさらに進めていくために

は、このような多目的に活用できる施設が重要で

あると改めて認識したところであります。

　一方、県内に目を向けると、幾つかの市町村に

おいて、スポーツ施設の整備に関する検討が始ま

っています。また、新アリーナについては、プロ
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バスケットボールチームの熊本ヴォルターズが、

全国の先行事例を十分に吟味しながら、慎重に検

討することを発表されました。

　このような県内の状況も十分に注視した上で、

市町村や民間と連携を図りながら、アリーナを含

めたスポーツ施設整備ができるだけ早期に実現で

きるよう、その在り方について、引き続き丁寧に

検討を進めてまいります。

　　〔前田憲秀君登壇〕

○前田憲秀君　９月の答弁で、知事は、質問でも

触れたように、スポーツ施設整備の在り方につい

て、任期中に取りまとめることは困難であると言

いつつも、施設の整備の在り方について、引き続

き検討を進めるとの御答弁でありました。

　今回の答弁は、コピペではないでしょうけれど

も、スポーツ施設の在り方について、引き続き検

討を進めてまいるというものでありました。３文

字追加されております。

　私は、協議会組織を立ち上げるとか、少しでも

前に進めるためのスケジューリングが必要ではな

いかと問うたつもりですが、残念でなりません。

ただ、周辺産業への経済波及効果、雇用創出も期

待できるなど、県民の夢や誇り、地域活性化に大

きく貢献する潜在力を有していると考えるとの考

えは、私とも共有ができました。

　今回、私は、アリーナについて質問いたしまし

たが、今このアリーナの存在は、全国的に旬で

す。質問で紹介した佐賀、名古屋、長崎のほかに

も、全国で地域の核となるアリーナ建設が計画さ

れています。

　過日、台湾のプロバスケットボールチームと熊

本ヴォルターズの親善試合が開催されました。台

湾でもバスケット熱が高いことを強く感じまし

た。ＴＳＭＣの進出で、半導体関連企業が続々と

熊本に進出との報道がある中、県は、それらの企

業とのマッチングに努める等、熊本をアピールす

る好機ではないでしょうか。

　今回改めて感じたのですが、担当の県職員と話

す中で、知事が、経済波及効果、雇用創出の期

待、県民の夢や誇り、地域活性化に大きく貢献す

ると考えるならば、実際、担当の職員が、直にバ

スケット、野球、サッカー等の会場に足を運び、

そのことを自ら検証し、体感してほしいと強く感

じた次第であります。私は、ただただスポーツが

好きなだけでこうした訴えをしているのではない

と申しておきます。

　今回、スポーツ施設整備の在り方については、

私が尊敬申し上げる髙木先生が、野球場をテーマ

に明日取り組まれるとお聞きをしております。私

は残念ながら座礁しましたので、明日はがんがん

質問していただければと思っております。

　次の質問に移らせていただきます。

　がん検診受診率の向上と健康寿命の延伸を目指

してというテーマで質問させていただきます。

　本県において、がん検診受診率を向上させるな

どの取組を通じて、健康寿命の延伸を実現してい

くためには、がん検診受診率の向上に向けた取組

や各種ワクチンの接種機会の拡充等の施策展開が

必要不可欠であるため、おのおのの観点から質問

をさせていただきます。

　まず、がん検診受診率についてお尋ねします。

　がん、悪性新生物は、昭和55年から熊本県の死

亡原因の第１位を占めています。

　本県におけるがん検診受診率は年々増加してお

り、令和元年においては、全てのがん検診受診率

が全国平均を上回るまでになりました。

　しかし、新型コロナウイルス感染症対策の影響

もあり、日本対がん協会の調査では、令和２年に

検診受診者は前年比で27％減少したため、がんの

早期発見が遅れ、がんが進行した患者が増加する
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懸念があります。

　本県においても、がん検診の受診の必要性を引

き続き県民に強く訴え、周知していただいている

ものと認識しているところです。

　県としては、これまで以上にがんの予防や早期

発見を広く県民に働きかけるとともに、がん患者

の状況に応じた適切ながん医療や支援を受けられ

る体制を整備していくことが求められています。

　がん検診の受診率向上については、前回の質問

でも議論してきたところですが、その際には、規

定にとらわれず、思い切った施策に取り組む必要

性を指摘いたしました。その後、受診率向上に向

けた取組はどうなっているのでしょうか。

　次に、ＨＰＶワクチンのキャッチアップ接種に

ついてお尋ねをいたします。

　昨年度から積極的接種勧奨が再開されたＨＰＶ

ワクチンにつきましても、前回質問時に、市町村

などと連携をし、周知等の取組を積極的に進める

との答弁をいただきました。

　特に、接種後の副反応の報告により、ワクチン

接種の積極的勧奨が控えられた時期に接種対象を

迎え、機会を逃した平成９年度生まれから平成18

年度生まれの女性に対しては、救済措置として、

令和４年４月から令和７年３月までの３年間、公

費による接種機会が得られるキャッチアップ接種

が実施されていますが、これについても周知の徹

底を訴えたところです。

　この救済期間も折り返しの時期を迎えていま

す。このワクチンは、３回接種する必要があり、

第１回後、第３回の接種までに半年間間隔を空け

る必要があることから、接種措置期間が終了する

令和７年３月までに全ての接種を終えるには、来

年の９月には、遅くとも１回目の接種を行わなけ

ればなりません。

　これまでの接種の情報提供と実際の接種状況

は、どのような状況なのでしょうか。

　最後に、帯状疱疹ワクチンの接種機会の拡充に

向けた取組についてお尋ねします。

　帯状疱疹につきましては、水痘帯状疱疹ウイル

スに初感染後、いわゆる水ぼうそうに感染し、そ

の後、生涯にわたって、神経に潜伏感染している

ウイルスが、加齢、疲労、免疫抑制など、免疫力

を低下させるなどの病態が発現するとの指摘がな

されています。加齢がリスクとされ、50歳以降で

罹患率が高くなります。人から人へは感染せず、

発症した場合は、重篤化することがあります。

　最近、ＣＭなどで、感染予防には帯状疱疹ワク

チンが有効と報じられており、ワクチンの公費助

成につきましては、令和５年９月現在で、全国で

281の自治体で実施されていると聞きます。

　この現状を踏まえますと、県内の現状と健康寿

命の延伸を目指す県の立場から、公費助成を含め

た何かしらの関与に向けた検討が必要ではなかろ

うかと考えます。

　そこで、まず１点目に、新型コロナウイルス感

染症対策が落ち着いて以降の本県のがん検診受診

率の向上に向けた取組について、２点目に、ＨＰ

Ｖワクチンのキャッチアップ接種の情報提供と実

際の接種状況について、３点目に、帯状疱疹ワク

チンの接種機会の必要性を踏まえた公費助成を含

めた検討状況について、それぞれ健康福祉部長に

お尋ねをいたします。

　　〔健康福祉部長沼川敦彦君登壇〕

○健康福祉部長(沼川敦彦君)　１点目のがん検診

受診率の向上に向けた取組についてお答えしま

す。

　議員御指摘のとおり、新型コロナウイルス感染

症の影響により、がん検診の受診者数が減少して

おり、令和３年は、令和２年に比べ増加したもの

の、コロナ禍前の水準には戻っていない状況で
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す。

　発見が遅れることで、進行がん患者が増加する

おそれがあるため、今年度は、国のコロナ交付金

を活用した新たな取組として、｢そうだ♪がん検

診に行こう！」をキャッチフレーズに、受診率向

上のキャンペーンを大々的に実施しています。

　この中で、胃がん、肺がん、大腸がん、乳が

ん、子宮頸がんという５種類のがん検診動画等

を、ＳＮＳをはじめとする様々な媒体で配信し、

県民に対する検診受診の動機づけを行っていま

す。

　とりわけ、受診率向上の鍵を握る健康無関心層

にも届くよう、ロアッソ熊本や熊本ヴォルターズ

のホームゲームでの啓発、映画館でのＣＭ放映な

ど、様々な場面で目につくような工夫も行ってい

ます。

　また、がん検診を受けると県産品等が当たるプ

レゼントキャンペーンなども実施しております。

　市町村や関係機関とも連携し、引き続き、様々

な機会を捉えて、がん検診受診の必要性を県民に

強く訴えてまいります。

　２点目のＨＰＶワクチンのキャッチアップ接種

についてお答えします。

　前回の議員からの御質問後、県では、県政ラジ

オやテレビＣＭ、県ホームページ等の広報媒体を

活用した周知等に取り組んでまいりました。

　本年４月から９月末までの接種者数は延べ

6,100人余りで、昨年度の同時期における接種者

数の約1.5倍となっており、着実に接種が進んで

いるものと考えています。

　一方、議員御指摘のとおり、キャッチアップ接

種が自己負担なしで接種できる期間は、令和７年

３月末までとなっています。

　県としては、接種を希望される方が期間内に接

種を終えられるよう、新たに県内の大学等への働

きかけやＳＮＳの活用など、様々な方法で周知を

強化するとともに、医師会や市町村とも連携し、

接種対象者に必要な情報が確実に届くよう取り組

んでまいります。

　３点目の帯状疱疹ワクチンの公費助成について

お答えします。

　県内では、３町村が独自にワクチンの接種費用

を助成しております。一方、都道府県で助成を行

っているのは東京都のみです。

　帯状疱疹ワクチンについては、現在、公費負担

が可能となる定期接種化も見据え、国の審議会に

おいて、その有効性等について、専門的、科学的

な見地から議論されております。

　このような状況を踏まえ、県としては、全国衛

生部長会を通じ、検討を急ぐよう国に要望してい

るところでございます。

　引き続き、その動向を注視するとともに、他道

府県の公費助成の状況を含めた情報収集に努めて

まいります。

　　〔前田憲秀君登壇〕

○前田憲秀君　がん検診の受診率向上について

は、引き続き、市町村や関係機関との連携を密

に、全国を上回る受診率に向け頑張っていただき

たいと思っております。

　ＨＰＶワクチンについては、今年初めに、厚労

省が、全国で対象者約2,500人にアンケート調査

を実施したと聞きました。

　その中で、子宮頸がんを知っている、深刻な病

気であるとの回答は、８割、９割が認識。ただ、

ＨＰＶワクチンの存在や有効性については、半数

程度の人しか認識がなかったとの結果。キャッチ

アップ接種については、知らないと答えた人が半

数以上を占めたという結果だったそうです。

　私がお付き合いのある産婦人科のドクターは、

とにかく今行政は対象者にしっかりと周知をして
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ほしい、相談を受ける我々は責任を持って重要性

を訴えるからと言われておりました。

　昨日テレビでも放映があっておりましたが、熊

本大学でもＨＰＶワクチンを考える集いがあり、

実際、対象者である学生には反響を呼び、今大学

病院で接種を実施しているとのことであります。

　キャッチアップ接種については、当事者は当然

ですが、家族で話し合うきっかけをつくるさらな

る周知の徹底を強く望みたいと思っております。

　帯状疱疹ワクチンは、質問でも触れたように、

過去に水ぼうそう、水痘を発症した50代以降が、

年を重ねるごとにリスクが高まるとのこと。まさ

しく仕事盛りの我々が、これから本当に危機が高

まってくるという話でございます。

　同年代の人からは、この帯状疱疹ワクチン、実

行できるのかどうか、そういう問合せも今非常に

増えております。働き盛りの発症は、健康寿命の

延伸にも大きく影響いたします。

　県下自治体でも助成の実態がある以上、効果を

検証し、独自の働きかけも早急に検討していただ

くよう望ませていただきたいと思います。

　次の質問に移ります。

　サーキュラーエコノミー、循環経済に向けての

挑戦と題して質問をさせていただきます。

　現在、気候変動防止に向けた社会の脱炭素化、

カーボンニュートラルや生物多様性の保全と活用

への自然再興、ネイチャーポジティブについて

は、人類社会を持続可能なものにしていく上で欠

かせない最も重要な課題の一つとなっています。

　資源効率性の最大化と環境負荷の低減、これら

２つの課題を同時に解決するためには、大量生産

から大量廃棄を生む従来型のリニアエコノミー、

直接型経済から、廃棄される製品や原材料などを

資源と捉え、循環させる新しい経済システムであ

るサーキュラーエコノミー、循環型経済への転換

が今こそ必要な時代を迎えていると考えていま

す。

　そのためには、日常生活を支えている物品の生

産段階において、材料の生成や加工、製品の製造

から廃棄までの各過程で、自然の破壊やエネルギ

ー消費を抑制するサーキュラーエコノミーの考え

方を取り入れた国民生活全般のライフスタイルを

変革するような大きな流れを社会全体で醸成して

いく必要があります。

　具体的には、家電製品や製紙、衣類など国民生

活に密着した製品の資源循環を推進するために、

製品を生み出す動脈産業と廃棄物の回収や再利用

などを担う静脈産業が連携した産業構造を構築す

ることが重要となります。

　これまで、国においては、１Ｒ、リサイクルか

ら３Ｒ、リデュース、リユース、リサイクルの総

合的な推進へと転換し、その政策効果として、

1990年代以降、国内における最終処分量は減少

し、個別リサイクル法の下でのリサイクル率は大

きな進展を見せるに至ったところであります。

　しかしながら、その後、国内はもとより、国際

的な状況も大きく変化したため、社会経済システ

ムの大きな見直しが急務となってきています。

　国際的には、人口増加に伴い資源需要が増加し

続ける中、中長期的に安定的な資源確保が担保で

きるかという資源枯渇に関する懸念が増していま

す。さらに、気候変動が一因と考えられる異常気

象が世界各地で発生したり、海洋プラスチックご

みが国際問題化したりと、世界中の消費者や投資

家から、環境配慮に関する要請の声が高まりを見

せている状況です。

　サーキュラーエコノミーへの移行に向けた取組

については、国も世界に先駆けて取り組んでいる

ところであり、本県も同じ考えで動いていく必要

があります。
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　特に、プラスチックごみの処理につきまして

は、プラスチックごみによる海洋汚染等の環境問

題がクローズアップされる中、2022年４月に、プ

ラスチック資源循環促進法が施行されるなど、プ

ラスチックの削減とリサイクル促進に国を挙げて

取り組んでいるところです。

　ＰＥＴボトルリサイクル推進協議会によります

と、私たちに身近なプラスチックごみであるペッ

トボトルのリサイクルにつきましては、我が国の

指定ペットボトルの回収率は世界でもトップレベ

ルにあり、温暖化防止等の観点では、温室効果ガ

ス排出量の削減に貢献するなど、大幅に環境負荷

を低減しているとの分析がなされています。

　しかし、その一方で、ペットボトルの回収過程

において、異物の混入という問題も生じていま

す。

　その要因としては、例えば、公共空間における

ごみ箱の撤去が進んでいることが挙げられ、ペッ

トボトル専用のごみ箱に、それ以外のごみを投棄

するケースが後を絶たないことが指摘されていま

す。

　現状では、こうしたペットボトルごみ以外の異

物は、飲料メーカーや自販機事業者が自主的に処

理しているとのことです。

　事業者からは、本来は負担しなくてもよい異物

である一般廃棄物処理費用等の負担が増大し、死

活問題となるとの声を受け、ペットボトルごみ以

外のごみ投棄がしにくい自販機リサイクルボック

スの導入推進等が議論されているところです。

　環境省は、この異物低減は、自販機業者だけで

はなく、行政機関も協力して問題解決に当たるべ

きとの見解を示しており、国、地方、業界団体と

の協議の場が発足し、問題解決に向けて取り組ま

れていると聞いております。

　この異物混入防止に関する考え方は、完全リサ

イクル、サーキュラーエコノミーの観点からも重

要であり、そもそもごみ箱の設置が必要なのかと

いった抜本的な意見も出ているようで、国民一人

一人のごみの出し方について、その意識の転換を

図ることが必要との議論もあっているようです。

　今、脱炭素社会の構築に向けて、国民一人一人

の意識は変わりつつありますが、その代表例が、

私も含めて、ここにいらっしゃる皆さん方もそう

だと思いますが、マイバックの携帯です。

　これまでも述べてきたように、県民に対して、

脱炭素に向けた大きな意識転換を促していくため

にも、このような取組が引き続き必要であると考

えています。

　そこで、県としてのサーキュラーエコノミーに

対する認識やペットボトルなどプラスチックの分

別、リサイクルに向けた取組の現状と今後の対策

について、環境生活部長にお尋ねをいたします。

　　〔環境生活部長小原雅之君登壇〕

○環境生活部長(小原雅之君)　まず、サーキュラ

ーエコノミーに対する認識についてお答えいたし

ます。

　サーキュラーエコノミーは、資源投入量や消費

量を抑えつつ、廃棄物発生の最小化につなげる考

え方であり、2050年県内ＣＯ2排出実質ゼロを宣

言し、循環型社会の実現を目指す本県にとって、

大変重要であると認識しています。

　国では、サーキュラーエコノミーへの移行に向

けて、現在、具体的な施策や指標等を議論、検討

していることから、県としても、国の動向をしっ

かりと注視してまいります。

　次に、プラスチックの分別、リサイクルに向け

た県の取組についてお答えいたします。

　プラスチック資源循環促進法において、市町村

は、プラスチック使用製品廃棄物の分別収集と製

品原料などへのリサイクルに向けた取組が求めら
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れており、また、製造・販売事業者は、自主回収

や再資源化に向けた取組などが求められていま

す。

　こうした取組には、住民の理解と協力が前提と

なり、加えて、分別収集やリサイクル処理に多額

のコストがかかります。

　そこで、県では、県民への意識啓発について、

プラスチックごみなどの環境問題を学んでいただ

くためのパネル展示やクイズによるイベント、Ｐ

Ｒ動画の放映等を行うとともに、環境センターや

エコアくまもとを活用した環境教育にも取り組ん

でいます。

　また、市町村に対し、新たにプラスチックごみ

の分別を始める際の費用を補助するとともに、事

業者に対しては、廃棄物の排出抑制やリサイクル

等に資する施設整備への補助を行うなど、分別、

リサイクルの取組を後押ししています。

　なお、ペットボトルについては、既に県内全て

の市町村で分別収集が行われており、白色トレー

についても、県の補助金の活用等により、今年度

中に県内全ての市町村で分別収集が行われる見込

みです。

　混ぜればごみ、分ければ資源と言われていま

す。議員御指摘のとおり、資源の循環を進めるた

めには、県民一人一人が意識を転換し、適切に分

別を行うなどの行動を積み重ねていくことが重要

です。

　今後も、啓発等を通じて、県民の皆様の御理解

と御協力をいただきながら、国や市町村、事業者

と連携して、分別、リサイクルの取組を推進して

まいります。

　　〔前田憲秀君登壇〕

○前田憲秀君　サーキュラーエコノミー、循環経

済の考え方は、国でも具体的な施策や指標をさら

に議論、検討しているとのことでありました。循

環型社会の実現を目指す本県としても、受け身で

はなく、何か発信できるものはと認識をしていた

だきたいというふうに思っております。

　プラごみ対策では、環境学習も大事ですが、

様々な生活に密着しているプラスチックの扱いを

県民一人一人がどう意識改革していくかが重要だ

と思ってます。

　県は、プラスチックごみの削減に取り組んでい

る店舗を、くまもとプラスチックスマート店とし

て登録を推進していますが、そのことを県民とし

てどう捉えればよいのか等、プラスチック、ペッ

トボトルの廃棄も含めて、何をどう県民が意識転

換すべきなのか、引き続き啓発をお願いしたいと

思っております。

　次の質問に移ります。

　若者の地元定着へ向けてというテーマで、奨学

金の返還支援制度について質問をさせていただき

ます。

　自治体の奨学金返還支援制度につきましては、

2015年から、負担額を特別交付税措置の対象とす

るなど、国による財政支援がスタートいたしまし

た。

　内閣府の担当者によりますと、実施自治体への

調査の中で、この返還支援制度がＵＩＪターンの

決め手となったとか、自治体内の企業の採用活動

を有利に進めることができたとか、制度を歓迎す

る声が寄せられているということです。

　一方、企業による返還支援は、一昨年４月か

ら、社員に代わって企業が、奨学金を貸与する日

本学生支援機構に直接返還できる代理返還制度が

始まったことで、導入企業が拡大されており、昨

年10月末時点では、全国で約500社が制度を設け

ていると聞きます。

　公明党は、党青年委員会の政策懇談会などで寄

せられた奨学金の返済負担を軽くしてほしいとの
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声を基に、返還支援制度の拡充や国、地方のネッ

トワークを生かした実施地域の拡大を進めてまい

りました。

　奨学金支援制度は、自治体や企業が奨学金の返

還を肩代わりする制度であり、公明党も推進に力

を入れ、全国に今広がっておりますが、自治体に

よっては、推進の度合いに濃淡がまだあるようで

す。

　令和４年６月１日現在では、36都道府県、615

の市町村が奨学金返還支援に取り組んでいます。

　これまで、公明党では、学びたい人が経済的な

理由などにより進学を諦めることのない社会を目

指して、奨学金制度の対象者拡大や返済不要の給

付型奨学金の実現に取り組んできました。

　日本学生支援機構によりますと、現在、大学生

の２人に１人、年間128万人の学生が奨学金を利

用するまでになるなど、制度拡充が着実に図られ

てきたところであります。

　しかし、そんな中、卒業後の若者の皆さんから

よく聞くのが、奨学金の返済が苦しい、負担が重

いという声です。

　2019年度末の返還延滞者数は32万7,000人で、

延滞債権は約5,400億円に上ると聞きます。

　延滞の主な理由は家計の収入減や支出増で、延

滞が長引く背景には、本人の低所得や延滞額の増

加が指摘されていると聞きます。

　奨学金の返還支援制度につきましては、自治体

と地元企業などが基金をつくることを条件に、国

が自治体の負担額の２分の１を特別交付税で支援

する枠組みで制度をスタートさせましたが、現在

では、この制度が拡充され、市町村については基

金の設置が不要になり、国が支援する範囲も、負

担額の２分の１から全額にまで拡大されていま

す。

　本県では、くまもと創造人材奨学金返還等サポ

ート事業、通称くま活サポートとして、奨学金返

還支援制度が実施されております。

　そこで、この制度内容に関しまして、１点目、

制度の利用状況や対象者への周知、募集企業の登

録増加に向けた取組などの現状について、２点

目、この制度は、利用者が利用しやすい制度へと

変化してきていると認識していますが、本県の特

徴的な取組について、３点目に、制度実施に伴

い、本県への若者のＵＩＪターンなどのふるさと

回帰、地元定着がどの程度図られてきたかについ

て、それぞれ商工労働部長にお尋ねをいたしま

す。

　　〔商工労働部長三輪孝之君登壇〕

○商工労働部長(三輪孝之君)　本県が将来にわた

り発展していくためには、次世代を担う若い方々

の地元定着が重要であると認識しています。

　このため、本県では、そうした貴重な人材に県

内で働いてもらう、また、県外から熊本に来ても

らう、そして県内で知識や技術力を高めるという

３つの視点に立って、様々な取組を進めていま

す。

　議員が触れられたくま活サポートも、奨学金の

返済に苦しむ若い人たちの声を踏まえたその中の

一つの事業でございます。

　まず、１点目の御質問の制度の利用状況につい

ては、募集開始から昨年度までの３年間で、延べ

238社の企業と664名の学生等に参加、登録いただ

き、その数は年々増加する傾向となっています。

　また、制度の周知と募集企業の登録増加に向け

た取組については、これまで、就職活動中の方を

対象とした説明会を開催するとともに、ＳＮＳな

どの媒体による情報発信を行ってまいりました。

　これに加え、今年度からは、東京、大阪、福岡

及び熊本に設置しているＵＩＪターン就職支援セ

ンターや県外の就職支援協定締結校19校を通じま
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して、大学生等の求職者やセンター登録企業への

周知等にも取り組んでいます。

　次に、２点目の御質問の本県の特徴的な取組と

しては、企業と学生がそれぞれ登録する方式を取

り入れ、専用サイトで企業情報等をダイレクトに

伝えるなどのマッチング機能を高めていることが

ございます。さらに、奨学金返還を10年間という

長期にわたりサポートしているほか、奨学金を利

用していない方にも就職時の赴任費用を支援する

など、幅広い人材を対象とした支援を行っており

ます。

　最後の御質問の取組の効果については、これま

でに登録された方の中から、累計で120名を超え

る方が県内企業へ就職されました。まだまだ成果

として強調できる実績ではないかもしれません

が、制度を活用された企業の方からは、この制度

をきっかけとして、優秀な人材を採用できたとい

う声もいただいております。

　今後、半導体関連産業のさらなる集積に伴う人

材確保といった課題にしっかりと対応していくた

めにも、より多くの学生や企業の方々にくま活サ

ポートを知っていただき、御活用いただくことが

重要と考えています。

　引き続き、商工団体等とも連携を図りながら制

度の周知を図り、多くの方々に参加、登録してい

ただけるよう努め、若い世代のふるさと回帰や地

元定着を力強く推進してまいります。

　　〔前田憲秀君登壇〕

○前田憲秀君　この奨学金返還支援制度の熊本版

くま活サポートは、奨学金の返済が苦しい、不安

だという声にしっかりと応えるものと実感をして

おります。さらに、県内で働く、県外から熊本に

来てもらう、県内で知識や技術力を高めるという

視点にマッチしていると思います。

　この制度では、大学院修了者で約450万円、４

大卒で約244万円を10年間に分けて企業と県が折

半をして支援するものであります。その収入は一

時所得扱いで、所得税はかからないとのこと。企

業側も全額損金扱いとのことで、優秀な人材が熊

本に定着してもらう大事な取組であり、双方の利

用者にとってもありがたい制度と認識をいたしま

す。

　ただ、年々利用者は増えているとの答弁ではあ

りましたが、昨年の支援予定数に対する実際の対

象者はまだ４分の１にとどまっているのは残念な

結果であります。周知に問題があるのか、登録自

体に何か問題があるのか、企業側のニーズとマッ

チしているのか等々、答弁にもありましたよう

に、今後の半導体関連企業等のさらなる集積によ

る人材確保の上でも、さらなる検証が必要ではな

いでしょうか。

　若い世代のふるさと回帰や地元定着へ向け、目

標を定めしっかりとさらに取り組んでいただきま

すよう要望をさせていただきます。

　質問では最後です。

　誰もが安心して暮らせる街を目指してというテ

ーマで質問をさせていただきます。

　誰もが安心して暮らせる街熊本を実現するた

め、交通と生活という２つの視点から、それぞれ

の安全、安心を確保するための取組についてお尋

ねをいたします。

　まず、交通安全についてです。

　近年、広く国民の間で健康志向が高まっている

ことやシェアサイクルが普及していることなどに

伴い、自転車利用のニーズが高まってきていま

す。

　熊本市内におきましても、市内の回遊性向上、

中心市街地の渋滞対策、市電の混雑緩和など、様

々なニーズに伴い、昨年４月から、チャリチャリ

と呼ばれるシェアサイクルが普及しています。利
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用者数も利用回数も増加傾向にあると聞きます。

今後も、このチャリチャリの利用エリアは拡大さ

れる見通しであると伺っています。

　一方で、特に中高生の並走や信号無視など、交

通ルールを守らない自転車の利用に対する住民の

方々からの厳しい意見を耳にすることも多くあり

ます。

　本県において、良好な自転車秩序が確立された

住みよい社会を実現することは、大変重要な課題

であると感じています。

　さらに、自転車のヘルメット着用については、

今年４月から努力義務化されていますが、熊本県

の着用率は、全国に比べて低い水準であると聞い

ています。

　また、今年７月にスタートした特定小型原動機

付自転車、いわゆる電動キックボードの普及も見

込まれるため、これらを含めた自転車等の安全利

用に向けた取組が、今後ますます重要になってく

るものと思われます。

　次に、県民生活の安全確保についてです。

　本県における電話で「お金」詐欺の被害状況に

つきましては、認知件数が増加傾向にあり、被害

額も数億円単位に上るなど、深刻な状況であると

聞いています。

　電話でお金の話が出たら詐欺であるという意識

を、県民一人一人に深く認識していただこうと、

県警察独自に「電話で「お金」詐欺」というキャ

ッチコピーを掲げ、被害防止や被害根絶に向けて

取組をされていると聞いていますが、ますます複

雑化し、多様化する犯罪手口に対して、ゴールの

ない戦いが続いているのが現状と聞きます。

　さらに心配なのは、ネット犯罪被害です。

　スマートフォンがあらゆる世代に普及し、か

つ、誰もがインターネットを気軽に利用できる社

会になったことは歓迎すべきことでありますが、

巧妙な手口でのネット犯罪が続発しており、その

被害根絶に向けた対策が課題となっています。

　私のところにも、世界的なネット通信販売を模

したメールが、本物のメールと見分けがつかない

ような状態で頻繁に配信されます。

　また、口座を持ってもいない大手銀行から利用

者確認のためと称したものや宅配業者から留守対

応の連絡と称したものなど、一見真実かと勘違い

してしまいそうなメールが多数送られてきます。

　最近では、マイナポイントの取得期間が延長さ

れました、ポイントの確認ができますなどと語っ

た偽メールも、本物そっくりに頻繁に送られてき

ます。

　県内のサイバー犯罪に関する相談も増加してい

ると聞きます。ネットの必要性を感じながらも、

利用することに不安を感じている県民の方は多い

のではないでしょうか。

　県民の皆様が安心してインターネットを利用で

きるような、ネット犯罪被害のない社会とするた

めの対策が強く望まれているところです。

　そこで、まず１点目に、自転車の交通事故の情

勢や安全利用に向けた取組と今後普及するであろ

う電動キックボードの安全対策について。

　２点目に、電話で「お金」詐欺やネット犯罪に

関する被害の状況と安全対策について。

　以上２点につきまして、それぞれ警察本部長に

お尋ねをいたします。

　　〔警察本部長宮内彰久君登壇〕

○警察本部長(宮内彰久君)　議員御指摘のとお

り、自転車利用のニーズの高まりが指摘されてい

る一方で、交通ルールを守らない自転車利用者に

対する批判的な意見も見られるところであり、良

好な自転車交通秩序の確立は、重要な課題である

と認識しています。

　まず、本県における自転車の交通事故の現状で
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すが、10月末現在で、自転車が当事者となる人身

交通事故が406件発生し、２人が亡くなり、415人

が負傷されています。

　交通事故全体が減少傾向にある中で、自転車の

交通事故が全交通事故に占める割合は増加してお

り、10月末現在で、10年前の同時点よりも約４ポ

イント増の15.3％となっています。

　また、自転車の交通事故のうち、約半数は自転

車利用者側にも何らかの法令違反が認められるな

ど、自転車利用の交通ルールが遵守徹底されてい

るとは言い難い状況にあります。

　自転車利用の交通ルールが遵守されない要因は

様々あるかと思いますが、自転車が自動車と同じ

車両であるとの認識が低く、車道の左側通行が原

則であることなど、基本的な交通ルールの遵守意

識が希薄であることも要因の一つであると考えら

れます。

　県警察では、自転車の安全利用に向けた対策と

しまして、小中学生や高校生等に対する交通安全

教育を充実させることにより、基本的な交通ルー

ルの周知を図っていますほか、自治体や教育機関

等と連携して、ヘルメットの着用促進に向けた啓

発活動を行っています。

　あわせまして、自転車の交通事故発生が懸念さ

れる場所を中心に、交差点での一時不停止や車道

における右側通行など、危険性、迷惑性の高い違

反行為に重点を置いた交通指導取締りを実施して

います。

　また、議員御指摘の特定小型原動機付自転車に

つきましては、今のところ、本県では人身事故の

発生はありませんが、今後、自転車とともに、そ

の安全利用を確保していくため、電動キックボー

ド等の販売や貸出しを行う事業者と連携し、購入

者や利用者に対する交通ルールの周知に取り組む

など、必要な安全対策を進めてまいります。

　次に、電話で「お金」詐欺やネット犯罪の現状

と安全対策についてお答えします。

　県内の電話で「お金」詐欺の発生状況は、10月

末現在で、認知件数が、前年同期と比べて17件

増の99件、被害額は約２億3,997万円となってお

り、前年同期と比べて認知件数が増加するなど、

深刻な状況が続いています。

　また、ネット犯罪、いわゆるサイバー犯罪につ

いても、10月末現在で、県警察が受理した相談件

数が、前年同期と比べて150件増の3,803件となっ

ており、過去最多であった前年を上回るペースで

増加しています。

　県警察では、電話で「お金」詐欺の被害防止対

策としまして、テレビＣＭ等を活用して、最新の

手口や対策について広報啓発を行っていますほ

か、高齢者宅を個別訪問するなどしまして、被害

防止に向けた注意喚起を行っています。

　また、固定電話を常時留守番電話に設定するこ

とや防犯機能つき電話機や自動通話録音機を活用

することなど、犯人から電話を受けないようにす

るための対策についても広報啓発を行っていま

す。

　加えまして、金融機関やコンビニエンスストア

等と連携して、ＡＴＭでお金を振り込もうとして

いる方や電子マネーカードを購入しようとしてい

る方への声かけを行うことによりまして、被害の

未然防止を図っています。

　次に、サイバー犯罪への対策につきましては、

他の都道府県警察と連携した取締りを推進してい

ますほか、不審なメールやＳＮＳに記載されたリ

ンクをクリックしないことや、メール等の内容を

確認するときは、公式のサイトやアプリを利用す

ることなど、サイバー犯罪の被害に遭わないよう

にするための広報啓発を行っています。

　県警察におきましては、県民の皆様が安全で安
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心して暮らせる熊本を実現するため、引き続き、

電話で「お金」詐欺やサイバー犯罪の被害防止に

向けた各種対策を進めてまいります。

　　〔前田憲秀君登壇〕

○前田憲秀君　自転車の交通事故が交通事故に占

める割合は年々増加しており、自転車利用の交通

ルールが遵守徹底されているとは言い難いとのこ

と、全く私も同感であります。

　警察庁は、携帯電話を使用しながら自転車を運

転する行為の罰則を強化することを検討している

と聞きます。これは携帯電話使用に起因する自転

車事故が増加しているからだと聞きます。ただ、

自転車の事故摘発は全国地域によって偏りがあ

り、反則金の対象に入れるにも、免許証を持って

いるわけでもなく、さらに議論が必要というふう

にもお聞きします。

　答弁にもありましたように、全国でも低い着用

率と言われるヘルメットの着用促進の啓発活動を

含め、若い世代に交通ルールの周知の徹底をお願

いしたいと思います。

　電動キックボードは、東京で気軽に乗っている

若者を見ましたが、非常に危険で心配です。事故

が起きたときの賠償など、普及する前にルールの

周知と危険性も発信すべきではと思います。

　電話で「お金」詐欺については、認知件数は増

加、被害額も２億円超と深刻です。ネット犯罪も

相談件数が増加で、過去最多の前年を上回るとの

こと。質問でも述べましたように、内容は巧妙化

し、不審とさえ感じない状況もあるのではと推測

します。残念ですが、全てにおいて安全な通知な

のか、行動する前に気軽に相談先を充実させるな

どの対策に努めていただくよう強く要望をさせて

いただきます。

　質問は以上でございますけれども、今回質問に

なかなかなり得なかったことを２つ、要望として

述べさせていただきます。

　１点目は、水素の可能性を諦めるなという、ち

ょっと過激なタイトルにはなりましたが、これま

でずっと水素に関して質問に取り上げさせていた

だきました。今熊本県にとって、私なりに危機的

状況ではないかという思いで要望させていただき

ます。

　次世代エネルギーへの水素の利活用につきまし

ては、これまでも毎回議論してまいりました。

　政府は、2017年に決めた水素基本戦略を改定

し、供給量を、現在の200万トン、30年に300万ト

ン、50年に2,000万トンを目指し、官民合わせて

15年で15兆円の投資計画を打ち出しました。

　富山県は、10月、富山大学、富山県立大学、県

内企業が会員となっている富山水素エネルギー促

進協議会と水素やアンモニアの燃料利用で連携協

定を結びました。脱炭素化を進める中で、サプラ

イチェーンの構築を目指しての先進的な取組と聞

きます。

　経済産業省は、９月に、都内で開いた国際会議

で、有力な次世代燃料とされる水素について、

2030年までに世界全体で活用する量を１億5,000

万トンに増やす目標を示しました。必要な規模や

時期の目安を設けて、国際的な供給網の構築に向

けた早期の投資を促す姿勢を示したところです。

　活用目標の１億5,000万トンのうち、６割の

9,000万トン分は、再生可能エネルギー由来かＣ

Ｏ2発生を抑える脱炭素技術で製造した水素で賄

うこととされています。

　また、長野県の金属加工業者は、太陽光発電と

燃料電池を組み合わせて利用できるシステムの実

証実験を始めました。

　このように、水素をテーマにした様々な動きが

全国で見られているところです。

　さて、熊本県庁に設置されている水素の供給施
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設、いわゆるスマート水素ステーションは、耐用

年数が経過し、修理のための部品の供給も困難で

あり、今後メンテナンスにも支障があるとのこと

で、このままでは撤去もやむを得ない状況にある

のではないかと私は危惧をしております。

　今県がリースしている燃料電池自動車、ＦＣＶ

は、ＥＶ車に比べて航続距離で勝ります。長距離

を運行する機会が多いトラックやバスは、将来的

にはＦＣＶ、燃料電池車に切り替えられることが

見込まれています。

　県庁内に設置されたスマート水素ステーション

は、脱炭素化や次世代エネルギーの構築に向け

て、水素の可能性追求を発信する熊本県の象徴的

な存在であっただけに、これを失うことになれ

ば、非常に残念でなりません。

　これからも、水素という魅力あるエネルギーの

可能性を追求し続ける熊本県であるべきだと私は

固く信じております。

　そして、熊本県には、水素を諦めない、引き続

きこれを追求するという姿を内外に発信し続け、

県内経済界、とりわけ産業界に対する水素エネル

ギーの製造や関連技術の開発への機運醸成を強力

に推し進めていただきますよう、ここに強く要望

させていただきますとともに、引き続き、水素に

ついては、また議論をさせていただきたいという

ふうに思っております。

　そして、もう１題、県営団地の今後の在り方に

ついてというテーマで要望をさせていただきま

す。

　県営団地の空室率が２割ということで、近年で

最高の水準であるとの報道に接しました。県内６

市町にある県営団地は、その８割が熊本市に集中

しており、空き家対策とともに、老朽化対策が急

務となっております。

　先日、熊本市営団地も、老朽化、空室対策とし

て、2055年度までに、全体の３割に当たる約

4,000戸を削減するとの報道もあったところであ

ります。

　県営団地の場合には、その多くが高度成長期に

整備され、築35年以上が約８割を占めるまでにな

っています。中には、風呂釜の設置、撤去は入居

者の負担としている団地もあり、団地によって入

居条件などは様々なようです。

　私もよく相談を受けることがあります熊本市西

区の八島団地は、築年数が最も古く、1960年代の

建物で、築60年を超えている棟もあります。公会

計制度に基づく固定資産台帳に記載されているこ

の建物の評価額は、備忘価格に相当する１円の評

価になりますが、一方で、この土地の評価額につ

いては、八島団地の帳簿価格は約18億9,000万円

に上ります。しかも、これは取得当時の価格であ

るため、現在の価値にしてみれば、この帳簿価格

よりもはるかに高い評価額になることが見込ま

れ、熊本市内や熊本市近郊に位置する県営団地の

土地は、いずれも活用策としては様々なマネジメ

ントを検討する余地があるのではないでしょう

か。

　熊本県公共施設等総合管理計画では、経営戦略

的視点に立った県有財産の総合的な管理に関する

基本方針を示しておられます。その中で、マネジ

メントの手法としては、総量最適化、効率的活

用、長寿命化の視点を持つこととされています。

　マネジメントの一般的な手法は、人、物、金を

有効に評価、分析、選択などをし、その後の改善

や調整を経て、統制、組織化していくことである

と私は考えます。

　こうしたことを踏まえた上で……

○副議長(内野幸喜君)　残り時間が少なくなりま

したので、発言を簡潔に願います。

○前田憲秀君(続)　公会計制度改革で示された県
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有財産の細かな分析などを含めて、県営団地を含

めた県有財産の評価やマネジメントの姿が見える

化された中で、透明性を高めた議論を進めていた

だくよう強く要望をさせていただきたいと思って

おります。

　以上で私が今回用意をした質問と要望は終わり

ました。

　最初にも述べましたように、今日の午前中で本

日の県議会は全てが終わったかのように、午後

は、皆さん、大変時間との戦いで苦労をおかけし

たかと思います。

　蒲島知事におきましては、まだ任期までにはい

ろいろとやることもたくさんあると思いますし、

また、バトンタッチをすべく人、どういう方にな

るか分かりませんけれども、蒲島知事がこれまで

行ってきたことをしっかりとバトンタッチできる

まで頑張っていただきますようエールを送らせて

いただき、私の今回の質問を終わらせていただき

たいと思います。

　最後まで御清聴、誠にありがとうございまし

た。(拍手）

○副議長(内野幸喜君)　以上で本日の一般質問は

終了いたしました。

　明７日は、午前10時から会議を開きます。

　日程は、議席に配付の議事日程第３号のとおり

といたします。

　本日は、これをもって散会いたします。

　　午後２時14分散会



第 ３ 号 

（12月７日）
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令和５年12月７日(木曜日)

　　 ―――――――――――――――――

　　　議事日程　第３号

　　令和５年12月７日(木曜日)午前10時開議

　第１　一般質問(議案に対する質疑並びに県の

　　一般事務について)

　　 ―――――――――――――――――

本日の会議に付した事件

　日程第１　一般質問(議案に対する質疑並びに

　　県の一般事務について)

　　　　 ――――――――――――

出席議員氏名(49人)

　　　　　　　　　　　　星　野　愛　斗　君

　　　　　　　　　　　　髙　井　千　歳　さん

　　　　　　　　　　　　住　永　栄一郎　君

　　　　　　　　　　　　亀　田　英　雄　君

　　　　　　　　　　　　幸　村　香代子　君

　　　　　　　　　　　　杉　嶌　ミ　カ　さん

　　　　　　　　　　　　立　山　大二朗　君

　　　　　　　　　　　　斎　藤　陽　子　さん

　　　　　　　　　　　　堤　　　泰　之　君

　　　　　　　　　　　　南　部　隼　平　君

　　　　　　　　　　　　本　田　雄　三　君

　　　　　　　　　　　　岩　田　智　子　君

　　　　　　　　　　　　前　田　敬　介　君

　　　　　　　　　　　　坂　梨　剛　昭　君

　　　　　　　　　　　　荒　川　知　章　君

　　　　　　　　　　　　城　戸　　　淳　君

　　　　　　　　　　　　西　村　尚　武　君

　　　　　　　　　　　　池　永　幸　生　君

　　　　　　　　　　　　竹　﨑　和　虎　君

　　　　　　　　　　　　吉　田　孝　平　君

　　　　　　　　　　　　中　村　亮　彦　君

　　　　　　　　　　　　髙　島　和　男　君

　　　　　　　　　　　　末　松　直　洋　君

　　　　　　　　　　　　前　田　憲　秀　君

　　　　　　　　　　　　松　村　秀　逸　君

　　　　　　　　　　　　岩　本　浩　治　君

　　　　　　　　　　　　西　山　宗　孝　君

　　　　　　　　　　　　河　津　修　司　君

　　　　　　　　　　　　楠　本　千　秋　君

　　　　　　　　　　　　橋　口　海　平　君

　　　　　　　　　　　　緒　方　勇　二　君

　　　　　　　　　　　　増　永　慎一郎　君

　　　　　　　　　　　　髙　木　健　次　君

　　　　　　　　　　　　髙　野　洋　介　君

　　　　　　　　　　　　内　野　幸　喜　君

　　　　　　　　　　　　山　口　　　裕　君

　　　　　　　　　　　　岩　中　伸　司　君

　　　　　　　　　　　　城　下　広　作　君

　　　　　　　　　　　　西　　　聖　一　君

　　　　　　　　　　　　鎌　田　　　聡　君

　　　　　　　　　　　　渕　上　陽　一　君

　　　　　　　　　　　　坂　田　孝　志　君

　　　　　　　　　　　　溝　口　幸　治　君

　　　　　　　　　　　　池　田　和　貴　君

　　　　　　　　　　　　吉　永　和　世　君

　　　　　　　　　　　　松　田　三　郎　君

　　　　　　　　　　　　藤　川　隆　夫　君

　　　　　　　　　　　　岩　下　栄　一　君

　　　　　　　　　　　　前　川　　　收　君

欠席議員氏名(なし)

　　 ―――――――――――――――――

説明のため出席した者の職氏名
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　　　　　　知　　　　事　蒲　島　郁　夫　君

　　　　　　副 知 事　田　嶋　　　徹　君

　　　　　　副 知 事　木　村　　　敬　君

　　　　　　知事公室長　内　田　清　之　君

　　　　　　総 務 部 長　平　井　宏　英　君

　　　　　　企画振興部長　富　永　隼　行　君

　　　　　　理　　　　事　小金丸　　　健　君

　　　　　 企画振興部

　　　　　 球磨川流域　府　高　　　隆　君

　　　　　 復興局長

　　　　　 健康福祉部長　沼　川　敦　彦　君

　　　　　 環境生活部長　小　原　雅　之　君

　　　　　 商工労働部長　三　輪　孝　之　君

　　　　　 観光戦略部長　原　山　明　博　君

　　　　　 農林水産部長　千　田　真　寿　君

　　　　　 土木部長　亀　崎　直　隆　君

　　　　　 会計管理者　野　尾　晴一朗　君

　　　　　 企業局長　竹　田　尚　史　君

　　　　　 病院事業

　　　　　　警察本部長　宮　内　彰　久　君

　　　　　　　　　　　　西　尾　浩　明　君

　　　　　　監 査 委 員　藤　井　一　恵　君

　　 ―――――――――――――――――

事務局職員出席者

　　　　　　事 務 局 長　波　村　多　門

　　　　　　　　　　　　村　田　竜　二

　　　　　　議 事 課 長　富　田　博　英

　　　　　　　　　　　　濱　田　浩　史

　　　　 ――――――――――――

　　午前10時開議

○副議長(内野幸喜君)　これより本日の会議を開

きます。

　　　　 ――――――――――――

　日程第１　一般質問

○副議長(内野幸喜君)　日程に従いまして、日程

第１、昨日に引き続き一般質問を行います。

　髙井千歳さん。

　　〔髙井千歳さん登壇〕(拍手)

○髙井千歳さん　皆様、おはようございます。熊

本第一選挙区選出・参政党の髙井千歳でございま

す。新人の私に、このように一般質問の機会をい

ただきました先輩議員の皆様、そして同僚議員の

皆様には心より感謝を申し上げます。

　そして、昨日、知事は、次期知事選に御出馬さ

れないとの御意向を示されましたが、これまで、

熊本地震、そしてコロナ禍、そして令和２年７月

豪雨など、本当に多事多難な中で、16年間かじ取

りをしていただきましたことを、一県民として心

より感謝を申し上げます。

　また、熊本のために、日々御尽力いただいてい

る職員の皆様方にも心より感謝を申し上げます。

　さて、私ども参政党は、結党して約３年半の政

党でございます。日本の国益と国民益を最優先と

し、また、祖先が大切にしてきた調和の精神や伝

統文化を次世代へと受け継いでいくことを旨と

し、国民全員の政治参加を目指し、日々活動をし

ております。

　私自身は、ほんの１～２年前まで、まさか自分

が政治を志すなどとは考えたこともございません

でした。しかし、４年前に子供が生まれ、次世代

のことを考えたときに、少しでもよりよい地域、

よりよい社会にし、次の世代につないでいきたい

と強く思うようになりました。そして、政治を人

任せにしてきた自分を反省し、批判するだけでな

く、自分が行動しなければと思い、活動をしてま

いりました。まだまだ未熟者ではございますが、

県民の方々からいただいたお声を、党の理念も踏

まえつつ、精いっぱい質問をさせていただきま

す。

　まず、県内の新型コロナワクチンの健康被害の

病 院 事 業
管 理 者

事務局次長
兼総務課長

審 議 員 兼
議事課長補佐

人事委員会
事 務 局 長
病 院 事 業
管 理 者

　　　　　　　　　　　　府　高　　　隆　君

　　　　　　健康福祉部長　沼　川　敦　彦　君

　　　　　　環境生活部長　小　原　雅　之　君

　　　　　　商工労働部長　三　輪　孝　之　君

　　　　　　観光戦略部長　原　山　明　博　君

　　　　　　農林水産部長　千　田　真　寿　君

　　　　　　土 木 部 長　亀　崎　直　隆　君

　　　　　　会計管理者　野　尾　晴一朗　君

　　　　　　企 業 局 長　竹　田　尚　史　君

　　　　　　　　　　　　竹　内　信　義　君

　　　　　　教 育 長　白　石　伸　一　君

病 院 事 業
管 理 者

人事委員会
事 務 局 長

企画振興部
球磨川流域
復 興 局 長
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状況について伺います。

　新型コロナ感染症が始まり、４年がたとうとし

ています。これまで県民を守るために御尽力くだ

さった知事、健康福祉部をはじめとする職員の皆

様、そして現場の方々に敬意と感謝を申し上げる

とともに、コロナ後遺症だけでなく、あらゆる疾

患に苦しむ方を減らすため、県民の健やかな生活

を守るためにも質問をさせていただきます。

　厚生労働省は、これまで、ワクチン接種後に生

じた副反応を疑う事例を収集し、評価を行ってき

ました。ワクチン接種後の副反応疑い報告状況で

すが、接種開始から本年10月27日まで、医師や

医療機関から上がっている報告は、全国で３万

6,698件、そのうち重篤な症状の方は8,784件、死

亡報告は2,121件となっています。本県におきま

しては、11月30日時点で、副反応報告は累計574

件とのことでした。

　この副反応疑い報告について、名古屋大学名誉

教授で医師の小島勢二氏が、インフルエンザワク

チン２億6,248万回分と同程度に、コロナワクチ

ン接種回数をならして比較したところ、インフル

エンザの報告数は1,967回分なのに対し、コロナ

ワクチンは３万4,120回分と約17倍になっていま

す。そのうち、死亡報告は、インフルエンザが35

回分、対して新型コロナワクチンは1,761回分と

約50倍になっています。

　次に、予防接種健康被害救済制度についてで

す。

　ここでスクリーンを御覧ください。(資料を示

す)

　この制度は、予防接種と健康被害との因果関係

が認定された方を迅速に救済するものです。こち

らのグラフは、厚生労働省の公表資料を基に作成

したもので、右側が新型コロナワクチンの健康被

害、左側が新型コロナ以外の全てのワクチンの健

康被害を表しています。

　厚生労働省によりますと、新型コロナワクチン

は、2023年11月29日の時点で、申請の受理件数が

全国で9,522件、そのうち認定が、グラフの赤い

部分ですが、5,357件、認定のうち死亡が、黄緑

色の部分ですが、377件、審査未了は、黄色い部

分、枠の部分ですが、3,305件と報告をされまし

た。

　それに対して、左側のグラフ、1977年から2021

年までのコロナワクチン以外の全ての予防接種被

害認定が、青色の部分、累計で3,522件、うち死

亡は、黄緑色の部分、151件でした。

　つまり、今回のコロナワクチンは、過去約45年

間の予防接種被害認定件数を僅か３年の間に優に

超えていることになり、ほかのワクチンより健康

被害のリスクが高いことを示しており、過去に例

を見ない規模の健康被害が生じています。

　本県においては、11月30日時点で、救済申請件

数は132件、認定が71件、うち死亡が４件、審査

未了が49件と伺っております。

　国内の医学学会で報告されているコロナワクチ

ン接種後に生じた疾患は、多岐にわたっており、

また、2022年３月に、米国食品医薬品局、ＦＤＡ

が公開したファイザー社のコロナワクチン接種後

に生じた有害事象報告は、1,291種類にも上りま

す。

　厚生労働省の資料によりますと、2022年７月か

ら８月の時点で、重症化率、致死率ともに季節性

インフルエンザ以下まで低下をしておりました。

ウイルスが弱毒化していることを受けて、世界の

国々では、2022年春以降の追加接種はほとんど

行っておらず、感染も収束しております。重症化

率、致死率ともに季節性インフルエンザ以下まで

低下をしても、６回、７回と繰り返し接種をして

いるのは、世界で我が国だけです。
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　御承知のとおり、今回のコロナワクチン、メッ

センジャーＲＮＡワクチンは、ウイルスのたんぱ

く質をつくる基になる遺伝子情報の一部を注射す

るもので、緊急的に特例承認されたものであり、

長期的な安全性はまだ分かっておりません。

　接種をすると、細胞内に取り込まれたスパイク

たんぱくが量産され、その一部が血流に乗って全

身の臓器に取り込まれ、血栓をつくる場合がある

こと、また、メッセンジャーＲＮＡワクチンの頻

回接種により、ＩｇＧ４という免疫を抑制する抗

体が上昇し、免疫寛容、つまり免疫反応が逆に低

下してしまう可能性があることが、複数の査読済

み論文で指摘をされています。

　厚生労働省は、令和４年８月まで、ワクチン接

種歴別の新規陽性者数を公表しておりました。そ

の中で、2022年８月のデータで、一見未接種者の

ほうがコロナ陽性者が高いというデータが出てお

りました。しかし、未接種者の中には接種不明の

方も含まれていたことが分かり、データを精査し

たところ、年代によっては、未接種者よりワクチ

ンを２回接種、３回接種者のほうが陽性数が高い

ことが分かりました。

　しかし、残念ながら、これ以降、厚生労働省

は、アドバイザリーボードの資料を公表しており

ません。メッセンジャーＲＮＡワクチンの効果と

リスクはまだ不明なことも多いのにもかかわら

ず、初めは未知のことも多かったとはいえ、感染

症分類が５類となった今も、検証を行わない国の

姿勢には疑問を感じますし、重症化のリスクが極

めて低い子供たちにまで進めてきたことには憤り

すら感じます。

　以上のことを考えますと、コロナワクチン接種

を進めるのであれば、ベネフィットだけでなく、

リスクの部分についても公平な情報を広く周知す

ることは、県民が接種をするかしないかの選択を

する上で非常に重要なことです。

　県民が自らの命や健康を守る判断をするために

も、県内での副反応の実態を、個人情報は守りつ

つも、年代や接種回数、疾患含め周知をすること

は必要不可欠と考えますが、県ではどのように対

応されておられるのでしょうか。

　続いて、本県の死者数の増加について伺いま

す。

　ここで再度スクリーンを御覧ください。(資料

を示す)

　厚生労働省の人口動態統計から、全国と本県の

死者数の経過をまとめました。右側の表の上段、

全国の死者数は、コロナ元年と言われる2020年に

は、前年に比べ死者数が8,038人減少し、約137

万人だったにもかかわらず、2021年には、戦後

最多、東日本大震災のときより多い約144万人、

2022年には、さらに増え、約157万人となってい

ます。コロナ陽性者の死者数は、2021年は約１万

7,000人、2022年は約４万8,000人ですから、コロ

ナ感染症の蔓延のみでは説明ができません。

　下段の表の本県の経過も、2020年のコロナ元年

と言われた本県の死者数は、前年よりも514人減

少しているのにもかかわらず、2021年には前年よ

り937人増、2022年には前年より2,334人増えてい

ます。

　また、左側のグラフを御覧いただきますと、上

が全国、下が熊本県ですが、特に、例年の年間の

推移に見合わない2020年８月、緑の折れ線の丸印

がついているところの異例の夏場の死者数の増加

や、2023年１月、赤の折れ線グラフの丸印のつい

ているところの目立った死者数の増加についてど

のようにお考えでしょうか。

　県民の命を預かる自治体として、現在把握され

ている見解とその根拠について、健康福祉部長に

お尋ねいたします。
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　　〔健康福祉部長沼川敦彦君登壇〕

○健康福祉部長(沼川敦彦君)　１点目のコロナワ

クチン接種後の副反応に対する県の対応について

お答えします。

　現在我が国で使用されているコロナワクチン

は、国において、その有効性及び安全性が確認さ

れた上で、薬事承認され、接種が進められている

ものです。

　接種開始後も、副反応疑いに係る報告制度によ

り、国において常に安全性の評価が行われていま

す。

　現在、厚生労働省のホームページにおいて、

全国の約３万6,000件の副反応疑いの事例につい

て、ワクチンの種類ごとに、年代、性別、接種回

数、症状等の別に、詳細な分析結果が公開されて

おり、現時点では接種に影響を与える重大な懸念

は認められないと結論づけられております。

　また、予防接種健康被害救済制度は、健康被害

の認定を受けられた方に医療費等を給付する制度

で、現在、厚生労働省の審議会において審議され

た約6,000件について、性別、年齢、疾病名、判

定結果等が、厚生労働省のホームページで公開さ

れております。

　また、本県分については、県民の関心も高いと

考えられることから、県としても、個人の特定に

つながらない範囲で、定期的に記者発表をしてい

るところです。

　引き続き、制度の趣旨に沿って、個人情報に配

慮しつつ、適切に対応してまいります。

　なお、議員から、年代によっては未接種者より

ワクチンを２回、３回接種した方の陽性数が多か

ったとの御指摘がありましたが、ワクチン接種に

ついては、厚生労働省の審議会において、有効

性、安全性に関する知見等を踏まえ、一定の予防

効果があるとされております。

　このような認識の下、ワクチン接種に当たって

は、重症化予防等の効果と副反応のリスクの双方

について正しい知識を持った上で、御本人の意思

に基づき判断していただくことが重要と考えてお

ります。

　県としましては、知事がワクチンを接種する際

など、様々な機会を捉えて情報発信しているとこ

ろですが、引き続き、接種を検討される方に必要

な情報が届くよう、周知に取り組んでまいりま

す。

　次に、本県の死者数の増加についてお答えしま

す。

　令和２年以降の死亡者数の推移は、全国的に同

様の傾向となっております。

　議員御指摘の令和４年８月は新型コロナウイル

ス感染症の第７波、令和５年１月は第８波のピー

クに当たり、その感染規模や高齢者施設等での多

くのクラスター発生によって、死亡者数が増加し

ていると考えられます。

　しかしながら、新型コロナウイルス感染症以外

の原因による死亡者数の増加については、国はそ

の原因を特段把握していない中で、県としてその

原因の把握は困難です。

　国の動向を今後も注視してまいります。

　　〔髙井千歳さん登壇〕

○髙井千歳さん　御答弁をいただきました。

　新型コロナワクチンの接種は、国からの法定受

託事務であることは承知をしておりますし、安全

性には問題ないとの御答弁でしたが、複数の自治

体では、健康被害が今後も増える可能性を受け、

予防接種台帳の保存期間を延長しているところも

あるようです。

　先日、県内在住のコロナワクチン後遺症と診断

された57歳の女性からお話を伺いました。その方

は、２回目接種の約半年後に、足に力が入らず、
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歩くことができなくなったということですけれど

も、ワクチンが原因とは疑いもしなかったため、

３回目も接種をしたところ、さらなる体調悪化を

したとのことでした。県内の病院を回っても原因

が分からず、６軒目の心療内科でコロナワクチン

の影響を疑われ、７回目のクリニックでワクチン

後遺症と診断をされたとのことでした。これから

定年まで働いて、その後を楽しもうと思っていた

矢先の出来事で、人生が狂ってしまったと嘆いて

おられました。

　薬害は避けては通れませんが、しかし、もとも

と健康な方が、病気を予防するためのワクチン接

種によって、人生を台なしにされたり、命を奪わ

れたりすることは極力避けなければなりません。

　そして、近々、ＷＨＯにおきまして、パンデミ

ック条約とＩＨＲ、国際保健規則の改正というも

のが検討をされているようです。まだ詳細は分か

りませんが、もし仮にパンデミックが起こった際

に、ＷＨＯがロックダウンやワクチンの強制接種

など、そういった国家よりも強大な権限を持たな

いよう、このことを検討する超党派の国会議員連

盟も先日立ち上がったと聞いております。

　自身の体に入れるワクチンは、強制や同調圧力

により打つものではなく、個人がメリットとデメ

リットを十分に検討した上で判断されるべきもの

です。そのためにも、県民の健康と命を預かる者

の責任として、県からは、公平な情報提供を県民

の皆様にしていただきたいと心よりお願いを申し

上げます。

　また、コロナや高齢化では説明できない死亡数

の大幅な増加については、様々な要因が考えられ

るとは思いますけれども、コロナワクチンの追加

接種と死亡数増加に相関関係があるのではないか

と国会のほうでも議論があるようですが、まだ原

因の究明には至っていないようです。

　武見厚生労働大臣が、今年９月の記者会見に

て、この死亡数の増加を、地方自治体などと連携

して実態把握をしっかり行い、それによる今後の

対応策をしっかりと固めていきたいと述べられて

います。

　ぜひ国とも連携をしながら、しっかりと検証し

ていただくことも併せてお願いをいたしまして、

次の質問に移らせていただきます。

　次に、地域と共生する再生可能エネルギー事業

について伺います。

　国は、2050年カーボンニュートラル、2030年度

の温室効果ガス46％削減の実現を目標とし、再生

可能エネルギーの主力電源化を最大限導入を促す

こととしています。

　また、本県においても、第２次熊本県総合エネ

ルギー計画に基づき、再生可能エネルギー、省エ

ネルギーの促進が行われています。

　一方、再エネ施設の事業計画をめぐっては、特

に、森林に設置される場合、土砂災害や景観、環

境への悪影響、鳥獣害被害の増加の要因の可能性

など、懸念する声も大きく、地域との共生を図っ

た再エネの導入と環境保全の両立を目指す新たな

対策が求められています。

　本県では、世界遺産の保全や登録に向けた動き

とメガソーラーや風力発電施設等の整備の整合性

の確保を図るために、再エネ施設立地に関わる情

報マップの作成がなされました。

　しかし、自治体によっては、もっと厳しい規制

や、森林開発を伴う再エネには課税をかける自治

体も出てきています。その背景には、地域との共

生の視点が、これまでの再エネ政策で欠けていた

ことが大きいと思われ、地域住民の声につき動か

された幾つかの自治体が、民意を反映し、規制の

方向へ進んでいるのではないでしょうか。

　例えば、宮城県では、森林を大規模開発する再
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生可能エネルギー事業者から税を徴収する条例が

７月に成立し、注目を集めています。この新しい

税では、森林開発を伴う太陽光、風力、バイオマ

ス発電を対象に、営業利益の２割相当を徴収しま

す。

　一方、改正地球温暖化対策推進法に基づく促進

区域内の認定事業者については課税対象外とし、

再エネ立地を誘導するものです。つまり、税収が

目的なのではなく、開発行為を森林の外に誘導を

して自然保護を図る狙いです。

　開発行為による自然破壊が各地で課題となる

中、青森県も新たに再エネ課税構想を打ち出すな

ど、今後、少しずつこの波は全国に広がっていく

可能性もあります。

　また、我が国の再エネ事業には、国内の事業者

だけでなく、海外の事業者も参入してきています

が、本県でもその流れは確認しております。

　森林整備課に伺ったところ、外資系企業と思わ

れるものによる本県での森林取得事例は、平成24

年から令和４年までで11件、そしてその11件のう

ち８件が、太陽光発電や風力発電に使用された外

国法人の事業者でした。その国籍は様々で、カナ

ダ、中国、アメリカ、スペイン、シンガポールと

いったところでした。高い利回りを目的に、投資

ビジネスのために、我が国の再エネ事業に参入し

ているわけです。

　国民は、電気料金に再生可能エネルギー発電促

進賦課金を上乗せした金額を支払っています。日

本全体の賦課金合計が年間２兆7,000億円なの

で、それを人口で割ると、年間約２万2,000円を

１人当たりの国民が負担していることになりま

す。外国資本であっても、日本で法人格を取得し

ていれば排除はできませんが、県民の富が国外に

流出している面も否めません。

　また、環境省によると、パネル廃棄のピークを

迎える2039年には約78万トンとなり、全国処分場

の６％をソーラー関連廃棄物が占めるという試算

もあります。

　一度破壊されてしまった森林を取り戻すには、

相当な年月と労力がかかります。森林は、地下水

保全のため、重要な役割を担っていることはもち

ろん、川や海に養分が流れるため、農業や漁業に

も影響を与えます。

　先人たちが、数十年、あるいは数百年先のこと

を思い、森林を守り、つないできたおかげで、私

たちがその恵みを享受しています。今を生きる者

の責任として、豊かな自然を次世代にもつないで

いかなければなりません。

　阿蘇外輪山のメガソーラーは、県民だけでな

く、全国的に大きな衝撃を与えました。今後、県

としては、県民の声をどのように聴き、地域環境

と共生した再エネをどのように進めていくのか、

そして、宮城県のように、ある一定以上の林地開

発を伴う太陽光事業には課税をするような条例を

検討するお考えはあるのか、知事にお尋ねいたし

ます。

　　〔知事蒲島郁夫君登壇〕

○知事(蒲島郁夫君)　私は、これまで様々な機会

を通じて、再エネの最大限の導入と自然環境や景

観保全とのベストバランスが大変重要であると申

し上げてきました。第２次熊本県総合エネルギー

計画においても、重点的取組として「すべての県

民に愛される再エネ施設」を掲げています。これ

を実現するためには、地域住民、再エネ事業者、

行政による丁寧な合意形成が何よりも重要です。

　このため、本県では、平成22年度から、メガソ

ーラーなどの再エネ施設の立地に関して、県、立

地市町村、再エネ事業者との三者協定を締結し、

立地地域の環境保全や災害防止に努めています。

本年11月末時点での協定数は、203件となってい
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ます。

　また、議員御紹介のとおり、本県では、９月

に、地域の合意形成が円滑に進むよう、地球温暖

化対策推進法に基づき市町村が設定する再エネ促

進区域の設定に関して、本県の条件に応じた環境

配慮基準を策定するとともに、その基準を見える

化したゾーニング図を公表しました。

　なお、議員御紹介の阿蘇のメガソーラーの立地

場所は、このゾーニング図の中では、再エネ促進

区域に含めることが適切でないと認められる区

域、いわゆる保全エリアには該当しません。

　いずれにしても、この区域設定の前には、市町

村は地域住民の意見を聴くことが義務づけられて

いるため、民意をしっかりと反映した区域が設定

されるものと考えています。

　県としては、再エネ促進区域が適切に設定さ

れ、再エネ施設が適地に誘導されるよう、県の基

準とゾーニング図を活用して、市町村を支援して

まいります。

　次に、宮城県の新税導入についてです。

　これは、再エネ事業者が市町村の設定した再エ

ネ促進区域内で事業を行い、かつ、市町村が事業

計画を認定する場合には非課税とし、その他の場

合は課税することで、再エネ事業の地域との共生

を促進するものであります。本県では、現在のと

ころ導入の検討は行っていませんが、宮城県での

導入の効果や他の自治体での検討状況を注視して

まいります。

　今後も、地域住民の方々の意見を尊重しなが

ら、再エネの最大限の導入と自然環境や景観の保

全の両立に取り組んでまいります。

　　〔髙井千歳さん登壇〕

○髙井千歳さん　御答弁をいただきました。

　まずはゾーニングの効果を見ていくとのことで

したが、なかなか効果が現れない場合は、こうい

った施策も検討していただくとともに、私も、こ

れからも関心の目を向けていきたいと思います。

　先日、海の再生及び環境特別委員会での視察が

ございました。その中で非常に印象に残ったの

が、岩手県にある久慈バイオマスエネルギー株式

会社というところでした。時間の関係上、詳細は

割愛しますが、こういった地域に密着した再エネ

事業は積極的に進めるべきだと感じております。

　一方で、森林を開発してのメガソーラーは、本

当にエコなのかといった声もあります。2022年の

中国系メーカーパネルの世界シェアは約８割です

が、中国製パネルは、結晶シリコン製造時に石炭

火力による電力を多く使用するため、大量のＣ

Ｏ2が発生すると言われています。

　さらに、メガソーラー発電所を建設するとき

は、広大な土地が必要になります。関西電力によ

りますと、火力発電と太陽光発電を単位面積当た

りの発電電力量で比較をすると、同じ電力を生み

出そうとしたら、太陽光発電は、火力発電の約

2,600倍の面積が要るそうです。

　これらのことから、中国から輸入したパネルで

日本にメガソーラーを建てた場合、パネル製造時

に中国で発生するＣＯ2が約８年分、森林破壊に

よる分が約２年分の計10年かかるという試算もご

ざいます。

　また、再エネ導入量が増えた結果、九州では電

力が余っており、九州電力エリアでは、2018年

度から出力制御をしております。特に、2022年

度は、4.4億キロワットアワーの電力を、2023年

は、４月だけで3.7億キロワットアワーの制御を

しておりますが、このような状況でも、自然を壊

してのさらなる再エネ事業は必要なのかという声

もございます。

　また、御承知のとおり、中国製パネルの製造に

は、新疆ウイグル自治区での強制労働も指摘され

火力による電力を多く使用するため、大量のＣ
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ており、アメリカでは、2022年６月から、その疑

いのあるものは輸入禁止措置が取られています。

　阿蘇くまもと空港周辺地域が脱炭素先行地域に

選定をされたということですが、事業者選定の際

には、このようなことも加味していただきたいと

要望いたしまして、次の質問に移らせていただき

ます。

　次に、営農継続のための農地確保について質問

いたします。

　昨今、世界的な食料危機がささやかれる中、食

料安全保障を担保していくことは喫緊の課題で

す。

　御承知のとおり、最新の我が国における食料自

給率は、カロリーベースで38％であり、世界の先

進国の中では低い水準です。食料自給率を上げる

ことは国防に直結します。

　現在、国では、ロシア・ウクライナ戦争などを

受けて、1999年に施行された食料・農業・農村基

本法の改正の検討を行っており、令和６年の通常

国会へ提出される見通しです。その中において、

これまでも食料安全保障の項目が盛り込まれてい

ますが、不測時だけでなく、平時からの国民一人

一人の食料安全保障を確立していくことが検討を

されています。

　本県の基幹産業は農業であり、また、都市部に

食料を供給してきた食料供給県でもありますの

で、本県としても、これまで以上に農業振興に力

を注いでいかなければならないと思います。

　しかし、その一方で、昨今の半導体企業進出に

より、農地が工業用地として転用される事例が増

えており、営農が困難となる農業者の声が多数届

いております。

　コロナ禍において生じた半導体不足は、我が国

の自動車をはじめとする産業に甚大な損害をもた

らしました。我が国でも、経済安全保障の観点か

ら、国を挙げて半導体の確保に努めていることは

承知をしております。

　また、台湾の地政学的リスクを鑑み、製造拠点

を移そうという流れがあることも理解はしており

ます。しかし、もし仮に台湾有事が起こり、シー

レーンが封鎖されてしまったらと考えると、食料

自給率をさらに上げていくこと、そしてその要で

ある農家や農地を守ることも同じぐらい重要なこ

とではないでしょうか。

　先日お話を伺った酪農家の方は、周りの土地が

どんどん買われていって、真綿で首を絞められる

ように苦しい、そして将来不安から、とてもじゃ

ないが、自分の子供に継がせたいとは思えないと

おっしゃっていました。また、別の畜産農家の方

は、畜舎のすぐ隣に、将来的に工場が建つと聞い

ている、このままこれからも営農できるのか大変

危惧しているとおっしゃっていました。

　半導体産業の立地を進めるのであれば、それに

よって影響を受ける農業者への寄り添った対応が

重要であり、県として、このような農業者の声を

受け止め、安心して営農ができる環境を提供して

いかなければならないと思います。

　また、農家が安心して営農できることが、私た

ち県民の食を守ることにも直結することから、農

地の確保は極めて重要です。

　６月の定例会で、この件に関しての藤川議員の

質問に対して、代替農地を掘り起こして、マッチ

ング事業に取り組まれていくとの御答弁でした

が、農家の方々のお声を聞くと切実ですし、生活

がかかっていることですので、早急に、スピード

感を持って進めていかなければならないと感じて

います。

　そこで質問です。

　現在のマッチング事業についての進捗状況と今

後の展開について、農林水産部長にお尋ねいたし
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ます。

　　〔農林水産部長千田真寿君登壇〕

○農林水産部長(千田真寿君)　世界的な食料需要

の増大や気候変動等による生産減少など、様々な

要因により食料の安定供給が不安視されている

中、食料生産の基盤である農地の確保はますます

重要となっています。

　また、本県においては、半導体関連企業等の急

速な進出により、農地が工業用地として転用され

る中で、将来の営農に不安を持たれている農家が

おられることは承知しており、農地の確保は喫緊

の課題と考えています。

　そこで、利用可能な農地を掘り起こし、必要と

する農家とのマッチングを進めるため、本年６月

に、農林水産部と県北広域本部に営農継続支援プ

ロジェクトチームを設置しました。既に相談のあ

った案件については、プロジェクトチームによる

マッチングに取り組んでいます。

　さらに、９月定例会で承認いただいた事業によ

り、菊池地域２市２町を対象に、候補となる農地

の周辺道路等の耕作環境を含めた現地調査を実施

し、くまもと農地ＧＩＳを活用したデータベース

を構築しています。

　今後は、調査を終えたエリアから、順次関係市

町の農業委員会にデータを提供してマッチングを

進めるとともに、年度内の調査完了に向け、スピ

ード感を持って取り組んでまいります。

　県としましては、農業振興と企業進出の両立を

目指して、関係市町や農業団体と連携を図りなが

ら、農家の皆さんの不安を解消できるよう、丁寧

に対応してまいります。

　　〔髙井千歳さん登壇〕

○髙井千歳さん　御答弁をいただきました。

　スピード感を持って御対応いただいているとの

ことで、ぜひこれからもよろしくお願いいたしま

す。

　今回私がこれを質問させていただいた理由は、

農家の方をはじめとする県民の方が、知事のおっ

しゃる、農業と工業化のバランスが具体的にどの

ぐらいなのか、青写真のようなものが見えないと

いったお声をよく聞くからです。

　農地を開発することはできますが、開発した土

地を農地に戻すことはなかなかできません。です

ので、ぜひ県として、今後、農地をどのぐらい確

保していくのか分かるようなビジョンを示してい

ただけたらと思います。

　令和６年度に、熊本県食料・農業・農村基本計

画の改定が行われます。現在、肥料や農薬、資材

や飼料などが高騰しており、大変厳しい中で営農

しておられるところに重ねて、このような農地の

減少が起こっています。

　農家の方々がこれからも自信を持って営農して

いけるよう、農家の方々のお声も十分に拾ってい

ただき、希望を持てるようなマスタープランを作

成していただけたらと思います。

　次に、環境影響評価条例及び地下水涵養指針の

規定等について、２点質問いたします。

　まず、熊本県の環境影響評価対象事業への複合

開発事業の追加についてお尋ねいたします。

　今後も長期的に、菊陽、大津、合志、益城等の

各地域において、様々な開発や整備に関わる事業

が集中的かつ継続的に行われる見通しであること

と承知をしております。

　当該地域におきましては、今後も、大規模な土

地利用の変更を伴う開発と同時に、中小規模の開

発行為が行われる見込みで、このような大小の重

層的な開発が地域の自然環境や社会環境に与える

影響は著しいものと考えられます。

　昨日、岩田議員の質問にもございましたが、環

境アセスメントとは、開発事業の内容を決めるに
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当たり、それが環境にどのような影響を及ぼすの

かについて、あらかじめ、事業者自らが調査、予

測、評価を行い、その結果を公表して、一般の方

々や地方公共団体などから意見を聴き、それを踏

まえて、環境保全の観点から、よりよい事業計画

をつくり上げていこうという制度です。

　今後、工場進出が進む本県において、従来の個

別アセスの手法では、累積する環境負荷として、

その影響を環境保全の措置に反映することが難し

い状況です。そのため、従来のアセス対象事業と

されていない中小規模事業の集合体による環境へ

の影響についても、適正に評価する手法の導入が

必要ではないでしょうか。

　この取組の先行事例として、相模原市では、環

境アセスメントの規模要件として「複数の造成

事業等で個々には対象事業の」｢要件に満たない

が、隣接した区画で、５年以内に同一事業者によ

り実施され、環境影響が総体として著しいものと

なるおそれがある場合には、対象事業と」すると

しています。また、千葉市やさいたま市でも、こ

れと似た規定を設けています。

　もちろん、複合開発事業としての具体的なくく

りや課題は少なくありませんが、先ほど述べた理

由から、今後、本県においては検討が必要である

と考えますが、県の見解について伺います。

　続いて、２点目、地下水涵養指針に定める涵養

方策の取扱いについてお伺いいたします。

　環境の変化や人口の増加、都市化の進展等によ

り、国内外において、水資源の確保が課題になっ

ています。

　世界的にもまれに見る、約100万人を支える熊

本の地下水の存在は、私たちの暮らしの基盤であ

り、宝であります。

　しかし、地下水涵養域は、開発や減反政策によ

り減少し、また、涵養に大きな影響を与える阿蘇

の草原も、この30年間で約４分の１減少していま

す。その結果、地下水位の低下や江津湖における

湧水量が減少し、また、半導体企業の進出で、県

民の地下水に対する関心はますます高まっていま

す。

　これまで、本県は、地下水保全条例に基づき、

取水量の10％の涵養を事業者に求めてきました

が、涵養指針規則の改正により、今後は取水量の

100％を求めていくことは承知をしております。

　その指針において、涵養の方法として、敷地内

の雨水浸透の促進や水田湛水などございますけれ

ども、農作物の購入については、地下水涵養機能

を維持することが目的である旨明示され、涵養量

の増加にはならないのではないかという専門家の

意見もございます。

　もちろん、地下水保全地域の農業を買い支え

し、守っていくことは重要です。また、小規模の

事業者に配慮し、この制度を設けているとの趣旨

も理解をしております。しかし、令和３年度地下

水涵養計画実施報告集計表によりますと、工業系

の事業者の具体的涵養における農作物購入の割合

は、約68％になります。

　そこで質問ですが、今後地下水の需要がますま

す増えることを鑑み、取水量の100％の涵養を求

めていく中で、農作物購入の割合に上限を設ける

などの検討はされていますでしょうか。

　以上の２点について、環境生活部長に見解をお

尋ねいたします。

　　〔環境生活部長小原雅之君登壇〕

○環境生活部長(小原雅之君)　まず、環境影響評

価対象事業への複合開発事業の追加についてお答

えいたします。

　環境アセスメントの対象となる事業は、道路、

ダム、鉄道、飛行場、発電所、土地区画整理など

の事業で一定の規模要件以上のものについて、法
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律や条例で具体的に定められています。

　議員御紹介の相模原市、千葉市及びさいたま市

においてアセス対象事業となっている複合開発事

業は、２つ以上の事業が密接に関連して一体的に

行われるものを対象としています。

　各市に確認したところ、関連性のない異なる事

業者による事業の集合体を対象としたものではな

く、また、実際には各市条例により複合開発事業

の対象となった事例はありませんでした。

　なお、本県において、これまで把握している範

囲では、一定の規模要件以上の複合開発事業に該

当する事例はありませんでした。

　このような状況から、現時点では、複合開発事

業をアセスの対象事業とすることは考えておりま

せん。

　また、相模原市で規定されている同一事業者に

おける隣接した区画で５年以内に実施される複数

の造成事業の例を御紹介いただきましたが、こう

した事例についても、同一種類の事業で、本県の

条例に定める一連の土地の形状の変更に該当する

可能性のあるものについては、同様の規定を有す

る国の取扱いに準じて、環境アセスメントの対象

事業になるかどうか、具体の事実に基づいて適切

に判断してまいります。

　県としましては、今後とも、法律、条例による

環境アセスメントを適正に運営、実施すること

で、環境と調和した形での開発事業が実施される

よう、しっかりと取り組んでまいります。

　次に、地下水涵養指針に定める涵養方策の取扱

いについてお答えいたします。

　議員御紹介のとおり、工業系事業者の涵養量全

体に占める農作物購入による涵養の割合が68％と

高くなっておりますが、これは、食品関連企業の

涵養に商品原料としての農作物の購入が相当量含

まれていることが主な要因でございます。

　食品関連企業を除いて集計すると、農作物購入

による涵養の割合は１％未満と小さく、企業等が

涵養対策として、農作物の購入に優先的に取り組

んでいると認められる状況ではありません。

　このような状況に加え、農作物の購入が涵養域

における農地の維持拡大に貢献していることを考

えると、現時点で、農作物購入による涵養の割合

に上限を設ける必要はないと判断しております。

　なお、平成16年度に人工的な涵養を開始して以

来、多くの観測井戸の水位や江津湖の湧水量は回

復傾向にあることから、現状の取水量と涵養量の

バランスを確保することが重要と考えています。

　今後とも、企業による涵養の取組の実情を丁寧

に把握しながら、制度の適正な運用に努めてまい

ります。

　　〔髙井千歳さん登壇〕

○髙井千歳さん　御答弁をいただきました。

　複合、重層的な事業のアセスについては、一連

の考えについて判断されるとのことでした。

　しかし、一連の考え方に基づいて個別に判断を

するといいましても、一連の事業の取扱いは、明

確な基準は示されておらず、曖昧で、解釈次第で

はどうにでも判断できるのではないかと思いま

す。

　アセスは、一義的には実施主体である事業者が

判断して行うものですが、時間も費用もかかる手

続ですので、事業者としては、アセスを回避する

対応になりがちだと思います。

　本県は、今後大小様々な開発が見込まれていま

すので、対象となるべき事業については適切に実

施されるよう、県としても、事業者任せにせず

に、その判断において、事業者としっかりと協議

していただき、環境影響評価条例の目標が達せら

れるよう取り組んでいただきたいと思います。

　また、涵養域での作物購入の方策は今後とも進
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めていかれるとの御答弁でしたが、１日当たり

8,500トンの地下水採取が認められたＪＡＳＭ第

１工場でも、敷地外涵養の約２割が農作物購入で

賄われるようです。

　今回この質問をさせていただいたのは、今後、

ＪＡＳＭの第２、第３工場と、そういった話もさ

さやかれ、また、ほかの企業も進出をする中で、

果たして地下水は足りるのかという県民の懸念の

声を多くいただいているためです。

　熊本地域には、琵琶湖の約3.2倍相当の地下水

が貯留されているとのことですが、それは、深部

帯水層も入れた数値であって、実際のところは、

利用可能な第１帯水層と第２帯水層は、その約３

分の１の100億立米だということは御承知かと思

います。

　有明工業用水の未利用水の活用の検討も承知を

しておりますが、調査や手続、整備など時間もか

かると思いますので、今から表流水も含めた水収

支の試算と計画が急務だと思います。

　平成22年までは、熊本県水資源総合計画という

表流水も含めた総合計画がございましたが、農業

用水の需要の低下や人口減少に伴い、今は地下水

総合保全計画になっております。

　しかし、今後も企業の集積が進むのであれば、

表流水の利用や農業用水の合理化も含めた、ベス

トミックスバランスを考慮した総合計画を全庁挙

げて取り組んでいただきたいと要望いたしまし

て、最後の質問に移ります。

　第211回通常国会で成立した、いわゆるＬＧＢ

Ｔ理解増進法に関する県内の取組についてお伺い

いたします。

　この法律は、性的指向及びジェンダーアイデン

ティティーの多様性に関する国民の理解が十分で

ない現状を踏まえ、国民の理解増進のために成立

しました。しかし、今年６月、衆議院内閣委員会

での審議入り後、十分な審議がなされないまま、

参議院本会議で可決、成立に至りました。

　多様性が尊重され、性的マイノリティーの方も

マジョリティーの方も含め、全ての人々がお互い

の人権や尊厳を大切にしていかなければならない

ことは言うまでもありません。

　しかしながら、この法律が抱える多くの論点に

ついては慎重な検討が不足しており、今後、社会

の混乱を引き起こす可能性も懸念されます。

　実際に起きている社会現象の例を幾つか挙げま

すと、今年７月、経済産業省に勤めるトランスジ

ェンダーの職員の方が、職場の女性用トイレの使

用を制限されているのは不当だとして国を訴えた

裁判で、最高裁判所は、トイレの使用制限を認め

た国の対応は違法だとする判決を言い渡しまし

た。

　一方で、歌舞伎町では、ジェンダーレストイレ

を設置する試みがなされましたが、安心して使え

ないといった声を受け、僅か４か月で廃止となり

ました。

　そして、今年11月、三重県桑名市において、体

は男性、性自認は女性の者が女性風呂に入り、逮

捕されるといった事件が発生いたしました。

　厚生労働省は、同法律が成立した日に、全国の

自治体へ、公衆浴場や旅館施設の共同浴室では、

これまでどおり身体的特徴で男女を取り扱い、混

浴をさせないことを確認する通知を出しておりま

すが、残念ながら、このように誤った解釈による

事案も発生をしております。

　トランスジェンダーをはじめとする性的マイノ

リティーの方々への理解を促進していくことが重

要なことは言うまでもありません。しかし、それ

らが、一部の人たちによって誤った解釈や場合に

よっては悪用をされてしまい、女性や子供の権利

と安全が脅かされるなどといったことは避けなけ



－ 64 －

令和５年12月定例会　熊本県議会会議録　第３号（12月７日）

ればなりません。

　本県でも、この法律が規定する地方公共団体に

おける施策の策定と実施に先立ち、十分な問題点

の理解と県民への説明が不可欠であると考えま

す。

　そこで質問です。

　本県においては、これまで、ＬＧＢＴの方々へ

の理解増進のため、どのようなことに取り組んで

こられたのでしょうか。また、いわゆるＬＧＢＴ

理解増進法の成立によって、取組方に大きな方向

転換などはありますでしょうか。

　環境生活部長にお尋ねいたします。

　　〔環境生活部長小原雅之君登壇〕

○環境生活部長(小原雅之君)　いわゆるＬＧＢＴ

理解増進法制定後の県内の取組についてお答えい

たします。

　県では、この法律が制定される前から、熊本県

人権教育・啓発基本計画において、ＬＧＢＴなど

性的マイノリティーの方々の人権を重要な人権課

題として掲げております。この計画に基づき、全

ての人の人権と基本的自由が尊重され、みんなが

幸せに安心して自分らしく生きることができる社

会の実現を目指しています。

　具体的には、性の多様性に関し、県民の理解の

促進が重要だと考えています。これまで、ＬＧＢ

Ｔの当事者を招いたシンポジウムやウェブ講座の

実施、企業、団体への研修講師の派遣、さらには

県職員への研修など、県民一人一人の正しい理解

を促進するための啓発や研修に取り組んでまいり

ました。

　ウェブ講座の視聴回数や研修講師の派遣回数

は、現時点で既に昨年度を上回っており、県民の

関心は高まってきているものと考えております。

　県としては、ＬＧＢＴ理解増進法が制定される

前から、ＬＧＢＴなど性的マイノリティーの方々

の人権を重要な人権課題として取り組んできたと

ころであり、今後も、県民一人一人が、性の多様

性も含め、人権尊重の意識や行動を身につけてい

ただけるよう、啓発や研修をしっかりと進めてま

いります。

　　〔髙井千歳さん登壇〕

○髙井千歳さん　御答弁をいただきました。

　引き続き理解促進はしっかりと進めていただき

ながら、今後も、様々なことに配慮していただ

き、御対応いただけたらと思います。

　以上で質問項目が全て終了をいたしました。

　初めての質問で、お聞き苦しいところもあった

かと思いますが、今後とも、県民の皆様からいた

だいたお声を県政に届け、よりよいものにしてい

けるよう、私も精進してまいりたいと思いますの

で、引き続き皆様の御指導、御鞭撻のほどよろし

くお願い申し上げまして、私の一般質問を終わら

せていただきます。

　御清聴、誠にありがとうございました。(拍手)

○副議長(内野幸喜君)　この際、５分間休憩いた

します。

　　午前10時57分休憩

　　　　 ――――――――――――

　　午前11時８分開議

○副議長(内野幸喜君)　休憩前に引き続き会議を

開きます。

　住永栄一郎君。

　　〔住永栄一郎君登壇〕(拍手)

○住永栄一郎君　皆さん、おはようございます。

上益城郡区選出・益城町出身・無所属新人の住永

栄一郎でございます。人生初めての一般質問でご

ざいますので、ちょっととんちんかんなことも言

うかもしれませんけれども、どうぞよろしくお願

いいたします。

　実は、本日、私、誕生日でございまして……
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(拍手)ありがとうございます。これは、仕込んだ

わけでもなく、お願いしたわけでもなく、今日の

日が決まりました。運命さえ感じております。そ

して、実は、ここ県議会の住所ですけれども、水

前寺６丁目18番ということでございます。反対か

ら数字を読んだら816、これ、エイイチローなん

ですよね。私、ここで仕事をしろと、天命だと思

って一生懸命頑張りたいと思います。どうぞよろ

しくお願いします。

　あの７月に起きました上益城の豪雨におきまし

ては、たくさんの皆様に多大なる御支援をいただ

きました。これからも引き続きしっかり頑張って

いきたいというふうに思います。

　そしてまた、私、皆様方とちょっと質問がダブ

るところもあるかと思いますけれども、寛大な心

で見ていただければと思います。よろしくお願い

いたします。

　それでは、早速質問に移らせていただきます。

　益城町の熊本地震からの復興に係る課題につい

て。

　2016年４月、我がふるさと益城町は、震度７を

２度という、今までに経験のない未曽有の大震災

に見舞われました。熊本地震です。なれ親しんだ

町は、ぼろぼろに破壊され、映画のワンシーンか

のように、怪獣が踏み崩したかのような、信じら

れない光景でありました。私が長年住んだ、47年

間暮らした自宅も全壊しました。その後も数か月

余震が続く状況の中で、苦しみ、もがき、疲労も

ピークに達していました。しかし、支え合い、助

け合い、励まし合いながら、たくさんの方々の御

協力と御支援により、何とか日常を取り戻すまで

になりました。その節は、熊本県の職員の皆様方

にも大変お世話になりました。感謝いたしており

ます。

　あれから７年半、町の役場、町の体育館、団地

などは復旧したものの、地元でなれ親しんだお店

の商店通りなど、拡幅工事もあり、元の状態に戻

るには程遠いように思われます。

　メインの県道高森線の沿線上にある商工会会員

届出の店舗51軒中、元の場所で復帰できた店舗26

軒、場所を変えて町内で再開できた店舗４軒、町

外に出ていかれた店舗10軒、廃業11軒、町内で店

を持続できている割合は60％です。理美容室、貸

衣装店、ガソリンスタンド、レストラン、喫茶

店、スナック等々、なくなりました。

　県の職員の皆様も、町と連携し、代替地を紹介

していただいたり、相談に乗っていただいたり

と、いろいろな努力をしていただいてるのは分

かっておりますが、現状はこのような状況です。

　道路の完成もあと数年後で、店を営んでいた方

々は、なるべくなら元の場所の近くでやりたいと

思っておられます。代わりに、町と企業でつくら

れたコンテナの商店街、25区画のうち、地元のお

店が入ったのは１軒だけです。場所の問題やテナ

ント料が高過ぎるなど、問題もあったようです。

　とにかく地元にはお店がありません。益城町に

は、どこにでもあるようなファストフード店、マ

クドナルドやスターバックス、モスバーガー、す

き家、吉野家、うどん屋、そば屋、ありません。

ファミリーレストラン、ガスト、ジョイフル、あ

りません。スーパーは３軒ありますが、足りませ

ん。買物も、ちょっとした食事も、熊本市内か菊

陽に行くような状態です。

　益城の人口が増えておって、約３万4,000人で

す。政令指定都市の隣町で、高速道路のインター

や空港もあります。そのような町ですが、とても

不便な状態です。町民は、皆がそう言っていま

す。

　住まいや最低限度の日常生活は確保できまし

た。しかし、にぎわいがありません。楽しみがあ
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りません。お年寄りは、買物も遠くまで行かなく

てはいけない状況です。

　益城町の復興なくして熊本の復興なし、蒲島知

事からおっしゃっていただいた言葉です。公共の

建物や道はできても、にぎわい、利便性、生活の

豊かさはまだまだです。

　益城町は、熊本地震の復旧、復興の取組の中

で、ひと・みどり・にぎわいが主役になることを

掲げております。益城の発展のために、いま一

度、県の御協力をお願いしたいと思います。

　そこでお尋ねですが、益城町のにぎわいを取り

戻すためには、土地利用に係る問題があると思い

ます。店舗関係の方々に聞くと、店舗を造る土地

がない、自由に建物を建てられる土地が少な過ぎ

ると言われます。

　そこで、熊本高森線沿道や市街化調整区域な

ど、益城町における商業土地の利用についてどの

ようにお考えか、土木部長にお尋ねいたします。

　　〔土木部長亀崎直隆君登壇〕

○土木部長(亀崎直隆君)　熊本地震からの復興に

係る益城町における商業の土地利用についてお答

えいたします。

　議員御質問の商業などの土地利用は、まちづく

り計画を定めた上で、道路や下水道等のインフラ

整備を進めることにより、計画的な土地活用が促

進されるものと考えております。

　県では、益城町を含む熊本都市計画区域におい

て、まちづくりの方向性を示す都市計画区域マス

タープランを策定しており、町は、この方向性を

踏まえ、平成28年に益城町復興計画を策定し、熊

本地震からの復興まちづくりを進めています。

　この復興計画では、県道熊本高森線沿道や木山

地区、惣領地区に加え、益城熊本空港インターチ

ェンジ周辺、市街地北側の市街化調整区域につい

て、商業を含む土地利用を想定されています。

　益城町のまちづくりを支援するために、県とし

て取り組んでいる県道熊本高森線４車線化事業や

木山地区の土地区画整理事業の区域において、事

業の進捗とともに、沿道への店舗等の立地が進

み、にぎわいが創出されるものと考えておりま

す。

　また、益城熊本空港インターチェンジ周辺の区

域におきましては、地元住民と町が連携し、約60

ヘクタールの土地区画整理事業を進めており、店

舗等が立地できる用途地域を設定しております。

　さらに、市街地の北側の市街化調整区域におき

ましては、町が都市計画道路の整備を進めてお

り、住宅系の地区計画を策定することで、一定規

模の店舗等の立地が可能となります。

　このように、益城町が策定した復興計画に基づ

いて、計画的なインフラ整備と適正な土地利用を

図っており、今後、店舗等の立地が進むものと考

えております。

　県としましては、益城町が掲げる復興の将来像

が実現できるよう、県道熊本高森線４車線化事業

と木山地区の土地区画整理事業に全力で取り組む

とともに、益城町が進めるまちづくりが円滑に進

むよう、できる限りの支援を行ってまいります。

　　〔住永栄一郎君登壇〕

○住永栄一郎君　町に言うと県が、県に言うと町

でとなります。益城町復興計画は策定してあるも

のの、なかなか目に見えてきません。道路は見え

てきます。店がないんです。ですが、分かりまし

た。益城町インターチェンジ周辺の区域で、店舗

等が立地できる用途地域を設定しているというこ

と、市街地北側で一定規模の店舗等の立地が可能

となるということ、町が策定した復興計画に基づ

いて今後店舗等の立地が進むということ、期待を

したいと思います。

　ただいま市街化調整区域の見直しの調査中とも
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お伺いしました。大胆に見直しをしていただくこ

とによって大きく変わると思いますので、引き続

き、どうぞ御支援を賜りますよう、よろしくお願

いいたします。

　続きまして、大空港構想から懸念される渋滞問

題に係る道路整備について質問させていただきま

す。

　県は、今年10月、新大空港構想を策定されまし

た。

　これは、平成28年度、阿蘇くまもと空港を熊本

地震から創造的復興のシンボルと位置づけ、空港

の活性化を産業や暮らしの分野に波及させようと

策定された大空港構想Next Stageの進化版だと

思っております。

　昨今、ＴＳＭＣの進出により、新たな環境変化

をチャンスと捉え、50年、100年先を見据えた空

港周辺のさらなる活性化に向けて、新大空港構想

を策定したとあります。

　新大空港構想では、地域創生の先進地域の実現

に向けて、空港機能の強化、産業集積・産業力強

化、交通ネットワークの構築、快適な生活ができ

るまちづくりの４つの柱で取組を推進し、空港周

辺地域の活性化を県全体、ひいては九州全体の発

展につなげていくとあります。この言葉を聞くだ

けで、どれほどすごいものができるのかと想像す

るだけで、熊本県民は、わくわくしていると思い

ます。

　今年３月、空港横に東海大学が新しく生まれ変

わりました。そして、もう少し先の話ですが、空

港アクセス鉄道もやってきます。

　ＴＳＭＣ効果で、空港周辺も新しい工場、企業

も次々とやってきます。テクノ・リサーチパーク

近隣も、少しずつにぎやかになってまいりまし

た。

　そして、同じく３月、阿蘇くまもと空港も新し

くなりました。

　利用された方々にお話を伺うと、その評価は賛

否両論ですが、今のところ、熊本空港、何点で

しょうかね。

　新生シリコンアイランド九州の実現に向けて、

日本中が注目している熊本です。その熊本の新し

い空港、そして新しい空港を含めたまちづくり、

ニュー熊本モデルの本気の計画が必要だと思いま

す。すばらしい新大空港ができることを期待して

おります。

　さて、その中で１つ心配事があります。

　熊本が長年抱えている慢性的な渋滞問題です。

　ただでさえ渋滞がひどい熊本ですが、シリコン

アイランド九州の中心的な町である菊陽、大津

は、熊本空港と隣接した町であり、また、これか

ら工業団地が計画されている熊本市東区も熊本空

港のすぐお隣であります。そして、東海大学の学

生さん、数年後には2,000人規模になることが見

込まれています。これから、この空港近隣で、朝

夕、何千人の往来が増えることになるのか分かり

ません。当然、このことは、近隣の交通渋滞に大

きな影響を及ぼすことが考えられますが、想定さ

れているのでしょうか。

　私は、益城の中心部、役場のすぐ横に住んでお

ります。近隣の若者が、ソニーや東京エレクトロ

ンに勤めておりますが、コロナ前までは、菊陽の

会社まで20分で行っておったのが、ＴＳＭＣの影

響で、今では１時間以上かかるそうです。まさに

想定外の渋滞です。

　空港を含めたすばらしいまちづくりを進めるの

であれば、まずは周辺の整備、道路を早急に計

画、実現する必要があると思います。今計画され

ている10分・20分構想はもちろん、進行中の中九

州横断道路、九州中央自動車道など、ＴＳＭＣ進

出や大空港構想の前から計画していたものです。
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状況は大きく変わりました。新しい道路計画が是

が非でも必要だと思います。

　そこで、抜本的改革として、菊陽、大津から熊

本空港、益城インターを経由して町の中心部へ、

それから熊本駅、熊本港、東バイパスの上など、

都市高速が必要ではないでしょうか。第二空港線

は８車線にする必要があると思います。台湾のＴ

ＳＭＣ周辺は、ほとんどが８車線です。６車線や

10車線もあります。都市高速についても、真剣に

考えるべきだと思います。

　第二空港線は、取り組むなら、建物がない今だ

と思います。街路樹も大きくなり過ぎて、通行す

るトラックに当たるほどです。根元は歩道が盛り

上がって割れている状態です。今こそ取り組むべ

きときではないでしょうか。

　そして、益城町は、南北の道路が全て渋滞を起

こしています。県道益城菊陽線、国道443号は、

益城と菊陽を結ぶ道路で、第二空港線、第一空港

線を交差します。これも今対策をやらないと、後

々大変なことになるのではないかと危惧しており

ます。

　抜本的な道路整備と新しいまちづくり、そのぐ

らいのことをやらないと、町の総合力がアンバラ

ンスになります。新生シリコンアイランド九州、

新大空港構想にふさわしい、渋滞しない道路が必

要だと思います。

　そこで、熊本市中心部と空港周辺を結ぶ広域的

な道路ネットワーク整備の考え方及び益城町管内

の国道443号と県道益城菊陽線における現在の取

組状況と今後の整備の考え方について、土木部長

にお尋ねいたします。

　　〔土木部長亀崎直隆君登壇〕

○土木部長(亀崎直隆君)　まず、熊本市中心部と

空港周辺を結ぶ広域的な道路ネットワーク整備の

考え方についてお答えいたします。

　県と熊本市では、令和３年に、おおむね20年か

ら30年の道路整備の基本的な方向性を示す熊本県

新広域道路交通計画を策定いたしました。

　その中で、熊本市中心部から高速道路インター

チェンジまでを約10分、空港までを約20分で結

ぶ、いわゆる10分・20分構想を掲げ、この構想を

実現する高規格道路として、熊本都市圏北連絡道

路、熊本都市圏南連絡道路、熊本空港連絡道路を

位置づけました。

　このうち、熊本都市圏北連絡道路と熊本空港連

絡道路により、熊本市中心部と空港周辺が直接結

ばれることとなり、定時性や速達性が大きく向上

することと考えております。

　県と熊本市では、この道路計画を具体化するた

め、先月、第１回有識者委員会を開催し、住民参

加型の道路計画検討に着手いたしました。今後、

住民の皆様の御意見を把握しながら、ルート帯や

主な道路構造など概略計画の決定に向けた調査検

討を進めてまいります。

　今後とも、国の協力をいただきながら、熊本市

と連携し、熊本の新しい骨格となる熊本都市圏３

連絡道路の早期実現に向けて、全力で取り組んで

まいります。

　次に、益城町管内の国道443号と県道益城菊陽

線の取組状況及び今後の整備の考え方についてお

答えいたします。

　議員御指摘のとおり、国道443号と県道益城菊

陽線は、県道熊本高森線等の主要な道路との交差

点におきまして、朝夕の通勤時間帯を中心に渋滞

が発生しております。このため、即効性のある取

組といたしまして、渋滞が著しい交差点の改良を

行っております。

　具体的には、国道443号につきましては、熊本

高森線の４車線化に併せまして、寺迫交差点の改

良を進めております。
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　また、小池交差点におきましては、今年度内に

右折レーンを延伸する改良工事に着手いたしま

す。

　次に、県道益城菊陽線につきましても、熊本高

森線の４車線化に併せまして、惣領交差点の改良

を進めております。

　また、砥川交差点におきましては、今年度内に

右折レーンを延伸する改良工事に着手いたしま

す。

　まずは、これらの交差点改良の早期完成に向け

て、しっかりと取り組んでまいります。

　また、国道443号は、県北地域と県南地域を結

ぶ環状道路として、熊本県新広域道路交通計画に

位置づけております。

　今後の周辺地域における開発の動向や九州中央

自動車道の整備による周辺道路の交通量の変化な

どを注視し、広域的な道路ネットワークの構築に

向けた検討を深めてまいります。

　　〔住永栄一郎君登壇〕

○住永栄一郎君　10分・20分構想、高規格道路

も、先日会合が始まったということで、期待をし

たいと思います。

　私は、福岡とこれだけ差がついたのは道だと思

っています。人口は福岡が倍なのに、渋滞箇所は

熊本が倍です。ちょこちょこやっても無理です。

大胆に行っていただきたい、そう思います。

　引き続き、新大空港構想ですので、新大空港構

想に合った道路整備、よろしくお願いいたしま

す。

　続きまして、異次元の少子化対策について質問

をさせていただきます。

　2023年１月、岸田首相が、少子化対策のキャッ

チフレーズとして、異次元の少子化対策に取り組

むと力強く発表されました。

　６月に国が発表したこども未来戦略方針による

と「少子化は、我が国が直面する、最大の危機」

とされています。2022年に生まれた子供の数は、

77万747人となり、統計を開始した1899年以来、

最低の数字です。

　少子化のスピードが加速しています。出生数が

初めて100万人を割り込んだのは2016年、2019年

には90万人、2022年には80万人を割り込みまし

た。このトレンドが続けば、2060年には50万人を

割り込んでしまうことが予想されます。

　若年人口が急激に減少する2030年に入るまでに

少子化トレンドを反転できなければ、人口減少を

食い止められなくなり、持続的な経済成長の達成

も困難となるでしょう。2030年までがラストチャ

ンスです。

　私たちはサボってきました。少子化対策が言わ

れ続けて30年近くがたちますが、対策の効果が現

れているとは到底言い難い状態です。様々な手を

打たれてきたのでしょうが、何をやっても駄目

だったということでしょうか。結果的に、我々は

対応を怠ってきたと言われても仕方ないのではな

いでしょうか。

　少子化の大きな要因の一つに、未婚化がありま

す。

　未婚の方が増えている要因としては、女性の自

立の進展、自分の時間が持てないこと、子供に関

わる莫大な教育費を含むお金の問題、配偶者の親

の将来的な介護、そして給料、収入が上がってな

いことが考えられます。

　先日、県が公表した「こどもまんなか熊本」の

実現に向けたこども・子育てに関する県民アンケ

ート調査結果を拝見いたしました。若年層が熊本

に定着するために充実させるものについての質問

には「子育てをしやすい環境の充実」や「企業の

魅力向上」との回答が約80％という結果でした。

　企業の賃金アップ、働き方、企業の子育て支援
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も、少子化対策には大事であることが分かりま

す。現に、熊本にも、お子さんが生まれると多額

のお祝い金を出される企業があることも知りまし

た。

　しかしながら、私が思うに、異次元過ぎる少子

化対策を打ち出さないと、正直、出生数のグラフ

の角度が上がらないと思います。一家庭の子供の

数が増えれば増えるほど裕福になるぐらいの政

策、子供を産み育てると働く以上に報酬が得られ

るようなお金の給付の仕組みなどが必要だと思い

ます。

　国は国です。国に従って今までやってきた結果

がこの状態です。全国の自治体で、少子化対策の

結果を出している自治体は幾つもあります。本県

独自の異次元の少子化対策が必要ではないでしょ

うか。

　そこでお尋ねします。

　本県では、こどもまんなか熊本の実現に向けた

取組を開始されていますが、熊本の現状をどう捉

え、今後どのように取り組んでいかれるのか、健

康福祉部長にお尋ねいたします。

　　〔健康福祉部長沼川敦彦君登壇〕

○健康福祉部長(沼川敦彦君)　令和４年度におけ

る本県の出生数は、１万1,875人で、20年前と比

較し、３割近く減少しております。

　少子化の背景には、経済的不安定さや仕事と子

育ての両立の難しさ、子育てや教育に係る費用負

担など、様々な要因が複雑に絡み合っています。

　そこで、本県では、安心して子供を産み育てら

れるよう、幼児教育、保育の無償化や待機児童対

策など、様々な子育て支援に取り組んでまいりま

した。しかしながら、待機児童の減少など一定の

効果は見られるものの、依然として少子化に歯止

めがかからない状況です。

　本来、子供が生まれ育つ環境は、自治体の財政

力によりサービス水準の格差が生じるべきではな

く、国において一律に行われるべきものだと認識

しております。

　このような中、国では、子供政策の強化を加速

するため、本年６月に、こども未来戦略方針を取

りまとめ、次元の異なる少子化対策として、若い

世代の所得向上、社会全体の意識改革、全ての子

ども、子育て世帯の切れ目ない支援を基本理念と

し、現在、児童手当の拡充や育休中の給付金アッ

プ等の施策が検討されております。

　県におきましても、今年度から、こどもまんな

か熊本の実現を目指し、庁内にプロジェクトチー

ムを立ち上げたところです。特に、少子化の進行

を食い止めるためには、福祉、教育分野に発想を

限定せずに、企業や県民などに対して、多面的な

アプローチが必要と考えております。

　先日結果を公表した県民アンケートも、その一

環として、子育て環境や意識の実態、若年層が熊

本に定着するために必要なものなどを把握し、施

策立案の基礎データとするために実施したもので

す。

　その結果によると、若年層が熊本に定着するた

めに必要なものとして、子育てをしやすい環境の

充実、働き続けたいと思う仕事や職場環境等との

声が多く上げられています。これらの結果を全庁

において共有し、今後の施策検討に活用してまい

ります。

　少子化対策は待ったなしの課題です。国、県、

市町村がそれぞれの立場で効果のある施策やきめ

細かな支援等に取り組むことによる相乗効果と併

せて、企業、県民を巻き込んだ子育てを応援する

機運の醸成によって、次元の異なる少子化対策に

つながっていくと考えております。

　引き続き、こどもまんなか熊本の実現に向け、

必要な施策を国に提案するとともに、県民全体で



－ 71 －

令和５年12月定例会　熊本県議会会議録　第３号（12月７日）

少子化問題の危機感を共有し、市町村や企業、関

係団体と連携しながら、様々な施策に取り組んで

まいります。

　　〔住永栄一郎君登壇〕

○住永栄一郎君　県も相当努力をしていらっしゃ

ることは分かりました。

　2007年に、ソフトバンク社が、出産祝い金とし

て、第３子100万円、第４子300万円、第５子以降

500万円という異次元の子育て支援を打ち出して

います。

　ＪＲ九州さんも、来年４月から、第１子30万、

第２子40万、第３子以降50万のお祝い金だそうで

す。

　熊本にも、県がやっていらっしゃる、よかボス 

 ＡＷＡＲＤＳ 2021、大同青果さんが第３子出生

祝い金100万円と、企業も頑張っていらっしゃい

ます。

　実は、行政も、各県各町でそういう支援が増え

ています。熊本でも、玉名郡和水町が本年度から

やってくれました。第４子70万、第５子以降は

100万円だそうです。ぜひ他の市町村にも波及す

るようにと思ってます。ソフトバンクまではいか

ないとしても、ぜひこれを目指していただきた

い。国がやっていただく支援と熊本独自の支援を

ミックスすることによって、この危機を乗り越え

たいというふうに思います。どうぞよろしくお願

いいたします。

　続きまして、不登校対策について。

　2022年度、国の調査によると、小中学校の不登

校児童生徒数は、全国、国公私立小中学校で29万

人となっております。熊本県内の国公私立小中学

校でも5,353人であり、いずれも過去最多で、10

年連続増加しております。

　私の地元益城町でも、恩師に尋ねてみました。

町内に２つの中学校で約1,000人の生徒がおりま

すが、不登校90名、約10人に１人が不登校という

現状です。

　この状況を踏まえますと、現代社会において、

子供たちを取り巻く環境は大変厳しいものとなっ

ております。

　文科省では、不登校の定義を「年間30日以上欠

席した者のうち、病気や経済的な理由による者を

除いたもの」としています。さらに、学校には来

ることができるが、別室登校など、教室に入れな

いような児童生徒数を含めると、さらに数字は膨

らんでいくのではないでしょうか。

　不登校には様々な要因があります。例えば、い

じめや友人関係、学業の不振、生活リズムの乱

れ、遊びや非行、そして一番多いのが無気力、不

安型です。

　この無気力で不安を持った不登校児童生徒が、

そのままひきこもりにつながっていくことも危惧

しております。ひきこもりは、2023年３月、内閣

府調査で、全国、15歳から65歳までの年齢層で推

定146万人という実態です。何とかしなければと

思っております。

　また、若い先生の中には、不登校児童生徒への

対応で悩んでいる先生たちもいると思います。教

師を志し、大学でしっかり勉強を積んだ22～23の

新社会人が、経験もそこそこに、大学期間の実習

のみで、多様な現代の子供たちを30人前後見なけ

ればならない今の現状、今までとは違う教育者の

教育が必要かもしれません。

　国も、今までいろいろな対策をやってこられた

と思いますが、この状況を見ると、年々記録更

新、打つ手なしといった感じでしょうか。社会を

よくしたいのなら、教育をよくしないと駄目だと

思っています。

　社会と教育の両輪、その元にあるのは教育で

す。家庭、学校、社会それぞれの役割の中で、教



－ 72 －

令和５年12月定例会　熊本県議会会議録　第３号（12月７日）

育の在り方、仕組みづくりを現代に合ったやり方

で、根本的に見直す必要があると考えられます。

　不登校児童生徒の新しい居場所として、オルタ

ナティブスクールも注目されています。このオル

タナティブ、別の選択肢という意味で、一般的な

学校とは異なるカリキュラムや教育方法で教育さ

れており、近年注目が集まっております。テレビ

のニュースや新聞でも目にする機会が増えまし

た。

　このオルタナティブスクールを含むフリースク

ール等の民間施設も、まだまだ課題もありそうで

す。例えば、子供たちの評定の問題、経済的なお

金の問題、通学の問題などです。お金の問題は、

公立ならば本来かからない部分ですが、子供を通

わせたいけれども、経済的な理由で断念する御家

庭もあるとのことです。

　しかし、これから先、日本、超少子化の中で、

一人でも多くの不登校児童生徒を出さないために

も、このフリースクール等の民間施設との連携に

関する改革が必要だと思われます。

　そこで、熊本県教育委員会では、今後どのよう

な不登校対策に取り組んでいくのか、また、フリ

ースクールへの支援や市町村とフリースクール等

の民間施設との連携についてどのように進めてい

くのか、教育長にお尋ねいたします。

　　〔教育長白石伸一君登壇〕

○教育長(白石伸一君)　議員御指摘のとおり、全

国と同様に、本県の国公私立小中学校の不登校児

童生徒数は10年連続で増加しており、学びの保障

や社会的自立に向けた支援がますます重要になっ

ております。

　県教育委員会では、これまで、スクールカウン

セラーやスクールソーシャルワーカー等の専門家

を活用した早期発見、早期対応をはじめ、不登校

児童生徒を支援する教育支援センターとの連携な

ど、一人一人に応じた支援を行ってまいりまし

た。

　今後の不登校対策についてですが、自分のクラ

スに入りづらい児童生徒が落ち着いた空間の中で

自分に合ったペースで学習、生活ができる校内別

室として、校内教育支援センターの設置、活用に

重点的に取り組むこととしています。

　また、児童生徒の心身の状況を把握、児童生徒

が発するＳＯＳ等の早期発見、早期対応につなげ

る、１人１台端末を活用した心の健康観察の実施

にも取り組んでまいります。

　次に、フリースクールへの支援や市町村とフリ

ースクール等との連携についてお答えいたしま

す。

　県教育委員会では、現在、市町村教育委員会、

フリースクール等の民間施設、スクールカウンセ

ラー等の関係者が一堂に会する子供の居場所づく

り推進連絡協議会を開催しております。この協議

会では、フリースクール等の取組紹介や不登校児

童生徒への支援に関する協議を通して情報交換を

行い、関係者の連携強化を図っております。

　今後、県教育委員会としては、市町村教育委員

会と連携しながらフリースクール等を直接訪問

し、施設やそこを利用する子供たちの実態把握を

進める予定です。

　また、各学校に対して、フリースクール等に通

う在籍児童生徒の健康状況や学習状況の把握に努

めるよう促すとともに、県教育委員会としても、

一人一人に応じた支援を実現するための方策につ

いて検討してまいります。

　　〔住永栄一郎君登壇〕

○住永栄一郎君　この問題、待ったなしです。小

学校の低学年あるいは幼稚園、保育園の段階から

対策が必要かもしれません。先生方に、特別な、

専門的な教育プログラムも必要でしょう。
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　オルタナティブスクール、フリースクールとの

連携ですが、学校に行けないが、そちらのスクー

ルなら行ける、であれば、そちらで育て上げれば

いいと思います。現に、すばらしい高校、そして

大学に進学している子供も見てきました。学校法

人化の許可も必要かもしれません。内申書が心配

です。評定の問題もあります。何しろ、未来を担

う子供たちが、健全な心と頭を育ててあげる手だ

てを県挙げて行う必要があると思います。

　次の質問に移ります。

　熊本の価値を高める観光振興策について。

　私の大好きな熊本。山があって、海があって、

観光地もいっぱいあって、肉も魚も農産物も、何

を食ってもうまい。そして、水がとてつもなくよ

い。四季が感じられる。住んでも最高なのが、こ

こ熊本でございます。

　その熊本が今、世界的な半導体メーカーＴＳＭ

Ｃの進出によって、世界中から注目を浴びていま

す。しかし、本来注目を浴びるべきところはほか

にあります。熊本県産の農畜水産物のクオリティ

ーの高さ、ほかにない海や山の四季折々の観光地

のすばらしさ、これこそが熊本の価値を上げる最

も注目されるべきところだと私は思っています。

　熊本といえば、くまモン、阿蘇、熊本城が三大

有名どころではないでしょうか。

　まず、熊本城ですが、日本三名城の一つで、年

間来場者数、地震以降年々増えて、７年ぶりに

100万人を上回りました。一番多かったときで160

万人にもなる一大観光スポットであります。

　次に、世界のカルデラ、阿蘇。阿蘇地域は、地

震前まで年間1,600万人もの観光客が訪れる観光

地です。見どころは満載です。登山、マウンテン

バイク、トレッキング、あか牛の放牧、乗馬、温

泉。何といっても、火口をのぞける山なんてない

というふうに言われております阿蘇の山です。

　先日、エベレストを登られた、世界の山を登ら

れる有名な登山家の方と話す機会がありました。

いきなり、あした阿蘇山に登りましょうと、朝６

時に草千里集合、阿蘇五岳のうち、２つの山に登

りました。すばらしい見晴らしで感動いたしまし

た。その方いわく、こんなに手軽に登れて、四方

を見ることができて、景色のいい山はない、日本

探しても本当にないですよってことを言われまし

た。空港の名前も、阿蘇くまもと空港と阿蘇の名

前が取り入れられています。それだけネームバリ

ューがあると思います。

　熊本城、阿蘇以外にも、水前寺公園、パワース

ポットの神社、様々な水源、渓流、滝、熊本県下

の各地の温泉、そして先日国宝となった通潤橋な

ど、魅力的なスポットはいっぱいあります。

　そして、意外と出てこないのが天草です。天草

は食の宝庫で、ミシュラン、ビブグルマンを取っ

ているすし屋、和食屋、イタリアンなど、何軒も

あります。日本有数の生産量を誇るクルマエビ、

日本最大級の地鶏「天草大王｣、豊富な魚介類、

遭遇率ほぼ100％のイルカウォッチング、120の島

々から成るロケーションのよさ、きれいな夕日、

透き通ったビーチ。天草は、日本のハワイになる

と私は思っています。そして、何といっても、天

草には空港があります。天草空港を活用した誘客

に、ぜひ取り組んでもらいたいと思います。

　さらに、もっとすごいものがあります｡『ONE

PIECE』です。今や世界60の国と地域で漫画が流

通し、世界的にも知られています。熊本地震以

降、地震で被災した地域に『ONE PIECE』のキャ

ラクター像が県内10か所に建ちました。もちろ

ん、ここ熊本県庁にも、主役のルフィ像が力強く

建っています。休日には、日本の方はもちろん、

様々な外国の方が、像を前にたくさん写真を撮っ

ておられます。

もっとすごいものがあります｡『ONE
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　ただ、像を建てただけで、必ずしも有効利用で

きてないのではないでしょうか。版権があるのは

十分分かっております。何でもかんでも自由に使

うことはできないのは理解しておりますが、しか

し、各地域と協力して、銅像をもっと生かす方法

について知恵を絞っていただきたいと思っており

ます。そして、｢ONE PIECE』といえば熊本と言わ

れるように、どんどん取り組んでいただければ、

熊本にもっとファンが集まるのではないでしょう

か。

　こうした魅力満載の熊本県ですが、全国的に見

ると、観光の宿泊客数は、コロナ前、2018年の数

値で805万人、うち外国人が100万人、全国23位で

した。九州では、福岡、鹿児島に次いで第３位で

す。長崎、大分とほぼ同率という状況です。

　お城といえば熊本城、活火山カルデラといえば

阿蘇､『ONE PIECE』といえば熊本、そして天草と

いえば日本のハワイと、誰からも言われるように

頑張ってもらいたいと思います。

　観光産業は、自治体の財源と雇用を生み出す大

事なツールです。

　そこで、現状の認識と、これらの観光資源を生

かして、これから先、熊本の観光戦略をどのよう

に取り組んでいかれるのか、観光戦略部長にお尋

ねいたします。

　　〔観光戦略部長原山明博君登壇〕

○観光戦略部長(原山明博君)　まず、本県観光の

現状についてですが、本県の観光客数は、新型コ

ロナの影響により大きく落ち込みましたが、今年

は回復傾向にあります。

　直近の観光庁統計によると、今年１月から９月

までの本県の延べ宿泊者数は、コロナ前の2019年

と比較して102％と、回復率では九州１位、全国

５位となりました。また、本年９月のホテル、旅

館の客室稼働率は、東京、大阪、北海道、福岡、

広島に次いで、全国６位となっています。インバ

ウンドは、コロナ前と比較して、延べ宿泊者数が

約３割増加し、９月の台北線就航、11月の香港線

再開により、さらに増加するものと見込んでいま

す。

　こうした流れを追い風に、県内観光資源の魅力

向上や誘客促進に向けた様々な取組が進んでいま

す。

　議員御指摘の天草は、海と山が織りなす絶景や

食の魅力に加え、宿泊施設や観光施設の開業も相

次ぎ、注目度が高まっています。県では、台湾の

旅行会社や国内の企業をモニターツアーで天草に

招待するなど、リゾートやワーケーション先とし

ての誘客に力を入れています。天草エアラインで

も、熊本空港や福岡空港を経由した空路での台湾

からの誘客を促進する取組や航空運賃の割引によ

るワーケーション需要を取り込むための取組が進

められています。

　また､『ONE PIECE』については、作者の尾田栄

一郎さんと集英社の御協力の下、熊本地震からの

復興プロジェクトとして様々な企画を展開してい

ます。例えば、10体の像の周辺でしか撮影できな

いＡＲフォトイベントや現地でしか購入できない

ミニフィギュアの販売、南阿蘇鉄道とのコラボ列

車運行などが、国内外の多くのファンの人気を集

めており、被災地の周遊促進につながっていま

す。

　引き続き、市町村や観光協会等と連携し、こう

した熊本の強みを生かした誘客を進めていく必要

があると考えております。

　次に、今後の観光戦略については、観光客の数

だけを追い求めるのではなく、質の高いサービス

や特別な体験などを通して観光客の満足度を高

め、観光消費額の拡大により一層重点を置くこと

が重要と考えています。

『
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　現在、観光審議会に諮りながら、次期ようこそ

くまもと観光立県推進計画の策定作業を進めてい

るところであり、こうした観光の高付加価値化の

視点を踏まえ、実効性の高い計画にしたいと考え

ています。

　今後とも、観光産業の基幹産業化を目指し、し

っかりと取り組んでまいります。

　　〔住永栄一郎君登壇〕

○住永栄一郎君　今年は、回復率九州１位、全国

５位と、すばらしいと思います。引き続き、熊本

の魅力発信をお願いいたします。

　おまえ、上益城なのに、天草がハワイとかよく

言うなとよく言われます。ですが、熊本の価値を

上げるには柱が必要です。この柱が高ければ高い

ほど、周りも一緒に引き上げられます。

　我が上益城にも、通潤橋、幣立神社、文楽、蘇

陽峡展望台、やな場、乙女河原、恐竜博物館、言

い出したら切りがありません。いろいろいっぱい

あります。宝は眠っているんです。ぜひとも、こ

れから先もこの観光戦略、よろしくお願いしたい

と思います。

　最後に、アリーナの要望をさせていただきま

す。

　昨年まで、プロバスケットボールチーム、熊本

ヴォルターズの代表をやっておりました。昨年末

には、スタッフの不祥事で、プロスポーツ関係者

をはじめ、県、そして熊本県民の皆様には多大な

る御迷惑をおかけいたしました。申し訳ございま

せんでした。

　今、関係者の方々のおかげで、ヴォルターズも

元気に頑張っております。ただ、一つだけやり残

したことがあります。アリーナの建設です。

　本年９月、蒲島知事が、スポーツの施設整備の

在り方について、任期中に取りまとめすることが

困難な状況になったと発表がありました。

　バスケットの運営をしていたときは、Ｂ１に上

がるために条件として必要でした。しかし、アリ

ーナの実現は、決してバスケットのためだけでは

ありません。ふるさと熊本の人たちをもっと幸せ

にしたい、子供が夢を持ち、若者たちも夢を持

ち、地域を元気に、人々に勇気と希望を与え、熊

本をもっと発展させるためにアリーナが必要なん

です。

　いろんなジャンルのスポーツで、日本人は世界

で大活躍しています。アリーナを使う室内競技

は、バスケット、バレーボール、ハンドボール、

バドミントン、卓球、スケートボード、格闘技、

そしてコンサートまでと、日本人が世界一になっ

ているスポーツが幾つもあります。これはすごい

ことです。

　熊本は、県と各スポーツ団体の力があるから、

いろいろな世界大会が順番に来ています。バドミ

ントンもそうですし、数年前のハンドボール、バ

レーボールもそうでした。

　今年、沖縄で、バスケットボールＦＩＢＡのワ

ールドカップが開催されました。いろいろな御縁

で見に行かせていただきました。もちろん、すご

いにぎわい、経済効果もすごかろなと思いまし

た。

　なぜ沖縄に誘致できたのですかと関係者に尋ね

ると、それは、沖縄にアリーナがあったからで

す、一言。あるとないでは大違い。日本のトッ

プ、世界のトップのイベントが来るか来ないかで

す。

　昨年、佐賀に8,400人収容のアリーナができま

した。来年、長崎にアリーナとサッカースタジア

ムが完成いたします。鹿児島もアリーナ、そして

サッカースタジアム、完成いたします。

○副議長(内野幸喜君)　残り時間が少なくなりま

したので、発言を簡潔に願います。
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○住永栄一郎君(続)　このままでは、全部持って

いかれてしまいます。今熊本で一番広いのは県立

総合体育館、約4,000名ですが、あくまで体育館

です。

　沖縄の行政の方が言っておられました。沖縄県

民は、何かを見たいときに、休みを取り、飛行機

を取り、ホテルを取り、多額のお金と時間を使っ

ていかなきゃいけないんですよ、県民が得られる

べき機会を喪失していると。

　私、全国いろいろ回りましたけれども、どこの

自治体もそういうふうなことを言われます。

　アリーナは、大会やイベントだけでもありませ

ん。全国各地で、防災設備、災害活動の拠点とし

ても大活躍しています。災害の多い熊本だからこ

そ、アリーナは必要ではないでしょうか。

　以前、南は八代、宇城、川尻、駅裏万日山、玉

名と、各行政、自治体の方々が積極的に誘致活動

を行われておりました。八代、玉名は、新幹線で

熊本駅から１駅10分でした。ほかの町、施設もそ

れほど遠くはありません。できれば鉄道から近い

ところがいいかと思います。

　県民の夢の実現のため、どうかもう一度、この

アリーナ建設をテーブルの上にのっけていただけ

ないでしょうか。100年に１度の大チャンスが来

ている熊本、今を逃していつできますか。今取り

組まなければ、一生できません。アリーナができ

ることによって柱ができる、周りが生きてきま

す。経済効果は莫大、県全体を盛り上げる大切な

ツールです。大チャンスです。

　蒲島知事、そして熊本県の職員の皆様方、どう

ぞよろしくお願いいたします。もう一度テーブル

に上げてください。

　以上、最後は私の要望でございます。

　時間がちょっと足りませんでした。途中大分は

しょりましたけれども、皆様方には大変お世話な

りました。ぜひ、これから先も、熊本県民の声を

しっかりと県に届けられるように一生懸命頑張っ

てまいりたいというふうに思います。

　どうも御清聴、誠にありがとうございました。

(拍手)

○副議長(内野幸喜君)　昼食のため、午後１時10

分まで休憩いたします。

　　午後０時９分休憩

　　　　 ――――――――――――

　　午後１時９分開議

○議長(渕上陽一君)　休憩前に引き続き会議を開

きます。

　髙木健次君。

　　〔髙木健次君登壇〕(拍手)

○髙木健次君　皆さん、こんにちは。自由民主

党・合志市選挙区の、その名も髙木健次でござい

ます。今回、また昼からの登壇になりました。大

変眠くなる時間帯ですけれども、御協力をいただ

きまして、１時間御清聴いただければ大変ありが

たいというふうに思っております。

　毎年、質問のこの時期になると、私は夢を見ま

す。何でかというと、やっぱり、一生懸命自分で

思っていることを、ずっと頭に描いていると、そ

の件についての夢、人物が出てくるんですね。今

回、くしくも川上哲治選手の夢をちょっと見まし

た。もちろん会話はできませんでしたけれども、

10日ぐらい前に。その日のうちに人吉市の川上哲

治記念球場、ここへ行ってきました。非常に交通

アクセスはいいところですよね。山の上にありま

して、ちょっと寂しいような感じがしましたけれ

ども、川上哲治さんも、ちょっと私の夢に出てき

たときには寂しい感じでおられたかなという感じ

がしました。

　今日は、知事、川上哲治大先生がちょっと笑顔

になるような答弁をいただければ大変ありがたい
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なというふうに思っておりますので、よろしく力

強い答弁をお願いしたいと思います。

　といいましても、昨日、知事が５期目辞退とい

うことで表明をされました。私はもう昨日で終わ

ったような感じが何かしまして、大変残念でなり

ませんけれども、ただ、知事の任期は、まだ４か

月ありますから、その辺をしっかり胸に受け止め

ていただければありがたいなというふうに思って

おります。

　それでは、今回欲張って６問を用意しましたけ

れども、万が一手前のほうで時間がかかったら最

後まで行き着くことができないかもしれませんの

で、その節は、どうぞ御理解をいただきたいとい

うふうにも思っております。

　早速第１問目に入りたいと思います。

　初めに、野球場を含む県営スポーツ施設の整備

の在り方についてお尋ねします。

　私は、県のスポーツ施設の中で野球場の整備に

絞って、その在り方について、平成24年９月定例

会から連続して８回、14項目について質問をして

きましたが、今回の質問で通算９回目となりま

す。

　知事は、昨年12月定例会で、県営野球場を含む

スポーツ施設の整備についての私の質問に対し、

今年は、ヤクルトの村上選手や本県ゆかりのスポ

ーツ選手、チームが県民に多くの夢や感動を与

え、野球場やアリーナなどスポーツ施設整備を期

待する声が多く聞かれた、また、４期目のマニフ

ェストにも掲げ、老朽化、経済波及効果など、企

画振興部を中心に様々な検討を行っている、任期

中には方向性を示したいと表明されました。

　私は、10年目にしてやっと一歩前進すると、大

きな期待をしておりました。ところが、先般の９

月定例会において、東京ヤクルトスワローズの村

上選手の言葉に触れ、とてもつらいスピーチであ

る、任期中に取りまとめることが困難な状況と言

われました。知事にとっても苦渋の決断であった

と思いますが、私としても、この表明を聞いて、

正直、大きなショックを受けております。

　スポーツ施設の整備については、知事も答弁さ

れましたとおり、県民の機運の盛り上がりが必要

であると考えますので、まず、本県の野球関係者

の活躍の状況についてお話しいたします。

　知事に野球場を造ってくださいとお願いした村

上選手は、今年のワールドベースボールクラシッ

クにおいて、日本代表の世界一に貢献しました。

　また、プロ野球日本シリーズでも、阪神タイガ

ースの大竹選手を含め、県関係者が４人も出場し

ております。

　そのほかにも、独立リーグの火の国サラマンダ

ーズの２年連続日本一や熊本国府高校の選抜高校

野球大会出場が確実視されていること、Honda熊

本の社会人野球日本選手権の準優勝など、本県の

野球関係者の活躍は県民に多くの感動を与え、ま

すますの盛り上がりを見せているのではないでし

ょうか。

　次に、他県の野球場の整備状況について話をさ

せていただきます。

　東日本大震災を経験した岩手県では、県と盛岡

市が連携し、建設した２万人収容のすばらしい

ボールパークが、本年４月にオープンしておりま

す。この施設は、屋内練習場、ランニングコー

ス、子供の遊び場も整備され、県民の誰もが楽し

める施設になっております。

　知事は、災害からの復旧、復興を優先させるた

めに、スポーツ施設の整備の在り方の取りまとめ

を先送りされましたが、岩手県では、新たにオー

プンした野球場が復興のシンボルとなっておりま

す。

　一方で、本県の藤崎台県営野球場について述べ
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ますと、築63年を経過し、施設の老朽化がどんど

ん進み、また、ロッカールームや室内練習場など

の設備も整っていない状況です。また、現地での

建て替えは困難であると推測されていることか

ら、なおさら早い段階で建設候補地や建設スケジ

ュールを検討する必要があるのではないでしょう

か。

　私は、これまで、国のスポーツ施設整備に係る

支援制度やＰＦＩ手法、企業版ふるさと納税など

の活用によるスポーツ施設の整備を提案してきま

した。

　昨日の公明党前田議員の質問に対して、知事

は、スポーツ施設は地域活性化に大きく貢献する

潜在力を有しているとし、幾つかの市町村におい

てスポーツ施設の整備に関する検討が始まってい

る、熊本の県内の状況も十分に注視した上で、市

町村や民間事業者と連携を図りながら、引き続き

丁寧に検討を進めると答弁されました。

　そうであるならば、さらにもう一歩前に進める

ために、例えば、県庁内だけで検討を進めるだけ

でなく、やる気のある市町村にスポーツ施設整備

の提案を募って、それを県として支援するという

やり方も考えられるのではないでしょうか。

　そこで、今後、老朽化が進んでいる藤崎台県営

野球場を含む県営スポーツ施設の整備の在り方に

ついて、どのようにお考えなのか、蒲島知事にお

尋ねします。

　　〔知事蒲島郁夫君登壇〕

○知事(蒲島郁夫君)　藤崎台県営野球場について

は、昨年、日本野球機構から聖地・名所150選に

認定され、多くの名選手がプレーし、数々の名勝

負が生まれた伝統ある球場であります。

　一方で、昭和35年10月の完成から63年が経過

し、老朽化をはじめとした様々な課題があること

は認識しています。平成27年には、約27万人の署

名とともに新たな野球場建設を求める要望書も提

出されています。

　また、９月定例会で申し上げましたが、東京ヤ

クルトスワローズの村上選手から、将来の子供た

ちのために野球場を造ってくださいと言われたこ

とを忘れたことはありません。

　野球場などのスポーツ施設は、周辺産業への経

済波及効果、雇用創出にも期待できるなど、県民

に夢や誇りを与えるとともに、地域活性化に大き

く貢献する潜在力を有していると考えています。

　先般、プロ野球チーム、火の国サラマンダーズ

の運営会社が、新球場建設の経済効果などに関す

る調査を行う方針を示されました。

　県としては、このような民間の動きも十分に注

視した上で、議員御提案の市町村からの提案を募

るなど、様々な形で市町村や民間との連携を図り

ながら、野球場を含めたスポーツ施設整備ができ

るだけ早期に実現できるよう、その在り方につい

て、引き続き丁寧に検討を進めてまいります。

　　〔髙木健次君登壇〕

○髙木健次君　今知事から、引き続き検討してま

いるという言葉をいただきました。

　本当に、知事、私、11年間、このことについて

は丁々発止の議論をしてまいりました。４か月し

たら本当に蒲島知事がいないのかなと思うと大変

寂しくなるような気がしますけれども、知事は、

私は、知事という付き合いじゃなくして、私は小

学４年生のときに兄貴を亡くしております。その

関係で、知事というよりも、お兄さん、兄貴とい

う感じで、本当に親しく交際をしてきたというふ

うな感じで、昨日も、蒲島知事も前川会長も、

ちょっと涙声でここに立たれたというふうに私は

感じました。本当に寂しい限りでありますけれど

も、ただ、今の言葉どおり、任期中はまだしっか

り頑張るということでありますので、どうぞその
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辺は、まだ引き続きお願いをしておきたいという

ふうに思っております。

　また、市町村と連携をしながら、やる気のある

ところはそういう施設を応援したいという話もあ

りましたけれども、これは大変面白いのかなとい

う感じもします。例えば、それなりにやっぱりそ

れなりの支援をしていかないと、やっぱり市町村

の規模で、例えば、さっき話した、きたぎんボー

ルパーク、盛岡ボールパークと言いますけれど

も、約２万人規模、そしてそういう規模の公園の

中に、いろいろな子供が遊ぶところがある、アリ

ーナもあるというふうなところは難しいんじゃな

いのかなと思っています。

　ただ、このきたぎんボールパークは、ちょっと

調べてみました。地震、そしてあの水害が三陸を

襲って、非常に大きな被害を受けました。それ

で、この球場は、令和５年に竣工して、地震の後

ですけれども、総額109億円、そして収容人数が

２万人ということで、この経費を盛岡市と岩手県

で分けたんですね。盛岡市が60％、県のほうが40

％だったんですね。ということは、100億にして

60億が盛岡市、県のほうが40億というふうな形で

したけれども、いろいろ事情はあるかと思います

けれども、そして熊本と一緒に、同じように大き

な被害を受けたこの県であります。

　県民の人口が121万人、盛岡市は29万人、だか

ら、熊本市よりもずっと低い、熊本県よりもずっ

と人口も少ない。こういうところで、やればでき

るんだということで、その実証がここでされたん

じゃないのかなというふうに思います。

　熊本県170万人、熊本市も70万人、この人口を

有するところで、何で岩手県にできるものが熊本

県でできないのだろうかというふうに私はちょっ

と疑問に思うところでもあります。ここはやっぱ

り、やればできるのじゃないのかなというふうに

思っております。

　上杉鷹山の「なせば成るなさねば成らぬ何事も

成らぬは人のなさぬなりけり」という有名な言葉

がありますけれども、しっかりと頑張っていけれ

ば、こういうところに行き着くのじゃないのかな

というふうに思っております。

　ただ、知事が、今回、４月で引退をされたら、

この引継ぎは、やっぱり企画振興部長、富永部長

のところが大本になるんですね。ということは、

富永部長は、７月から半年、熊本に来られて。財

務省の生え抜きのキャリアでここに来られたとい

うことは、やっぱり財源とか財政面とかいろいろ

な方法とか熟知しておられると思うんですよね。

だから、企画振興部でしっかり知事の後と思って

引継ぎでやってください。

　岩手県にも、総務委員会で一緒に視察をしてい

ただきまして、食事の締めのときに、阿蘇の世界

遺産の登録を一生懸命早くやるぞと言われまし

た。付け加えて、球場もやるぞと言われて――言

わされた分もあったかもしれませんけれども、そ

ういうこともしっかりと頭に入れて、一緒になっ

てまた頑張っていきましょう、部長。よろしくお

願いをしておきたいというふうに思っておりま

す。

　そういうことで、次の質問に入りたいと思いま

す。

　どうぞ、知事、富永部長、よろしくお願いしと

きますね。

　次に、新大空港構想の実現に向けて。

　空港アクセス鉄道の整備についてお尋ねしま

す。

　知事は、昨年の12月定例会で、肥後大津ルート

を空港アクセス鉄道の整備ルートとすることを決

断され、事業化に向けた各種調査業務を進められ

ております。
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　そのような中、本年10月には、空港周辺地域の

さらなる活性化に向け、新大空港構想を策定され

ました。

　この構想では、空港周辺地域の将来像を「地方

創生の先進地域」と位置づけ、その将来像の実現

に向けて、４つの柱に基づき取組を推進していく

とされております。

　そして、私が４つの柱の中で最も注目している

空港機能の強化では、空港アクセスの改善等の空

港機能の強化と利便性向上に取り組むとあり、空

港アクセス鉄道の整備促進が欠かせないとされて

おります。

　しかしながら、鉄道の整備には、準備期間を含

め10年以上の期間が必要だと聞いております。事

業化に向けては、綿密な検討が必要であることは

承知しておりますが、整備方針の表明以降、次の

動きがなかなか見えてこないことで、県民の関心

が薄れていくことを心配しております。

　鉄道整備に当たっては、需要をいかに確保する

かが喫緊の課題となります。

　ＴＳＭＣの進出決定以降、菊陽町や大津町、私

の地元である合志市などを含む空港周辺地域で

は、半導体関連企業の集積や人口増加が著しい状

況にあります。この発展を鉄道利用につなげるこ

とが重要です。

　また、空港アクセス鉄道に対する県民の関心を

高め、御理解をいただくことで、現在鉄道を利用

されていない方々も利用したくなるといった好循

環が生まれてくると思います。そのためには、県

が具体的なルートのイメージを示すことが大事な

のではないでしょうか。

　もちろん、これから様々な調査検討がなされ、

準備が整った上で具体的なルートが公表されるも

のと理解はしておりますが、肥後大津駅からどこ

をどのように通過して阿蘇くまもと空港へ至るの

か、私を含め県民の皆様も関心をお持ちではない

かと思います。

　そこで質問です。

　空港アクセス鉄道の実現に向けて、空港周辺地

域の発展を需要にどのようにつなげていくお考え

か、また、現時点でどのようなルートのイメージ

を思い描いておられるのか、蒲島知事にお尋ねし

ます。

　また、続けて、空港までのアクセス道路の整備

についてお尋ねします。

　ＴＳＭＣの新工場では、10月から製造装置の搬

入が始まったとの報道もあり、来年末の稼働開始

に向けて、着々と準備が進んでおります。

　また、今後の半導体関連製品などの輸出入の需

要増に対応するため、熊本空港を運営する熊本国

際空港株式会社が、熊本空港に貨物保管施設を緊

急に整備するとも報道され、ＴＳＭＣの本格稼働

に向けた周囲の動きも活発化しております。

　一方、新工場が建設中のセミコンテクノパーク

周辺における渋滞対策は、道路整備をはじめとし

た様々な取組が行われている一方で、今後、空港

に向かう北側からの主要なアクセス道路である国

道443号線、先ほど住永議員のほうからも質問あ

りましたけれども、その下町交差点や主要なアク

セス道路となっている県道熊本益城大津線の空港

地下道などでは、さらなる交通渋滞が懸念される

ところであります。

　さて、この空港地下道では、今年５月に車両同

士の衝突事故が発生し、約２時間にわたって通行

規制が行われ、空港利用者をはじめとした多くの

方々に影響が出ました。

　過去にも車両の火災や故障に伴う通行規制が行

われたと聞いており、ＴＳＭＣの新工場の稼働

後、一たび通行が規制されると、空港利用者はも

とより、半導体関連製品の輸送にも多大な時間的
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損失が生じ、生産活動に様々な影響が出るものと

想定されます。

　10月に策定された新大空港構想では、空港周辺

地域の交通ネットワークの強化が掲げられてお

り、空港北側からの定時性の確保や地下道におけ

る交通事故発生時等におけるリダンダンシーの確

保に向けた対策は極めて重要と考えられます。

　このような状況を踏まえ、今後、さらなる半導

体関連産業集積に伴い、空港への人流、物流の大

幅な増加が見込まれることから、信頼性の高い交

通ネットワークは重要な課題であると思っており

ます。

　このため、新生シリコンアイランド九州の実現

には、空港北側からの定時性及び道路利用者の安

全、安心の確保に向けたアクセス鉄道の強化が必

要不可欠であると考えます。

　そこで質問ですが、今後、空港までのアクセス

機能を強化する道路ネットワークの整備が必要と

考え、どのように整備に取り組んでいかれるの

か、土木部長にお尋ねします。

　　〔知事蒲島郁夫君登壇〕

○知事(蒲島郁夫君)　私は、知事就任以来、阿蘇

くまもと空港とその周辺地域を一体のものとして

捉え、空港周辺地域の活性化とさらなる発展を目

指す大空港構想を推進してきました。

　そして、本年10月には、さきの構想を策定した

７年前には想像できなかった空港周辺地域の大き

な環境変化を踏まえ、新大空港構想を策定しまし

た。県としては、この構想に基づき、空港利用者

や熊本を訪れる方々の利便性の向上を図るととも

に、半導体関連産業の集積、新産業の創出などを

通じて県経済を発展させたいと考えています。

　構想に掲げている空港アクセス鉄道の整備は、

交通ネットワークと空港機能の強化につながるも

のであり、本構想の基盤となるものであります。

　今、本県では、これまでにないスピードで企業

の集積が進んでおり、ＴＳＭＣの進出決定以降、

半導体関連企業の新設、増設に伴う立地協定件数

は、11月末現在で40件に上っています。また、菊

陽町、大津町、合志市などでは、宅地や商業施設

の開発が進んでいます。これらの動きもあり、本

年８月に民間金融機関が発表した県内の経済波及

効果は、今後10年間で約６兆8,500億円に上る見

通しとされています。

　また、周辺自治体の取組も進んでいます。菊陽

町は、原水駅周辺での大型土地区画整理事業に着

手されており、空港アクセス鉄道がＪＲ豊肥本線

から分岐する大津町は、肥後大津駅を中心とした

まちづくりの基本構想を策定される予定です。

　このような官民の動きを、関係自治体などと連

携して人流の活性化につなげれば、空港アクセス

鉄道の移動需要の拡大につながるチャンスと考え

ています。

　また、セミコンテクノパーク周辺では、交通渋

滞が深刻な状況で、道路整備のさらなる加速化は

喫緊の課題ですが、同時に、公共交通機関の利用

を促進し、二酸化炭素排出量を削減するなど、環

境に配慮した取組も必要です。

　そのためには、公共交通網の充実強化が欠くこ

とのできない視点であり、空港アクセス鉄道は、

公共交通網の利便性を高め、自動車交通からの転

換を促すためにも、なくてはならないものである

と考えています。

　新大空港構想に掲げる取組を着実に推進し、人

流の活性化を図るとともに、定時性、速達性、大

量輸送性に優れ、環境に優しい鉄道の価値を県民

の皆様としっかりと共有することで、その移動需

要を空港アクセス鉄道の利用につなげてまいりた

いと思います。

　次に、私が思い描く鉄道ルートのイメージにつ
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いてお答えします。

　空港アクセス鉄道の列車は、熊本駅から約40分

かけてＪＲ豊肥本線を通り、阿蘇くまもと空港を

目指します。

　肥後大津駅を阿蘇方面に向かって通過した後、

緩やかに右へカーブし、高架橋により国道57号の

上空を通過します。左手には自然豊かで雄大な阿

蘇の山々を望み、目の前には豊富な地下水を蓄え

る田園地帯が広がります。

　その後、阿蘇カルデラに源を発する白川を渡

り、目前に迫る高遊原台地に達します。そこから

トンネルに入り、３キロメートルほどの道のりを

緩やかに登ると、その先には、名実ともに熊本地

震からの創造的復興のシンボルとなった阿蘇くま

もと空港が乗客の皆様をお迎えします。

　詳細なルートについては、ルート全体の検討を

深めていく中で、利便性や既存施設への影響、コ

スト面などを考慮して、スピード感を持って検討

を進めています。

　刻々と変化する空港周辺地域の活力を取り込

み、50年、100年先の熊本の発展につなげるため

には、空港アクセス鉄道はなくてはならないもの

と確信しています。

　熊本の発展の礎として、早期実現に向け全力で

取り組んでまいります。

　　〔土木部長亀崎直隆君登壇〕

○土木部長(亀崎直隆君)　空港までのアクセス道

路の整備についてお答えいたします。

　新大空港構想には、空港周辺地域における定時

性、速達性を備えた信頼性の高い交通ネットワー

クの構築を掲げております。

　今後のセミコンテクノパーク周辺における半導

体関連企業のさらなる集積により、空港を経由す

る人の移動や空港から半導体関連製品の輸送の増

加が見込まれることから、特に空港北側からのア

クセス機能の強化は重要であると認識しておりま

す。

　このアクセス機能の強化につきましては、ま

ず、県道熊本益城大津線の空港地下道における空

港利用者と通過交通の分散を図ること、セミコン

テクノパーク周辺の企業集積地と空港を結ぶ複数

の道路ネットワークを構築すること、そして地下

道内で交通事故が発生した場合やさらなる物流の

逼迫を想定し、迂回路となる代替路線を確保する

ことが重要であると考えております。

　この３つの視点を柱として取組を進めてまいり

ます。

　まず、空港地下道における交通の分散を図るた

め、通過交通の主たるルートとなる国道443号の

整備が有効と考えており、現在取り組んでいる大

津町から菊陽町区間の４車線化を強力に進めてま

いります。

　また、企業集積地と空港を結ぶ２つの道路ネッ

トワークの構築に向けて、国道325号から県道熊

本益城大津線を経由する主たるルートの西側に、

菊陽町役場付近の既存の道路を活用し、南北に縦

断する新たなルート構築が有効と考えておりま

す。

　現在整備を進めている都市計画道路菊陽空港線

が完成すれば、その先線として接続する県道熊本

空港線、通称第一空港線を経由することで、企業

集積地と空港が新たに直接結ばれます。その際、

第一空港線を局部的に改良をしていくことによ

り、信頼性の高い道路ネットワークを構築したい

と考えております。

　これらの取組に加え、地下道内で交通事故等に

より交通が遮断された場合やさらなる物流の逼迫

を想定し、空港までのリダンダンシー確保に向け

た検討を行ってまいります。

　今後、さらなる半導体関連企業の集積により、
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企業集積地と空港を結ぶアクセス道路の構築は、

ますます重要になるものと考えており、人流・物

流機能の強化に向け、これら３つの視点を柱とし

た取組をスピード感を持って取り組んでまいりま

す。

　　〔髙木健次君登壇〕

○髙木健次君　知事から、ルートのイメージにつ

いても答弁いただきました。

　熊本の雄大な自然を感じられるルートであり、

私が気にしていた高低差のある高遊原台地も、ト

ンネルで登り、空港に至ることが可能なようで、

一安心いたしました。

　空港アクセス鉄道は、熊本の将来の発展には欠

かせないものだと私も思います。50年後、100年

後の熊本県民から、よくぞあのとき空港アクセス

鉄道の整備を決断されたと評価いただけるよう、

一日も早い整備を目指して頑張っていただきたい

と思います。

　また、土木部長、大変熱心に答弁が長いもので

すから、ぐっと時間を押してきました。

　空港までのアクセス機能強化を図る上で３つの

柱、１つ目が、空港地下道に集中する交通の分

散、２つ目が、空港北側から複数の道路ネットワ

ークの構築、３つ目に、迂回路となる代替路線の

確保を掲げて取組を進めていくとの土木部長から

の力強い答弁をいただきました。

　私は、空港へ行く際は、やはり地下道を通って

いきますが、地下道の渋滞にはまったときは、飛

行機に間に合うのか、事故が起きたらどうなるの

か、とても心配です。恐らく、地下道を利用さ

れ、同じ思いをされた方がたくさんいらっしゃる

のではないかと思います。地下道とは別に新たな

アクセス道路ができれば、このような不安の解消

につながると思います。

　今後、セミコンテクノパーク周辺から空港への

交通量が増えるのは間違いないと思われます。一

日も早い実現に向けて取組を進めていただきたい

と思います。

　時間が大分押してまいりましたので、早口にな

ります。

　次に、ＴＳＭＣ進出に伴うセミコンテクノパー

ク周辺では、基幹となる道路ネットワークとし

て、国により、九州の大動脈となる中九州横断道

路、県では、これを基軸とした大津植木線の多車

線化、合志インターチェンジアクセス道路の整備

に向けた取組が進められております。

　まず、中九州横断道路につきましては、本年９

月に、合志インターチェンジから熊本インターチ

ェンジ間の工事が着工され、いよいよ目に見える

形で、本格的に現場が動き出しました。

　また、県で整備を進めている県道大津植木線の

多車線化等については、昨日の答弁で、新たな交

付金による別枠での安定的な財源が確保されると

ともに、今後５年、10年後の道路ネットワークの

姿を示しながら取組を進めるとの発言があり、安

心するとともに、大変期待しているところであり

ます。

　一方で、私の地元合志市でも、セミコンテクノ

パーク周辺では、かねてから朝夕の通勤時間帯を

中心に交通渋滞が深刻であり、ＴＳＭＣの進出に

伴い、さらなる交通渋滞の悪化や生活道路におけ

る交通事故の増加を懸念する声が私にも寄せられ

ております。

　このような地域の声を受けまして、去る10月26

日には、田嶋副知事をはじめとしました執行部に

対し、合志市議会、地元市区長会、商工関連団体

とともに、県道大津西合志線の将来計画に向けた

検討の着手や国道387号の４車線化の推進等につ

いて、要望を行いました。

　特に、県道大津西合志線につきましては、朝夕
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の渋滞が著しいことから、地元からの整備要望も

強く、将来の４車線化が必要な路線と考えていま

す。

　また、県道大津植木線の辻久保バイパスについ

ては、国道387号との交差点付近に大型商業施設

の建設が進んでおり、今後さらなる交通渋滞が懸

念されることから、早期整備の必要性が高まって

おります。

　このように、セミコンテクノパーク地区周辺の

渋滞解消は、地域住民の関心が極めて高く、最も

重要な喫緊の課題であり、その抜本策となる道路

整備は、今後もさらなる取組の加速化が必要と考

えます。

　そこで質問です。

　中九州横断道路をはじめとするセミコンテクノ

パーク周辺において進められている道路整備の進

捗と今後の取組について、土木部長にお尋ねしま

す。

　　〔土木部長亀崎直隆君登壇〕

○土木部長(亀崎直隆君)　セミコンテクノパーク

周辺での道路整備の進捗と今後の取組についてお

答えいたします。

　まず、中九州横断道路につきましては、新生シ

リコンアイランド九州の実現に向け、セミコンテ

クノパーク周辺の幹線道路ネットワークの中心的

な道路として、早期整備が不可欠です。

　現在、国において大津熊本道路の用地取得が進

められ、本年９月から一部工事に着手されており

ます。

　事業のさらなる加速化に向けて、県と合志市

で、それぞれ国と協定を結び、その一部区間で用

地の先行取得を行っております。

　さらに、熊本環状連絡道路につきましては、国

の計画段階評価が完了し、現在、県と熊本市で、

事業着手の前提となる都市計画決定の手続を進め

ているところでございます。

　今後も引き続き、事業推進に向け、国と連携し

ながら、県として、用地の先行取得や事業化に必

要な手続等しっかり取り組んでいくとともに、あ

らゆる機会を通じて、大津から大津西間の早期事

業化など、国に対し、要望を行ってまいります。

　次に、県が整備を進めております事業の進捗に

ついてお答えします。

　まず、大津植木線の多車線化、合志インターチ

ェンジアクセス道路の整備については、先月、都

市計画案の住民説明会を開催するなど、地域との

合意形成を図りながら、年度内の都市計画決定に

向けた手続を進めております。

　また、これと並行して、都市計画決定後速やか

に用地取得に着手できるよう、地権者を個別に訪

問して、計画案の内容や事業の進め方等の説明を

行っており、現在、約８割の方々の訪問を終えた

ところでございます。

　この２つの路線は、セミコンテクノパーク周辺

の企業集積地において、横軸、縦軸として重要な

道路であり、早期整備が必要と考えております。

　このため、大津植木線多車線化区間及び合志イ

ンターチェンジアクセス道路の南側のバイパス区

間については、国により創設された新たな交付金

を活用し、５年後の完成を目指して整備を進めた

いと考えております。

　国道387号の拡幅につきましては、現在、九州

縦貫自動車道と立体で交差する部分の構造や施工

方法等の具体化に向けて、道路管理者であるＮＥ

ＸＣＯ西日本と技術的な協議を重ねております。

　この取組を加速させるために、今後、同交付金

を活用し、詳細な設計に着手したいと考えており

ます。

　また、大津植木線の辻久保バイパスにつきまし

ては、本年９月に全ての用地契約が完了したこと
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から、令和７年度の完成を目指し、整備を加速し

てまいります。

　引き続き、セミコンテクノパーク周辺における

渋滞の早期解消に向けて、国や地元自治体と連携

しながら、全力で取り組んでまいります。

　　〔髙木健次君登壇〕

○髙木健次君　部長、どうも答弁ありがとうござ

いました。まず、早期完成に向けて着実に取組を

進めていただいていることに感謝いたします。

　セミコンテクノパーク周辺の渋滞対策は、まさ

に待ったなしの状態です。本日、それぞれの道路

における進捗状況や県道大津植木線と合志ＩＣア

クセス道路のバイパス区間の一部を５年後の完成

を目標とすることを示していただきました。私

も、地元合志の市民の一人として、とても安心し

たところであります。

　また、答弁にもありましたが、スピード感を

持って取り組んでいただくとともに、地域住民、

特に地権者の方々に丁寧に説明しながら対応して

いくことはとても大事だと思います。

　今後とも引き続き、一日も早い早期整備に向け

て取組を進めていただくようお願いします。

　続きまして、次に、ＴＳＭＣ関連のインフラ整

備を迅速に進めるための県の土木技術職員の確保

について質問します。

　令和５年、合志市と菊陽町から、セミコンテク

ノパーク近隣における渋滞対策の強化についてと

いう要望書が提出されました。この要望書は、世

界的半導体企業ＴＳＭＣの工場建設を契機とした

半導体関連企業の進出に伴い、深刻化が懸念され

る交通渋滞について、県に対策の強化を求めたも

のです。

　ＴＳＭＣの進出は、本県にとって大きな経済効

果が期待される一方、近隣の住民は、交通渋滞の

悪化などの不安も抱えています。

　当日は、私も立ち会い、蒲島知事、田嶋副知

事、木村副知事に要望をお伝えしました。

　その後、８月に、県は、ＴＳＭＣの工場周辺一

帯の道路整備などを含むインフラ整備計画と今後

10年間でその事業費が1,140億円程度になる試算

を発表されました。

　これだけの事業を早期に実現するためには、職

員のマンパワーが必要不可欠です。しかしなが

ら、採用面では、人口減少等に伴い、土木技術職

員を目指す学生が減っております。人材獲得競争

は激化しており、その確保に向けては強い逆風が

吹いています。

　特に、給与面では、初任給に大きな差がありま

す。大卒の技術職は、民間で約20万9,000円です

が、県職員は19万2,000円となっています。参考

までに、ＴＳＭＣの大卒の初任給は28万円です。

　このような中で、県の業務を滞りなく遂行する

ための県職員を確保できるのか、私はとても心配

です。

　総合土木職の確保については、今年度から時期

を早め、民間を目指す学生も受験しやすい試験

枠、春期ＳＰＩ方式や下期の民間試験を追加され

ましたが、土木職の実際の採用見込みはいかがで

しょうか。

　熊本は、ＴＳＭＣの進出により、町の姿が一変

するほど大転換点に来ています。県民は大きな期

待と不安を抱いています。特に、交通渋滞は、一

日も早く、その解消に向けて対策を進める必要が

あると思います。

　今後、これらのインフラ整備を迅速に進めるた

めの県の土木技術職員の確保について、どのよう

に考えておられるのか、総務部長にお尋ねしま

す。

　　〔総務部長平井宏英君登壇〕

○総務部長(平井宏英君)　半導体関連産業の集積
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に伴う渋滞・交通アクセス対策が重要な課題と

なっております。また、熊本地震や令和２年７月

豪雨災害からの創造的復興に加え、令和５年梅雨

前線豪雨等の災害への対応など、依然として災害

対応業務も多くございます。

　これらの課題を解決していくためには、議員御

指摘のとおり、土木技術職員を適切に配置してい

く必要がございます。現在、土木技術職員には欠

員が生じておりまして、その解消に向けて、精い

っぱい努力しているところでございます。また、

同時に、事業の着実な進捗に向けては、人材の全

体調整や業務の効率化といった中長期的な視点で

のアプローチをしていく必要もあると考えており

ます。

　まず、職員の確保につきましては、今年度、民

間志望の学生も受験しやすい試験枠を設けるな

ど、試験制度等を大幅に見直しました。また、若

手職員をリクルーターとした大学、高校へのリク

ルート活動や採用内定後の辞退を防ぐためのフォ

ロー体制も整えております。

　このような取組もございまして、今年度の職員

採用試験については、現時点で、昨年度の15人よ

りも多い22人を確保できる見込みとなっておりま

すが、今年度の採用目標の28人には達しておりま

せん。さらなる努力、取組が必要と考えておりま

す。

　また、職員の採用に加え、60歳を超えた職員に

対して、引き続き県で力を発揮していただけるよ

う、働きかけも実施してまいります。

　一方、マンパワーの不足に対する中長期的な取

組については、土木部全体で業務の調整や効率化

に取り組んでおります。

　例えば、災害対応に備えた市町村支援のための

技術職員の増員を行い、その活用を始めておりま

す。さらに、土木職の代わりに建築職の職員を充

てるなど、業務分担を調整しております。

　また、工事設計の業務委託に加え、ドローンを

活用した撮影や測量、モバイル端末を使用した遠

隔臨場やＡＩ道路パトロールなど、新たな技術の

導入による業務の効率化の検討も進めておりま

す。

　全国的な人材獲得競争が生じている中、十分な

人材を獲得していくためには、たゆまぬ努力が必

要と認識しています。

　県としては、緊迫感を持ち、手を緩めることな

く、あらゆる手法、工夫を用いながら、職員採用

を確実に進めてまいりたいと。新たな課題に対応

していくための職員を適切に配置してまいりま

す。

　　〔髙木健次君登壇〕

○髙木健次君　答弁ありがとうございました。

　あらゆる手法、工夫を用いながら職員採用を着

実に進めていくという答弁をいただきました。県

も大分苦労されながら取り組んでいるんだなとい

うことが分かります。

　ちょっと調べたんですけれども、熊本県は、総

合土木職で、一般土木と農業土木とを一緒に採用

やって、そこで交互に職場をやっているというこ

とでありますけれども、その辺も、もうちょっと

何か工夫する余地があるのかなというふうにも考

えます。

　採用して、やっぱりちょっと自分が一生懸命き

たところに配属されないと、非常に違うのかなと

いう感じがするんじゃないのかなというふうに

思っておりますので、その辺も一考していただけ

ればありがたいなというふうにも思っておりま

す。その辺をちょっとお願いして、次の質問に入

りたいと思います。

　有事を想定した国民保護に関する県の取組につ

いてお尋ねします。
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　昨年12月、国民保護事案等の有事を想定した県

の体制について質問させていただきました。

　当時、ロシアのウクライナ侵攻のニュース、連

日報じられていましたが、１年たった今も厳しい

戦闘が続き、今なお多くの住民が犠牲となり、エ

ネルギーや食料など、経済情勢に大きな影響が出

ています。

　また、中東地域でも紛争が起こり、一般市民に

多くの犠牲が出ている現地の様子が連日伝えら

れ、子供たちが恐怖におびえた日々を過ごし、犠

牲となっている惨状を目の当たりにして、心を痛

めております。

　このような中、我が国周辺も決して安心という

ことはなく、安全保障を脅かす事態が発生してお

ります。

　11月21日の夜には、北朝鮮が弾道ミサイルを発

射し、沖縄県で全国瞬時警報システム、いわゆる

Ｊアラートが発令されました。

　さらに、台湾周辺では、中国による軍事演習な

どの動きも引き続き活発で、我が国を取り巻く環

境は、非常に一段と緊迫しております。

　Ｊアラートが発令されたとき、沖縄県での報道

やＳＮＳでの住民の反応を見ていると、どのよう

に行動してよいのか分からない、どうせ落ちてこ

ないといった意見が多く見られましたが、これ

は、本県においても同じ状況ではないかと思いま

す。

　また、国では、台湾有事を想定し、沖縄県の離

島住民を九州各県に避難させる計画の策定を求め

ており、10月17日に松野官房長官が来熊された

際、知事に対して、有事における他県からの避難

住民の受入れについて、検討や準備を進めるよう

に要請されています。

　そこで、２点質問です。

　１点目は、ミサイル攻撃などから県民の安全を

確保するための県の具体的な取組について、２点

目は、国から要請のあった有事における沖縄県か

らの住民避難受入れの検討について、以上、知事

公室長にお尋ねします。

　　〔知事公室長内田清之君登壇〕

○知事公室長(内田清之君)　まず、１点目のミサ

イル攻撃などから県民の安全を確保するための取

組についてお答えいたします。

　県では、住民避難を迅速に行うため、本年８月

に、水俣市で、地域住民の皆さんや地元警察、消

防団等の約200人によるミサイル攻撃を想定した

避難訓練を実施いたしました。訓練では、実際に

防災行政無線でＪアラート放送を行い、住民の皆

さんには緊急一時避難施設である水俣市文化会館

に避難していただきました。

　同様の訓練は、来年２月に熊本市で、また、令

和６年度も複数の自治体で予定をしており、今後

も、市町村や関係機関と連携して、訓練を実施し

てまいります。

　さらに、今年度、県民の皆様に有事の際の取る

べき行動を理解していただくための啓発動画を制

作しております。この動画は、県のホームページ

やＳＮＳ等での発信、防災センターでの展示を年

内にも始めることといたしており、今後の避難方

法の普及に活用してまいります。

　あわせて、避難先となる緊急一時避難施設の指

定も進めておりまして、昨年11月末時点での871

か所から、本年11月末現在では、1,053か所とな

っております。

　次に、２点目の国から要請のあった有事におけ

る他県からの避難住民の受入れについてお答えい

たします。

　去る10月17日に、松野内閣官房長官から、九州

地方知事会の会長である蒲島知事に対し、万が一

の有事を想定し、九州各県には、沖縄県の先島諸
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島などからの避難住民の受入れの検討、準備を進

めてほしいとの要請がございました。

　蒲島知事からは、県民かどうかを問わず、国民

の安全を確保することは行政の責務であり、国や

九州各県と連携を密にして取り組んでいくとの発

言があり、10月25日の九州地方知事会議におい

て、各県知事に対し、国から要請があったことを

お伝えしたところです。

　本県では、来年１月に、国や鹿児島県と共同で

実施する国民保護訓練において、鹿児島県の離島

から約600人の住民を本県に受け入れる想定で、

移動手段や避難先の調整などの図上訓練を実施す

ることといたしております。

　この訓練の成果については、今後の避難受入れ

の検討に生かしてまいります。

　本県としては、九州各県とも連携し、有事を想

定した国民保護に関して、しっかりと取組を進め

てまいります。

　　〔髙木健次君登壇〕

○髙木健次君　今答弁をいただきました。

　大変この問題については、本当に危惧される状

況になってきております。いつ何どき日本にミサ

イルが落ちてきてもおかしくないというような状

況で、ウクライナやイスラエルのほうの戦争を見

ていると、子供たちが巻き込まれて本当に悲しい

思いがいっぱいいたします。そういうことのない

ように、ふだんからやっぱり日本も安心をしてお

るばかりじゃできないと思うんですね。ですか

ら、その辺はしっかりこれから取り組んでいって

いただきたいというふうに思っております。

　最後に、妊娠時から子育て期までの切れ目のな

い支援体制の構築についてお尋ねします。

　令和４年の全国の出生数は、前年比5.1％減の

77万747人です。統計開始以来、初の80万人割れ

となり、本県においても、令和４年の出生数は、

１万1,875人と、20年前と比較すると約30％減少

し、少子化傾向に歯止めがかからない状況が続い

ております。

　出産、育児をめぐっては、核家族化などで周囲

に頼れない母親が多いこと、出産の高齢化が進

み、体調の回復に時間がかかる母親が多いと言わ

れており、令和３年の厚生労働省の調査による

と、10人に１人の母親に産後うつの疑いがあると

言われております。

　私は、今般、県が実施した「こどもまんなか熊

本」の実現に向けた県民アンケートの結果でも、

子育てのイメージとして、精神的負担があると答

えた人が35.2％、理想の子供の人数より実際に産

み育てる予定の子供の数が少ない理由について、

これ以上育児の心理的負担に耐えられないと答え

た人が11.2％、大変子育てについて負担感を感じ

ている現状が読み取れます。

　特に、妊娠から出産後は、慣れない育児に大き

な不安を抱える時期です。様々な関係者が、親子

の健康に配慮しながら継続して寄り添い、出産前

後の生活をしっかりと支えていくことが、ひいて

は少子化対策につながっていくと強く思うところ

です。

　そこで、こどもまんなか熊本の実現を目指した

妊娠時から子育て期までの切れ目のない支援体制

の構築に向けた県の取組について、健康福祉部長

にお尋ねします。

○議長(渕上陽一君)　健康福祉部長沼川敦彦君。

――残り時間が少なくなりましたので、答弁を簡

潔にお願いします。

　　〔健康福祉部長沼川敦彦君登壇〕

○健康福祉部長(沼川敦彦君)　県では、妊娠、出

産から子育て期にわたる切れ目のない支援体制構

築は非常に重要と認識し、市町村において、きめ

細かな相談と個々の課題解決のための支援を一体
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として行うこども家庭センターの設置に向けた支

援を実施しています。

　また、伴走型の相談支援で把握した妊産婦を産

後ケア事業等に速やかにつなげることなど、市町

村におけるさらなる体制強化に向けた支援を行っ

ております。

　今後も、県、市町村が一体となり、県内全ての

地域で、妊産婦や子供の生活全般に寄り添った支

援ができるよう、積極的に取り組んでまいりま

す。

　　〔髙木健次君登壇〕

○髙木健次君　いやあ、健康福祉部長、さすがに

さえてますよね。

　今日は、先ほど冒頭に申し上げましたとおり、

ちょっと欲張り過ぎちゃって、項目が多くなりま

したけれども、みんな、やっぱりどの項目もやり

たいんですね。どんどんどんどん５項目が、８項

目とか10項目に増えていきます。そういうこと

で、ただ、私意は伝わったかというふうに思って

おります。

　今の熊本県は、ＴＳＭＣの進出で、本当に、昨

日も前川会長のほうからありましたとおり、全国

から注目されているという状況です。そういう中

だからこそ、しっかりと本県が、よその先頭に立

って、すばらしい県政運営ができるように頑張っ

ていってほしいなということで思っております。

　私たちも、この県議会、一緒になって、これか

らの熊本県の問題、課題に一生懸命取り組んで邁

進をしたいというふうに思っておりますので、私

も随分と年を取りましたけれども、どうぞ皆さん

方、かわいがっていただくように最後にお願い申

し上げ、私の一般質問の最後までの傍聴に対しま

して心からお礼を申し上げ、終了させていただき

たいと思います。

　本日は、本当にありがとうございました。(拍

手)

○議長(渕上陽一君)　以上で本日の一般質問は終

了いたしました。

　明８日は、午前10時から会議を開きます。

　日程は、議席に配付の議事日程第４号のとおり

といたします。

　本日は、これをもって散会いたします。

　　午後２時10分散会





第 ４ 号 

（12月８日）
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令和５年12月８日(金曜日)

　　 ―――――――――――――――――

　　　議事日程　第４号

　　令和５年12月８日(金曜日)午前10時開議

　第１　一般質問(議案に対する質疑並びに県の

　　一般事務について)

　　 ―――――――――――――――――

本日の会議に付した事件

　日程第１　一般質問(議案に対する質疑並びに

　　県の一般事務について)

　　　　 ――――――――――――

出席議員氏名(48人)

　　　　　　　　　　　　星　野　愛　斗　君

　　　　　　　　　　　　髙　井　千　歳　さん

　　　　　　　　　　　　住　永　栄一郎　君

　　　　　　　　　　　　亀　田　英　雄　君

　　　　　　　　　　　　幸　村　香代子　君

　　　　　　　　　　　　杉　嶌　ミ　カ　さん

　　　　　　　　　　　　立　山　大二朗　君

　　　　　　　　　　　　斎　藤　陽　子　さん

　　　　　　　　　　　　堤　　　泰　之　君

　　　　　　　　　　　　南　部　隼　平　君

　　　　　　　　　　　　本　田　雄　三　君

　　　　　　　　　　　　岩　田　智　子　君

　　　　　　　　　　　　前　田　敬　介　君

　　　　　　　　　　　　坂　梨　剛　昭　君

　　　　　　　　　　　　荒　川　知　章　君

　　　　　　　　　　　　城　戸　　　淳　君

　　　　　　　　　　　　西　村　尚　武　君

　　　　　　　　　　　　池　永　幸　生　君

　　　　　　　　　　　　竹　﨑　和　虎　君

　　　　　　　　　　　　吉　田　孝　平　君

　　　　　　　　　　　　中　村　亮　彦　君

　　　　　　　　　　　　髙　島　和　男　君

　　　　　　　　　　　　末　松　直　洋　君

　　　　　　　　　　　　前　田　憲　秀　君

　　　　　　　　　　　　松　村　秀　逸　君

　　　　　　　　　　　　岩　本　浩　治　君

　　　　　　　　　　　　西　山　宗　孝　君

　　　　　　　　　　　　河　津　修　司　君

　　　　　　　　　　　　楠　本　千　秋　君

　　　　　　　　　　　　橋　口　海　平　君

　　　　　　　　　　　　緒　方　勇　二　君

　　　　　　　　　　　　増　永　慎一郎　君

　　　　　　　　　　　　髙　木　健　次　君

　　　　　　　　　　　　髙　野　洋　介　君

　　　　　　　　　　　　内　野　幸　喜　君

　　　　　　　　　　　　山　口　　　裕　君

　　　　　　　　　　　　岩　中　伸　司　君

　　　　　　　　　　　　城　下　広　作　君

　　　　　　　　　　　　西　　　聖　一　君

　　　　　　　　　　　　鎌　田　　　聡　君

　　　　　　　　　　　　渕　上　陽　一　君

　　　　　　　　　　　　坂　田　孝　志　君

　　　　　　　　　　　　溝　口　幸　治　君

　　　　　　　　　　　　池　田　和　貴　君

　　　　　　　　　　　　吉　永　和　世　君

　　　　　　　　　　　　松　田　三　郎　君

　　　　　　　　　　　　藤　川　隆　夫　君

　　　　　　　　　　　　岩　下　栄　一　君

欠席議員氏名(１人)

　　　　　　　　　　　　前　川　　　收　君

　　 ―――――――――――――――――

説明のため出席した者の職氏名
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　　　　　　知　　　　事　蒲　島　郁　夫　君

　　　　　　副 知 事　田　嶋　　　徹　君

　　　　　　副 知 事　木　村　　　敬　君

　　　　　　知事公室長　内　田　清　之　君

　　　　　　総 務 部 長　平　井　宏　英　君

　　　　　　企画振興部長　富　永　隼　行　君

　　　　　　理　　　　事　小金丸　　　健　君

　　　　　 企画振興部

　　　　　 球磨川流域　府　高　　　隆　君

　　　　　 復興局長

　　　　　 健康福祉部長　沼　川　敦　彦　君

　　　　　 環境生活部長　小　原　雅　之　君

　　　　　 商工労働部長　三　輪　孝　之　君

　　　　　 観光戦略部長　原　山　明　博　君

　　　　　 農林水産部長　千　田　真　寿　君

　　　　　 土木部長　亀　崎　直　隆　君

　　　　　 会計管理者　野　尾　晴一朗　君

　　　　　 企業局長　竹　田　尚　史　君

　　　　　 病院事業

　　　　　　警察本部長　宮　内　彰　久　君

　　　　　　　　　　　　西　尾　浩　明　君

　　　　　　監 査 委 員　藤　井　一　恵　君

　　 ―――――――――――――――――

事務局職員出席者

　　　　　　事 務 局 長　波　村　多　門

　　　　　　　　　　　　村　田　竜　二

　　　　　　議 事 課 長　富　田　博　英

　　　　　　　　　　　　濱　田　浩　史

　　　　 ――――――――――――

　　午前10時開議

○議長(渕上陽一君)　これより本日の会議を開き

ます。

　　　　 ――――――――――――

　日程第１　一般質問

○議長(渕上陽一君)　日程に従いまして、日程第

１、昨日に引き続き一般質問を行います。

　岩本浩治君。

　　〔岩本浩治君登壇〕(拍手）

○岩本浩治君　皆さん、おはようございます。こ

の演壇、今日で９回目でございます。この演壇に

上がるたびに緊張しております。私の姿、顔、ず

うずうしく見えると思いますが、本来は小心者で

あります。

　私、９回数えますと、28年２月から令和２年ま

で、ずっと２月のあの寒い中でさせていただきま

した。ようやく、冬に入る前が、令和２年の11月

から令和３年の11月まで、そしてまた、あの阿蘇

の寒い令和２年でございました。そういう中で、

今回、この12月の定例会で質問させていただきま

す。

　ただ、６日、知事が５選不出馬をされました。

非常に私は残念でありますが、知事が言われてい

る逆境の中にこそ夢がある、不可能を可能にす

る。私は、この言葉は大変好きで、人生の重きと

深さを感じる言葉だと思っております。

　私は、従来、私の座右の銘とかありません。た

だ、この知事の言葉を、私は、あと残り10年か20

年生きているかどうか分かりませんが、その残り

を私の座右にさせていただければと知事にお願い

をしたいと思います。よろしいでしょうか。――

知事がよろしいということでございましたので、

私、生きている10年か20年、分かりませんが、座

右の銘にさせていただきます。そして、知事の代

わりに、演壇に立つたびに言わせてもらいます。

逆境の中にこそ夢がある、不可能を可能にすると

いうことで、次回から言わせていただきます。

　それでは、通告によりまして、質問をさせてい

ただきたいと思います。

　まず、阿蘇の世界文化遺産暫定一覧表入りに向

けた取組についてでございます。

病 院 事 業
管 理 者

人事委員会
事 務 局 長

事務局次長
兼総務課長

審 議 員 兼
議事課長補佐

人事委員会
事 務 局 長

病 院 事 業
管 理 者

人事委員会
事 務 局 長
病 院 事 業
管 理 者

　　　　　　　　　　　　府　高　　　隆　君

　　　　　　健康福祉部長　沼　川　敦　彦　君

　　　　　　環境生活部長　小　原　雅　之　君

　　　　　　商工労働部長　三　輪　孝　之　君

　　　　　　観光戦略部長　原　山　明　博　君

　　　　　　農林水産部長　千　田　真　寿　君

　　　　　　土 木 部 長　亀　崎　直　隆　君

　　　　　　会計管理者　野　尾　晴一朗　君

　　　　　　企 業 局 長　竹　田　尚　史　君

　　　　　　　　　　　　竹　内　信　義　君

　　　　　　教 育 長　白　石　伸　一　君

病 院 事 業
管 理 者

企画振興部
球磨川流域
復 興 局 長
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　令和３年３月30日、国の文化審議会から文部科

学大臣に対し、世界遺産暫定一覧表の見直しを含

めて答申がされました。

　そのため、令和３年度を重要局面と捉え、年度

当初に、県と阿蘇郡市各市町村で構成する阿蘇世

界文化遺産登録推進協議会は、文部科学省及び文

化庁を訪れ、阿蘇の世界遺産暫定一覧表の記載に

関する要望活動を行いました。

　世界遺産として登録されるためには、まずは国

が、将来世界遺産登録の推薦を予定する資産を世

界遺産暫定一覧表に記載し、世界遺産委員会に提

出する必要があります。その暫定一覧表に掲載さ

れた資産の中から、国は、世界遺産委員会へ世界

遺産登録への推薦を行うこととなります。推薦後

には、世界遺産委員会の諮問機関であるイコモス

が調査及び評価を行い、その勧告を受け、世界遺

産委員会において記載の決定が必要です。

　そのため、阿蘇においても、これまでに様々な

取組が続けられております。

　まず、世界遺産登録のために必要な顕著な普遍

的価値については、平成30年に、阿蘇世界文化遺

産学術委員会を設置し、議論されており、令和２

年に、阿蘇巨大カルデラを利用した文化的景観と

して、また、改定版を令和４年に、｢阿蘇カルデ

ラ－草地とともに生きてきたカルデラ農業景観」

として、暫定一覧表追加資産に係る提案書を文化

庁に提出しました。

　また、平成30年には、様々な分野の関係機関、

団体が連携しながら、阿蘇の世界遺産登録の実現

に寄与することを目的として、阿蘇世界文化遺産

登録推進九州会議が設立されました。九州の経済

界が連携し、阿蘇の世界文化遺産登録に向けて応

援されております。

　昨年10月には、阿蘇において、国際ワーキング

グループ及びシンポジウムを開催し、阿蘇にお招

きしたイクロム事務局長特別顧問のガミニ・ウジ

ェスリヤ氏とイコモス総会2023科学シンポジウム

オーストラリア共同議長のスティーブ・ブラウン

氏からは、阿蘇は人と自然の共生に価値があり、

世界文化遺産にふさわしいとの評価をいただきま

した。あわせて、お二人の海外有識者と阿蘇世界

文化遺産学術委員会の委員から、阿蘇のカルデラ

全体に価値がある、阿蘇カルデラ全域を資産範囲

とするべきとの御意見があり、その評価は、極め

て良好なものでした。

　その評価を踏まえ、本年３月23日、阿蘇世界文

化遺産登録推進協議会は、文部科学大臣と文化庁

長官に対し、阿蘇の暫定一覧表への早期記載を求

める要望書を提出しました。

　さらに、本年８月20日には、阿蘇の価値の情報

発信や登録の機運醸成を図る第３回阿蘇世界文化

遺産登録推進東京シンポジウムが開催され、登壇

された有識者の方々からは、世界文化遺産登録に

向け、阿蘇の野焼きや放牧、採草などの長年にわ

たる人々の営みにより形成された文化的景観を、

人類共通の資
た か ら

産として、適切に保全し、未来へ引

き継いでいけるように国内外へ情報発信していく

べきだとの提言がありました。

　このほかにも、様々な取組が行われておりま

す。それにもかかわらず、平成20年に暫定一覧表

候補としてカテゴリーⅠａに位置づけられて、今

年で15年になります。

　知事は、自分の任期中に阿蘇の暫定一覧表への

記載を実現させたいとの念願を持っておられると

お聞きしております。

　また、これまで開催されたシンポジウムで高い

評価をいただいていると思いますが、阿蘇は、い

まだ暫定一覧表入りが実現していない状況であり

ます。暫定一覧表に記載されることで、今後の阿

蘇の世界文化遺産登録推進に向けた取組も格段に
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加速すると思います。

　そこで、カテゴリー入りから15年の節目として

質問します。

　阿蘇世界文化遺産登録のために、まずは暫定一

覧表入り実現に向けて、最近の取組はどうなって

いるのか。また、今後どのように取り組んでいく

のでしょうか。そして、暫定一覧表入りの展望に

ついて、企画振興部長にお尋ねします。

　　〔企画振興部長富永隼行君登壇〕

○企画振興部長(富永隼行君)　活火山を有する広

大な火山カルデラにおいて、1,000年以上にわた

る地域の方々の営みにより形成され、守られてき

た阿蘇の景観は、人類全体にとって重要な世界的

な価値を有しています。この阿蘇の価値を将来に

わたり引き継いでいくため、阿蘇の世界文化遺産

登録を目指し、現在様々な活動を行っています。

　まず、最近の取組についてお答えします。

　本年３月、知事が、阿蘇郡市の全市町村長の皆

様とともに、文部科学大臣及び文化庁長官に対

し、阿蘇の早期の暫定一覧表記載について要望活

動を行いました。その際、文部科学大臣から、世

界に向けて説明できる世界文化遺産としての価値

の整理と資産候補地の法的保護を引き続き進めて

いただきたいとの御発言がありました。

　現在、御発言を受けて、県と阿蘇郡市の市町村

で、大学教授等で構成する阿蘇世界文化遺産学術

委員会に諮りながら、将来世界遺産委員会へお示

しする阿蘇の顕著な普遍的価値について、さらな

る整理を行っています。また、資産候補地の法的

保護についても、世界文化遺産に登録されるため

には必要となるため、暫定一覧表記載後も見据

え、文化財保護法に基づく選定手続を着実に進め

ています。

　文化財保護法に基づく選定手続については、阿

蘇の景観を維持してこられた地域の方々に対し

て、丁寧に説明を行い、御理解をいただく必要が

あります。

　阿蘇の資産候補地は広大でありますが、議員御

指摘のとおり、暫定一覧表への記載により、阿蘇

地域の機運醸成や行政の体制強化につなげ、文化

財保護法に基づく選定手続の期間短縮を図りたい

と考えています。そのためには、阿蘇が早期に暫

定一覧表に記載されることが必須です。

　暫定一覧表入りの展望についてですが、一覧表

の見直しは、国の文化審議会において、非公開で

審議されるため、審議の状況や今後の見通しにつ

いては承知しておりません。

　今後の取組についてお答えをいたします。

　県としては、暫定一覧表入りの早期実現に向

け、引き続き、文部科学省に対し、阿蘇郡市の市

町村と連携し要望活動を行うとともに、暫定一覧

表見直しの時期にかかわらず、価値のさらなる整

理、資産候補地の法的保護、また、世界中の誰も

が、阿蘇はまだ世界文化遺産ではないのかと感じ

ていただくための国内外への発信など、今やるべ

きことに全力で取り組んでまいります。

　　〔岩本浩治君登壇〕

○岩本浩治君　企画振興部長から答弁いただきま

した。

　暫定一覧を目指して15年かかっておるわけで

す。あとどのくらいかかるんだろうというような

感じがしておるわけでございます。

　ただ、阿蘇の世界文化遺産登録に向けては、蒲

島知事をはじめとして、県庁職員の皆さん一丸と

なって取り組んでいただいていることには深く感

謝をいたす次第でございます。

　質問で述べましたように、阿蘇でもシンポジウ

ムがありました。そのときに、専門委員、有識者

の皆さん方は、阿蘇のすばらしさを言われるんで

す。普通、すばらしさを言われたら、即決まると
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私は思っておったのですが、これがなかなかやお

いかぬ。15年かかって、あと今から何年かかるん

だろうという感じがしてなりません。

　ただ、私が――今まで３回ほど阿蘇でありまし

た。そして、東京でありました。それに出席させ

ていただいておりますが、阿蘇郡市の首長さん

は、皆さん参加されております。ただ、残念なが

ら、阿蘇郡市の市町村議員さんの姿があまり見受

けられないわけです。やはり、阿蘇郡市の住民の

方々が、世界文化遺産になることの大切な部分

を、まだ深く御理解されていないのではないかと

思っておるところでございます。

　ぜひ、この市町村の首長さんだけでなく、あら

ゆるシンポジウム開催のときには、市町村議員も

出席していただいて、阿蘇郡市民の方々に世界文

化遺産のすばらしいことを説明していただかなけ

ればならないのではないかと思っておるわけでご

ざいます。

　阿蘇で、また機会があれば、大いにシンポジウ

ムを開いていただき、県は、どうぞ、文化庁、文

部科学省に、答弁ありましたように、大いに働き

かけていただきたい、そういうふうに感じる次第

でございます。

　次に、データを活用した住民サービスの向上に

ついて質問をさせていただきます。

　先月の11月14日から16日にかけて、地域活力創

生特別委員会の県外視察に私も参加し、デジタ

ル、ＤＸや移住、定住等に関する取組について、

それぞれの現場を見て、お話をお伺いしました。

　その中で、ＤＸに関連し、千葉県柏市にある柏

の葉スマートシティを訪問しました。この地域で

は、民間事業者が柏市と連携し、健康や環境など

の社会課題にデジタルを活用して解決するという

先進的な取組が進められておりました。

　現場の担当者の方から詳しい説明を受けた後、

実際にデジタル技術を体験しました。自分の手の

ひらをセンサーに乗せるだけで、野菜の摂取量の

過不足を教えてくれるサービスや、カメラの前を

歩くだけで、歩行姿勢の改善点を指摘してくれる

サービスなどを私も実際に体験し、その場ですぐ

に自分の健康状態を把握できることに驚きを感じ

たところです。

　また、柏の葉地域は、約２万人がお住まいです

が、このうち約3,000人が登録され、日々の食事

や運動などの健康データや健康診断で計測される

血圧などの検診データを蓄積しているとのことで

した。これらのデータは、自分のスマートフォン

で確認できるだけではなく、データ分析のサービ

スを利用することで、将来病気になる可能性も分

かるとのことでした。

　データやデジタルというと、何か難しくて使い

にくいものだと思っていました。実際に説明を受

けながら使ってみると、意外に簡単で、便利で、

役に立つものだと私も非常に感じたところでござ

います。

　熊本県でも少子高齢化が進み、高齢者をはじめ

住民の皆さんの健康づくり、生活習慣の改善は大

きな課題です。

　特に、住民に身近な市町村において、データの

活用をさらに進めながら、住民の健康の維持、将

来の疾病リスクの低減などに取り組む意義がある

のではないかと感じました。

　また、健康づくりだけではなく、もっといろい

ろな分野で生活を便利にする活用方法があると思

います。

　私が携わっております福祉や介護に関して考え

てみますと、例えば、ある施設のショートステイ

を利用しようとしても、希望日に空きがないとい

うときに、スマートフォンで他の施設の利用予定

の情報が瞬時に確認できれば、空きのある他の施
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設の利用も容易になります。そういうことが、も

っとダイナミックにいろんな福祉サービスの情報

を連携させて利用できるとなると、その時々の事

情、ニーズに最も適したサービスの選択や組合せ

がしやすくなりますし、サービスの提供側も調整

がしやすくなるのではないでしょうか。

　もちろん、福祉サービスや介護保険サービスの

制度的な取扱いや施設ごとの契約締結の問題な

ど、現在の仕組みをどうするかという課題もある

と思いますが、相談支援専門員やケアマネジャー

の仕事などもより円滑になると思いますし、ほか

にも、子育て、教育など、多くの市町村が直面し

ている共通の課題や私の地元阿蘇地域の主要な産

業である観光など、様々な分野でもデータの活用

が重要であり、有効ではないかと思います。

　そのため、さらに柏市のような全国の先行事例

も参考にしながら、住民に身近な市町村におい

て、データやデジタル技術を活用した住民サービ

スの向上に取り組む必要があると思いますし、県

として今後どのように取り組んでいくのか、デジ

タル戦略担当理事にお尋ねします。

　　〔理事小金丸健君登壇〕

○理事(小金丸健君)　地域が抱える様々な課題を

解決し、住民の利便性向上につなげるためには、

官民データを活用したデジタル化、ＤＸの推進が

重要です。

　県内の市町村においても、健康、観光、防災な

どの分野で、データを活用した住民サービス向上

の動きが出てきており、県としても、こうした動

きを支援し、加速化していく必要があると考えて

います。

　このため、県では、データの活用促進に向け

て、オープンデータの拡充やデータ連携基盤の構

築など、環境整備に取り組んでいるところです。

　データ連携基盤は、様々なデータを容易に連

携、活用する機能や役割を持ち、新たなサービス

の創出に不可欠なシステムとなります。

　今年度中にデータ連携基盤の構築を完了し、来

年度から、希望する13市町村と共同運用を開始す

る予定としております。

　共同運用することで、市町村の負担を軽減する

ことができ、広域的にデータを連携、活用するこ

とも可能となります。本県のような県と市町村に

よる大規模な共同運用は、全国でも早い取組で、

２例目となります。

　また、現在、県では、住民の健康状態など、個

人に関するデータを扱う基盤の構築に向けた検討

も進めており、市町村におけるデータを活用した

サービス向上の後押しをしたいと考えています。

　健康分野に限らず、介護など住民の生活をより

便利で快適なものとするために、デジタル技術と

データの活用は極めて有効です。

　今後とも、全国の先行事例を市町村と共有しな

がら、市町村における住民サービス向上の観点か

ら、県全体のＤＸ推進にしっかりと取り組んでま

いります。

　　〔岩本浩治君登壇〕

○岩本浩治君　デジタル戦略担当理事より答弁を

いただきました。

　私が携わっております障害者・高齢者施設でデ

ジタル、ＤＸを導入、利用することは、様々な面

で役立つ可能性があることを知りました。

　考えてみた場合に、健康管理とモニタリングセ

ンサーやモバイルアプリを利用して、入居者、利

用者の健康状態をリアルタイムでモニタリングす

ることができ、これにより、早期の問題や緊急事

態に素早く対応できるのではないかと、また、生

活支援と自立支援においては、スマートフォン、

テクノロジー、ＩＤ及びデバイスなど活用して、

施設内外の生活環境を改善でき、入居者や利用者
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の自立をサポートできると思います。

　ＤＸは、ニーズの収集、分析等を行い、福祉サ

ービスや住民サービスの提供を効果的かつ効率的

にし、利用者及び住民の生活を向上させるものと

思います。

　ぜひ、県においても、様々な分野でＤＸに取り

組まれることを要望します。よろしくお願いしま

す。

　次に、熊本地域の地下水形成と阿蘇地域の湧水

群について質問をいたします。

　阿蘇は、九州の水がめと言われ、筑後川など、

九州４県の主要６河川の源流域となっています

が、本日は、大津町、菊陽町を通り、熊本市へ流

れていく白川に関して質問をいたします。

　10月16日の新聞に「地下水涵養、事業者に促

す」の見出しで、県が地下水涵養指針を改正した

と出ていました。ＴＳＭＣなどの企業進出に伴う

地下水採取の増加に対応した措置のことです。そ

こには、指針の改正対象の市町村と重点地域が掲

載されていましたが、阿蘇地域は西原村のみで、

白川の水源地域である阿蘇市、高森町、南阿蘇は

含まれておりません。

　熊本県地下水保全条例第25条では、｢地下水の

採取に伴う障害が生じ､」または「生ずるおそれ

のある地域並びにこれらの地域と地下水理におい

て密接な関連を有すると認められる地域を指定地

域として指定する｡」とあります。さらに、25条

の２では、｢指定地域の中で、特に地下」｢水位が

低下している地域及びこの地域と地下水理におい

て密接な関連を有すると認められる地域を重点地

域として指定する｡」とあります。

　熊本地域としてくくられた熊本市及び周辺地域

は、水道水のほぼ100％を地下水に依存していま

すが、地下水採取許可制を導入した当時、平野部

でも台地部でも地下水位の長期的な低減傾向が観

察されていたため、重点地域に指定されておりま

す。

　この熊本地域は、水が浸透しやすい火砕流堆積

物の地層が２層に分かれ、その間に水を通しにく

い難透水層が存在するとされていますが、大津町

や菊陽町の白川中流域は、この難透水層が存在し

ないため、この地域の水田はざる田と呼ばれま

す。

　一般的な水田の水の浸透は、１日に１センチか

ら２センチ程度ですが、この地域は、１日に５セ

ンチから20センチも浸透する特性があります。

　この水をためにくいざる田で水稲作を可能にし

ているのが、白川から取水する井手と呼ばれる用

水路で、この地域には、主要６つのかんがい用の

堰があります。

　このかんがいに用いる白川の水流の源は、阿蘇

地域の湧水です。阿蘇谷では、外輪山や阿蘇五岳

の湧水が黒川に流れ込みます。南郷谷では、毎分

60トンの白川水源や南阿蘇湧水群が10か所で約

150トン、高森湧水トンネル公園では32トンの湧

水が白川に流れ込んでおり、黒川と白川は、下流

域に莫大なかんがい用水を供給しております。

　話は戻りますが、熊本市は、地下水低減傾向に

危機感を抱き、2004年から、さきのざる田を逆手

に取り、白川中流域の農業者等の協力を得て、転

作田の作付前後に水を張る湛水により、地下水を

涵養するという政策を実施しています。これは、

行政域を越えた事業として注目されました。しか

し、その水を供給している白川や黒川の水源があ

る阿蘇地域は、重点地域はおろか、指定地域にも

入っておりません。

　地下水涵養指針で地下水域を示した図を見ます

と、阿蘇の地下水域と熊本周辺の地下水域は分か

れていますが、水田涵養が大きな役割を持つ熊本

地域の地下水保全には白川の豊富な水流が不可欠
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であり、白川を介して密接な関連を持つと思いま

す。

　水源保全には、草原、牧野の管理や森林間伐、

刈り草管理が欠かせません。白川流域を主体にし

た土地改良区では、黒川・白川流域水土里ネット

連絡協議会を組織し、様々な活動を行っておりま

す。

　その一つに、根子岳山麓に地下水涵養を促すた

めの山林原野を阿蘇市から借り受けて保全活動を

行っています。熊本地域の地下水を守ることは、

すなわち白川を守ることと表裏一体であると思い

ます。

　以上を踏まえ、阿蘇地域が指定地域や重点地域

にならなかった理由をお尋ねします。

　また、阿蘇地域の地下水、湧水の保全の重要性

について、どのようにお考えでしょうか。環境生

活部長にお尋ねします。

　　〔環境生活部長小原雅之君登壇〕

○環境生活部長(小原雅之君)　まず、阿蘇地域が

指定地域や重点地域にならなかった理由について

お答えいたします。

　現在指定地域とされている熊本周辺地域、八代

地域、玉名・有明地域及び天草地域は、過去に、

地下水の水位低下や塩水化、地盤沈下など、地下

水の採取に伴う障害が生じ、または生ずるおそれ

があったため、指定を行ったものです。

　一方で、阿蘇地域については、地下水や湧水等

に恵まれ、指定地域の要件である地下水の採取に

伴う障害が確認されていません。また、議員御指

摘のとおり、白川を介して指定地域である熊本周

辺地域と密接な関連を持ちますが、地下水の水脈

において関連性が低いため、指定しておりませ

ん。

　なお、重点地域は、指定地域の中で特に揚水規

制が必要な地域であるため、指定地域に指定され

ていなければ、重点地域の指定の対象にもなりま

せん。

　次に、阿蘇地域の地下水、湧水の保全の重要性

に関する見解についてお答えいたします。

　白川水源や阿蘇神社周辺の水基などに代表され

る阿蘇地域の地下水、湧水については、地域の人

々の生活、文化の礎として、また、阿蘇の観光資

源としてかけがえのない地域の宝であり、次の世

代に引き継ぐ必要があります。

　また、阿蘇地域の湧水等を源とする白川の豊富

な水量は、白川中流域での農業や水田湛水事業を

支えており、熊本地域における地下水形成の重要

な役割も果たしていることから、本県の大切な財

産であると考えています。

　このような認識の下、県では、阿蘇地域におい

て、地下水の採取に伴う障害が生じていないか確

認するため、現在、阿蘇地域の地下水や湧水の状

況について、３か所の県の観測井戸で常時監視を

行うとともに、８か所の民間井戸や自噴井戸で毎

月観測を行っています。

　直近の観測データでは、地下水位や湧水に大き

な問題は確認されておりませんが、引き続き、長

期的な傾向を注視しながら、関係市町村とも連携

し、阿蘇地域の地下水の保全に向けて取り組んで

まいります。

　　〔岩本浩治君登壇〕

○岩本浩治君　阿蘇地域については、指定地域の

要件である地下水の採取を伴う障害が確認されて

いないこと、また、熊本地域の地下水とは、地下

水の水脈においては関連性が低いため、指定され

ていないとのことでした。しかし、阿蘇地域の地

下水、湧水が、白川を介しては密接な関連を有し

ているという御認識はいただいていると理解して

おります。

　質問でも述べましたが、阿蘇地域の地下水を育
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む水田涵養を支えているのは、紛れもなく、阿蘇

地域の地下水、湧水を源とする白川の豊富な流量

でございます。熊本地域の地下水形成に極めて重

要な役割を果たしていると思いますので、阿蘇の

地下水は、熊本県の宝として、未来永劫に守り継

いでいく県民共有の財産と考えます。

　十分にその御認識はお持ちであると思います

が、県としても、ぜひ、そのことを十二分に踏ま

えて、阿蘇地域の地下水、湧水の保全対策、監視

や観測のみならずに、森林や草原、農地の維持の

問題も含めて、しっかりと進めていただきたいと

思います。熊本地域の関係の皆さんからも御支

援、御協力を賜りますようお願いいたします。

　次に、ヤングケアラー支援対策についてでござ

います。

　ヤングケアラーについては、本県議会でも鎌田

議員が２度質問されていますが、今回改めて質問

をしたいと思います。

　全国では、複数の自治体でケアラー支援条例を

制定しています。また、国の2025年度からの第９

期介護保険事業(支援)計画の基本指針案において

も、充実する事項にヤングケアラーを含む家族介

護者支援の取組が重要であると記載されるなど、

ヤングケアラーに対する認識が高まっておりま

す。

　日本ケアラー連盟の定義では、ヤングケアラー

とは「家族にケアを要する人がいる場合に、大人

が担うようなケア責任を引き受け、家事や家族の

世話、介護、感情面のサポートなどを行ってい

る、18歳未満の子ども」とされております。

　この問題は、令和２年に、埼玉県が全国初のケ

アラー支援条例を制定し、その後、国が厚生労働

省と文部科学省のプロジェクトチームを立ち上

げ、全国調査の結果を公表するなど、大きく取り

上げられました。

　本県でも、令和３年度と令和４年度の２か年に

わたって、県内の学校及び子供本人を対象とし

て、熊本県におけるヤングケアラーの実態に関す

る調査を実施いたしました。

　令和３年度の調査対象は、学校については、小

学校は抽出で22校、中学校172校、高校85校で

す。子供本人については、中学校２年生で１万

6,562名、高校２年生で１万5,212名です。

　令和４年度の調査対象は、学校については、小

学校336校、子供本人については、小学６年生１

万6,461人、大学３年生5,756人です。

　具体的に、幾つかの事例を紹介します。

　令和４年度に実施した小学生の調査結果では、

世話をしている家族が「いる」と回答したのは

6.3％、世話の対象は「きょうだい」が主体で

79.3％でした。また、就学前から世話をしている

子供は20.4％、低学年のうちからが35％でした。

核家族化、共働き等、家族構成の変化などが要因

となり、幼いうちからケアの担い手になりやすい

と考えられます。

　我が国は、昔から家族の面倒は家族で見るもの

との倫理感が存在します。しかし、現代になって

殊さら問題になってきたのは、地域のつながりが

薄らぎ、各家庭の実態が見えにくくなってきたた

めと思われます。

　ヤングケアラーの問題としては、学業や社会的

つながり、心理面、健康面に与える影響は大き

く、日々の生活に影響が出ているとうかがえまし

た。

　また、本県の実態調査の結果から、学校現場に

おける家庭内問題への介入の難しさが浮き彫りに

なりました。学校によっては、教職員間での情報

共有や他機関との連携対応も確認されました。

　子供と日々接している教員が気づくことが支援

につながる第一歩であり、家庭内の状況を把握す
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るため、スクールソーシャルワーカーや行政の福

祉、子育て部門との連携が重要であると認識され

ました。

　さらに、令和３年度の調査結果では、県内の中

高生の2.8％が世話をしている家族が「いる」と

回答しており、その８割近くが誰にも相談したこ

とが「ない」と回答しております。

　県では、これらの調査結果を踏まえ、専門の相

談員を配置し、相談対応を始めております。

　私は、福祉、介護、医療、教育をはじめとする

関係機関が、ヤングケアラーについて認識を深

め、早期に存在に気づき、見守り、寄り添い、具

体的な支援につなぐことが必要ではないかと思っ

ております。

　そこで質問ですが、現在のヤングケアラーの相

談窓口の対応状況はどのようになっているのか、

また、今後、県は、ヤングケアラーの支援にどの

ように取り組んでいくのか、健康福祉部長にお尋

ねいたします。

　　〔健康福祉部長沼川敦彦君登壇〕

○健康福祉部長(沼川敦彦君)　ヤングケアラー

は、本来、大人が担うと想定されている家事や家

族の世話などを日常的に行っている子供のことで

す。子供としての時間が奪われ、健やかな育ちや

学業に大きな影響を受けるため、その支援は重要

な課題です。

　県が実施した実態調査において、県内にもヤン

グケアラーが一定数存在することが明らかになっ

たため、昨年７月には、子供たちをはじめ誰もが

気軽に相談できる専門の相談窓口を設置しまし

た。

　開設から先月末までの１年余りで、延べ211件

の相談があり、障害のある母親の世話をしている

子供や幼い兄弟の世話をしている子供など18人に

対して、関係機関等と連携し、見守りや福祉サー

ビスにつなぐといった対応を行っています。

　しかしながら、これらの相談は、ヤングケア

ラー本人からではなく、全て学校や近隣、知人な

どからなされたものです。

　これは、ヤングケアラーが家庭内の問題である

とともに、幼い頃から家族の世話などに当たって

いる環境を当たり前と認識していることが要因と

して考えられます。現に、実態調査においても、

誰にも相談をしたことがない子供の割合が高いと

いう結果も出ています。

　そのため、相談窓口に配置したコーディネータ

ーが自ら地域や学校を訪問するなど、ヤングケア

ラーを探し出し、直接相談につなげるアウトリー

チ型の取組を今年度から始めたところです。

　また、市町村や教育機関等と連携し、福祉や教

育関係者への研修会等を充実することにより、関

係者の理解促進や対応力の向上を図り、早期発

見、支援を行う体制を構築してまいります。

　さらに、当事者同士が悩みや経験を共有するこ

とができるよう、ピアサポーターを発掘、養成

し、サロンを開催するなど、ヤングケアラーに寄

り添った支援を行ってまいります。

　今後も引き続き、誰一人取り残さない社会の実

現に向け、関係機関と連携を図りながら、ヤング

ケアラーの支援にしっかりと取り組んでまいりま

す。

　　〔岩本浩治君登壇〕

○岩本浩治君　健康福祉部長から答弁いただきま

した。

　私は、表面化しにくいヤングケアラーの孤独、

孤立を防ぎ、継続した相談・支援体制を構築する

ことが大事ではないかと思っております。そのた

めには、やはり全国規模のシンポジウムを開催

し、地域ごとの当事者、支援者同士の相互交流を

促すことにより、ヤングケアラーの相互ネットワ
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ークの形成を図ることができるのではないかと考

えております。

　子供の中には、家庭状況を知られたくないと学

校や周囲に隠す子供もいたり、家族のケアをする

ことは当たり前と、問題と自覚していない可能性

も子供にはあります。

　また、福祉は申請主義で、なかなかヤングケア

ラーに支援が届きにくいという課題もあります。

ぜひ、ヤングケアラーコーディネーターがしっか

りと情報収集や実態把握し、適切な支援につなげ

るように取り組んでいただきたいと思います。

　福祉、医療、介護、教育などの関係機関が連携

を深め、社会福祉士や臨床心理士などの専門職の

対応力を強化していただき、ヤングケアラーに寄

り添って対応できるよう、研修を行うなどで人材

育成を行い、ヤングケアラーの支援体制の強化を

図っていただくことをお願いしまして、次の質問

に移らせていただきます。

　施設に入所中の障害者の地域移行支援体制の整

備についてでございます。

　障害者の権利に関する条約は、御承知のとお

り、障害者の人権、基本的自由の享有を確保し、

権利を実現するための措置等を定めた国際条約

で、我が国も、平成24年にこの条約を批准しまし

た。

　昨年、批准後初となる国連障害者権利委員会に

よる審査が行われ、日本は障害者の自立した生活

や地域社会への包容が不十分であるとして、障害

者が施設を出て、地域社会で自立して生活するた

めの支援の整備を強化すべきなどの勧告が出され

ました。これを受け、国においては、障害者の地

域生活への移行を進めるための制度の改正が進め

られております。

　地域移行の受皿として重要な役割を担うのは障

害者グループホームですが、まだまだ供給が追い

ついていないのが現状です。

　さらに、グループホームをめぐっては、今年10

月、東京にあるグループホームの運営会社が、利

用者から食材費を過大に徴収したり、虐待を行っ

ている疑いがあるとして、国や自治体による監査

を受けている問題で、国は、同会社による障害者

福祉サービス報酬の不正請求はないか確認するよ

う、関係自治体に通知を行ったとの報道がありま

した。

　県の担当課に確認したところ、本県には同会社

の進出はなく、他のグループホームにおいても問

題は発生していないと聞き、安心したところで

す。

　ここで本県の状況を見てみますと、令和４年度

末現在の障害者手帳所持者は12万人。身体障害者

が８万1,000人、知的障害者が２万2,000人、精神

障害者が２万1,000人で、県の人口の7.3％を占め

ております。

　そのうち、令和４年度末時点で、障害者支援施

設に入所されている方は2,760人で、前年度末と

比較すると43人の減となっています。一方、令和

４年度末時点で、グループホームの棟数は576棟

で、3,024人が入居されており、前年度末との比

較では、棟数は27棟の増、入居者数は163人の増

となっております。

　近年では、社会福祉法人以外の法人がグループ

ホームの運営に新規参入するケースも増えてお

り、徐々に整備が進んでおりますが、今後、量的

確保に加え、専門性の高いサービスの提供、すな

わち質の向上が必要になってくると考えます。

　先般、施設に入所されている知的障害者の親の

会の方々とお話しする機会がありました。

　障害者の中には、意思決定に支援が必要な方や

自立して日常生活、社会生活を送るのが困難な方

もおられます。親や家族が高齢化していく中、入



－ 102 －

令和５年12月定例会　熊本県議会会議録　第４号（12月８日）

所施設からグループホームや地域への移行が一律

に進められるのではないかと不安を感じる、親亡

き後も安心して暮らせるよう、地域生活実現のた

めの環境整備に力を入れてほしいといった声が多

く聞かれました。

　障害者が地域で安心して暮らしていくために

は、いつでも相談できる相談支援体制を構築する

ことが重要だと考えます。

　県においては、障害者総合支援法や条例、障が

い者プラン等に沿って、障害者の意思決定を尊重

し、望む地域で安心して暮らせるよう、相談支援

や必要な障害福祉サービスの安定供給に向けた体

制整備や人材育成等に取り組んでおられると聞い

ております。

　さきに述べた御家族の声にもありましたが、親

亡き後も見据えて、障害のある方もない方も共に

暮らせる地域社会の実現は、当事者やその家族を

含め、県民全体の願いです。

　そのためには、グループホーム等、地域におけ

る居住の場の量的・質的充実だけではなく、御本

人の選択や意思決定を支える相談支援事業の充実

や、障害者の重度化、高齢化にも対応できる支援

拠点の整備など、地域における包括的な支援体制

づくりを早急に進めていく必要があると考えま

す。

　そこで、施設に入所中の障害者の地域移行支援

体制の整備についてどのように進めていくのか、

健康福祉部長にお尋ねします。

　　〔健康福祉部長沼川敦彦君登壇〕

○健康福祉部長(沼川敦彦君)　本年８月に、障害

当事者、家族団体との意見交換を行っています

が、どの団体も地域移行の関心が高く、その支援

が非常に重要であると考えております。

　議員御指摘のとおり、グループホームは地域移

行に不可欠なサービスです。

　このため、まず、量的な充実に向けては、身近

な地域でグループホームの利用ができるよう、熊

本県障がい福祉計画に基づき、市町村と連携した

サービス提供体制の確保に取り組んでいます。

　具体的には、開設に当たっての補助事業を実施

してきており、最近では、障害者の重度化や高齢

化という状況に対応した日中、夜間も介護等を行

うグループホームや短期入所を併設したグループ

ホームも増加しているところです。

　次に、質的な充実に向けては、グループホーム

を運営する事業者に対する実地指導等において、

不適切な運営があった場合の是正指導や改善に向

けた助言を行うほか、管理者や従業者を対象とし

た研修等を実施し、サービスの質の向上を図って

おります。

　また、障害者総合支援法の改正により、来年度

から新たに、グループホームを出て一人暮らしを

希望する方への支援や退去した後の地域定着に関

する相談支援等が開始されます。

　さらに、障害者が地域で安心して生活するため

には、住まいの確保だけでなく、意思決定支援や

様々な困り事への相談支援、緊急時の対応など、

地域での支援体制の充実を図ることも重要です。

　そのため、地域における相談支援の中核を担う

基幹相談支援センターの整備や緊急時の対応を行

う地域生活支援拠点の機能強化について、市町村

や障害福祉サービス事業者、関係団体と連携しな

がら進めていく必要があると考えております。

　現在、くまもと障がい者プランの見直しやこれ

に基づく障がい福祉計画の策定を進めております

が、各計画においても地域移行支援対策を着実に

推進していくことを盛り込む予定です。

　今後も、医療や保健、就労等の関係機関と連携

しながら、県の取組の充実を図ることはもちろん

のこと、市町村による基幹相談支援センターの整
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備など、重層的な支援体制の構築やさらなる機能

拡充の取組を支援することにより、障害者が安心

して暮らすことができる共生社会の実現に努めて

まいります。

○議長(渕上陽一君)　岩本浩治君。――残り時間

が少なくなりました。発言を簡潔にお願いしま

す。

　　〔岩本浩治君登壇〕

○岩本浩治君　国連障害者権利委員会によります

と、障害者のグループホームも通過施設と位置づ

けようとしているという話を聞いております。

　私は、障害者グループホームを平成５年に開設

しました。当時、グループホームはありませんで

した。そういう制度はですね。そして、私が障害

者と接して、48年寝食を共にして、今現在、私が

経営している障害者グループホームは７か所あり

まして、55名の障害者が地域生活をしながら、そ

して自分で働きながら、日々の生活をしておるわ

けでございます。

　グループホームの利用者が、あくまでもグルー

プホームとして通過ということになりますと、福

祉部長答弁がありましたように、やはりアパート

を整備したり、そして何よりも障害者を理解でき

る全てのサポートがなければ駄目ではないかと思

っております。

　ぜひ、障害者が安心して生活できる地域在宅の

住まいの位置づけを障害者グループホームは堅持

していただきたいと思います。

　ぜひ、障害者グループホームで生活している障

害者のために、県のお力も十分に――この国連障

害者権利委員会に対して、また、国に対して要望

を述べていただきたいと思います。

　以上、私の質問の時間を終わります。

　最後まで清聴いただきまして、ありがとうござ

いました。(拍手）

○議長(渕上陽一君)　この際、５分間休憩しま

す。

　　午前11時１分休憩

　　　　 ――――――――――――

　　午前11時11分開議

○副議長(内野幸喜君)　休憩前に引き続き会議を

開きます。

　前田敬介君。

　　〔前田敬介君登壇〕(拍手）

○前田敬介君　皆様、おはようございます。荒尾

市選出・前田敬介でございます。本日５回目の質

問ですが、まだまだ緊張しております。しかしな

がら、一生懸命発言させていただきます。

　質問に入る前に、宣伝みたいな形で、実は、荒

尾市出身、バレーボール男子日本代表・宮浦健人

選手という方が、荒尾市出身でいます。御存じな

い方もいらっしゃるかもしれませんが、荒尾市出

身の荒尾市立八幡小学校、そして、鎮西高校を卒

業後、バレーボールアジアユース選手権、アンダ

ー19の日本代表のキャプテンとして選出され、そ

の大会で初めて金メダルを取られた選手でござい

ます。

　その後、Ｖリーグ・ジェイテクトで結果を残し

てポーランドへ行き、現在では、フランス・リー

グＡ、パリ・バレーに在籍されております。

　６月に行われましたネーションズリーグでは、

1977年以来46年ぶりに銅メダルを取られまして、

海外のファンからは、スーパースターがまた１人

日本に現れたという声もありました。

　10月に開催されましたワールドカップでは、見

事パリ・オリンピックの出場を勝ち取られており

ます。またオリンピックで活躍されますことを願

いまして、そして、皆さんで、バレーボール日本

代表、荒尾市出身・宮浦健人選手の応援をよろし

くお願いします。
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　また、熊本県出身の世界で活躍する選手が熊本

県で見れるよう、一般質問初日から出ております

アリーナ建設、蒲島知事……(発言する者あり)

　それでは、発言通告に従い、５項目について一

般質問を行います。

　初めに、障害者への医療費支援についてお尋ね

いたします。

　障害者への医療費支援は、自己負担額を軽減す

る公費負担医療制度として、自立支援医療、指定

難病に係る医療、小児慢性特定疾病に係る医療な

どといった、法律に基づいて、医療費の自己負担

額の一部を国、県、市町村が公費で負担するもの

のほか、全国で実施されている重度心身障がい者

医療費助成事業というものがあります。

　重度心身障がい者医療費助成事業は、実施主体

が市町村で、市町村は、条例に基づき、重度心身

障害者の福祉の増進を図るために、対象者の医療

費助成を行います。県は、市町村が助成した経費

の２分の１以内を補助するという県単独事業で

す。

　受給対象者は、障害の程度が重度に区分される

身体障害者手帳１、２級、療育手帳Ａ１、Ａ２、

精神障害者保健福祉手帳１級の手帳所持者及び福

祉手当受給相当者となっています。

　この事業により、対象医療費の自己負担額と

しては、１医療機関等につき、入院の場合が月

2,040円、入院以外の場合が月1,020円となり、医

療保険給付後の自己負担額から自立支援医療等に

よる給付や高額療養費を控除した額との差額が市

町村から助成されることになります。

　この受給対象者は、障害の程度が重度に区分さ

れる人であり、１人で生活するのが困難で、家族

や施設の方に付き添われて通院する人や入院が長

期にわたる人も少なくありません。

　そこで、この重度心身障がい者医療費助成事業

における市町村から受給対象者への医療費助成の

支給方法について質問いたします。

　まず、支給方法については、償還払い方式と現

物給付方式があり、償還払い方式は、病院等で診

察、治療、投薬など受けた後、一旦病院窓口で医

療保険給付後の自己負担額の全額を支払って、さ

らに、役場の窓口へ領収書と併せて医療費助成の

請求書を提出し、後日、支払った費用の全額また

は一部を払い戻してもらう方法です。

　現物給付方式は、病院等で診察、治療、投薬な

どを受け、病院等での窓口支払いは、既定の軽減

された自己負担のみを支払い、医療費の請求は病

院等から役場に直接行い、病院等が支払いを受け

る方法です。

　償還払い方式について、県民の方から、現物給

付方式にならないのか、病院に本人を連れていっ

て、また、市役所へ行って申請しないといけな

い、お金は後から返ってくるけど、病院の窓口で

は一旦支払う必要があり、支払いが多いときは大

変だといった声がありました。

　市役所に現状を確認したところ、付添いの方が

高齢化してきて、病院に行ったり重心医療費助成

の請求に市役所に行ったりで大変という意見は市

民から寄せられている、現物給付方式にできたら

受給対象者のメリットは大きいと思う、しかし、

システム改修や新たな予算措置等のハードルがあ

り、市単独の取組では、現物給付方式への早期移

行はなかなか厳しいのが現状との反応がありまし

た。

　類似の県単独事業である乳幼児をはじめとした

子供への医療費支援を行う子ども医療費助成事業

では、県内のほとんどの市町村が現物給付方式を

導入しています。

　一方で、障害者への医療費支援である重度心身

障がい者医療費助成事業は、熊本市と天草市のみ
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が現物給付方式と償還払い方式の併用としてお

り、ほかの43市町村は償還払い方式のみの現状で

す。

　重度心身障がい者医療費助成事業での現物給付

方式の導入は、受給対象者及びその御家族の負担

軽減につながります。ぜひ、財政規模にかかわら

ず、県内全市町村が取り組めるよう、県が先頭に

立って推し進めていただきたいと考えます。

　そこで質問いたします。

　県は、現物給付方式の導入についてどのように

考えているのか、また、現物給付方式の導入市町

村が広がらない理由は何か、さらに、今後の取組

の方向性についてどのように考えているか、健康

福祉部長にお尋ねします。

　　〔健康福祉部長沼川敦彦君登壇〕

○健康福祉部長(沼川敦彦君)　重度心身障がい者

医療費助成事業は、市町村が実施主体となり、心

身に重度の障害のある方の医療費負担の軽減を図

ることを目的に実施しているもので、健康の保持

や生活の安定を確保する上で、非常に重要な事業

です。

　現在、県内の多くの市町村で償還払い方式を導

入しているところですが、議員御指摘のとおり、

現物給付方式は、障害者御本人やその御家族に

とって負担が少なく、利便性が高い方式です。

　一方、市町村にとっては、現物給付方式を導入

した場合、一般的に医療機関に受診する患者数が

増え、医療費の増加につながるとして、その波及

増分は、当該自治体が負担するものとされ、国に

おいて国民健康保険の国庫負担金の減額調整が行

われること、また、医療システムの導入や更新に

加え、国民健康保険団体連合会等へ審査や支払い

の事務委託により財政負担が増すことなどから、

導入が進んでおりません。

　そこで、県では、現物給付方式の導入を市町村

が少しでも進めやすくなるよう、これまでも、国

に対し、国民健康保険の国庫負担金が減額される

制度の撤廃を求めてきたところです。

　今後も、他県とも連携し、引き続き国に対する

制度撤廃の要望を行ってまいります。

　また、各市町村の課題や実情を丁寧に把握しな

がら、国民健康保険団体連合会等の関係団体に対

し、実情を把握するための調査を行い、システム

導入や事務委任しやすい環境づくりを進めること

で、障害者御本人やその御家族の負担軽減となる

現物給付方式の導入に向けた支援に取り組んでま

いります。

　　〔前田敬介君登壇〕

○前田敬介君　健康福祉部長より御答弁いただき

ました。

　県も、国に対し、国庫負担金減額解消等のた

め、取り組まれているということでした。そし

て、現物給付方式の導入に向けた支援に取り組ん

でまいると、前向きな御答弁と受け取らせていた

だきます。

　市町村が負担なく取り組めるよう、県の最大の

バックアップ、何より、支援を受けていらっしゃ

る皆様のためにも、少しでも早く実施できるよ

う、よろしくお願いいたします。

　次に、ノリ養殖業の振興について質問いたしま

す。

　本県の海面養殖業生産量の約７割を占めるノリ

養殖ですが、温暖化による海水温の上昇により、

養殖に適した海水温の期間が短くなることで、養

殖ができる期間も短くなっています。

　また、イスラエルとハマスによる紛争やウクラ

イナ侵攻の影響などもあり、燃油や資材価格の高

騰に伴い生産経費が増加するなど、ノリ養殖業を

取り巻く環境は毎年厳しくなっています。

　そのような中、全国的に漁業就業者の減少が進
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んでおり、本県においても例外ではなく、平成30

年時点での漁業就業者数は5,392人で、昭和63年

の１万7,467人から、この30年間で31％まで減少

しており、高齢化が進む地域の現状を鑑みると、

今後さらに漁業就業者の減少が懸念されます。

　ノリ養殖において、この漁業就業者の減少に少

しでも歯止めをかけるためには、漁業を取り巻く

環境の進化が求められてきているのではないかと

考えます。

　私の言う漁業を取り巻く環境の進化とは、養殖

にかかる手間を減らし、生産にかかるコストを下

げることで、継続的に漁業経営ができる環境を整

備することです。

　現状でも、後継者がおり、３世代、４世代、次

の世代につなげる漁業者は、進化に向けて、自身

で最新のノリ摘採船を導入したり、省エネ型の乾

燥機等に更新したりできていますが、後継者がい

ない漁業者やノリ養殖への新規参入者は、自身で

進化に必要なノリ摘採船や乾燥機などを導入、維

持していくことは、設備投資としては相当高いハ

ードルではないかと考えます。

　そのため、これから先、後継者がいない漁業者

が、可能な限り安心してノリ養殖を続けていく、

または新たな就業者確保につなげていくために

は、養殖や乾燥作業の分業によるシステム化が必

要となってきます。

　乾燥作業の分業化としては、ノリを共同で乾燥

するための施設を整備し、複数の漁業者で利用す

ることが挙げられます。

　例えば、熊本北部漁協では、全11経営体のうち

１経営体を除き、共同乾燥施設を利用されており

ます。その効果として、漁業者は、海上での養殖

作業に専念でき、将来の乾燥機の更新など、設備

投資への不安がないことから、後継者等の就業に

もつながっております。

　特に、新規就業となれば、養殖に必要な漁船や

資材の準備だけでよくなり、就業開始時の初期投

資を大きく抑えることができることから、国の長

期研修支援事業を活用しながら、独り立ちにつな

げていくことができます。

　そう考えると、養殖への新規漁業者を増やすた

めには、共同乾燥施設の整備が欠かせなくなって

いるのではないかと考えます。

　そこで、今後、ノリ養殖の漁業就業者の減少に

歯止めをかけ、発展させていくためには、どのよ

うに省力化やコスト削減といった進化に取り組

み、ノリ養殖を振興していくのか、農林水産部長

にお尋ねします。

　　〔農林水産部長千田真寿君登壇〕

○農林水産部長(千田真寿君)　本県のノリ養殖業

は、全国第４位の生産額を誇り、平成26年度から

９年連続で生産額が100億円を超えており、本県

水産業において主要な漁業です。

　ノリ養殖業の振興を図るため、県ではこれま

で、担い手の育成、確保や安定した養殖生産に向

けた様々な取組を進めてまいりました。

　まず、担い手の育成、確保では、漁業団体や関

係市町と連携した漁業研修開始前のマッチング研

修や就業時の漁船や漁具のリース制度の導入な

ど、就業希望者の掘り起こしから就業、定着ま

で、切れ目のない県独自の支援体制を整備すると

ともに、昨年度から就業希望者への事業承継の取

組を支援しています。

　また、温暖化に伴う高水温に耐性のある新たな

品種の開発や適切な生産スケジュールの提案な

ど、安定した養殖生産のための取組を進めていま

す。

　さらに、生産体制の整備として、漁業団体や市

町と連携し、高性能の摘み取り船の導入や共同乾

燥施設の整備など、生産コストの低減や作業の省
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力化による経営基盤の強化に向けた取組を推進し

ています。

　中でも、共同乾燥施設の整備では、整備後の加

工経費が４割削減されたほか、海上での養殖作業

と陸上での乾燥作業の分業により、労働時間が６

割削減されるなど、大幅な低コスト化や省力化の

効果が確認されています。

　初期投資が低減されるほか、乾燥作業からの解

放による労働環境の大幅な改善が、親元からの独

立就業や異業種からの新規参入などの新たな担い

手確保にもつながっています。

　県では、平成26年度から、11地区で共同乾燥施

設の整備に係る経営シミュレーションを行い、各

地区での検討を進め、協議が調った地区では、国

の事業を活用した整備を推進してまいりました。

　このような取組の結果、漁業協同組合や民間企

業が整備した共同乾燥施設が３地区で計７棟に増

えたほか、来年度は、民間企業が新たに１棟を整

備、稼働させる予定です。

　県としては、施設整備の効果を検証し、漁業者

へ周知することにより、引き続き地域での検討を

進め、共同乾燥施設のさらなる普及拡大を進めて

まいります。

　今後とも、本県のノリ養殖業が持続的な漁業と

して発展できるよう、漁業団体や関係市町と連携

し、できる限りの振興策を積極的に進めてまいり

ます。

　　〔前田敬介君登壇〕

○前田敬介君　農林水産部長より答弁いただきま

した。

　県は、本当にいろいろな手段で取り組んでくだ

さっていると思います。施設の効果をたくさん言

われて、検証ということでしたが、答弁でもたく

さん結果が出ておりますので、これからは、その

結果をしっかり発信して、どれだけもうけると

か、どれだけ楽になるとか、それを発信するタイ

ミングだと思っております。

　国の施設整備も船舶の購入も、お話によると、

1.5倍ぐらいの金額に跳ね上がって、なかなか取

っかかりづらいというお話もあっております。国

の補助事業に加えて、もしよろしければ、県のさ

らなるプラスアルファの支援をできればと思いま

す。

　昨年も、金額は100億を超えて、連続で超えて

いるという話ですが、やはり枚数はちょっと減っ

ているという状況がございますので、やはりそれ

を挽回できるようお力をいただければと思いま

す。よろしくお願いいたします。

　続いての質問に入らせていただきます。

　３、４番の質問は、昨日の住永議員と質問がか

ぶっているところがありますが、同世代の声がそ

れだけたくさんあるということと思って聞いてい

ただければと思います。

　多子世帯をはじめとした子育て世帯への支援の

在り方について質問いたします。

　我が国の少子化は深刻さを増し、昨年の出生数

は80万人を割り込む77万747人で、明治32年の調

査開始以来、最少となったとのことです。合計特

殊出生率も1.26で、前年の1.30より低下し、政府

は、予測よりも８年早いペースで少子化が進んで

いると発表しております。

　少子化の主な原因としては、未婚化や晩婚化の

進展や若者の結婚及び出産に関する意識が変化し

ていること、依然として男女別賃金格差が存在

し、育児や家事に対する女性の負担が大きいこと

が挙げられています。

　今回は、その中で、多子世帯を取り上げさせて

いただきます。

　令和５年６月に県が実施した「こどもまんなか

熊本」の実現に向けた子供・子育てに関する県民
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アンケート調査では、社会人の方に、理想の子供

の人数と現実的に持つ子供の人数を尋ねていま

す。

　理想の子供数を３人以上と回答した人は59.5％

でしたが、現実的な子供数を３人と回答した人が

29.8％であり、その差は29.7ポイントでした。理

想としては子供を３人以上持ちたいと考えている

人のうち、現実には３人以上持っていない、また

は持つことはないだろうと考える人が多いという

ことが分かりました。

　アンケートでは、理想を追い求めることができ

ない理由についても尋ねています。

　現実的に産み育てる予定の子供が理想よりも少

ないと回答した方たちに対して、その理由を尋ね

ると、子育てや教育にお金がかかり過ぎると回答

した人が55.3％と過半数を占めました。

　年代別でその内訳を見てみると、20代の86.8

％、30代の77％、40代の62％が子育てや教育にお

金がかかり過ぎると回答しており、それぞれの年

代で最も多い回答数でした。さらに、若い人ほど

子育てにかかる金銭的な不安の強さも明らかにな

りました。

　よって、３人以上の子供を産み育てたいと考え

ている若い子育て世代の金銭的な不安を和らげる

施策を打つことが、少子化対策には有効であると

の結論が導かれるわけですが、実際に第３子以上

を産み育てている多子世帯が熊本県にはたくさん

おられます。

　熊本県の子供が３人以上いる世帯数の割合は、

令和４年で、全国平均17.5％より高く25.3％であ

り、全国第６位です。熊本県に住んでいるたくさ

んの現役多子世帯は、経済的な不安の中で子育て

をしているのではないでしょうか。

　私自身は、独身で子供がいませんが、周りには

子育て真っ盛りの家庭ばかりで、３人、４人、５

人と子供を持つ家庭がたくさんいます。しかし、

話を聞くと、いろいろ値段が上がって大変、習い

事もあるけん保険解約したばい等、生活の大変さ

を聞きます。

　少子化対策は待ったなしです。３月の記者会見

において、岸田総理は、2030年代に入ると、我が

国の若年人口は、現在の倍速で急減し、少子化は

歯止めの利かない状況になることが予想されてお

り、2030年代に入るまでの６～７年間で、少子化

傾向を反転できるかどうかのラストチャンスと話

されました。

　一方、20代の人口が急激に少なくなる2025年が

少子化対策のリミットであり、若者に届く即時策

の必要性を訴える有識者もおられます。

　そこで、２点お尋ねします。

　１つは、多子世帯の経済的な負担の軽減策につ

いてです。

　県では、子供医療費助成の拡充や、国が小学校

就学前までに限定している兄弟姉妹の範囲を18歳

未満まで拡大してカウントした場合の第３子の保

育料を無償化する事業、そして、兄弟姉妹が同時

に放課後児童クラブを利用している世帯の第３子

以降の子供への利用料の助成について取り組んで

おられます。

　熊本のさらなる少子化対策を推進するため、も

う一歩多子世帯への経済支援の拡充をしてはいた

だけないでしょうか。

　２つ目は、子育て支援についてです。

　私の周りの多子世帯は共働きが多く、経済的な

支援だけでなく、子育て環境整備による支援も重

要ではないかと考えております。

　子供を安心して産み育てられる社会づくりを推

進するため、全ての子育て世帯に対し、今後どの

ような子育て支援に取り組まれるのでしょうか。

　以上２点について、健康福祉部長にお尋ねしま
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す。

　　〔健康福祉部長沼川敦彦君登壇〕

○健康福祉部長(沼川敦彦君)　まず、１点目の多

子世帯への経済的な負担軽減策の拡充についてお

答えします。

　本県の人口が減少局面を迎えている中にあっ

て、３人以上の子供を産み育てる多子世帯数の割

合は、他都道府県と比較して高い傾向にあり、そ

の負担を軽減することは、本県の少子化対策を考

える上で重要であると認識しております。

　本県では、多子世帯への経済的支援として、満

３歳未満の第３子以降の子供への保育料無償化や

放課後児童クラブを利用する兄弟姉妹の第３子の

利用料助成を市町村と連携しながら取り組んでお

ります。

　国は、本年６月に、こども未来戦略方針を閣議

決定しました。現在、この方針に盛り込まれてい

る児童手当の第３子以降の加算等について議論が

行われております。

　このような国の動きを注視し、県と市町村との

役割分担を踏まえながら、これまでの各事業の成

果を検証した上で、効果的な多子世帯への支援に

ついて考えてまいります。

　次に、２点目の子育て支援についてお答えしま

す。

　保育や放課後児童クラブなどを含めた子育て支

援については、市町村が地域の実情に応じて、そ

の充実強化を図っていくことが重要です。

　県では、こうした取組について、安心こども基

金等を活用しながら支援しているところです。

　具体的には、来年４月に努力義務化される妊産

婦、子育て世帯及び子供への支援を一体的に行う

こども家庭センターの設置に向けた支援を行って

おります。これにより、きめ細かな相談支援を切

れ目なく行う体制が整い、家庭の状況や個々の課

題に応じた伴走型支援が可能になります。

　また、乳幼児や小学生等の保護者を会員とし

て、預かり等の援助を受けたい方と援助を行いた

い方とのマッチングを行うファミリー・サポー

ト・センターを設置し、地域内での相互援助によ

る子育て支援体制の整備を行っています。

　さらに、体調不良の子供を安心して預けること

ができる体制を整えるために、病児保育事業を推

進しております。

　今後も引き続き、市町村と連携しながら、全て

の子育て世帯の生活全般に寄り添った支援が充実

するよう、積極的に取り組んでまいります。

　　〔前田敬介君登壇〕

○前田敬介君　健康福祉部長より答弁いただきま

した。

　先日、岸田総理より、３人以上子供がいる多子

世帯について、2025年度から、子供の大学授業費

等を無償化、教育費の負担軽減で、子供をもうけ

やすくする、こども未来戦略に盛り込み、月内に

閣議決定するというニュースがありました。

　国も、多子世帯に目を向けています。県も、予

算の問題がありますが、例えば、保育園等の副食

費についても、保育料と同様に、18歳未満までの

兄弟姉妹の範囲において、カウントした第３子分

を無償化するなど詰めていけば、大きく予算を使

わずに実施できる施策もできると思います。ぜひ

しっかり検討していただければと思います。よろ

しくお願いします。

　次に、不登校児童生徒への対応について質問い

たします。

　文部科学省による令和４年度児童生徒の問題行

動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査で

は、全国の不登校児童生徒数は、平成25年度から

令和４年度にかけて10年連続で増加しており、過

去最多の29万9,048人となっております。
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　県内においても、令和４年度不登校児童生徒

数、つまり、１年間30日以上連続、断続して欠席

した児童生徒の数は5,353人に上り、喫緊の課題

だと考えます。

　本県でも、令和２年度に、教育大綱及び第３期

くまもと「夢への架け橋」教育プランを策定し、

夢を実現し、未来を創る熊本の人づくりを進めて

きておられます。

　その中でも、不登校児童生徒に対し、関係機関

や専門家と連携し、児童生徒が自ら進路を主体的

に捉え、社会的自立を目指していけるよう支援す

る施策を実施されています。

　愛の１・２・３運動プラス１の徹底やスクール

カウンセラー、スクールソーシャルワーカー等の

専門家との連携した早期支援、教育支援センター

等整備支援事業連絡協議会の開催、市町村の教育

支援センターの設置促進及びその機能拡充の支

援、フリースクール等民間施設との連携などにも

積極的に取り組まれておられます。

　ここで１つ御紹介したいのが、我が地元荒尾市

の取組です。

　これまで、荒尾市では、不登校ゼロ、いじめ見

逃しゼロの学校づくりを目指し、小中学校におけ

る不登校の未然防止と早期対応及び不登校児童生

徒の社会的自立に向けた様々な支援を行っていま

す。

　また、早い時期から、教育支援センターである

小岱教室を設置して、不登校児童生徒への支援を

進めています。

　令和２年度には、新規に、県の教育支援センタ

ー等整備支援事業により、国、県から補助を受け

て、荒尾第三中学校に校内教育支援センター、ハ

ートフルルームを設置しています。

　さらに、令和４年度には、市内中学校全てに

ハートフルルームの設置を行っています。

　この校内教育支援センター、ハートフルルーム

は校内にあるため、通級している生徒を出席と扱

うことができます。また、中学校区の小学生の受

入れも行っており、小中学校で連携した不登校児

童生徒支援の取組につながっております。

　このハートフルルームでは、不登校状態にある

児童生徒を対象に、常時２名の指導員、教員免許

保有者が、午前８時20分から午後４時20分まで勤

務しています。来室した児童生徒への対応ばかり

でなく、自宅にいてなかなか登校できない児童生

徒を迎えに行き、登校を支援したり、家庭での教

育相談等の支援を行ったりするアウトリーチ型支

援の取組も行っております。

　このアウトリーチ型支援により、家から出るこ

とが難しかったり、保護者の送迎等が困難な児童

生徒も通級することができるようになっておりま

す。小学生の支援にもつながっております。

　校内教育支援センターでの支援内容は、荒尾市

の教育支援センターである小岱教室と同様に、学

習支援や相談支援等でありますが、普通教室が近

くにあるため、授業や学校行事の参加や見学につ

いても、直接の参加だけでなく、１人１台端末を

活用したオンラインでの参加や視聴も行われてお

り、学級担任や教科担任とのスムーズな連携につ

ながっています。

　児童生徒一人一人の状況に応じて、学校の生活

リズムや学習の雰囲気を感じながら、自分たちの

ペースで活動することができています。

　また、小岱教室、校外適応指導教室に通級して

いた生徒が普通教室に戻るための準備教室として

の機能も果たしています。

　現在、３つの中学校のハートフルルームで合計

31名が活用しています。

　ハートフルルーム設置以降、中学校では、不登

校が減少しています。また、これらの不登校対策
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を実施して以来、小岱教室や３つのハートフルル

ームに通級して中学校を卒業した生徒の多くが高

校に進学しています。これらの生徒は、高校進学

後、ほぼ無欠席で登校することができている生徒

も多くいます。

　11月に、地元の荒尾市にある岱志高校の文化祭

に行きましたが、昨年まではハートフルルームに

在籍していた生徒の高校での活動の様子を実際に

見ることができました。学校行事の中で、友達と

一緒に生き生きと活動していました。

　また、県教育委員会からも、荒尾市に視察に行

かれたというお話も聞いております。

　このように、市の取組が徐々に結果として見え

始めております。荒尾市の校内教育支援センター

設置をはじめとする不登校対策の取組は、非常に

効果があると考えます。

　誰一人取り残されない学びの保障のために、こ

のような県内の取組を広げていく考えはないか、

教育長にお尋ねします。

　　〔教育長白石伸一君登壇〕

○教育長(白石伸一君)　校内教育支援センター設

置をはじめとする不登校対策についてお答えいた

します。

　県教育委員会では、不登校児童生徒の学びの場

を確保するため、これまで市町村教育委員会と連

携し、教育支援センター等の新規設置や機能拡充

の取組を進めてきたところでございます。

　議員御指摘の校内教育支援センターにつきまし

ては、令和５年３月に通知された文部科学省の誰

一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対

策、いわゆるＣＯＣＯＬＯプランにおいて、その

設置を促進することとされています。

　この校内教育支援センターは、学校内の空き教

室などを活用し、学校には行くことはできるけれ

ど、自分のクラスには入りづらい児童生徒が利用

できる場所として運営されています。自分に合っ

たペースで学習、生活でき、早期に学校生活等へ

の意欲を回復しやすいなどの効果が期待されてい

ます。

　現在、県内20市町村に39教室が設置されてお

り、県教育委員会としても、引き続き設置促進に

向け、しっかり取り組んでまいります。

　また、県教育委員会では、平成28年度から、各

市町村教育委員会関係者等による教育支援センタ

ー等整備支援事業連絡協議会を開催し、校内教育

支援センターの活動状況など、不登校対策につい

て、情報共有や協議を行っています。

　今年度の協議会では、荒尾市教育委員会から実

践発表していただき、校内教育支援センターを設

置後、２年間で荒尾市内の中学校における不登校

児童生徒数が半減したという報告がありました。

　また、保護者による送迎がないとセンターを利

用できない児童生徒に対して公用車で送迎を行

う、さらには、不登校に加え自宅外に出ていくこ

とも難しい児童生徒の家庭に支援員が訪問するな

どのアウトリーチ型の支援についても有効という

報告があっております。

　県教育委員会といたしましては、今後も各市町

村教育委員会と連携を図りながら、荒尾市をはじ

め、先進的な取組を県内の市町村に広め、不登校

児童生徒の学びの場の確保に努めてまいります。

　　〔前田敬介君登壇〕

○前田敬介君　教育長に御答弁いただきました。

　教育支援センター等整備支援事業連絡協議会で

荒尾市の取組を共有されているとのことでした。

いい結果が出ておりますので、今後、施策の一つ

としても、一部でもいいですので、活用できれば

と思います。また、取組に少しでも県の支援をい

ただければ、市のほうも喜ばれると思います。よ

ろしくお願いします。
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　続きまして、有明海沿岸道路の建設促進につい

て質問いたします。

　有明海沿岸道路は、佐賀県、福岡県、熊本県の

３県を結び、有明圏域定住自立圏の確立など、有

明沿岸地域から天草方面に点在する観光資源をつ

なぐ新たな観光ネットワークの形成など、様々な

効果が期待されている高規格道路です。

　令和５年度現在、佐賀─福岡間の約６割が開通

し、沿線で開催されているイベント等の集客、三

池港のコンテナ量、九州佐賀国際空港の利用者数

などは着実に増加し、企業等の立地も進んでお

り、開通路線の利用は１日２万台を超えていま

す。

　熊本側は、平成10年に、大牟田市から熊本市ま

で約30キロの整備方針が決定しました。

　大牟田市の三池港インターチェンジから長洲町

間の約９キロメートル区間が、平成27年に都市計

画決定され、三池港インターチェンジから荒尾北

インターチェンジまでの2.7キロメートルについ

て、有明海沿岸道路の連絡路として事業化。今年

度、荒尾北インターチェンジから南側2.2キロメ

ートルの荒尾道路が新規事業化され、長洲から玉

名市区間の第１回計画段階評価が開催されまし

た。

　見た目でも、地元荒尾市の競馬場跡地におい

て、大島高架橋の橋脚６基、工事中を含めて10基

が姿を現し、三池港インター付近の用地買収も始

まり、地元の期待も高まっております。

　一方、期待が大きいがゆえに、進捗状況が気に

なる声がかなり多くなっております。

　先月11月14日、東京のホテルグランドアーク半

蔵門にて、初となる有明海沿岸道路建設促進大会

が開催されました。蒲島知事はじめ、熊本県選出

の国会議員の皆様、国土交通省出身の参議院議員

の佐藤信秋先生、足立敏之先生、有明海インフラ

整備促進議員連盟顧問の前川收議員、会長の内野

幸喜議員や委員の県議、有明海沿岸道路建設促進

期成会会長の大西熊本市長、副会長の浅田荒尾市

長をはじめ、沿線自治体の委員、首長の皆さん、

議長の皆さん、経済団体の皆さんが勢ぞろいで盛

会に大会が開催されました。

　国土交通省からも、道路局長や九州地方整備局

の道路部長も参加していただきました。

　道路局長からは、熊本県側におきましては、令

和３年度から工事に着手しまして、今年度は荒尾

道路を新たに事業化させていただいたところでご

ざいます、それに続く長洲町から玉名市間につき

ましては、計画段階評価の着手に向けて準備を進

めている段階でございます、また、福岡県内につ

きましては、昨年の11月、大川佐賀道路の大野島

インターチェンジから諸富インターチェンジ間

1.7キロメートルが開通いたしましたので、この

有明海沿岸道路で初めて福岡と佐賀県がつながっ

たところであります、現在、残る事業中区間につ

きましては、早期の完成を目指して工事を進めて

いるところでございます、国土交通省としまして

は、引き続き、この有明海沿岸道路のミッシング

リンクの解消、また、災害に強い国土幹線道路ネ

ットワークの構築に向けまして、全力を挙げて取

り組んでまいりたいと考えておりますと、期待の

持てる御発言がありました。

　また、有明海インフラ整備促進議員連盟の委員

からは、国に対し、三池港インターチェンジのフ

ルインターチェンジ化の要望や長洲─玉名間の計

画段階評価に向けた進捗状況の確認がなされまし

た。

　三池港インターチェンジについては、現在、福

岡・佐賀方面への北向きのハーフインターチェン

ジとなっており、三池港インターチェンジからつ

ながる連絡路が開通しても、荒尾方面への乗り降
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りができません。

　このため、熊本方面への南向きのインターチェ

ンジを追加整備し、三池港インターチェンジをフ

ルインターチェンジ化することで、大牟田市や地

元荒尾市の住民にとって、利便性を大きく向上さ

せることになると考えています。

　今後も、自治体が一致団結して、有明海沿岸道

路の建設促進に向けて、引き続き取り組んでまい

る所存でございますが、今申し上げました三池港

インターチェンジのフルインターチェンジ化に向

けてどう考えておられるか、また、有明海沿岸道

路の現在の進捗状況と早期整備に向けてどのよう

に取り組まれていくのか、土木部長にお尋ねしま

す。

　　〔土木部長亀崎直隆君登壇〕

○土木部長(亀崎直隆君)　有明海沿岸道路は、九

州の循環型高速交通ネットワークの形成に不可欠

な路線であり、荒尾・玉名地域をはじめとする有

明海沿岸地域はもとより、県全体の発展のために

大変重要な道路であると認識しております。

　まず、議員御質問の三池港インターチェンジに

つきましては、フルインターチェンジとして計画

されておりますが、暫定的な整備により、福岡・

佐賀方面へのハーフインターチェンジとして供用

されております。

　このインターチェンジが位置する大牟田市と隣

り合う荒尾市は、歴史的に結びつきが強く、相互

の交流も活発な地域であり、平成25年には、有明

圏域定住自立圏を形成する協定が結ばれておりま

す。

　加えて、現在、荒尾市では、令和８年度のあら

お海陽スマートタウンのオープンに向けて整備が

進められており、今後ますます交流が活発化する

ことが期待されています。

　このため、三池港インターチェンジから熊本方

面への乗り降りが可能となるフルインターチェン

ジの早期整備が不可欠と考えており、県として

も、国に対して強く働きかけてまいります。

　次に、有明海沿岸道路の進捗状況と早期整備に

向けた取組についてお答えいたします。

　三池港インターチェンジ連絡路につきまして

は、大島高架橋の橋脚工事が着実に進捗し、加え

て、先日成立しました国土強靱化予算等により、

国の当初予算約15億円に約６億円が増額補正さ

れ、事業の加速化が期待されます。

　また、今年度新規事業化されました荒尾道路

につきましては、現在調査、設計が進められて

おり、本事業においても、当初予算5,000万円に

３億円が増額補正され、一層の進捗が見込まれま

す。

　さらに、長洲─玉名間につきましては、今月４

日に、国の社会資本整備審議会道路分科会の九州

地方小委員会が開催され、事業化に向けた手続の

一つである第１回計画段階評価が実施されまし

た。

　このように、有明海沿岸道路の整備推進に向け

た取組は、今年度大きく前進しております。

　県では、これらの取組をより一層加速させるた

め、先月、県議会、有明海沿岸インフラ整備議員

連盟、地元期成会の皆様とともに、本路線では初

めてとなる建設促進大会を東京都内で開催し、知

事を先頭に、チーム熊本として一丸となって、整

備推進に向けた要望活動を行ったところでござい

ます。

　今後も引き続き、県議会、県選出国会議員のお

力添えをいただきながら、沿線自治体や地元期成

会の皆様とともに、あらゆる機会を捉えて国への

要望活動を行うことで、有明海沿岸道路全線の早

期整備につなげてまいります。

　　〔前田敬介君登壇〕
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○前田敬介君　土木部長より御答弁いただきまし

た。さらに延伸すること、感謝いたします。

　補正で、連絡路６億、荒尾道路３億、合計９

億、当初と合わせて計24億5,000万と、予算も増

えていっております。知事はじめ県議の先輩方、

近隣期成会の皆様とともに、延伸に向けてさらに

頑張っていくよう、御協力よろしくお願いしま

す。知事、あと４か月ありますので、よろしくお

願いします。

　すみません。最後に、要望をさせていただきま

す。

　梨における国内での花粉供給体制構築に向けた

支援について要望いたします。

　中国の火傷病発生に伴い、日本への侵入防止に

万全を期すため、令和５年８月30日に、中国から

の梨花粉の輸入が停止されました。

　梨は、同一品種の花粉では結実しない性質があ

るため、他品種の花から採取した花粉で授粉を行

う必要があります。

　通常、同時期に開花する他品種があれば、その

花粉を採取し、あるいは蜜蜂等の虫による受粉が

可能ですが、梨「新高」は、開花が早く、同時期

に開花する他品種がないため、授粉するための花

粉をあらかじめ準備しておく必要があります。

　今回、突然の輸入停止で、産地では、令和６年

産の授粉用花粉が不足している状況です。花粉が

なければ、結実が安定せず、生産量に影響を及ぼ

す可能性があります。

　産地では、令和６年産の生産安定に向け、様々

な検討を行っている段階ですが、今後は、輸入花

粉に頼らない体制整備も必要であると考えます。

　そこで、県に要望いたします。

　まず、令和６年産に向け不足する授粉用花粉の

確保についてです。

　産地では、花粉が多く取れる品種を早く開花さ

せて花粉を採取する方法を検討しているところで

す。しかし、これまで輸入花粉に頼ってきた産地

では、このような花粉採取するための技術、労

力、機器が不足しているため、取組に対し、二の

足を踏んでいます。

　先日、国の経済対策で、花粉採取の実証に係る

機器等の支援が打ち出されたところですが、県に

おいても、ソフト面の支援を引き続きよろしくお

願いします。

　２つ目ですが、これからも中国からの輸入花粉

に頼ることは難しいと考えます。ほかの梨生産国

に頼っても、将来同じようなケースが懸念されま

す。

　そのため、今後は、輸入花粉に頼らない国内で

の花粉の確保に向けた体制構築が必要と考えてい

ます。

　国内でそのような取組がないか調べてみると、

主産地の鳥取県や千葉県では、ＪＡが花粉確保体

制を構築されていました。

　そこで、先日、ＪＡたまなの理事と梨部会の皆

様と、千葉県のＪＡいちかわが行っている花粉銀

行を視察してきました。

　この花粉銀行は、梨生産者が持ち込んだ花やつ

ぼみ等をＪＡ職員が開葯して花粉を採取し、生産

者に渡す仕組みです。職員が行う作業については

手数料が発生しますが、部会員の約半数が利用し

ており、労力が不足する生産者にとってはありが

たい取組だと感じたところです。

　改めて、国内での花粉の確保に早くから取り組

まれている千葉県のＪＡに感銘いたしました。

　本県でも、このような花粉の確保体制を構築す

ることが急務です。さらに、花粉採取専用園の設

置や花粉の採取に適した省力的な樹形の導入等も

検討材料の一つです。

　国の経済対策でも、花粉の確保に向けた体制構



－ 115 －

令和５年12月定例会　熊本県議会会議録　第４号（12月８日）

築に対する支援が打ち出されたところですが、産

地での話合いなどの下準備に対する支援であり、

次年度以降の支援は不透明です。

　次年度以降の手厚い支援について、国に対して

働きかけていただくようお願いします。

　加えて、国内での花粉の採取は、耕作放棄地を

活用した専用園の整備や新たな雇用創出につなが

り、中山間地域の活性化にも寄与すると考えま

す。

　県内梨生産者のため、生産地維持のため、どう

ぞよろしくお願いいたします。

　これで私の質問、そして要望、終わりました。

　実は、私、最初に５回質問したと言いました

が、実は、知事に対しての質問、一度もやってお

りません。最初のこれが何か初めてのものかもし

れません。新しい知事が誰になるかは分かりませ

んが、次は、絶対知事への質問、そして答弁をい

ただきたいと思います。

　一生懸命頑張りましたが、聞きづらい点もあっ

たと思いますが、本当にありがとうございます。

　御清聴ありがとうございました。（拍手）

○副議長(内野幸喜君)　昼食のため、午後１時10

分まで休憩いたします。

　　午後０時８分休憩

　　　　 ――――――――――――

　　午後１時９分開議

○副議長(内野幸喜君)　休憩前に引き続き会議を

開きます。

　西村尚武君。

　　〔西村尚武君登壇〕(拍手)

○西村尚武君　こんにちは。天草市・郡選出・自

由民主党の西村尚武でございます。通告に従い、

一般質問をさせていただきます。

　先日16日に、知事より、次の選挙には出馬しな

いとの発表がありました。私も知事の出馬を期待

していました一人でございますが、知事の発表以

降、私の周りでも、出馬されないとの発表を受

け、残念だというような声が多く寄せられていま

すが、また、16年間頑張っていただいたと、感謝

の言葉も多く寄せられています。あと任期まで４

か月ほどあります。これから、特に御自愛いただ

きながら、御活躍いただきたいと思います。

　また、知事には、水産振興では大変お世話にな

りました。本日も、水産振興に関しまして、質問

と要望を１問ずつさせていただきます。よろしく

お願いいたします。

　また、私の地元の牛深では、昨年の暮れにハイ

ヤ大橋の橋桁部分にトラブルがあり、ある期間通

行禁止になっていましたが、即対応していただ

き、暮れのブリの出荷に間に合う形で通行止めを

解除していただきました。現在、本修理の工事を

着工していただいております。この県の財政厳し

い中で、大きな予算をかけていただきました。御

礼を申し上げます。

　では、一番目の質問をさせていただきます。

　中学校部活動の地域移行について質問いたしま

す。

　昨年12月定例会の一般質問におきましても同様

の質問をしておりますが、本県公立中学校におけ

る部活動の地域移行に向けた取組について、改め

て質問をさせていただきます。

　前回の質問時点では、県の推進計画の策定前だ

ったこともあり、市町村では、いかなる対応を取

るべきか苦慮しているという状況があり、県と市

町村の役割分担の明確化を図っていただきたいと

の質問をいたしましたところ、白石教育長から、

国が公表する予定のガイドラインの内容を踏ま

え、速やかに県としての推進計画を作成し、市町

村への説明を行っていく旨、回答いただいたとこ

ろです。
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　この時点では、中体連へのクラブチームの参加

については、日本中体連の動向に従って、県中体

連も検討していくとのことでありましたが、本年

の県中体連からクラブチームの参加が可能となる

ようお答えをいただきました。

　将来の夢に向かい、日々練習に励む生徒は当然

のことながら、生徒を支える親や関係者の皆様か

らも、大変ありがたいことと、感謝の声が私のと

ころにも届いております。

　また、熊本県公立中学校における休日の運動部

活動の地域移行推進計画につきましても、本年４

月に策定いただき、県教育委員会が市町村との連

携を取りながら進めていただいておりますことに

つきましても、重ねて感謝申し上げます。

　私の地元天草市におきましても、この推進計画

に沿って部活動地域移行コーディネーターを設置

し、学校教育研究委員会における部会の設置や、

市内校長会や教頭研修、市スポーツ協会研修会な

どの機会を捉えて、説明や意見交換を行っている

ようでございます。

　一方で、このように協議、検討を進める中で

は、指導者の確保に向けて、生徒数など地域の実

情も異なる中で、一律に決めることができない部

分も多いという意見を伺っているところです。特

に、天草市のように広域な地域や自治体では、ど

うしても協議に時間を要することになりますし、

指導者の不足や移動に要する経費がかさむという

実情もあるようです。

　そこで、県推進計画策定後の県内の状況につい

て、さらには、指導者の確保に向けた体制づくり

や移動経費に対する支援の在り方等について、現

在の検討状況や今後のスケジュールを含め、教育

長にお尋ねいたします。

　　〔教育長白石伸一君登壇〕

○教育長(白石伸一君)　まず、地域移行推進計画

策定後の県内の取組状況についてお答えいたしま

す。

　県教育委員会では、本年４月に、公立中学校に

おける休日の運動部活動の地域移行推進計画を策

定し、令和７年度までを改革推進期間として、ま

ずは休日の部活動の地域移行に向けて取り組んで

いるところでございます。

　５月には、各市町村に対して、地域移行への取

組状況や課題等についてのアンケート調査を行う

とともに、個別ヒアリングを実施するなどして、

各市町村が抱える課題の把握や地域移行への助言

等を行ってまいりました。

　各市町村の取組状況についてですが、既に４市

町で18の部活動が地域クラブに移行しています。

また、21市町村が地域移行に向けた検討組織を設

置し、そのうち12市町村においては、国の委託事

業を活用して、コーディネーターの配置や指導者

の確保、生徒の参加費用に対する支援等に関する

実証事業を実施しているところでございます。

　次に、指導者の確保に向けた体制づくりについ

てですが、県教育委員会では、市町村が求める指

導者と指導を希望する人材を結びつけることを目

的とした地域クラブサポーターバンクを今月開設

する予定でございます。来年１月から、市町村の

問合せに応じて、指導者等の紹介を行ってまいり

ます。

　なお、生徒の移動経費に対する支援について

も、地域の公共サービスやスクールバスなどの送

迎サービスを利用した取組について、市町村の実

証事業における課題を共有し、有識者やスポー

ツ・文化関係団体等から成る推進協議会で在り方

を検討していきたいと考えております。

　最後に、今後のスケジュールについてです。

　県教育委員会では、来年２月に地域スポーツサ

ポーター研修会を開催し、指導者の資質の向上と
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新たな指導者の確保に取り組むこととしていま

す。さらに、各市町村の担当者を集めた研修会を

開催し、県内外における先進事例を紹介するなど

して、各市町村の取組を後押ししていきたいと考

えています。

　引き続き、各市町村における課題を共有しなが

ら、部活動の地域移行が円滑に進むよう、しっか

りと取り組んでまいります。

　　〔西村尚武君登壇〕

○西村尚武君　答弁をいただきました。

　昨年12月に引き続き、中学校部活動の地域移行

について質問をさせていただいたわけですが、国

が昨年12月に示した学校部活動及び新たな地域ク

ラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライ

ンの中では、部活動の地域移行に当たっては、

｢｢地域の子供たちは、学校を含めた地域で育て

る｡」という意識の下で、生徒の望ましい成長を

保障できるよう、地域の持続可能で多様な環境」

を一体的に整備すると述べられています。

　多様な地域の実情を酌み取り、生徒が希望を持

ち、その実現に向けて地域が一体となって支える

仕組みづくりについて、令和７年度までの改革推

進期間の中で、国にも要望を上げていっていただ

きたいと思います。

　次の質問に移ります。

　次に、教員の確保と業務負担の軽減について質

問いたします。

　現場の教員におかれましては、社会情勢の変化

に伴い、多様化する教育現場への対応や長時間労

働を余儀なくされる現状の中で、日々御尽力いた

だいておりますことに対しまして、この場をお借

りして感謝を申し上げます。

　先日、今年度の公立学校教員採用選考の志願倍

率が、前年度から0.1ポイント減少し、2.7倍とな

ったとの報道に接しました。教育現場の働き方改

革も進められておられるとは思いますが、教員不

足の状況は深刻な問題だと思われます。

　熊本県教育大綱におきます基本方針に掲げる

｢子供たちの「夢」を育む(熊本の人づくり)」の

実現のためにも、教員の確保がますます必要であ

ると思いますが、教職の担い手確保に向けて、今

後どのように取り組んでいかれるのでしょうか。

　もう１つ気がかりなのは、教育現場にあって

は、一人一人の子供の特性に応じた丁寧できめの

細かい教育を実践する必要にも迫られているた

め、現在の教員数を維持しながら、業務負担の軽

減を併せて模索しなければならないというジレン

マを抱えている点です。

　実際の教育現場では、児童への対応と保護者の

要望対応の間でストレスを抱え、辞めていく教員

も少なくないと聞いています。

　県におきましては、全ての就学前の子供が、生

きる力の基礎を身につけ、たくましく心豊かに育

つことを願い、肥後っ子かがやきプランを策定

し、推進されていると承知しています。

　一方で、教員の成り手確保や教員の雇用維持に

つなげるためには、業務負担の軽減による働きや

すさを実現していく必要もあります。

　教員の確保に向けて、教職の魅力を発信してい

くために、県として今後どのように教員の働き方

改革、特に業務負担の軽減に取り組んでいくの

か、教育長にお尋ねいたします。

　　〔教育長白石伸一君登壇〕

○教育長(白石伸一君)　教員の確保と業務負担の

軽減の取組についてお答えいたします。

　まず、教員の確保についてですが、質の高い人

材を一人でも多く確保するため、これまでも様々

な取組を行ってまいりました。

　具体的には、教員志望者を増やすため、高校や

大学を訪問して教員のやりがいをアピールした
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り、教員の魅力をＰＲする動画を作成し、教員の

魅力発信を行っています。

　また、採用選考考査の実施に当たり、年齢制限

の撤廃や一次考査の免除対象者拡大などの見直し

を行い、募集人員の確保に取り組んできたところ

でございます。

　さらに、来年度に向けて、新たに大学推薦制度

の導入や教員免許を所有していない方も受考可能

とした社会人対象の特別選考の実施を予定してい

るところでございます。

　これらの取組に加え、昨年度から、教員免許所

有者の掘り起こしにも取り組んでおり、いわゆる

ペーパーティーチャーを対象とした講習会を開催

しています。今年度は、10月に県庁で講習会を開

催し、37人に参加いただいたところですが、明日

12月９日には、天草市で開催することとしており

ます。

　今後も、本県の教員が選ばれる職業になるよ

う、あらゆる手段により人材の確保に努めてまい

ります。

　次に、教員の業務負担の軽減についてお答えい

たします。

　これまで、働き方改革の一環として、業務のＩ

ＣＴ化や外部人材の活用、部活動の見直しなどに

取り組んでおり、時間外在校等時間が月45時間を

超える教職員の割合も年々減少しております。

　特に、業務のＩＣＴ化については、今年度か

ら、県立学校において、学校徴収金を管理するシ

ステムや学校と保護者間の連絡をデジタル化する

ソフトなども導入しています。引き続き、テスト

の採点を支援するソフトの導入を検討するなど、

ＩＣＴのさらなる活用を図ってまいります。

　また、外部人材の活用については、教員業務を

サポートするスタッフとして、小中学校に約160

人の教員業務支援員を配置するとともに、スクー

ルソーシャルワーカーやスクールローヤー等の専

門家による相談、助言等を行うことで、教員の負

担軽減につなげています。

　今後も、学校現場とも連携しながら、外部人材

のさらなる活用を図ってまいります。

　県教育委員会としましては、教員が子供たちと

しっかり向き合うことができる魅力ある学校づく

りに向けて、引き続き、教員の確保と業務負担の

軽減に全力で取り組んでまいります。

　　〔西村尚武君登壇〕

○西村尚武君　答弁をいただきました。

　私は、マスコミの影響か分かりませんが、もっ

とブラックなイメージを持っておりました。今の

答弁を聞きまして、少しは安心いたしました。

　熊本県教育大綱におきます基本方針に掲げる

｢子供たちの「夢」を育む(熊本の人づくり)」の

実現のためにも、教職員の確保がまずは必要です

ので、教職の担い手確保に向けて、引き続き取り

組んでいただきたいと思います。

　さて、もう１つ気になりますのは、１校当たり

に必要な教職員不足の要因の一つとして、特別支

援学級の増加や常に目配りや手配を必要とする児

童が増加しているということです。

　実際の教育現場では、児童への対応と保護者の

要望対応の間でストレスを抱え、辞めていく教職

員も少なくないと聞いています。

　そのような中、国におきましても、子供に関す

る政策や支援が複数の省庁にまたがる現状を見直

し、虐待や少子化などの待ったなしの課題解決に

つなげるため、本年４月にこども家庭庁が発足し

て取り組まれることとなりました。

　また、熊本県におきましても、全ての就学前の

子供が、生きる力の基礎を身につけ、たくましく

心豊かに育つことを願い、肥後っ子かがやきプラ

ンを策定し、推進されているところです。
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　県においても、子供に係る施策展開について

は、複数の部署がまたがり進められていることと

思いますが、今回のこども家庭庁発足に伴い、ど

のような連携を取りながらスピード感を持って取

り組まれているのか。

　さらに、さきに述べました教職員の維持、確保

につなげるために、就学前の子供への対応が喫緊

の課題だと思われますが、今回のこども家庭庁発

足に伴い、その辺りでどのように変わっていくの

かという課題があると思います。このことに関し

ても、具体的に進めていただきたいと思います。

　次に、県立高等学校入学者選抜制度改革につい

て質問いたします。

　高校入試は、子供たちや保護者にとって、将来

の進路につながる重要な選択の機会です。社会の

状況に応じて必要な制度の改善が求められるとと

もに、中学校３年間の取組の成果を十分はかるこ

となど、いつの時代も変わらず重視すべきことが

あるのではないかと思います。

　本県で現在実施している高校入試は、現在の制

度となって10年以上がたつと聞いています。現在

の入試制度では、生徒や保護者が進路について考

える時間が限られていることや入試の期間が長期

化しているといった課題があると聞いています。

現状を踏まえて制度を見直すことは大切なことだ

と考えます。

　こうした中、本県では、本年３月、外部有識者

による検討委員会から、今後の入学者選抜制度の

方向性について、提言が出されました。

　提言では、改善の方向性として、現行の前期

(特色)選抜と後期(一般)選抜を一本化すること、

受験生全員に学力検査を課すこと、受験生の多様

な能力や個性等が評価される制度にすること、高

校が自校のスクールミッションやスクールポリシ

ーを反映して選抜できる制度にすることが示され

ました。

　また、現在、県立高校の入試は、２月上旬に実

施する前期(特色)選抜を皮切りに実施しています

が、入試の実施時期を中学校の学習を確実に終え

て受験に臨める３月上旬とすることも提言に示さ

れています。学力だけでなく、多様な視点で子供

たちの力をはかることは重要です。

　また、本県が県立高校の魅力化を進める中で、

高校の特色を生かした入試を行うことは、子供た

ちにとっても、多様な選択肢の中から自分の得意

な面や伸ばしたい力を踏まえて進路を考える上で

大変有意義なことであり、提言の趣旨は理解でき

ます。

　提言では、前期(特色)選抜と後期(一般)選抜を

一本化するとされており、入試制度が大きく変わ

ることについては、受験生や保護者も気にしてい

るのではないかと思います。

　10数年ぶりの大きな改革となることから、新制

度の内容については、県民の十分な理解を図るこ

とも必要ではないかと思います。

　現在、教育委員会では、提言を踏まえて新制度

を設計していると聞いていますが、具体的にはど

のような入試制度になるのでしょうか。

　新たな入試制度の方向性と実施に向けたスケジ

ュールについて、教育長にお尋ねいたします。

　　〔教育長白石伸一君登壇〕

○教育長(白石伸一君)　まず、新たな入学者選

抜、いわゆる入試制度の方向性についてお答えい

たします。

　ポイントは３点あります。１点目は、入試の日

程についてです。

　現行２回に分けて実施している前期(特色)選抜

と後期(一般)選抜を一本化して実施いたします。

　２点目は、入試の内容についてでございます。

　一本化した入試では、受験生全員に学力検査を
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課すとともに、受験生の多様な能力等を評価する

検査を行います。

　具体的には、５教科の学力検査と調査書によっ

て中学校の学習の成果をはかる選抜を実施すると

ともに、それぞれの高校の学科、コースの特色を

踏まえ、高校ごとに面接や実技等を行い、多様な

能力をはかる選抜を併せて実施いたします。

　３点目としては、入試の実施時期でございま

す。

　中学校でしっかりと学ぶ時間や自身の進路を考

える時間を確保するため、入試は３月上旬に実施

いたします。

　以上のことにより、子供たちの学びや進路選択

を保障した上で、高校での学びにつなぐことを目

指します。

　また、現在12月頃から３月にかけて行われてい

る入試事務を、可能な限り短縮化、省力化し、中

高双方の教育活動をより一層充実させることにも

つなげたいと考えております。

　次に、今後の実施に向けたスケジュールについ

てお答えいたします。

　今月から新制度の素案についてパブリックコメ

ントを実施し、今年度中に新制度の概要を決定す

る予定でございます。

　その後、３年程度の周知期間を設け、今年度の

小学６年生が高校入試を受験する令和９年３月実

施の入試から新制度を適用したいと考えていま

す。それまでの間、高校ごとの詳細な選抜方法を

定めるとともに、生徒及び保護者などに対して、

新制度の趣旨や内容についてしっかりと周知して

まいります。

　最後に、外部有識者による検討委員会の提言で

も示されたとおり、公私立を超えて子供たちの学

力を保障するという観点から、入試の実施時期な

どについて、私立高校との調整が必要不可欠だと

考えております。

　今後も、中高の校長会や各市町村教育委員会な

どと連携を図りながら、よりよい制度の実現を目

指してまいります。

　　〔西村尚武君登壇〕

○西村尚武君　答弁をいただきました。

　検討委員会の提言にありましたが、現行の入学

者選抜制度になって約10年が経過し、生徒数や受

験者数の減少が見られるとともに、この間、高等

学校を取り巻く社会の環境は大きく変化しまし

た。

　令和２年、2020年には、少子化の進展による生

徒数の減少等による定員割れの進行といった県立

高校を取り巻く状況を踏まえ、県立高等学校あり

方検討会が設置され、高校魅力化のための具体的

な施策として、令和３年、2021年３月に、｢県立

高等学校のあり方と今後の方向性について～新し

い時代に対応した魅力ある学校づくりへ～」とい

う提言がまとめられたこともあります。

　最近の一般質問でも、高校の魅力化というテー

マでの質問がよく目につくようになりました。私

も、以前に牛深高校の魅力化というテーマで質問

をさせていただきました。

　また、他県の高等学校入学者選抜制度改革の提

言として、｢｢生きる力」の育成をめざし、｢基礎

的・基本的な知識及び技能の習得」とそれらを活

用して問題解決を図っていくための「思考力、判

断力、表現力その他の能力」の育成のバランスを

重視するとともに、生涯にわたって学ぶ主体を育

むため、｢主体的に学習に取り組む態度」を高め

ることを求めている｡」という文言がありまし

た。私も大いに共鳴いたしております。

　また、答弁を受けまして、中学校で学ぶ期間を

十分確保するためには、私学の専願・特待生入試

を２月上旬、一般入試を２月下旬、そして県立高
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校の入試を３月上旬に実施するのが理想ではない

かと思います。

　県全体で子供たちの学びを保障するという観点

で、ぜひ、公私を超えて、県全体で考えていただ

ければと思います。慎重に、丁寧に進めていただ

きたいと思います。

　次に、地域医療体制の整備に向けた看護職員確

保について質問をさせていただきます。

　私は、これまでも、離島の医療体制を整備する

ためのドクターヘリの導入や地域の中で安心して

子育てができる体制の充実策などについて質問を

してまいりました。執行部におかれましては、迅

速かつ的確に施策に反映し、御対応いただいてお

りますことに対しまして、改めて御礼を申し上げ

ます。

　さて、今回は、看護職員の確保による地域医療

体制の整備について質問をいたします。

　言うまでもなく、少子高齢化や過疎化が進む中

で、各種産業における担い手不足は深刻化してお

り、特に医療従事者である看護職員が不足してい

る現状は、地域住民が地域の中で安心して生活す

る上で、早急に解決すべき喫緊の課題となってい

ます。

　そのような中、県においては、現在、第８次計

画策定に向けた検討作業が進められている第７次

熊本県保健医療計画の基本目標に、安全、安心な

暮らしに向けた、一人一人の健康づくりと地域に

おける保健医療の提供を実現するための施策とし

て「地域の保健医療を支える人材の確保・育成」

を大きな柱の一つに掲げ、取り組んでいただいて

いるところです。

　また、2016年の熊本地震発生による看護職員の

辞職に伴う看護職不足を早急に改善し、医療供給

体制の構築を目指すためのくまもと復興応援ナー

ス制度を2017年度からスタートしたと記憶してお

りますが、この取組により、地震により甚大な被

害を受けた阿蘇地域においては、地震からの復興

に向けて、看護職の確保にも一定の成果があった

ようです。具体的には、阿蘇地域には74人の方が

看護職として就業され、７人の定着があったと

伺っています。

　病院病床100床当たりの看護職員数で県内各地

域を比較しますと、地域ごとに格差があり、看護

職の偏在は顕著な状況です。

　私の出身地域である天草地域も、県平均を大き

く下回る看護職員数であり、年々高齢化が加速す

る地域でもあるため、看護職不足は大変憂慮すべ

き大きな課題となっています。

　この地域偏在を、平準化までとはできなくと

も、保健医療計画の目的に沿って、着実に是正し

ていくことが求められるのではないでしょうか。

　そこで、看護職員数に地域格差がある現状の中

で、先ほど申し上げたように、くまもと復興応援

ナースのような看護職確保の充実策を、県全体の

取組として広げていく必要があるのではないでし

ょうか。

　看護職の地域偏在を是正し、県内各地域におい

て看護職を確保できる取組を推進していくため

に、県として今後どのように取り組んでいかれる

のか、熊本県保健医療計画の検討状況等も含め

て、健康福祉部長にお尋ねいたします。

　　〔健康福祉部長沼川敦彦君登壇〕

○健康福祉部長(沼川敦彦君)　保健所管轄区域ご

とに病院で働く看護職員数を病床100床当たりで

比較しますと、熊本市以外の全ての区域で県全体

の平均を下回っており、議員御指摘のとおり、地

域偏在は顕著な状況にあります。

　そのため、県では、看護職を目指す学生に対す

る熊本県看護師等修学資金貸与制度において、熊

本市以外の県内の医療機関等に勤務した看護職員
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には、５年の勤務で返還を免除する特例を設けて

います。加えて、僻地を有する地域で勤務した看

護職員にあっては、３年で返還を免除することと

し、地域偏在の是正に取り組んでおります。

　また、熊本地震への対応として一定の成果を上

げた、議員御紹介のくまもと復興応援ナース制度

の仕組みを参考に、今年度から新たにくまもっと

活躍ナース制度に取り組んでおります。

　この制度は、熊本市以外の地域を対象に、１か

月からの短期就労を県外等から受け入れ、これを

きっかけに長期就労にもつながることを期待する

制度です。

　県看護協会に設置している看護職の就労あっせ

んを行う県ナースセンターにおいて、地域偏在が

顕著な阿蘇や天草などの魅力を全国に発信しつつ

看護職員を募集するとともに、その地域で受入れ

可能病院を募集し、マッチング支援を行っており

ます。

　現在、第８次熊本県保健医療計画の策定を行っ

ておりますが、先ほど申し上げました看護職員の

地域偏在を是正する取組はもちろん、高校生の１

日看護体験等による看護師等学校養成所への入学

を促す施策についても掲載することとしておりま

す。

　また、看護職のライセンスを持ちながら、現在

業務に従事していない、いわゆる潜在看護職の復

職支援など、看護職員の確保対策についても、本

計画に位置づけていく予定です。

　県としましても、地域医療を支える看護職員の

確保及び偏在是正につきましては、大変重要な課

題と認識しており、今後とも、関係機関と連携し

ながら、全力で取り組んでまいります。

　　〔西村尚武君登壇〕

○西村尚武君　答弁をいただきました。

　今年度から開始されたくまもっと活躍ナースに

ついては、大変期待するところであります。

　コロナ禍を受けて、都市部から地方への移住熱

が高まっているという現状の中で、活躍の場を地

域に求める看護職者も一定数あるのではないかと

思われます。地域医療の担い手を確保するととも

に、移住、定住による人口増加にもつながる、一

石二鳥の取組だと感じました。

　しかしながら、現状では、天草地域での受入れ

実績はないとのことですので、地元自治体と連携

しながら、受入れ可能な病院施設の増加を図ると

ともに、看護職員の確保を図り、持続可能な地域

医療体制の構築につなげていただくことを切に希

望いたします。

　何度も申し上げますが、人口減少により地域の

様々な担い手が不足している中で、外部人材をど

のように活用していくか、また、外部人材のスキ

ルを地域の人々の暮らしにどのような形で落とし

込んでいくかが、今後ますます重要と思われま

す。

　どうか執行部におかれましては、今年度中に策

定される第８次熊本県保健医療計画においても、

地域医療の確保に係る幅広い視点での施策を反映

していただき、今後迎える超高齢化社会に向けた

取組について、引き続き検討を進めていただきた

いと思います。

　次に、魚類養殖業の振興について質問させてい

ただきます。

　本県におきまして、本年６月から９月までの長

期にわたり、３年連続で赤潮被害が発生し、その

緊急的な対応やその後の支援、また、国への陳

情、要望など、迅速に取り組んでいただいてお

り、心より御礼を申し上げます。

　さて、令和２年７月には、水産庁は、水産施策

の柱として、養殖業成長産業化総合戦略を策定

し、今後の取組の方向性を示しています。
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　具体的には、2030年までにブリ類、マダイなど

の増産を行い、輸出を強化することとしています

が、ブリ類の生産量は、平成30年、2018年の14万

トンから24万トンにする目標であり、輸出額は、

160億円から10倍の1,600億円とする目標としてい

ます。また、マダイにつきましては、平成30年、

2018年の６万トンから11万トンにする目標であ

り、輸出額は、50億円から12倍の600億円とする

目標としています。

　本県の場合、ブリ類の生産量は、令和３年に

5,300トンで全国７位、マダイの生産量は、令和

３年に9,754トンで全国２位となっており、いず

れも国の生産量に大きく寄与しています。

　ブリ類、マダイの増産や輸出増額の目標設定な

ど、国において具体的な数値を示したことは、魚

類養殖業にとって、今までにないほど産業成長の

絶好のチャンスとなっていることは間違いありま

せんが、現時点で国から増産に向けた具体的な方

策などは示されていない状況です。

　こういう中ではありますが、県では、持続的な

魚類養殖業の振興に向け、養殖業者らとの意見交

換等を行い、現場の実態を十分に把握し、施策に

反映していただくとともに、様々な補助事業など

が十分に活用できるよう、情報共有を行う必要が

あります。

　一方、私が懸念していますのは、30年ぐらい前

から続く県の水産関係職員の減少です。以前は80

名以上いた技術系職員が、現在は60名程度になっ

ております。そのため、以前より環境調査や赤潮

調査のための現地回りをした際に、生産者との交

流や情報交換、職員による環境指導、飼育指導、

魚病対策指導などの時間が十分に確保できなくな

ることで、生産者との接点が少なくなり、国や県

からの情報が一方通行となってしまっているので

はないかと心配しています。

　熊本県は、全国でも珍しく、養殖魚中心のフィ

レ加工場が天草地域、栖本から牛深地区に８社も

存在しており、さらに、大手企業においても、魚

類養殖や水産加工場への参入を希望しているよう

な現状があると聞き及んでおります。

　現在、ＪＡＳＭの第１工場建設を中心として進

んでいる県北地域の半導体関連産業の集積化のよ

うに、県南地域においては、これまで以上に天草

地域を中心とした養殖魚の輸出促進や赤潮対策も

視野に入れた環境保全に配慮した持続的な魚類養

殖業の生産振興を、関係者が一体となって進める

必要があるのではないでしょうか。

　そこで、本県の重要な産業である魚類養殖業の

振興に向け、環境に配慮した持続的な養殖生産や

輸出振興の取組に加えて、県の水産業普及指導員

や水産研究センターの研究職員らによる赤潮情報

や魚病診断などの普及・指導体制について、どの

ように進めていかれるのか、農林水産部長にお尋

ねします。

　　〔農林水産部長千田真寿君登壇〕

○農林水産部長(千田真寿君)　魚類養殖業におい

て持続的な生産を行うためには、適切な給餌や養

殖漁場の底質の保全、改善等により、有害赤潮の

発生抑制にもつながる良好な漁場環境を確保する

ことが重要です。

　これまで県では、各漁業協同組合が定めた漁場

改善計画の実現に向け、漁場ごとの水質や底質

等、漁場環境の保全、改善に必要な取組を推進し

ています。

　具体的には、養殖業者等による環境負荷が少な

い配合飼料への転換や養殖魚の飼育密度の適正化

の取組に加え、漁場環境のモニタリング調査を支

援してまいりました。その結果、多くの漁場にお

いて、設定した底質環境の基準を維持するなど、

成果が見られています。
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　本年５月には、八代海の各養殖漁場において、

養殖業者による海底耕うんの取組を支援するな

ど、漁場の底質改善に取り組みました。

　また、より効率的かつ適切な給餌を行うため

に、ＩＣＴを活用し開発した自動給餌システムに

ついて、今後はＡＩで養殖魚の状態や漁場環境に

応じた給餌量の自動調整ができないか、検討して

いるところです。

　また、国の研究機関や大学との連携を進め、新

たに、赤潮の原因となる有害プランクトンの増殖

の抑制ができる対策を検討してまいります。

　次に、普及・指導体制については、養殖現場の

ニーズを踏まえ、飼育や赤潮、病気等に係る技術

や情報を速やかに養殖業者の方々と共有し、確実

に対策を実施していくことが必要です。

　そのため、現地での検討会の開催やＩＣＴを活

用した情報共有体制を整備することにより、効果

的で効率的に普及、指導ができるよう取り組んで

まいります。

　最後に、輸出の振興については、熊本県海水養

殖漁業協同組合などで構成する協議会による販路

開拓の取組を支援しています。

　その結果、本県水産物の輸出額は、北米や韓国

を中心にブリやマダイが増加するなど、令和４年

度は過去最高の27億7,000万円となっており、世

界的な食料需要の増大もあることから、さらに拡

大が期待できます。

　今後、本県水産物の輸出をさらに増加させるた

めに、北米やアジア圏のシェア拡大を図るととも

に、ＥＵなどの新たな国への販路開拓に向け、現

地での展示会や商談の取組を支援してまいりま

す。

　今後とも、本県水産業の柱である魚類養殖業の

振興に向けて、漁業団体や国、地元自治体とも連

携し、積極的に取り組んでまいります。

　　〔西村尚武君登壇〕

○西村尚武君　答弁いただきました。

　魚類養殖業の振興について答弁をいただいたわ

けですが、私が申し上げるべくもなく、日本は海

に囲まれた国でございます。古来より農業もそう

ですが、海産物を基に今があると思っています。

　牛深は、県の第３種漁港であり、熊本県の所管

であります。昔は、まき網船の漁業基地として栄

えた地域でありました。そのまき網船が、諸事情

により１船団、１船団と減っていき、今では昔の

まき網船もなくなりました。そのような中で、水

産振興を図るために、養殖業、水産加工業に力を

入れてまいりました。

　その養殖業の中でも、今一番に課題であるのが

赤潮対策であると思います。

　赤潮に関しては、根本的な解決は難しいという

ことは理解しております。沈降式のいかだが赤潮

抑制に効果があるというような情報もあります

が、はっきりとした検証もされていないと思いま

すし、費用対効果という面でもどうなのかという

点もあります。また、赤潮の発生も、漁場環境で

違ってくると思います。

　地元でも、養殖関係者の皆さんとも、他地域の

実例等参考にしながら、県のお力をお借りしなが

ら協議していきたいと思います。

　また、養殖魚の輸出に関しましても、福島第一

原発の処理水の海洋放出による影響で、他国でも

大国と言われる国の輸入禁止措置の影響が大きく

出ています。輸出可能な他国への販路拡大につき

ましても、県の御支援をお願いいたします。

　過去、コロナ禍の中での輸出の抑制、３年連続

の赤潮被害、そして今回の他国の輸入禁止措置

と、魚類養殖業におきましては、非常に厳しい状

況であります。自助努力では克服できない局面に

来ております。持続可能な魚類養殖業の生産振興
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を実現するためにも、県、そして国の助成が必要

です。よろしくお願い申し上げます。

　次に、天草エアラインの現状と今後の展望につ

いて質問させていただきます。

　天草エアラインについては、熊本都市圏と天草

地域を90分で結ぶ、いわゆる90分構想の一環とし

て、県内で唯一の高速交通体系の空白地域という

社会的ハンディを克服するために、平成12年から

運航を開始しております。

　熊本県が主体となり、地元自治体と連携した

様々な支援により維持いただくことで、島という

ハンディキャップを背負う住民の移動の利便性向

上につなげていただいておりまして、心から感謝

を申し上げます。

　天草出身であります私といたしましても、熊本

地域、福岡地域までの移動の利便性の高さはもと

より、天草地域に大きな災害が発生した場合に

は、救助、救援の拠点として重要な役割を担うこ

とが予想され、今後もエアラインを維持していく

ことが何より重要だと感じているところです。

　天草エアラインの運営につきましては、令和３

年度に、県とエアラインの協議に基づき策定され

た中期計画に沿って進められていると伺っており

ます。特に、中期経営計画の取組の柱の一つであ

ります国交省や民間の航空会社などを構成員とし

た地域航空サービスアライアンス有限責任事業組

合、リミテッド・ライアビリティー・パートナー

シップを略してＬＬＰと呼ばれる取組がありま

す。2019年10月から活動が開始されており、新型

コロナウイルス感染症拡大の影響を受けながら

も、地域航空会社の垣根を越えた地域航空路線の

維持発展に関する様々な取組が進められていると

聞いております。

　しかしながら、燃料費の高騰、機材整備におけ

る為替の影響などもあり、厳しい経営が続いてい

る状況だと思います。

　コロナ禍における厳しい情勢の中でも、何と

か、県や地元自治体の支援により、昨年度も運航

の継続と経営の安定化が図られたと聞いておりま

す。しかしながら、いつまでも県や地元自治体の

支援が継続できるというわけでもないことは言う

までもありません。

　そのようなことから、天草エアラインでも、10

月から利用料の値上げが実施され、経営改善に向

けて取り組んでおられることは評価できると感じ

ております。

　しかし、なお、収入増加による経営改善を図る

ためには、就航率を上げていくとともに、欠航に

起因する利用低下を防ぐための信頼性の確保が何

よりも必要です。

　そこで、３点質問します。

　１点目に、天草エアラインの経営状況や中期経

営計画の進捗状況について、２点目に、ＬＬＰに

おける協議の具体的内容について、３点目に、信

頼性の確保や利用者の利便性向上などを踏まえた

今後の展望について、企画振興部長にお尋ねしま

す。

　　〔企画振興部長富永隼行君登壇〕

○企画振興部長(富永隼行君)　まず、１点目の天

草エアラインの経営状況及び中期経営計画の進捗

状況についてお答えします。

　経営状況につきましては、新型コロナウイルス

感染症の影響を受けた令和２年度の旅客数は２万

4,000人で、コロナ前の平成30年度の７万4,000人

と比較して約70％減少し、収入も大幅に減少しま

した。その後、令和４年度は５万2,000人まで回

復したものの、依然として厳しい経営状況にあり

ます。

　このため、天草エアラインでは、需要の減少に

対応した減便運航や経費の節減に取り組まれてい
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ます。また、県及び地元市町では、運航維持確保

応援金等により支援し、経営の安定化と安全運航

の確保を図っています。

　中期経営計画の進捗状況については、令和３年

度の計画策定以降、天草エアラインでは、新たに

旅行業の登録を行い、地元密着型の旅行商品の造

成、販売を始めたほか、職員の採用・育成計画に

基づく運航乗務員の確保に取り組むなど、着実に

計画を実行されています。

　現在、来年度からの残り２か年の計画期間につ

いて、顧客サービスと業務効率の向上を目的に、

ＤＸの導入等を柱とした計画の見直し作業が進め

られています。

　県としましても、引き続き、筆頭株主として、

経営安定化に向けた支援に取り組んでまいりま

す。

　次に、２点目の地域航空路線の維持に向けたＬ

ＬＰの取組についてお答えします。

　これまで、日本航空や全日空といった航空会社

の垣根を越えた新たなコードシェアの創設、地域

航空他社との協働によるＰＲの実施など、他社と

の協業による取組が推進されてきました。

　当初予定された４年の活動期間を迎え、本年10

月から、新たな地域航空会社の加入も可能となる

協議会に移行されました。

　今後も、安全運航のための技術協力などに取り

組まれる予定で、天草エアラインの経営面をはじ

め、様々な効果が享受されることを期待していま

す。

　最後に、今後の展望についてお答えします。

　天草エアラインの課題の一つに、欠航を減らす

こと、すなわち就航率の向上が挙げられます。

　今後、予防整備の充実や衛星を活用した着陸方

法の高度化による悪天候時の就航率改善などが図

られる予定です。加えて、利便性の維持向上のた

め、運航ダイヤの見直しも検討されています。

　県としましても、天草エアラインが命の翼とし

ての天草地域の医療提供体制の確保や地域振興の

一翼を担っていけるよう、しっかりと支援してま

いります。

　　〔西村尚武君登壇〕

○西村尚武君　答弁をいただきました。

　冒頭でも申し上げましたが、天草地域にとっ

て、天草エアラインは、医療従事者等が利用する

命の翼でありますし、地域振興、観光振興の一翼

を担い、さらには、災害時の拠点という面から

も、なくてはならない存在です。

　また、答弁にもありましたように、内部業務の

ＤＸ化やアプリ導入なども利用者の利便性向上に

つながることは間違いないので、ぜひ進めていた

だきたいところですが、現在の天草エアラインの

限りある人員数では、いいシステムを導入して

も、限られた利用となり、大器小用、これは大き

い器を小さい用途で使うという意味ですが、その

大器小用となる可能性も否めないところでありま

す。

　県と地元自治体でも、連携しながら、必要とす

る人員を確保し、企画力と戦略性を高めながら経

営強化に取り組んでいただくよう、検討をいただ

きたいと思います。

　最後に、要望を１つさせていただきます。

　海業振興モデル地区の取組について要望いたし

ます。

　令和４年３月25日に閣議決定された水産庁の新

たな漁港漁場整備長期計画の基本方針の中で、今

後５年間に取り組むべき重点施策の一つとして、

｢｢海
うみ

業
ぎょう

」振興と多様な人材の活躍による漁村の魅

力と所得向上」が掲げられたところです。

　その主な施策としましては、海業による漁村の

活性化のため、海業等を漁港、漁村で展開し、地
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域のにぎわいや所得と雇用を生み出すことや地域

の水産業を支える多様な人材の活躍に向けて、年

齢、性別や国籍等によらず、多様な人材が生き生

きと活躍できる漁港、漁村の環境を整備すること

が目標として示されました。

　そして、その成果目標として、今後５年間で、

全国でおおむね200万人の都市漁村交流人口の増

加を図ることや、漁港における新たな海業等の取

組件数を、同じく今後５年間で、全国でおおむね

500件とすることを定めています。

　水産庁では、成果目標の達成に向けて、海業振

興の先行事例を創出し、広く普及を図っていくた

め、海業に取り組む地域をモデル地区として昨年

11月から公募され、全国12地区をモデル地区とし

て選定して、その支援として、海業振興における

課題の整理や関係者間協議、海業の計画策定など

について、コンサル等――天草市においては漁港

漁場漁村総合研究所を派遣して協力、支援が行わ

れているところであります。

　天草市におきましては、県内唯一の……

○副議長(内野幸喜君)　残り時間が少なくなりま

したので、発言を簡潔に願います。

○西村尚武君(続)　第３種漁港である牛深漁港で

申請を行い、令和５年３月８日に、海業振興モデ

ル地区に選定されました。

　海業振興モデル地区に選定された牛深漁港地域

について、海業の振興やにぎわいの創出などに向

けた振興計画の策定作業が、実のあるものとして

しっかり前に進むよう、県としても、様々な角度

から今後有益となり得る支援や助言等をいただき

ますよう、ここに要望するものです。どうぞよろ

しくお願いいたします。

　これで用意いたしました質問と要望は以上でご

ざいます。

　どうも御清聴ありがとうございました。(拍手)

○副議長(内野幸喜君)　以上で本日の一般質問は

終了いたしました。

　明９日及び10日は、県の休日のため、休会であ

りますので、次の会議は、来る11日午前10時から

開きます。

　日程は、議席に配付の議事日程第５号のとおり

といたします。

　本日は、これをもって散会いたします。

　　午後２時８分散会





第 ５ 号 

（12月11日）
 





－ 129 －

　　令和５年　   熊本県議会12月定例会会議録    　　　第５号

令和５年12月定例会　熊本県議会会議録　第５号（12月11日）

令和５年12月11日(月曜日)

　　 ―――――――――――――――――

　　　議事日程　第５号

　　令和５年12月11日(月曜日)午前10時開議

　第１　一般質問(議案に対する質疑並びに県の

　　一般事務について)

　第２　議案等に対する質疑(第１号から第47号

　　まで)

　第３　知事提出議案の委員会付託(第１号から

　　第47号まで)

　第４　請願の委員会付託

　第５　休会の件

　　 ―――――――――――――――――

本日の会議に付した事件

　日程第１　一般質問(議案に対する質疑並びに

　　県の一般事務について)

　日程第２　議案等に対する質疑(第１号から第

　　47号まで)

　知事提出議案の上程(第48号から第56号まで)　

　　質疑

　日程第３　知事提出議案の委員会付託(第１号

　　から第56号まで)

　日程第４　請願の委員会付託

　知事提出議案の上程(第57号)

　日程第５　休会の件

　　　　 ――――――――――――

出席議員氏名(48人)

　　　　　　　　　　　　星　野　愛　斗　君

　　　　　　　　　　　　髙　井　千　歳　さん

　　　　　　　　　　　　住　永　栄一郎　君

　　　　　　　　　　　　亀　田　英　雄　君

　　　　　　　　　　　　幸　村　香代子　君

　　　　　　　　　　　　杉　嶌　ミ　カ　さん

　　　　　　　　　　　　立　山　大二朗　君

　　　　　　　　　　　　斎　藤　陽　子　さん

　　　　　　　　　　　　堤　　　泰　之　君

　　　　　　　　　　　　南　部　隼　平　君

　　　　　　　　　　　　本　田　雄　三　君

　　　　　　　　　　　　岩　田　智　子　君

　　　　　　　　　　　　前　田　敬　介　君

　　　　　　　　　　　　坂　梨　剛　昭　君

　　　　　　　　　　　　荒　川　知　章　君

　　　　　　　　　　　　城　戸　　　淳　君

　　　　　　　　　　　　西　村　尚　武　君

　　　　　　　　　　　　池　永　幸　生　君

　　　　　　　　　　　　竹　﨑　和　虎　君

　　　　　　　　　　　　吉　田　孝　平　君

　　　　　　　　　　　　中　村　亮　彦　君

　　　　　　　　　　　　髙　島　和　男　君

　　　　　　　　　　　　末　松　直　洋　君

　　　　　　　　　　　　前　田　憲　秀　君

　　　　　　　　　　　　松　村　秀　逸　君

　　　　　　　　　　　　岩　本　浩　治　君

　　　　　　　　　　　　西　山　宗　孝　君

　　　　　　　　　　　　河　津　修　司　君

　　　　　　　　　　　　楠　本　千　秋　君

　　　　　　　　　　　　橋　口　海　平　君

　　　　　　　　　　　　増　永　慎一郎　君

　　　　　　　　　　　　髙　木　健　次　君

　　　　　　　　　　　　髙　野　洋　介　君

　　　　　　　　　　　　内　野　幸　喜　君

　　　　　　　　　　　　山　口　　　裕　君

　　　　　　　　　　　　岩　中　伸　司　君

　　　　　　　　　　　　城　下　広　作　君
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　　　　　　　　　　　　西　　　聖　一　君

　　　　　　　　　　　　鎌　田　　　聡　君

　　　　　　　　　　　　渕　上　陽　一　君

　　　　　　　　　　　　坂　田　孝　志　君

　　　　　　　　　　　　溝　口　幸　治　君

　　　　　　　　　　　　池　田　和　貴　君

　　　　　　　　　　　　吉　永　和　世　君

　　　　　　　　　　　　松　田　三　郎　君

　　　　　　　　　　　　藤　川　隆　夫　君

　　　　　　　　　　　　岩　下　栄　一　君

　　　　　　　　　　　　前　川　　　收　君

欠席議員氏名(１人)

　　　　　　　　　　　　緒　方　勇　二　君

　　 ―――――――――――――――――

説明のため出席した者の職氏名

　　　　　　知　　　　事　蒲　島　郁　夫　君

　　　　　　副 知 事　田　嶋　　　徹　君

　　　　　　副 知 事　木　村　　　敬　君

　　　　　　知事公室長　内　田　清　之　君

　　　　　　総 務 部 長　平　井　宏　英　君

　　　　　　企画振興部長　富　永　隼　行　君

　　　　　　理　　　　事　小金丸　　　健　君

　　　　　 企画振興部

　　　　　 球磨川流域　府　高　　　隆　君

　　　　　 復興局長

　　　　　 健康福祉部長　沼　川　敦　彦　君

　　　　　 環境生活部長　小　原　雅　之　君

　　　　　 商工労働部長　三　輪　孝　之　君

　　　　　 観光戦略部長　原　山　明　博　君

　　　　　 農林水産部長　千　田　真　寿　君

　　　　　 土木部長　亀　崎　直　隆　君

　　　　　 会計管理者　野　尾　晴一朗　君

　　　　　 企業局長　竹　田　尚　史　君

　　　　　 病院事業

　　　　　　警察本部長　宮　内　彰　久　君

　　　　　　　　　　　　出　田　孝　一　君

　　　　　　監 査 委 員　藤　井　一　恵　君　

　　 ―――――――――――――――――

事務局職員出席者

　　　　　　事 務 局 長　波　村　多　門

　　　　　　　　　　　　村　田　竜　二

　　　　　　議 事 課 長　富　田　博　英

　　　　　　　　　　　　濱　田　浩　史　　　

　　　　 ――――――――――――

　　午前10時開議

○議長(渕上陽一君)　これより本日の会議を開き

ます。

　　　　 ――――――――――――

　日程第１　一般質問

○議長(渕上陽一君)　日程に従いまして、日程第

１、８日に引き続き一般質問を行います。

　斎藤陽子さん。

　　〔斎藤陽子さん登壇〕(拍手）

○斎藤陽子さん　皆様、おはようございます。菊

池郡選出・自由民主党の斎藤陽子でございます。

これまで議員としての経験もない私が、今回、県

議会議員として初めて一般質問をさせていただき

ます。不慣れな中、お聞き苦しい点もあるかと思

いますが、精いっぱい努めてまいりますので、最

後までどうぞよろしくお願いいたします。

　それでは、早速ですが、通告に従いまして質問

に入らせていただきます。

　新大空港構想の交通ネットワークについて質問

させていただきます。

　これまで、阿蘇くまもと空港を創造的復興のシ

ンボルと位置づけ進められてきた大空港構想です

が、このたび、新たに新大空港構想が発表されま

した。

　現在、県内の各所で事業の拡大や新規企業の進

出などが進む中、空港機能のさらなる強化と企業

事務局次長
兼総務課長

審 議 員 兼
議事課長補佐

人事委員会
委 員 長

病 院 事 業
管 理 者

人事委員会
事 務 局 長
病 院 事 業
管 理 者

　　　　　　　　　　　　府　高　　　隆　君

　　　　　　健康福祉部長　沼　川　敦　彦　君

　　　　　　環境生活部長　小　原　雅　之　君

　　　　　　商工労働部長　三　輪　孝　之　君

　　　　　　観光戦略部長　原　山　明　博　君

　　　　　　農林水産部長　千　田　真　寿　君

　　　　　　土 木 部 長　亀　崎　直　隆　君

　　　　　　会計管理者　野　尾　晴一朗　君

　　　　　　企 業 局 長　竹　田　尚　史　君

　　　　　　　　　　　　竹　内　信　義　君

　　　　　　教 育 長　白　石　伸　一　君

病 院 事 業
管 理 者

企画振興部
球磨川流域
復 興 局 長
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集積に伴うまちづくりに取り組むとのことで、大

変期待をしています。

　先日、県議会の高速交通ネットワーク特別委員

会において、台湾に実際に視察に行かせていただ

きました。

　現在、熊本空港と台湾を結ぶ飛行機を就航して

いるスターラックス社とチャイナエアラインにお

いて、現状を聞かせていただいたところ、熊本─

台北線の現在の利用率は80％から90％で、とても

人気がある路線であるとのことです。利用者のう

ちの約７割が観光で、３割がビジネスとなってお

り、観光目的で多くの方に利用していただいてい

る現状です。さらに、観光に加え、ゴルフやスポ

ーツ、物流などの新たなニーズにも期待を寄せる

声をいただいた一方で、熊本空港に到着してから

の交通アクセスの問題、また、県内につながるア

クセスの改善を求める御意見をいただきました。

　12月３日から、チャイナエアラインでは、週２

往復から週４往復に増便されており、チャイナエ

アライン、スターラックス航空と合わせて、熊本

─台北線は週に11往復となりました。

　今後、2024年12月には、ＴＳＭＣ第１工場の稼

働開始、関連企業の進出、ホテルも複数開業が予

定されており、空港周辺ではますますの混雑が予

想されます。

　現状において、既に空港周辺では、交通渋滞、

駐車場不足、タクシー不足など、課題が山積して

おり、空港を中心とした交通ネットワークの充実

は、早急に取り組んでいかなければならないと考

えます。

　空港の利用者は、ビジネス、観光、そのほか

様々な目的であり、多様なニーズに対応できる交

通ネットワークの充実を早急に実現していくこと

で、空港機能の強化を図ることや地域のにぎわい

づくりにも直結していくものと考えます。

　そこで質問です。

　新大空港構想の中でも最も重要である観光も含

めた交通ネットワークの構築をどのようにして実

現していかれるのか、企画振興部長にお尋ねいた

します。

　　〔企画振興部長富永隼行君登壇〕

○企画振興部長(富永隼行君)　今後、県内で増加

が見込まれるインバウンドやＴＳＭＣ進出に伴う

ビジネス客への対応のためには、議員御指摘のと

おり、空港を中心とした交通ネットワークを充実

させる必要があると認識しています。

　特に、自家用車を使用しない観光客等の移動手

段確保のため、公共交通の充実を図ることが重要

です。

　現在、阿蘇くまもと空港と熊本市中心部のアク

セス手段として、空港リムジンバスが運行されて

います。利用者の増に伴う増便や特別快速便の運

行など、空港へのアクセスの利便性向上を図る取

組を進めております。

　また、ＪＲ豊肥本線と連携したアクセス手段と

して、県では、町や空港運営会社等とともに、肥

後大津駅と阿蘇くまもと空港を無料で結ぶ空港ラ

イナーを運行しています。今年度は、月平均１万

人を超える方に利用いただき、自家用車によらな

い空港アクセス手段の一つとして定着していま

す。

　一方で、空港から県内各地の観光地へのアクセ

スについては、阿蘇などの主要な観光地へ、バス

などの公共交通によるアクセス手段はあるもの

の、観光客の多様な移動ニーズに対応するために

は、さらなる充実が必要と考えております。

　そのために、引き続き、運転士不足などの交通

事業者が抱える課題の解決を後押しし、公共交通

で観光地を周遊できる環境など、持続可能な公共

交通の構築を目指した取組を推進してまいりま



－ 132 －

令和５年12月定例会　熊本県議会会議録　第５号（12月11日）

す。

　現在の九州の他空港の状況を見てみますと、地

下鉄を軸としている福岡空港、高速道路に隣接す

る鹿児島空港など、空港へのアクセスにはそれぞ

れの特徴があると考えています。

　阿蘇くまもと空港は、九州の中心に位置し、市

街地と観光地の両方に直接アクセスが可能な利点

を生かし、自動車と公共交通のベストミックスに

より、その利便性を高め、九州のセントラル空港

としての拠点性を強化することが重要です。

　県としては、空港アクセス鉄道や道路交通網の

整備と併せ、既存の公共交通の機能強化を図り、

様々なニーズに対応した多様な交通手段の選択が

可能となる交通ネットワークづくりを目指してま

いります。

　　〔斎藤陽子さん登壇〕

○斎藤陽子さん　企画振興部長より、空港を中心

とした交通ネットワークの充実は大きな課題であ

り、利便性の高い九州のセントラル空港としての

拠点性が重要であるという御認識の下、多様なニ

ーズに対応できる交通ネットワークづくりを目指

すとの御答弁をいただきました。

　先日、蒲島知事は、髙木議員からの空港アクセ

スの質問に対し、より具体的な阿蘇くまもと空港

周辺の未来像を語られました。私も議場から知事

のお言葉を聞いており、頭の中で想像しながら、

わくわくした気持ちで聞いておりました。

　熊本の空の玄関である阿蘇くまもと空港、その

周辺の未来像については、地域の皆様のみなら

ず、県民の皆様が最も注目する熊本の未来像であ

ると思います。空港を中心とし、ビジネス、観

光、通学、生活など、多様なニーズに対応する交

通ネットワークの構築は、空港を利用する皆様は

もとより、県民の皆様の生活の質の向上や県経済

の活性化にも貢献するものだと考えます。

　しかし、新大空港構想の実現には時間を要しま

す。長期的取組を進める上でも、常に変化してい

る細かい課題にもしっかりと向き合っていただき

たいと思います。

　質問でも申し上げましたが、大津町では、新規

ホテルの建設が複数予定されております。例え

ば、インターネットの宿泊予約サイトで宿泊地を

選ぶために検索しようとすると、大津町、菊陽

町、益城町などは、検索エリアが不明瞭で分かり

にくく、空港からの交通アクセス手段も、便利と

はとても思えないような案内となっています。

　ぜひ、空港利用者の視点、これから熊本にお越

しになる皆様の視点、空港周辺や熊本県内でお客

様をお迎えしようと準備をしてくださっている皆

様の視点で、幅広い意味での交通ネットワークづ

くりに期待を申し上げたいと思います。企画振興

部長、どうぞよろしくお願いいたします。

　それでは、次の質問に移ります。

　地下水保全について御質問いたします。

　先日、ＴＳＭＣが熊本県内に３つ目の工場建設

を検討していることがニュースになりました。

　この第３工場は、最先端の半導体の生産を視野

に入れておられるとのことで、これらの半導体産

業の集積が進めば、今後、さらに多くの関連企業

が、菊池郡周辺、さらには県内全体に進出するこ

とが予想されます。

　100年に１度とも言われているこのビッグチャ

ンスである一方、県民の多くの皆様が心配をし、

関心を寄せているのが、地下水保全、環境保全の

問題であります。

　県内では、井戸水から発がん性のおそれが指摘

されるＰＦＯＳ及びＰＦＯＡなどの有機フッ素化

合物が検出され、住民に不安が広がっているとい

う報道もあっています。地表からの浸透だけでは

なく、地下の水脈を通じて広がる可能性もあるよ
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うですが、県民の安全、安心のためには、河川水

や地下水を対象とした定期的な水質調査がこれか

ら必要不可欠と思われます。

　このような中、減少が心配される地下水を地域

ぐるみで育もうと、大津町では新たに、冬場の田

んぼに水を張って地下水を蓄える冬期湛水に取り

組む活動も始まりました。

　農業を守り、水を守るという認識の下、これま

で以上に地下水保全、環境保全に取り組んでいか

なければならないという地域の取組は、非常に意

義深いものがあります。

　地下水保全の観点から、安全な水質の問題、そ

れから地下水の量の問題、共に注意深く監視を続

けることが必要と考えます。

　そこで質問です。

　地下水保全、環境保全の必要性がより一層高ま

る中で、熊本の地下水を守り生かすためには、新

たな地下水の涵養に取り組み、涵養量と採取量を

調整することが重要だと思われますが、今後どの

ようにして涵養を促し、涵養量を増大させていく

のか、お尋ねします。また、仮に水質が基準値を

外れた場合に、具体的にどのように対応されるの

か。

　以上、環境生活部長にお尋ねいたします。

　　〔環境生活部長小原雅之君登壇〕

○環境生活部長(小原雅之君)　まず、地下水涵養

への県の取組についてお答えいたします。

　熊本地域の地下水は、地下水をたたえる地域特

有の地質と農業の営みなどによって育まれてきま

した。

　平成16年度からは、地下水を保全するため、白

川中流域等で人工的な地下水涵養が開始されまし

たが、田んぼに水を張る湛水事業には、地元の団

体や農家の協力が不可欠です。

　そのため、ＪＡＳＭの取水量に見合う地下水涵

養の実現に向け、本年５月に、ＪＡＳＭ、県、菊

陽町、水田湛水に取り組む２団体で、地下水涵養

の推進に関する協定を締結いたしました。

　現在、この協定を基に、地下水涵養を行う面積

や期間の拡大、稲作の生産拡大などについて、農

業団体や地元の農家を交えて検討を重ねていま

す。

　その成果の一つとして、大津町瀬田地区におい

て、冬期湛水事業が11月から開始されました。水

を通しやすい水田が広がる白川中流域においては

初めての取組であり、年間100万トンを超える涵

養が実現される見通しです。

　この瀬田地区の冬期湛水事業をモデルとして、

課題や対策を地元の方々と共有し、さらに、他の

地区にも涵養の取組が広がるよう、関係者と連携

し、取り組んでまいります。

　さらに、工業用地や宅地等における雨水浸透ま

すや雨庭、浸透性の調整池の設置など、様々な対

策を検討し、涵養量の増大を図ってまいります。

　次に、水質が基準を超える場合の対応について

お答えいたします。

　地下水の水質が法令で定める環境基準を超過し

た場合は、市町村と連携し、住民に飲用を控える

よう周知徹底を図るとともに、必要に応じ、汚染

範囲を把握するための追加調査を速やかに行いま

す。

　また、有機フッ素化合物であるＰＦＯＳ及びＰ

ＦＯＡについては、その健康影響が十分把握され

ていないため、国において、暫定的な指針値50ナ

ノグラム・パー・リットルが定められています。

この指針値を超える場合は、国の手引に沿った同

様の対応を速やかに行います。

　これらに加えて、規制外の金属類や化学物質に

ついても、８月から水質に関する環境モニタリン

グを実施しています。このことにより、新たな工
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場が稼働する前後で変化がないか、客観的かつ科

学的に把握していきます。そして、その結果につ

いては、環境分野等の専門家で構成する委員会で

検証していただいた上で、適切な対応につなげて

まいります。

　県としましては、今後とも、健全な水循環と水

環境の保全への取組を進め、熊本の宝である豊か

できれいな水を次世代へしっかりと引き継いでま

いります。

　　〔斎藤陽子さん登壇〕

○斎藤陽子さん　環境生活部長より御答弁をいた

だきました。

　私の住み暮らす菊池郡におけるＴＳＭＣの進出

は、熊本県内全体の活性化が見込まれるビッグチ

ャンスであると同時に、環境保全、特に地下水保

全については、住民の皆様のみならず、県内はも

とより全国からも非常に関心が高く、心配の声が

上がっています。

　これまでも、白川中流域の水田では、水循環型

営農推進協議会を中心に、熊本市の生活用水の全

てを担う地下水を保全するため、地下水涵養に大

きく貢献されてまいりました。

　そして、御答弁においても御紹介いただきまし

たように、地下水保全の観点から、大津町瀬田地

区において、冬期湛水事業が始まりました。

　この事業においては、大津町瀬田地区の農家の

方々が、農地が育む地下水をキャッチフレーズと

して、慣行水利権を利用し、冬期湛水事業による

地下水保全に取り組んでおられます。本来、冬期

には、冬ニンジンなどを栽培するなどして収益を

上げることも可能である中で、今回、調整を図り

ながら、地下水の保全に御尽力をされています。

　これからも、冬期湛水事業を継続して行ってい

く、また、拡大して行っていくためには、農業と

の連携が必要不可欠であると考えます。

　現在、資材の高騰や人材不足などの課題を抱え

ながらも、懸命になって農業を継続されている農

家の皆様には、冬場の農業収益はとても重要であ

ります。

　そのような中にあっても、地下水涵養に最高に

適した地域においての取組には、私は大きな価値

があるものと考えます。

　また、企業の集積に併せて農業の価値をさらに

高めていくことも重要であります。ぜひ、地元や

企業との連携の下、この事業が地下水涵養量の増

大に向けた持続的な取組になるよう、県が積極的

に支援していただきますようにお願いいたしま

す。

　また、水質の問題では、環境基準値を超過した

場合は、国と同様の対応をしていただくとのこと

ですが、ぜひ、より具体的な対応を検討いただ

き、県民の不安の声にお応えいただきますよう

に、重ねてお願いしたいと思います。

　それでは、次の質問に移ります。

　スポーツツーリズム推進戦略の成果と課題につ

いて御質問いたします。

　今年10月15日に開催された2024年パリ・オリン

ピック日本代表選考会、マラソングランドチャン

ピオンシップ、ＭＧＣにおいて、見事２位という

成績でパリ五輪切符を手にされた大津町出身の赤

﨑暁選手の快挙というのは、皆様の記憶に新し

く、熊本にとっても大変明るい希望のあるニュー

スであったと思います。

　熊本といえばスポーツも大変盛んであり、県民

に夢や感動、勇気を与えるとともに、スポーツへ

の関心や意欲を高めるスポーツの価値がますます

高まっているのではないかと感じています。

　県では、2019年のラグビーワールドカップや女

子ハンドボール世界選手権大会など、大規模国際

スポーツ大会開催のこれまでの経験などを生か
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し、スポーツを活用して自然災害やコロナ禍で落

ち込んだ経済を回復させ、地域振興につなげるた

め、熊本県スポーツツーリズム推進戦略、くまも

っと旅×スポーツ推進戦略が策定されました。

　さらに、令和４年１月17日、スポーツを通じた

観光や交流人口の拡大を推進する官民組織とし

て、くまもっと旅スポコミッションを設立し、熊

本の雄大な自然、温泉や豊かな食などの観光資源

と各地で実施されている様々なスポーツの取組な

どを組み合わせた観光色の強いスポーツツーリズ

ムを推進し、計画の実現に向けて取り組んでおら

れます。

　このような中、皆様御承知のとおり、本年７月

15日に、リポビタンＤチャレンジカップ2023日本

代表対オールブラックス・フィフティーン戦、10

月には、第１回マイナビツール・ド・九州2023が

阿蘇地域で開催されました。また、11月には、世

界バドミントン連盟の国際大会、スーパー500、

熊本マスターズジャパンが開催されるなど、まさ

しくラグビーワールドカップ日本大会開催等にお

けるレガシーの持続的な継承に取り組まれてお

り、今後のスポーツコミッションのさらなる活性

化を期待するところでもあります。

　そこで質問です。

　熊本県スポーツツーリズム推進戦略、くまもっ

と旅×スポーツ推進戦略は、本年度までの計画と

なっておりますが、これまでの３年間の戦略の成

果と課題についてどのように考えておられるの

か、観光戦略部長にお尋ねいたします。

　　〔観光戦略部長原山明博君登壇〕

○観光戦略部長(原山明博君)　スポーツツーリズ

ム推進戦略の成果と課題についてお答えします。

　県では、令和３年11月に策定したスポーツツー

リズム推進戦略において、集客力のある大規模ス

ポーツ大会の誘致、体験型プログラムの開発、地

域スポーツの掘り起こしを基本方針に掲げ、これ

まで様々な取組を進めてまいりました。

　この推進戦略の策定時はコロナ禍でありました

が、ポストコロナを見据え、まず、大規模スポー

ツ大会の誘致に積極的に取り組みました。

　その結果、議員御紹介のとおり、本年７月のラ

グビー日本代表国際試合、10月のツール・ド・九

州、そして11月の国際バドミントン大会、熊本マ

スターズジャパンと、３つの国際スポーツ大会を

誘致し、開催を実現することができました。

　これらの大会は、選手たちの一流のプレーが多

くの県民に感動と勇気を与えるとともに、国内外

から合わせて約６万人の観戦者が訪れ、宿泊や飲

食、交通など、県内に経済効果をもたらしまし

た。また、おおむね円滑な運営ができたことで、

今後の大会誘致に向けての自信にもつながりまし

た。

　国際スポーツ大会の開催は、この推進戦略にお

ける最も大きな成果と考えています。

　また、体験型プログラムの開発では、地域の観

光協会やガイドなどと連携し、南阿蘇村の農村を

巡るサイクリング商品や球磨川でＳＵＰとテント

サウナを楽しむ商品などの開発を進め、ウェブサ

イトなどで販売を開始しました。

　さらに、地域スポーツの掘り起こしでは、市町

村や地域のスポーツコミッションとスポーツ合宿

誘致等に向けた意見交換を行うとともに、県内各

地域で開催されるスポーツ大会やイベント、スポ

ーツ施設等の情報を取りまとめ、ホームページ等

で広く発信しました。

　一方、主な課題としては、大規模大会向けに造

成した観戦ツアーや体験型プログラム商品の販売

実績が少ないこと、地域のスポーツ大会等を訪れ

た選手や観戦者が観光周遊等も楽しめる受入れ体

制が十分でないことなどが挙げられます。
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　このため、旅行会社や市町村、地域のスポーツ

コミッションなど、関係機関と協議、検討を進

め、地域経済への波及効果が一層高まるよう取組

を進めてまいります。

　今後とも、本県の強みである雄大な自然や温

泉、食などを生かした熊本らしいスポーツツーリ

ズムの確立を目指してまいります。

　　〔斎藤陽子さん登壇〕

○斎藤陽子さん　観光戦略部長より御答弁をいた

だきました。

　平成27年にスポーツ庁が設立され、第２期スポ

ーツ基本計画においては、2021年度までに、全国

に170か所地域にスポーツコミッションを立ち上

げることが目標に掲げられました。

　この国の方向性に合わせて、第２期熊本県ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略及びようこそくま

もと観光立県推進計画を踏まえるとともに、第２

期熊本県スポーツ推進計画と連携を図り、スポー

ツによる地域活性化を目指し、このスポーツツー

リズム推進戦略が作成されたものと思います。

　部長に御答弁をいただいた大規模スポーツの誘

致、体験型プログラムの開発、地域スポーツの掘

り起こし、この３つの基本方針にて取り組まれて

こられた成果は、これまでテレビの中の遠い存在

であったスポーツ国際大会を、県民の皆様、特に

子供たちが間近でトップスポーツに触れるよい機

会となり、併せて大きな経済効果につながったも

のと思います。

　一方で、課題についてですが、大会誘致、プロ

グラム開発、地域スポーツの掘り起こしの３つの

柱に加えていただきたいのが、マネジメント、デ

ィレクション機能です。

　大会の企画、運営だけではなく、観客動員、宿

泊、食事、交通、観光、そして災害などのリスク

マネジメントや誘致活動も含め、総括して全体の

進行管理を行う機能が必要であると考えます。

　現状では、各サービスのそれぞれに担当窓口が

あるため、受益者がなかなか必要な情報やサービ

スにたどり着いていない現状もあるかと思いま

す。

　菊陽町には、新しい体育館もでき、合志市、益

城町、西原村、大津町と県民運動公園周辺地域に

は、体育館などのスポーツ施設が充実していま

す。ディレクション業務が機能することで、各地

域資源を活用した取組も可能であり、そのディレ

クション機能こそが、官民組織のくまもっと旅ス

ポコミッションと言えるのではないでしょうか。

　将来実現するであろうスタジアムやアリーナを

持続的に運営していくためにも、ディレクション

機能の充実についても、ぜひ御検討いただくよう

にお願いしたいと思います。

　それでは、次の質問に移ります。

　誰一人取り残さない熊本の教育環境の実現につ

いて質問をさせていただきます。

　誰一人取り残さない熊本の教育環境の実現とい

う視点で、まず最初に、不登校問題について質問

いたします。

　2016年の熊本地震、2020年からの新型コロナウ

イルス感染拡大というこれまで誰もが経験したこ

とのない危機に直面し、学校はもちろん、社会全

体が混乱し、私たちの生活は大きく変化しまし

た。

　熊本地震のあった４月に小学１年生だった子供

たちは、現在中学２年生になっているのではない

でしょうか。この間、これまで当たり前だった全

てのことが大きく変化しており、子供たちにとっ

ては、制限の多い窮屈な環境だったと思います。

　今年の５月に新型コロナウイルスが２類から５

類に移行し、通常の生活に戻るかのように思われ

ましたが、これまでの混乱の影響は大きく、子供
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たちが抱えている課題は、より一層深刻化してい

ると感じています。

　先日の新聞報道で、熊本県内の小中学校と高校

で、昨年度不登校だった児童や生徒の数が6,130

人に上り、過去15年で最も多かったという記事が

掲載されました。この6,130人というのは、あく

まで文部科学省が規定とする不登校に当てはまる

人数であり、小中学校における1,000人当たりの

不登校児童生徒の出現率は、全国で４番目に多い

ということです。

　また、いじめの認知件数は6,033件で、前の年

度より724件増えたほか、児童生徒同士のけんか

などの暴力行為は519件で、前の年度より245件増

加したというように、子供を取り巻く環境は深刻

な状況であり、早急な対応が必要であると思いま

す。

　今回、前田敬介先生からも質問がありましたと

おり、義務教育である小中学校では、子供たちの

多様なニーズの受皿として、市町村において小中

学校の実情に合った様々な取組が進んでいるよう

であります。

　子供たちの学びの保障として、中学校までに自

立して生きていくための基礎を養い、高校では社

会に出ていくために必要な能力を養うため、特

に、高校は、定められた単位を取得する必要があ

りますが、出席日数が足りないと進級や卒業がで

きず、退学につながる場合も多くあります。

　様々な問題を抱えている子供たちの学びの機会

を少しでも広げ、社会とつなげていくためにも、

学校には大きな役割があるのではないでしょう

か。

　特に、高校は社会につながる重要な教育機関で

あるという認識の下、県立高校の果たす役割や取

組には大いに期待しています。

　そこで質問です。

　誰一人取り残さない熊本の教育環境の実現のた

めに、県内の不登校の現状についてどのように考

えるのか、今後の県立高校の不登校対策について

どのように取り組んでいくのか。

　以上２点、教育長にお尋ねいたします。

　　〔教育長白石伸一君登壇〕

○教育長(白石伸一君)　まず、不登校の現状に対

する認識についてお答えいたします。

　議員御指摘のとおり、不登校児童生徒数は、全

国同様、本県でも増加しています。

　令和４年度の調査によると、県内の小中学校に

おいては10年連続で増加し、それまで３年連続で

減少していた高校においても増加に転じており、

生徒指導上の喫緊の課題であると考えています。

　不登校児童生徒への支援については、不登校と

なった要因を的確に把握するとともに、学校や家

庭、関係機関で情報を共有し、組織的、計画的な

個々の児童生徒に応じたきめ細やかな対応が必要

です。

　また、支援に当たっては、学校に登校するとい

う結果のみを目標とせず、児童生徒が自ら進路を

主体的に考え、社会的に自立することを目指す必

要性があることや、不登校が学業の遅れ、進路選

択上の不利益などにならないようにすることに留

意しなければなりません。

　そのようなことから、県教育委員会としては、

関係機関と連携して、在籍児童生徒の心身の健康

状況、学習状況等を把握し、一人一人に応じた多

様な支援を行っていくことが重要と考えていま

す。

　次に、県立高校の不登校対策についてお答えい

たします。

　高校は、実社会への出口にもなりますので、社

会的自立を目指していけるよう支援することが重

要であると考えています。
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　具体的な不登校対策として、入学直後から充実

した支援が実施できるよう、中学校から申し送ら

れた新入生全員の情報を丁寧に確認しています。

出身中学校へ高校職員が出向いて、より詳細な情

報を聞き取る場合もあります。また、定期の家庭

訪問だけでなく、生徒の心身の不調が見られた際

にも早期に家庭訪問を実施し、家庭との連携を図

っています。

　登校が困難になった生徒に対しては、教室とオ

ンラインで接続した別室での登校を促すととも

に、関係機関やスクールカウンセラー等の専門家

とも連携しつつ、不登校支援会議を開催するな

ど、教室復帰を目指す取組を行っています。

　これらの取組の成果もあり、今年度の県立高校

１年生のうち、中学３年次不登校だった生徒の約

７割は、高校入学後、登校できるようになってい

ます。

　今後も、誰一人取り残さない学びの保障を目指

し、生徒一人一人に寄り添った不登校対策を推進

してまいります。

　　〔斎藤陽子さん登壇〕

○斎藤陽子さん　教育長より、高校は特に実社会

への出口にもなるので、より重要であるとのお考

えの下、県立高校においては、関係機関と連携

し、一人一人に寄り添った対応に取り組んでおら

れるとの御回答をいただきました。

　子供たちの心身の不調に早期に対応するための

取組として、ソーシャルワーカーやスクールソー

シャルワーカーなどの専門家との連携は非常に重

要だと思いますが、現在は、なかなかカウンセリ

ングの予約が取れない、場合によっては３か月先

になることもあると聞いています。この専門家へ

のつなぎの間こそ一番重要であり、手だてが必要

な期間だと思います。

　不調を訴える生徒を一人残して、家族が仕事に

出かけたり外出をしなければならない状況は、生

徒だけではなく、御家族の心身の健康を害するこ

とにもつながります。

　支援を必要としている生徒が孤立していかない

ように、早急に対応ができるよう、環境の整備を

ぜひお願いいたします。

　また、私は、教育警察常任委員会に所属してお

り、先日、委員会の管外視察で、札幌市の夜間中

学校、星友館中学校を視察させていただきまし

た。

　そこでは、10代から80代までの生徒が、それぞ

れのカリキュラムに合わせて学びを進めることが

できるシステムを構築されており、とても斬新な

中学校の姿を拝見させていただきました。そこに

通う生徒の中には、昼間はアルバイトをして、夜

間中学校に通いながら通信制高校にも同時に所属

している、いわゆるダブルスクールで学んでいる

生徒もいました。

　いよいよ熊本においても、来年４月から、夜間

中学校、ゆうあい中学校が開校します。ぜひ、誰

一人取り残さない学びの保障を実現するために、

なるべく制限を除外し、生徒一人一人に寄り添っ

た取組が実現しますようにお願いしたいと思いま

す。教育長、どうぞよろしくお願いいたします。

　それでは、最後の質問に移ります。

　部活動の地域移行についてお尋ねいたします。

　この課題については、今回、西村先生が質問さ

れまして、現在の県の取組についての御説明はい

ただいたところでありますので、違うところで質

問をさせていただきます。

　熊本県では、令和元年に、小学校の部活動が地

域に移行されました。当時は社会体育と言ってお

りましたが、現在は、社会体育ではなく、地域移

行の取組になっておりますので、今回の質問では

地域移行とさせていただき、質問をさせていただ
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きます。

　現在、小学校部活動の地域移行から５年が経過

していますが、県内の様々な地域の皆様から、既

に地域に移行されている小学生の地域スポーツに

関する課題として、やりたいスポーツ種目の教室

が近くにない、指導者がいない、活動場所の確保

が難しい、送迎が大きな負担になっている、教室

が始まる時間が遅い、クラブチームに入り、練習

時間、練習日が増大し、親の負担が大きくなっ

た、文化部は、まだ移行ができていない部活もあ

るなどの課題に加え、これまで、学校部活動で

は、支援クラスの子供も部活動に参加できていた

が、地域には受皿がなく、とても困っているとい

うような声が上がっています。

　これまで見えていなかった様々な課題、子供た

ちの困り事があるのではないかと思います。

　そこで、１点目の質問です。

　中学校部活動の地域移行を進める上で、小学校

の移行は終わったことではなく、移行後の現状に

ついても注視する必要があり、小学校部活動の地

域移行のその後の現状の把握が必要と考えます

が、いかがでしょうか。

　また、先日ありました部活動に関する市町村ア

ンケート調査の結果からは、指導者の確保が課題

であることから、指導者バンクをつくり、登録を

増やしていくとのことでありました。

　熊本県では、小学校の部活動地域移行の際、平

成28年に指導者バンクを創設したように思いま

す。しかし、指導者は思うように集まらず、活用

が難しかったように思います。

　今後、新しく取り組まれるということですが、

中学校部活動地域移行の他県の先進事例として、

岐阜県では、子供たちや保護者に直接アンケート

を実施し、どのようなスポーツをしたいのかなど

の調査結果を基に、指導者の資質や資格を明確に

して指導者を募集し、子供たちとのマッチングが

できるように準備を進めておられます。

　さらに、現在、こども家庭庁において、子供と

接する職業に就く際に、性犯罪歴がないことの証

明を求める新たな仕組みである日本版ＤＢＳ制度

の導入が検討されています。

　県内においても、子供を性被害から守るための

この制度の導入を当然検討すべき事項であり、指

導者バンクの活用については、まだまだ協議が必

要であると考えます。

　そこで、質問の２点目です。

　このことを踏まえて、中学校の部活動の地域移

行に係る地域の受皿づくりをどのように進めてい

くのか。

　以上２点、教育長にお尋ねいたします。

　　〔教育長白石伸一君登壇〕

○教育長(白石伸一君)　まず、小学校部活動の社

会体育移行後の現状についてお答えいたします。

　本県では、平成30年度末までに、小学校の運動

部活動を社会体育に移行いたしました。その際、

多くの市町村において、総合型地域スポーツクラ

ブが、その受皿となりました。

　当時、熊本市を除き、運動部活動に入っている

児童は約9,000人おり、総合型地域スポーツクラ

ブに加入する児童数は、移行前の平成29年度は約

3,900人でしたが、令和３年度には約8,400人に増

加しています。

　また、小学校部活動の社会体育移行後の成果に

ついては、学校、学年、男女の枠を超えた児童の

交流の活発化や低学年の子供のスポーツへの参

加、文化芸術活動への体験機会の増加などが挙げ

られます。

　一方、議員御指摘のとおり、地域によって指導

者が不足していることや参加できる活動が限られ

ること、活動場所の確保が難しいことなどの課題
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があることも事実でございます。

　そのため、県教育委員会では、市町村を訪問す

るなどして、社会体育移行後の状況を把握すると

ともに、地域における課題の解決に向けて、新た

な指導者確保のための研修会などに取り組んでい

るところでございます。

　引き続き、市町村と課題を共有しながら、子供

たちがスポーツや文化芸術活動に参加しやすい環

境づくりに取り組んでまいります。

　次に、中学校部活動の休日の地域移行に係る受

皿づくりについてお答えいたします。

　地域移行を進めるに当たって、最も重要な役割

を担うのが、地域の受皿の存在です。その受皿と

しては、総合型地域スポーツクラブをはじめ、地

域自治体、スポーツ少年団、地域にある既存の文

化芸術クラブなどを想定しています。

　県教育委員会では、本年８月に、有識者やスポ

ーツ・文化関係団体等から成る推進協議会を設置

し、地域において課題となっている受皿の整備や

指導者の確保、指導者等の登録基準などについて

も検討を行っているところでございます。

　今後、小学校部活動移行の現状なども踏まえな

がら、子供たちが将来にわたってスポーツや文化

芸術活動に親しむ機会を持続的に確保できるよ

う、しっかりと取り組んでまいります。

　　〔斎藤陽子さん登壇〕

○斎藤陽子さん　教育長より御答弁をいただきま

した。

　この部活動の地域移行の問題は、多くの皆様が

関心を寄せる子供たちにとって重要な問題である

と思っています。

　まず、小学校部活動の地域移行後について、各

市町村の担当者に意見を聞いているということ

は、小学校部活動の地域移行後の状況に課題があ

り、引き続き注視が必要であるという御認識であ

ると理解をいたしました。

　今後、決して放置することのできないこの課題

の解決に取り組んでいくためにも、県には、市町

村としっかり連携協力し、ぜひ子供たちの声や地

域の声にも耳を傾けて取り組んでいただきたいと

思います。

　また、中学校部活動の移行については、受皿と

して、総合型スポーツクラブをはじめ、地域自治

体、スポーツ少年団、地域にある既存の文化芸術

クラブなどを想定するとのことですが、これは国

の方針に書いてあるとおりのことであります。そ

ういう方法もあるという広い視野を持ちながら考

えていくべきだと思いますし、中学校の部活動移

行は、一体誰のためにやるのかという本質が忘れ

られているように思います。その答えは、ぜひ、

推進協議会を立ち上げられたとのことですので、

皆様で協議をしていただきながら考えていただく

ことに加えて、当事者である子供たちの声も聴き

ながら向き合っていただきたいと思います。

　私がこれまで長年地域スポーツに携わってきた

経験から御意見を申し上げるならば、文化部を含

めた部活動の地域移行は、子供たちにとって、今

よりももっとよくなっていくという前提で、多様

なニーズに応える地域の環境を整えていくことだ

と思います。目の前の子供たちが幸せになること

で、大人も幸せになり、地域もよりよくなってい

くのだと考えます。

　引き続き、部活動の地域移行の問題は、子供た

ちに関わる全てのことに関係する問題であり、学

校や地域だけでなく、社会全体の課題として捉

え、誰一人取り残さない熊本の教育環境の実現に

向けて、白石教育長、どうぞよろしくお願いした

いと思います。

　かなり早くなってしまったんですけれども、初

めての経験ですので、ちょっと早口で聞きにくか
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ったかなと思って申し訳ございません。まだ新人

ですので、プラスアルファで考えて言うことはで

きませんけれども、私なりに精いっぱい取り組ま

せていただきました。

　以上をもちまして、全ての質問が終了いたしま

した。

　現在、少子高齢化、人材不足などの課題に加

え、さらに、物価高騰により生活に不安を抱える

声も大きく、明るい未来が想像しにくい状況にあ

るかと思います。

　そんな中、私のふるさとである菊池郡では、Ｔ

ＳＭＣの進出により、大きな変化を迎える千載一

遇のビッグチャンスと言われる中、政治経験もな

い私を、地域の皆様が県議として選んでください

ました。そこには、これまでなかなか届いていな

かった子供たちの声、女性の声、様々な現場の声

を県政に届けてほしいという強い思いを地域の皆

様に託していただいたものだと受け止めていま

す。

　今後も、地域の皆様、県民の皆様とのつながり

を大切にしながら、全身全霊取り組んでまいりた

いと思います。

　恐れていたブザーを一度も聞くことがなく、こ

こまで来てしまいまして、これまでの先生方の中

で、ブザーを聞くたびに心拍数が最高に上がって

おりましたけれども、私はブザーを聞かずに終了

することになりました。

　引き続き、皆様方の御指導、御鞭撻を賜ります

ようお願い申し上げて、私の一般質問を終わらせ

ていただきます。

　時間が余って申し訳ございませんでした。御清

聴ありがとうございました。（拍手）

○議長(渕上陽一君)　この際、５分間休憩いたし

ます。

　　午前10時50分休憩

　　　　 ――――――――――――

　　午前11時開議

○議長(渕上陽一君)　休憩前に引き続き会議を開

きます。

　西山宗孝君。

　　〔西山宗孝君登壇〕(拍手)

○西山宗孝君　皆さん、こんにちは。宇土市選

出・自由民主党・西山宗孝でございます。

　今年春先より、コロナも５類へと移行され、県

内も地域の行事など復活し、地域経済も活況を増

しているところであります。中でも、スポーツ、

声出し応援もできなかった中で、いよいよ声出し

応援、これらの規制もなく、高校野球をはじめ多

くのスポーツが活況をなしてまいりました。

　私もスポーツ観戦大好きでありまして、バス

ケ、それからラグビー、野球と、声出し応援に、

今年は特に甲子園で母校が出ましたので、応援に

駆けつけました。

　スポーツといいますと、我々県民も国民も非常

に元気をいただくということで、皆さんも少し

ずつ元気になられたと思います。中でも、大谷

選手、やってくれました。10年間契約で1,000億

円、日本円にして。１年でどれぐらいだとか、昨

日、いろいろ家族で話し合っておりましたけれど

も、とてもじゃないけど想像もつかないような金

額で、すごいなと思いました。これも、やっぱり

国民あるいはこれからスポーツなりをする若者に

も元気を与えてくれると思っております。

　我が熊本出身の村上選手も、また後を追って近

い将来はメジャーリーグに行ってくれるんじゃな

いかと期待しております。村上宗隆選手を私も引

き続き応援していきたいと思っております。

　その一方で、この10月27日には、全国町村会会

長で、10期36年にわたり嘉島町長を務められまし

た荒木泰臣前町長がお亡くなりになられました。
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数々の御功績については、皆様も御承知のとおり

です。

　私にとりましては、東海学園の高校、大学の先

輩ということもあり、政治家になる前から、長き

にわたり、公私ともに御指導を賜りました。冷静

沈着の中にも、押しの強い方であったと思いま

す。ここに、改めて哀悼の誠をささげ、心からの

御冥福をお祈りしたいと思います。

　さて、本日で９回目の質問の機会をいただきま

した。５月の改選以降、議会、常任委員会、特別

委員会の管内外の視察をはじめ、自民党の各部会

や議員連盟などを通して、たくさんの政策課題に

も触れることができました。一方で、地元から

も、県政あるいは国政に関わる多くの声もいただ

いてまいりました。限られた項目となりますけれ

ども、時間いっぱい質問させていただきますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。

　まず最初に、熊本都市圏の防災を支える体制の

強化についてお尋ねをいたします。

　先般、県庁新館に整備された新防災センターを

訪れ、改めて見学と説明をいただいたところです

が、１階の展示資料室では、多くの見学者を前

に、担当職員から、県の大規模災害の歴史や県民

一人一人ができる災害対策などについて丁寧な説

明などもあっており、参加者の皆様の間では、さ

らに防災の認識が高まっておられるように感じま

した。引き続き、幅広い県民への啓発を期待する

ところです。

　この新防災センターの整備に合わせて、昨年８

月に、新たな九州を支える広域防災拠点構想を取

りまとめられたところでありますが、本県は、九

州の中央に位置するという地理的優位性に加え

て、熊本地震や令和２年７月の豪雨という未曽有

の災害を経験したことも相まって、ますます九州

の防災拠点としての役割を担うにふさわしい県で

あるとの認識が、県内外に広がっている状況にあ

ると思います。

　九州の防災拠点として熊本県が担う機能として

掲げられている緊急時のプッシュ方式による支援

物資の物流がますます円滑化されていくために

は、集積拠点施設やサポート基地などの支援体制

を、今後充実強化していく必要があります。平時

にこそ有事を想定した十分な準備や対応が求めら

れており、いざというときに備えたハード、ソフ

ト両面の充実を、今こそ図っていく必要がありま

す。

　九州を支える広域防災拠点構想の中において、

支援物資の集積拠点整備の強化に資する補完施設

として、物資集積拠点のさらなる拡充が課題と上

げられております。また、県内全エリアへの拡充

の必要性が述べられております。

　今後、九州を支える広域防災拠点構想を推進し

ていく上で、熊本県内の支援機能強化を図ること

は喫緊の課題であり、県防災計画などを振り返

り、実態に沿った見直しや肉づけなどを進め、日

常的に防災学習や防災訓練のできるようなフィー

ルドとなり得る防災公園の設置に向けた検討も、

併せて進めていく必要があるのではないでしょう

か。

　私は、令和３年２月定例会の一般質問におきま

して、県政における宇土地域の振興について知事

にお尋ねをした際、知事からは、現段階では広域

的な防災公園のような施設整備を目指す構想はな

いとしつつも、県全体の発展のために重要な地域

であるとの認識を明らかにされ、さらに、強みで

ある宇土市の拠点性を生かした取組について、地

元としっかりと連携しながら進めてまいりますと

いう御答弁をいただいております。

　宇土市は、さきの熊本地震の際、被災地として

プッシュ方式により国や県内外からたくさんの支
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援物資をいただきました。その経験、反省を基

に、発災初期の支援、その後の支援の在り方を学

び、令和２年の県南豪雨の際には、宇土市のボラ

ンティア団体では、県内外から届く多くの支援物

資を届けるための支援拠点を宇土市に設け、被災

地が望む必要物資や、あるいはこれを仕分けして

送る流れをつくり、被災地側からの多様なニーズ

に応えることを実証、確認をされました。

　熊本都市圏北部には、菊陽町防災公園をはじめ

とした広域の大規模の運動公園等々も周辺に集積

しておりますが、災害時における物理的な支援拠

点の整備としては、都市圏の南部を支える、ある

いは都市圏の北部に、両方、こういった支援基地

の充実が必要ではないかと思います。

　特に、都市圏南部におきましては、都市圏の周

辺部、宇土市辺りには、そういった広域的な規模

の大きいものはありませんので、ぜひとも県南、

県北にこういった機能を集積していただければと

思っておるところでございます。

　防災公園に対する認識や防災機能強化の必要性

について、知事公室長にお尋ねをいたします。

　　〔知事公室長内田清之君登壇〕

○知事公室長(内田清之君)　本県では、熊本地震

や令和２年７月豪雨等の大規模災害の経験を生か

し、県内の防災体制のさらなる強化を進めるとと

もに、日本の災害に対する安全保障に貢献するた

め、九州を支える広域防災拠点構想の取組を進め

ているところでございます。

　まず、議員御指摘の緊急時のプッシュ方式によ

る支援物資の供給体制につきましては、同構想に

基づき、グランメッセ熊本を集積拠点とし、そこ

から県内の各避難所や他県が指定する場所等に迅

速かつ効率的に支援物資を届ける計画としてお

り、輸送用のヘリポートの整備やトラック輸送等

流通事業者との協定の締結などに取り組んでおり

ます。

　さらに、災害の発生地域や状況に応じて、県内

各地域に機動的に物資搬送が行えるよう、県との

協定に基づく県内11か所のＪＡ選果場等のほか、

宇土アリーナなど市町村が指定する73か所の施設

をグランメッセ熊本の補完拠点として活用するこ

ととしております。

　議員御質問の熊本都市圏におきましても、この

補完拠点を活用した災害対応訓練を実施してお

り、本年10月の県総合防災訓練では、宇城市にあ

る県博物館ネットワークセンターを活用して、緊

急物資輸送訓練等を行ったところでございます。

　また、防災学習機能につきましても、本県の回

廊型震災ミュージアムにも位置づけられている県

防災センター展示・学習室や宇土市役所新庁舎な

どがあり、災害の経験や教訓、自助、共助等を学

ぶ場として、既に多くの県民、市民の皆様に御利

用をいただいているところです。

　さらに、議員御紹介の菊陽町の取組のように、

新たに市町村において、自助、共助、公助の視点

から、防災公園等の拠点整備が進められていま

す。

　県としては、市町村の取組とも十分連携をしな

がら、人口や都市機能が集積する熊本都市圏の防

災機能の強化を図っていくことが必要だと考えて

おります。

　加えて、現在、本県においては、南海トラフ地

震の発生や国民保護法に基づく他県からの避難住

民の受入れなど、危機管理上の新たな課題への対

応も求められており、これまでにも増して、広域

的な視点での防災機能の強化が必要になるものと

認識しております。

　来年１月には、国及び鹿児島県と共同で、県内

市町村への避難住民の受入れを想定した国民保護

に関する訓練を実施することとしております。
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　これらの訓練結果等を十分に検証し、熊本都市

圏を含めた県内の危機管理対応力を高めるととも

に、引き続き、本県が九州の広域防災拠点として

の役割を果たせるよう、必要となる防災施設の整

備や機能の強化につきましても、関係市町村とも

しっかりと連携しながら検討を進めてまいりま

す。

　　〔西山宗孝君登壇〕

○西山宗孝君　今朝もニュースで聞かれた方もい

らっしゃると思いますけれども、国からの発信

で、ミサイル攻撃に備えた避難の在り方について

の――八代市にそういった避難受入れ体制をつく

るべきであるかどうかということで、まあ国から

の発信でありましたので、今朝県の方にも聞いた

んですけれども、まだ具体的に八代市にするとか

どこどこにするとかいうことではなくて、県内で

はそういった拠点も含めてこれから整備をしてい

かなければならない、これは有事に備えてという

ことでありますので、災害等全般も含めたところ

になろうかと思います。

　本県が九州の広域防災拠点として、その機能を

十分に発揮していくためには、熊本都市圏の防災

機能の強化という足元の取組が大変重要である

と、先ほどの公室長の答弁でお伺いいたしまし

た。

　答弁にあった国民保護に関する訓練の結果を検

証して、都市圏を含めた災害対応力を高めるた

め、必要となる防災施設の整備や機能の強化につ

いて検討を進めると伺いました。

　県北を含む熊本都市圏の機能をさらに強化する

ためには、平時より県民の防災教育をフィールド

においても常時体験できる、あるいは県民のこう

いった防災意識を高めるためには、通常の訓練だ

けではなくて、この防災公園なるものの存在が非

常に私は重要であると思っておりますし、また、

全国にも、国あるいは地方において、そういった

フィールドによる防災公園の整備も実例としてあ

っております。ぜひとも必要でありますので、そ

ういった機能の強化の中でも、こういった防災公

園等々についても御検討いただければと思ってお

ります。よろしくお願いいたします。

　続いて、２番目の質問になりますけれども、熊

本観光の魅力創出と宿泊税の導入についてお尋ね

をいたします。

　新型コロナウイルス感染症の位置づけが、今年

５月、２類から５類に変更されました。これを受

けて、全国的に観光需要も大きく回復し、コロナ

禍以前の水準にほぼ回復している状況でありま

す。外国からの観光客数も回復しつつあります。

　観光地の保全目的や観光振興に係る基盤整備経

費の財源とするための宿泊税導入の検討も全国各

地で始まっておりますし、既に導入している自治

体も多くあります。

　熊本市では、令和５年10月に、宿泊・旅行業関

係者や学識者らによる検討委員会を設置し、宿泊

税導入の是非を含めて諮問を行い、来年３月に答

申を受ける方針であるとの報道もあっておりま

す。

　宿泊税は、地方自治体独自に設ける法定外目的

税で、観光振興施策の財源などに役立てることが

大きく期待されております。九州では、福岡県、

福岡市、北九州市が2020年４月に初めて導入し、

長崎市も本年度に新設しております。

　福岡市では、2022年までの３年間で、計37億の

宿泊税収入があります。税収は、大型コンベンシ

ョンの誘致や受入れ環境の強化などに広く活用さ

れているところであります。

　宿泊税を導入した全ての自治体では、宿泊税の

使い方について、観光振興も含まれており、その

税収は、観光地の案内板設置や海外へのＰＲ、あ
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るいは観光地までのシャトルバス運用やシェアサ

イクルなどの環境に配慮した様々な観光振興策に

充当されています。

　九州では、福岡、長崎に次ぐ観光地として魅力

のある熊本を今以上に全国に発信していくために

は、現状の財政的な面を考えると、一定水準の特

定財源を持ちながら、県内各地域の観光振興を図

ることが必要ではないかと思います。

　既に実施されている福岡の場合は、福岡市と北

九州市以外の地域に宿泊した場合の宿泊税は200

円です。全て県税収となり、福岡市内に２万円未

満の宿泊料金で宿泊した場合には、宿泊税は200

円ですが、そのうち県税が50円、福岡市税が150

円として、観光客の負担にならないように収入が

区分されているなど、宿泊税導入に向けて検討す

べき課題はたくさんあると思います。

　また、県南においては、いまだ観光客数が完全

に復活していないところもあるやに聞いておりま

す。

　このように、宿泊税について、観光振興財源と

して、その魅力や税負担の課題、そして導入に伴

う観光客の減少のおそれなどもありますが、様々

な観点から、観光業関係の方々に寄り添って、正

面から議論を尽くしていくことが何よりも重要で

はないかと思います。

　熊本観光の魅力創出強化にも資することにもな

るので、この宿泊税の導入について、今後どのよ

うに取組を進めていかれるのか、観光戦略部長に

お尋ねをいたします。

　　〔観光戦略部長原山明博君登壇〕

○観光戦略部長(原山明博君)　熊本観光の魅力創

出と宿泊税の導入についてお答えします。

　宿泊税は、持続可能な観光の実現に向けた自主

財源を安定的に確保する上で有効な手段と考えま

すが、本県においては、現在、既に導入している

自治体の成果と課題等を把握するなど、研究を行

っている状況です。

　宿泊税については、議員御紹介のとおり、福岡

県、福岡市、北九州市をはじめ、３都府県５市１

町で導入されています。

　福岡県では、令和４年度に約13億円の宿泊税収

入がありますが、例えば、宿泊施設改修等の受入

れ対応強化や市町村の観光施策のための財政支援

など、県全体の観光の底上げを図るために活用さ

れており、宿泊客や市町村から評価する声が寄せ

られていると聞いております。

　一方、宿泊事業者からは、旅行者の減少に対す

る懸念や税の申告、納入等の手続が煩雑で負担で

あるとの声も上がっているとのことです。また、

他県の例では、県内からの宿泊者が多い地域での

宿泊税導入は、結果的に県民の税負担を増加させ

るものだという意見も出されています。

　本県では、県全体としての延べ宿泊者数はコロ

ナ前の水準に戻っていますが、地域によってばら

つきがあり、被災地などは、まだ回復途上にあり

ます。これらの状況を踏まえると、現時点におい

て、宿泊税を県税として県全域に導入することに

ついては、慎重な検討を要すると考えています。

　熊本市においては、宿泊税検討委員会を設置し

て、導入の是非を含めた検討を開始しており、現

在、市内の宿泊事業者や来訪者を対象にアンケー

ト調査を実施していると聞いています。

　県としては、熊本市を含めた県全体の観光振興

に取り組んでいることから、この検討委員会にオ

ブザーバーとして参加しています。委員会の議論

やアンケートの結果を注視するとともに、熊本市

と緊密に意見交換を行いながら、宿泊税につい

て、様々な角度から研究を深めてまいります。

　　〔西山宗孝君登壇〕

○西山宗孝君　税の新設を後ろ向きに考えるので
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はなく、観光振興財源の確保と地域住民の平穏な

生活を保障していくためのコストであるという視

点で、ぜひ前向きな議論をお願いしたいと思いま

す。

　法定外目的税としての宿泊税の導入は、観光県

熊本の魅力創出強化に向けて、今後様々な施策を

展開する上で、財政的な基盤の一翼を担うことに

つながるものであります。安定財源を確保しての

継続的な息の長い観光振興は、コロナ禍で行われ

ました一過性の振興策と比較すると、より地域や

関係団体の要望に沿った政策を実行することなど

工夫を凝らせば、地に足のついた取組になるとい

うことが十分期待できると思います。

　先ほども御答弁ありましたように、今熊本市が

鋭意進めておりますこのタイミングで、県、市連

携で協議していく、検討しながら進めていくとい

うお話もありましたが、ぜひとも、熊本市、熊本

県合わせたところで、この税の導入についても検

討いただきたい、そういう機会が、チャンスが今

到来していると思いますので、よろしくお願いい

たします。

　次に、主要幹線道路の景観保全整備についてお

尋ねをいたします。

　今年の夏も、11月中旬までは夏日が記録される

など、酷暑が続きました。我が家の庭も雑草が茂

り、幾度となく市のシルバー人材センターなどに

お願いする夏となりました。

　県道沿線においても、雑草が道路に広がり、道

路交通に支障を来すこともしばしばありました

し、沿線の景観形成にも支障を来していました。

　広く幹線道路に目を向けますと、熊本から天草

に向かう宇土市の東西を抜ける国道57号にあって

は、ＪＲ三角線も並走しており、沿線には、干潟

で有名な有明海の美しい景観スポットや『ONE   

PIECE』のジンベエ像もあり、地域の方々より、

この雑草の多さには苦情を受けることがしばしば

ありました。また、この沿線は、県南の重要な観

光ルートでもあり、旅行関係者の方々からも建設

的な意見も伺っております。

　交通への支障もさることながら、沿線地域の景

観も阻害しています。地域より多くの要望もあり

まして、その都度道路管理者へお願いする機会も

増えてまいりました。

　国道57号では、宇土市の地域の行政区長会連合

会より、令和３年に、市、県、国へ、除草や、あ

るいはガードレールの整備、舗装などについて、

整備の要望が出された経緯もありました。

　道路の維持管理目的として、除草作業のみでな

く、沿線景観を保全するための取組として、県内

主要幹線道路沿線の保全活動が効率的にできるよ

うな仕組みの導入の検討も必要ではないかと考え

ることが多くなりました。

　今年６月議会の一般質問においては、我が党の

坂梨議員から、河川、道路等の維持管理について

貴重な質問もありました。

　本日は、北海道札幌市からせたな町における道

路管理者と地域住民との協働で、当該路線に求め

られる役割や目指すべき方向を検討し、その中で

景観保全活動を進めて大きな成果を成し遂げてき

た国道230号における協働型道路マネジメント検

討会の事業例を紹介しながら、本県の今後の道路

管理の在り方についても、お尋ね、御提案をさせ

ていただきたいと思っております。

　先ほども、観光県熊本についての施策を質問い

たしましたが、本県の観光は、アジアを中心とし

たインバウンドも後押しになって、これまで以上

の誘客が期待されています。

　地域住民とともにおもてなしの心を醸成してい

くことを念頭に進めてきた北海道における取組

は、７年目を迎え、沿道の景観づくりに大きな成

で有名な有明海の美しい景観スポットや『ONE『ON E
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果を出すことに加えて、子供たちあるいは地域の

社会教育にも大きな成果をもたらしていると聞い

ております。

　本県は、北は阿蘇から南は八代、天草にかけ、

多くの魅力ある観光資源があります。県では、今

年10月に開催されたツール・ド・九州2023などの

ビッグイベントの際には、緊急対応で道路やその

沿線の景観整備がなされて、美しい熊本を提供す

るとともに、天草街道おもてなし一斉除草である

とか、ロード・クリーン・ボランティア事業やマ

イ・リバー・サポート事業などに取り組んでこら

れました。

　しかし、年間を通して、特に夏場における除草

においては、県内一斉に対応することは大変難し

い面もあることや、また、予算も人材も十分とは

いえない事情もあって、現状に対して対策が追い

つかないのが実情であります。

　今後、道路維持管理のためのＤＸ化やボランテ

ィア啓発も必要でありますが、景観保全の観点か

らも、もう少し地域に密着した手法も必要である

と思います。先ほどの北海道の実例が全国で広が

っていると伺っておりますが、熊本県としてどの

程度認識をお持ちでしょうか。

　県も、マンパワー不足の中で、地域の住民、関

係する機関と知恵を絞って、個人や関係機関、そ

れぞれの責任、役割を明確にしながら、持続可能

な管理、保全の在り方を真剣に検討する時期にな

っていると思います。

　そこで質問ですが、人材不足や財政事情に加

え、観光の視点から、今後の道路沿線の環境景観

の保全をどのように考えていかれるのか、また、

ＳＤＧＳの観点から、持続可能な社会づくりを背

景に、主要幹線道路の景観保全整備に向けた取組

を今後どのように進めていかれるのか、現状の認

識と併せて、土木部長にお尋ねをいたします。

　　〔土木部長亀崎直隆君登壇〕

○土木部長(亀崎直隆君)　県では、車両や歩行者

の安全で円滑な交通を確保する目的で、道路区域

内において、除草や街路樹の剪定等による維持管

理を行っております。

　加えて、沿線景観の保全、整備という観点から

は、観光地につながる道路の景観向上等を行う緑

のウェルカムプロジェクトや住民の皆様が参加し

て道路の美化活動を行うロード・クリーン・ボラ

ンティア事業などにも取り組んでおります。

　このような沿線景観の保全を持続的、発展的に

進めていくためには、これまで以上の取組が必要

であり、議員御提案の地域住民等との協働は、有

効な手法の一つであると認識しております。

　現在、ロード・クリーン・ボランティア事業へ

の参加団体は、20年前の69団体から、昨年度末に

は541団体に増えるなど、着実に地域に根づいて

きております。

　このような活動の高まりを、美化活動の枠を超

えて、熊本の魅力ある観光資源を生かすための沿

線景観づくりにつなげていくことが必要であり、

その際には、子供たちなど世代を超えて幅広く参

加いただくことも重要だと考えております。

　このため、まずは、沿線景観の魅力的な主要幹

線道路をモデル路線として選定し、ロード・クリ

ーン・ボランティアの皆様をはじめ、地域住民や

関係機関の方々を協働の対象として、沿線景観を

持続的に保全、整備していく新たな仕組みを検討

してまいります。

　　〔西山宗孝君登壇〕

○西山宗孝君　質問でも述べましたが、道路は道

路管理者、あるいは鉄道敷は鉄道会社、ＪＲ、民

地は行政不介入といったような縦割りで、何とな

く地域の方々も仕方のないことだと諦めている事

例がいろんなところであっているのではないかと
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思います。

　この道路の景観あるいは除草あるいはガードレ

ール、道路等々の整備については、令和４年度で

見ますと、予算ベースなんですけれども、除草作

業関係予算で14億円強、舗装関係で30億、あるい

は道路安全関係、ガードレールや線引き等々で３

億、これは令和４年度で約48億ぐらいの予算があ

りますが、恐らく、この県内全域を見る中で、こ

の予算では十分足りない、その分追いついていか

ないということが現実だと思いますが、こういっ

た予算の充実も必要だと思うんですけれども、こ

ういった事業を執行する土木の事業者の方々に加

えて、先ほど申しました地域の方々、一体となっ

て熊本の道路の景観をつくっていくことは非常に

大切なことであるし、これから先も必要になって

くると思います。

　おもてなしの心とか、そういったものはたくさ

んあろうかと思いますが、やっぱり目で見て美し

い道を、県外から来られる方々あるいは県内から

来られる方々が、旅行に行く、訪れるということ

については、これはまさしく熊本の心の一つでは

ないかと思いますので、ぜひとも御検討の上、事

業を推進されていただきたいというふうに思いま

す。

　次に、水産業の担い手支援対策についてお尋ね

をいたします。

　去る10月24日より、海の再生環境特別委員会に

おいて、岩手県を中心に、管外視察研修に参加さ

せていただきました。

　非常に充実したこの２泊３日の研修でありまし

たけれども、その中で特に私が印象に残ったの

は、いわて水産アカデミーです。お聞きになった

方は少ないかもしれませんが、国内有数の漁場と

して知られる三陸海岸を舞台に漁業を営む若者た

ちが学ぶ学校であります。

　この学校のコンセプトに、｢岩手で漁師にな

る！その強い想いを、いわて水産アカデミーは全

力で支えていきます｡」とありました。(資料を

示す)今スライドに映っていると思いますが、ま

た、その中に、漁業経験や知識がなくても、漁業

をなりわいとしたい、そういう決断をした人が、

着実にその目的に向かって歩み始め、漁師になれ

るようしっかりと後押しをする、実践重視の漁業

研修機関、それがいわて水産アカデミーですとあ

りました。

　岩手県では、県内の漁業関係団体と市町村単位

の新規漁業就業者育成協議会及び県で構成するい

わて水産アカデミー運営協議会を組織し、漁業の

中核を担う人材の育成を目指していわて水産アカ

デミーを設立されております。

　１年間を通して、座学や実際の漁業現場での

実践を積んで研修する機関です。受講料は11万

8,800円とありましたが、これは、国や市町村の

様々な支援制度を活用することで賄っていくこと

もできるようであります。

　熊本県内には、設置目的やその体制には違いが

ありますが、第一次産業の担い手育成機関として

代表的なもの、県立農業大学校や、あるいは林業

大学校などの機関がありますが、それぞれに大き

な成果が出ており、特に農業大学校の出身者に

は、本県の農業のリーダーとして第一線で活躍し

ている多くの人材が輩出されております。

　少子高齢化が本県においても急速に進む中、多

業種にわたって人手不足も心配されております。

その中でも、水産業へのてこ入れには、鋭意県も

努力をされているところでありますが、人手不足

や後継者不足に対する不安は、いまだ払拭されて

おりません。

　農林水産省の漁業センサス報告書によります

と、漁業就業者は、高齢化等により減少傾向が続
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いており、平成15年には熊本県内で約１万人だっ

たのが、それ以降１万人を割り込み、15年後の平

成30年には5,400人程度と半減しております。

　一方、ノリや魚類養殖の産出額については、農

林水産部、とりわけ水産研究センターの職員の皆

さんのたゆみない努力によって、右肩上がりが見

られるところであります。

　(資料を示す)この棒グラフが就業者数のグラフ

でありまして、折れ線のほうが水揚げ高という表

になっております。

　また、漁業者の方々の本当に努力で、今年も秋

芽ノリが何とか入札に上がるというような状況

も、相当久しぶりのノリの話でありますけれど

も、しかしながら、漁業就業者の高齢化も進んで

いることから、このままでは、本県の漁業就業者

の減少に伴い、生産量がさらに減少し、消費者へ

水産物が安定して供給されなくなってしまうおそ

れもあります。

　熊本の豊かな海の恵みをなりわいとする人々の

雇用を維持し、担い手を確保することは、地域経

済の発展はもとより、県内水産業の振興を図る上

で、まさに喫緊の課題であります。

　本県においても、新規就業者の確保に向けて、

国の支援制度も活用しつつ、座学や実際に漁協や

漁業者による実技研修などが行われております。

　しかし、これらの取組が研修制度として体系化

されていないことから、漁業就業者を希望する方

々に対して広く周知した上で、漁業就業を希望す

る方にとって、もっともっと認知度を高めていた

だく必要があると思います。

　そこで、本県におきましても、岩手県の水産ア

カデミーなどを手本にしながら、漁業の就業希望

者に向けた魅力的な研修体制を構築することが必

要であると考えますが、今後の漁業就業者の確保

に向けて、就業を望む方々が夢と希望を持って参

加したくなるような研修機関の設置や、現就業者

にとって、さらなるプライドを持てるような水産

業の育成の在り方などについて、どのようにこれ

から取り組んでいかれるのか、農林水産部長にお

尋ねをいたします。

　　〔農林水産部長千田真寿君登壇〕

○農林水産部長(千田真寿君)　県では、新規就業

者の確保に向けて、漁業団体や市町で構成する熊

本県漁業就業支援協議会を組織し、東京や福岡で

の漁業就業フェアへの出展や漁業体験プログラム

の企画、運営などに取り組んでいます。

　漁業へ就業するには、漁場の特性、漁法に応じ

た特殊な操業技術の習得や、これを踏まえた安全

性の確保が重要と認識しています。

　県水産研究センターにおいては、国の制度を活

用し、就業希望者に座学と実践を組み合わせた３

か月から２年間の研修を提供しています。また、

漁業者に雇用された新規就業者には、現場での実

践研修を行っています。これまでに延べ23名が受

講されており、来年１月から新たに２名が研修を

受ける予定です。

　さらに、本県独自の取組として、就業後のミス

マッチを防ぎ、定着につながるよう、就業前研修

の前に、最長６か月のマッチング研修を、漁業団

体や市町と連携して行っています。

　就業間もない漁業者や若手漁業者の育成につい

ても、漁業に関する法律や資源管理型漁業など、

時勢を捉えたテーマを取り扱ったセミナーや現場

のニーズに対応した新たな技術習得のための実務

研修を開催しています。

　引き続き、稼げる漁業の実現に向けた実践力が

身につく研修となるよう取り組んでまいります。

　独立しようとする漁業者には、必要となる漁具

や漁船について、県独自のリース制度による設備

投資の支援を行い、安心して就業できる体制づく
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りにも取り組んでいます。

　議員御紹介の岩手県の研修体制につきまして

は、本県の取組をさらに充実するため、参考にな

ると考えています。

　引き続き、漁業団体や市町と連携し、将来の水

産業を支える担い手の確保に向け、情報発信を充

実するとともに、いわて水産アカデミーの取組も

参考にしながら、漁業就業希望者や若手漁業者が

将来に夢を持てる魅力ある研修内容や研修体制の

在り方について検討してまいります。

　　〔西山宗孝君登壇〕

○西山宗孝君　最近の若い担い手に加えて、サラ

リーマンから中途退職して農業や林業、漁業に転

職されるＵＩＪターンの方々も増えつつあると聞

いております。人口減少、担い手不足、経営の難

しさなど、水産業を取り巻く後ろ向きな話は幾ら

でもありますが、ここで我々は立ち止まるわけに

はいかないんです。

　熊本は、農業県であり、林業県であり、そして

漁業県でもある。蒲島県政において、水産業にも

力を注いでいただきました。水産県熊本の漁業に

さらに光を当てて、魅力ある水産業をＰＲし、新

規就業者を確保していく取組をぜひ進めていただ

きたいと思います。

　今朝もニュースで、玉名か長洲だったのか確認

できませんでしたけれども、ノリ養殖の現場で、

親方が外国人を手取り足取りその現場で研修して

いる……(発言する者あり)荒尾でしたっけ、見さ

せていただきました。

　ぜひとも、この現場では親方たちも待っており

ますし、また、私の地元には、親子３代にわたっ

て漁業を営む家庭があるんですけれども、やっぱ

り今の若手は、経営分析一つにしましても、ある

いはノリの研究にしましても、県とか行政に任せ

るだけじゃなくて、自分自身でＤＸ化を進めなが

ら勉強しております。

　また、最近、漁業の服装も、昔と違って非常に

彩りもよく、格好いい服装も、海では輝いている

漁師が多いんです。こういったことも含めて、憧

れるような、そういった啓発をしていただきたい

と思います。

　いわて水産アカデミーの取組が、まさしく全て

が好事例であると言っているわけでもありませ

ん。そういった認識を持って、少なくともこの研

修センターなるもの、研修施設となるもの、ある

いは研修期間が――開設の理念ぐらいは市民に、

県民に示せるような、就業者に示せるような、そ

ういったことも視野に入れながら、今後検討して

いただきたいと思います。

　宇土市の場合は、一次産業、農林水産業を含め

て、この地域の発展こそが中心部の市街地の商店

街の活性化に即つながるような都市構造にもなっ

ておりますので、どうかよろしくお願いしておき

たいと思います。

　続いて、くまもとアートポリス事業の推進と展

望についてお尋ねをいたします。

　質問に当たって、改めてスマートフォン片手

に、フリー百科事典ウィキペディアでくまもとア

ートポリスを検索してみました。

　そこには、海外メディアにおいても、熊本県全

体が建築博物館である世界に類を見ない地域と紹

介されておりました。次々に建設される個性的で

魅力的な建築物の数々、始まった当初の華々しい

取組が記憶にある方もいらっしゃるかと思いま

す。

　30数年前になりますが、私も、前職、元の職場

で、この事業に少しの期間関わった一人として、

この取組を改めて思い起こしたところです。

　しかしながら、本県を取り巻く情勢としまして

は、熊本地震や県南豪雨、さらには、コロナ感染
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対策といった困難案件を抱えていること、また、

ＴＳＭＣ進出による開発ラッシュが続いているこ

となどから、アートポリスといった課題は、あま

り大きく取り上げてこられなかったような気がい

たします。

　一昨年には、一般質問で、アートポリス事業の

進捗についてお尋ねをしたところでありました

が、これも復興さなかで、現状をお尋ねするにと

どまっておりました。

　しかしながら、県担当部局、土木部、建築の皆

さんによって、４年に１度のアートポリス展や建

築作品の推進情報の発信など、地道な努力もあっ

て、本年７月には、震災復興のシンボルとなる震

災ミュージアムＫＩＯＫＵが、南阿蘇村にアート

ポリス事業として建設されました。

　くまもとアートポリスの基本理念は、熊本県を

舞台に豊かな自然や歴史、風土を生かしながら、

後世に残り得る建築的文化資産として優れた建物

を造るということにあります。

　文化的資産価値の高い建物が、県内各地域に散

在し、美しい景観を形成していくことは、本県の

文化の振興はもとより、観光振興という面から

も、大きく歓迎される取組であると思います。

　本県の足元では、ＴＳＭＣの進出に伴い、台湾

をはじめ世界各国から多くの外国人が熊本を訪

れ、その素地も整いつつあります。この機会に、

アートポリス事業を、公共建築物にとどまらず、

民間施設にも波及させ、より広がりのある県民運

動として、これまで以上に一層盛り上げていくべ

きではないかと思います。

　熊本県の文化遺産として、未来へ歴史を刻む事

業として、国内外の著名な建築家や研究者などか

ら大きな期待も寄せられております。

　そこで、海外生活や研究、大学教育などにおい

ても、幅広い人脈と豊富な経験をお持ちの蒲島知

事に、くまもとアートポリスの事業推進に向けた

御認識と展望をお尋ねいたします。

　　〔知事蒲島郁夫君登壇〕

○知事(蒲島郁夫君)　議員御紹介のとおり、くま

もとアートポリスは、他県にはない熊本独自の建

築文化事業であります。建築文化の向上に貢献し

た取組を評価され、日本建築学会文化賞をはじ

め、多数の賞を頂いております。

　このプロジェクトで多岐にわたって指導や助言

等を行うコミッショナーとして、これまで、磯崎

新氏、高橋靗一氏、そして現在の伊東豊雄氏と、

世界的な建築家に就任いただいております。これ

までの御尽力に対し、改めて感謝の意を表したい

と思います。

　さて、県内には、国宝に指定された通潤橋、ま

た、青井阿蘇神社など、優れた建造物がありま

す。アートポリスの建造物も、国内外から高い評

価を受けています。そのことが、熊本が建築博物

館として注目されているのだと考えています。

　アートポリスは、これまで、42か国で開催され

た海外巡回展や海外の専門家を招いたシンポジウ

ムの開催などの効果があり、海外から多くの見学

者が訪れています。

　先月も、韓国の建築団体が、７月に完成した熊

本地震震災ミュージアムＫＩＯＫＵを訪れ、阿蘇

の美しい風景に溶け込んだ建築の中で、熊本地震

からの創造的復興の取組を学ばれたところであり

ます。

　これまで、県内各地に完成した108のアートポ

リスの建造物は、地域社会に溶け込み、本県の建

築文化、都市文化の向上や観光資源として地域活

性化に貢献してきました。

　熊本地震や豪雨災害においては、伊東コミッシ

ョナーから助言を受けて、被災された方々が少し

でも安らぎを感じる仮設住宅やコミュニティーの
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場となるみんなの家の整備に取り組むことができ

ました。

　木造の仮設住宅やみんなの家は、とても温かみ

が感じられ、利用している方々にも明るい笑顔が

戻り、アートポリスの新たな可能性を感じたとこ

ろです。

　現在、技能者の育成につながる木材加工場や廃

校の小学校を利活用するプロジェクトなど、民間

施設にも広がりを見せています。

　全国で唯一無二の事業として、36年間アートポ

リスを継続してきたことは、熊本県として誇りで

あり、県民とともに育んできたことは、とても意

義があると思います。

　今後は、ＴＳＭＣの進出により、台湾をはじめ

とした外国人の方々が来訪する機会が増えます。

それをチャンスと捉え、建築展をはじめ、様々な

場面で、県内の優れた建造物の情報を国内外へ積

極的に発信するとともに、建築文化の向上に大き

な役割を果たしてきたアートポリスの意義、成果

を広く伝えてまいります。

　　〔西山宗孝君登壇〕

○西山宗孝君　過去には、富山県、岡山県、広島

などでも、この熊本と同じような取組を行われた

と私も記憶しております。細川知事から蒲島知事

に至る４代の知事によって、このような事業が継

続しているのは、全国でも熊本県だけであると聞

いております。

　アートポリス事業としては、八代市立博物館未

来の森ミュージアムをはじめ、完成したプロジェ

クトは、県内108例に及んでおります。

　先日、来年春に開業が予定されておりますこど

も図書館、こども本の森 熊本の館長に女優の宮

崎美子さんが就任されるというニュースがありま

したが、その図書館の設計は、アートポリス事業

を引っ張ってこられた、世界的にも有名な、ある

いはアジアや広く世界に作品もお持ちの建築家の

安藤忠雄さんでありまして、本事業も、アートポ

リス事業の成果の一つではないかと思います。ど

うか引き続き、この宝物を未来に向けて活用、発

信していただきたい。

　特に、建築部局の方々とヒアリングの中でお話

しする中で、あまり海外の経験もない方々がいら

っしゃったので、知事、もっと建築、土木部局に

も、海外へも視野を広げていただいて、建築の作

品、街についても勉強していただくように御指導

いただければと思っております。よろしくお願い

いたします。

　最後になりますが、介護人材不足の対策につい

て、要望を１つお願いしておきたいと思います。

　超高齢社会を迎えている我が国において、2040

年には、少子化によって進んできた若年世代の人

口減少と団塊ジュニア世代が高齢化するタイミン

グが合わさることによって、社会保障を支える生

産年齢人口が大きく減少し、労働者不足が深刻化

すると見込まれており、今後の介護人材の確保

は、本県においても大きな課題の一つになると言

われております。

　現在、国においては、来年度の介護報酬改定に

向けて、様々な検討がなされております。その中

で、介護職の処遇改善も検討課題に上がってお

り、一部報道によりますと、介護職員の賃金に

ついては、月額6,000円という話も聞いておりま

す。

　これは、本年度の熊本県の最低賃金引上げが過

去最大の45円であったことで、既に全産業で月額

7,200円程度の底上げとなっており、6,000円程度

の介護職員の賃金では、これではちょっとという

御意見が多いのではないかと思います。

　国に対して、機会を捉えて、介護人材の確保に

つながる取組への必要な財政措置や介護のイメー
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ジを向上させる魅力の発信なども積極的に要望す

ることも、併せて必要であると考えます。

　介護人材の確保に向けて、賃金引上げにとどま

らず、職員の負担軽減を図るための施策につい

て、国への要望活動を含め、県としても強い取組

をお願いしておきたいと思います。よろしくお願

いいたします。

　以上で通告しておりました質問及び要望を全て

終わりました。

　本議会一般質問の最終日、最後の登壇となりま

したが、一般質問初日に、我が党の前川会長の質

問に答えられました蒲島知事の不出馬宣言には、

県下に激震が走りました。

　蒲島知事、お気持ちに変化はありませんでしょ

うかと問いたくなるのは私だけではなくて、多く

の県民の中には、そういった気持ちを持っている

と思います。

　知事には、私が県議になりましてから、６度の

質問、答弁をいただきました。主に地域づくりの

視点からの質問でしたが、そのたびに、真摯に、

県民にも分かりやすい言葉で答弁をいただきまし

た。

　今議会において知事選不出馬の表明をされた蒲

島知事の思い、数々の蓄積については、今後、熊

本づくりに大きく生かされていくものと確信して

います。残された期間、引き続き県政課題に強力

なリーダーシップを発揮されますようにお願い申

し上げまして、質問を終わりたいと思います。

　御清聴ありがとうございました。(拍手)

○議長(渕上陽一君)　以上で通告されました一般

質問は全部終了いたしました。

　これをもって一般質問を終結いたします。

　　　　 ――――――――――――

　日程第２　議案等に対する質疑(第１号から第

　　47号まで)

○議長(渕上陽一君)　次に、日程第２、目下議題

となっております議案第１号から第47号まで等に

対する質疑を行いますが、ただいままで通告はあ

りません。よって、質疑なしと認めます。

　　　　 ――――――――――――

　知事提出議案の上程(第48号から第56号まで)

○議長(渕上陽一君)　次に、お諮りいたします。

　知事提出議案第48号から第56号までが提出され

ましたので、この際、これを日程に追加し、一括

して議題といたしたいと思います。これに御異議

ありませんか。

　　〔｢異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(渕上陽一君)　御異議なしと認めます。よ

って、知事提出議案第48号から第56号までを日程

に追加し、一括して議題とすることに決定いたし

ました。

　知事提出議案第48号から第56号までを一括して

議題といたします。

　　 ―――――――――――――――――　　

　第48号　令和５年度熊本県一般会計補正予算

    (第６号)

　第49号　令和５年度熊本県港湾整備事業特別会

　　計補正予算(第３号)

　第50号　令和５年度熊本県流域下水道事業会計

　　補正予算(第４号)

　第51号　令和５年度熊本県電気事業会計補正予

　　算(第２号)

　第52号　令和５年度熊本県工業用水道事業会計

　　補正予算(第１号)

　第53号　令和５年度熊本県有料駐車場事業会計

　　補正予算(第１号)

　第54号　令和５年度熊本県病院事業会計補正予

　　算(第３号)

　第55号　熊本県一般職の職員等の給与に関する  

    条例等の一部を改正する条例の制定について
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　第56号　熊本県立学校職員の給与に関する条例

　　等の一部を改正する条例の制定について

　　 ―――――――――――――――――　　

○議長(渕上陽一君)　次に、ただいま議題といた

しました議案に対する知事の説明を求めます。

　知事蒲島郁夫君。

　　〔知事蒲島郁夫君登壇〕

○知事(蒲島郁夫君)　本日追加提案しました議案

について御説明申し上げます。

　まず、一般会計補正予算は、先月29日に成立し

た国の令和５年度補正予算によるデフレ完全脱却

のための総合経済対策などに対応するものです。

　具体的には、物価高騰の影響を受けた生産者、

事業者への支援、半導体関連産業の集積に伴う対

策、防災・減災、国土強靱化等の推進に要する経

費などを計上しています。

　また、職員の給与改定等に必要な条例改正の提

案とともに、給料、期末・勤勉手当等の増額に要

する経費も計上しています。

　これらにより、追加提案分の補正額は437億円

となり、冒頭提案分と合わせた12月補正予算の総

額は541億円、補正後の一般会計予算額は１兆46

億円となります。

　このほか、本日は、人事案件についても提案し

ております。

　これらの議案について、よろしく御審議くださ

るようお願い申し上げます。

○議長(渕上陽一君)　次に、ただいま議題といた

しました議案のうち、第55号及び第56号につきま

しては、職員に関する条例案であり、地方公務員

法第５条第２項の規定により、人事委員会の意見

を聴く必要がありますので、ただいまから人事委

員会の意見を求めます。

　人事委員会委員長出田孝一君。

　　〔人事委員会委員長出田孝一君登壇〕

○人事委員会委員長(出田孝一君)　本議会に追加

提案されました議案第55号及び議案第56号につい

て、地方公務員法第５条第２項の規定に基づき、

人事委員会の意見を申し述べます。

　まず、議案第55号につきましては、本委員会が

本年10月に議会及び知事に対して行いました職員

の給与等に関する報告及び勧告の内容に沿って、

地域の民間給与との均衡を図るため、給料表等の

引上げ改定を行うものであり、適当であると考え

ます。

　次に、議案第56号につきましては、令和６年４

月に県立ゆうあい中学校が開校することに伴い、

関係規定を整備するものであり、適当であると考

えます。

○議長(渕上陽一君)　次に、ただいま議題といた

しました議案第48号から第56号までに対する質疑

を行いますが、ただいままで通告はありません。

よって質疑なしと認めます。

　　　　 ――――――――――――

　日程第３　知事提出議案の委員会付託(第１号

　　から第56号まで)

○議長(渕上陽一君)　次に、日程第３、目下議題

となっております議案第１号から第47号までにつ

きましては、さきに配付の令和５年12月熊本県議

会定例会議案各委員会別一覧表のとおり、議案第

48号から第56号までにつきましては、さきに配付

の同一覧表(追号)のとおり、それぞれ所管の常任

委員会に付託して審査することといたします。

　　〔各委員会別一覧表は付録に掲載〕

　　　　 ――――――――――――

　日程第４　請願の委員会付託

○議長(渕上陽一君)　次に、日程第４、今期定例

会において受理いたしました請願は、議席に配付

の請願文書表のとおりであります。

　これをそれぞれ所管の常任委員会に付託して審
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査することといたします。

　　〔請願文書表は付録に掲載〕

　　　　 ――――――――――――

　知事提出議案の上程(第57号)

○議長(渕上陽一君)　次に、お諮りいたします。

　知事提出議案第57号が提出されましたので、こ

の際、これを日程に追加し、議題といたしたいと

思います。これに御異議ありませんか。

　　〔｢異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(渕上陽一君)　御異議なしと認めます。よ

って、知事提出議案第57号を日程に追加し、議題

とすることに決定いたしました。

　知事提出議案第57号を議題といたします。

　　 ―――――――――――――――――　　

　第57号　収用委員会委員の任命について

　　 ―――――――――――――――――　　

○議長(渕上陽一君)　お諮りいたします。

　ただいま議題といたしました議案に対する提出

者の説明は省略いたしたいと思います。これに御

異議ありませんか。

　　〔｢異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(渕上陽一君)　御異議なしと認めます。よ

って、そのように取り計らうことに決定いたしま

した。

　　　　 ――――――――――――

　日程第５　休会の件

○議長(渕上陽一君)　次に、日程第５、休会の件

を議題といたします。

　お諮りいたします。

　明12日は、各特別委員会開会のため、13日から

15日までは、各常任委員会開会のため、18日は、

議事整理のため、それぞれ休会いたしたいと思い

ます。これに御異議ありませんか。

　　〔｢異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(渕上陽一君)　御異議なしと認めます。よ

って、明12日から15日まで及び18日は休会するこ

とに決定いたしました。

　なお、16日及び17日は、県の休日のため、休会

であります。

　　　　 ――――――――――――

○議長(渕上陽一君)　以上で本日の日程は全部終

了いたしました。

　次の会議は、来る19日午前10時から開きます。

　日程は、議席に配付の議事日程第６号のとおり

といたします。

　本日は、これをもって散会いたします。

　　午後０時７分散会
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令和５年12月19日(火曜日)

　　 ―――――――――――――――――

　　　議事日程　第６号

　　令和５年12月19日(火曜日)午前10時開議

　第１　決算特別委員長報告　質疑　討論　議決

　第２　各常任委員長報告　質疑　討論　議決

　第３　閉会中の継続審査の件

　　 ―――――――――――――――――

本日の会議に付した事件

　日程第１　決算特別委員長報告　質疑　討論　

　　議決

　日程第２　各常任委員長報告　質疑　討論　議

　　決

　日程第３　閉会中の継続審査の件

　知事提出議案第57号　質疑　討論　議決

　議員提出議案の上程(第１号)　質疑　討論　議

　　決

　委員会提出議案の上程(第１号)　質疑　討論　

　　議決

　議員派遣の件

　　　　 ――――――――――――

出席議員氏名(47人)

　　　　　　　　　　　　星　野　愛　斗　君

　　　　　　　　　　　　髙　井　千　歳　さん

　　　　　　　　　　　　住　永　栄一郎　君

　　　　　　　　　　　　亀　田　英　雄　君

　　　　　　　　　　　　幸　村　香代子　君

　　　　　　　　　　　　杉　嶌　ミ　カ　さん

　　　　　　　　　　　　立　山　大二朗　君

　　　　　　　　　　　　斎　藤　陽　子　さん

　　　　　　　　　　　　本　田　雄　三　君

　　　　　　　　　　　　岩　田　智　子　君

　　　　　　　　　　　　前　田　敬　介　君

　　　　　　　　　　　　坂　梨　剛　昭　君

　　　　　　　　　　　　荒　川　知　章　君

　　　　　　　　　　　　城　戸　　　淳　君

　　　　　　　　　　　　西　村　尚　武　君

　　　　　　　　　　　　池　永　幸　生　君

　　　　　　　　　　　　竹　﨑　和　虎　君

　　　　　　　　　　　　吉　田　孝　平　君

　　　　　　　　　　　　中　村　亮　彦　君

　　　　　　　　　　　　髙　島　和　男　君

　　　　　　　　　　　　末　松　直　洋　君

　　　　　　　　　　　　前　田　憲　秀　君

　　　　　　　　　　　　松　村　秀　逸　君

　　　　　　　　　　　　岩　本　浩　治　君

　　　　　　　　　　　　西　山　宗　孝　君

　　　　　　　　　　　　河　津　修　司　君

　　　　　　　　　　　　楠　本　千　秋　君

　　　　　　　　　　　　橋　口　海　平　君

　　　　　　　　　　　　緒　方　勇　二　君

　　　　　　　　　　　　増　永　慎一郎　君

　　　　　　　　　　　　髙　木　健　次　君

　　　　　　　　　　　　髙　野　洋　介　君

　　　　　　　　　　　　内　野　幸　喜　君

　　　　　　　　　　　　山　口　　　裕　君

　　　　　　　　　　　　岩　中　伸　司　君

　　　　　　　　　　　　城　下　広　作　君

　　　　　　　　　　　　西　　　聖　一　君

　　　　　　　　　　　　鎌　田　　　聡　君

　　　　　　　　　　　　渕　上　陽　一　君

　　　　　　　　　　　　坂　田　孝　志　君

　　　　　　　　　　　　溝　口　幸　治　君

　　　　　　　　　　　　池　田　和　貴　君
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　　　　　　　　　　　　吉　永　和　世　君

　　　　　　　　　　　　松　田　三　郎　君

　　　　　　　　　　　　藤　川　隆　夫　君

　　　　　　　　　　　　岩　下　栄　一　君

　　　　　　　　　　　　前　川　　　收　君

欠席議員氏名(２人)

　　　　　　　　　　　　堤　　　泰　之　君

　　　　　　　　　　　　南　部　隼　平　君

　　 ―――――――――――――――――

説明のため出席した者の職氏名

　　　　　　知　　　　事　蒲　島　郁　夫　君

　　　　　　副 知 事　田　嶋　　　徹　君

　　　　　　副 知 事　木　村　　　敬　君

　　　　　　知事公室長　内　田　清　之　君

　　　　　　総 務 部 長　平　井　宏　英　君

　　　　　　企画振興部長　富　永　隼　行　君

　　　　　　理　　　　事　小金丸　　　健　君

　　　　　 企画振興部

　　　　　 球磨川流域　府　高　　　隆　君

　　　　　 復興局長

　　　　　 健康福祉部長　沼　川　敦　彦　君

　　　　　 環境生活部長　小　原　雅　之　君

　　　　　 商工労働部長　三　輪　孝　之　君

　　　　　 観光戦略部長　原　山　明　博　君

　　　　　 農林水産部長　千　田　真　寿　君

　　　　　 土木部長　亀　崎　直　隆　君

　　　　　 会計管理者　野　尾　晴一朗　君

　　　　　 企業局長　竹　田　尚　史　君

　　　　　　警察本部長　宮　内　彰　久　君

　　　　　　　　　　　　西　尾　浩　明　君

　　　　　　監 査 委 員　藤　井　一　恵　君　

　　 ―――――――――――――――――

事務局職員出席者

　　　　　　事 務 局 長　波　村　多　門

　　　　　　　　　　　　村　田　竜　二

　　　　　　議 事 課 長　富　田　博　英

　　　　　　　　　　　　濱　田　浩　史

　　　　 ――――――――――――

　　午前10時開議

○議長(渕上陽一君)　これより本日の会議を開き

ます。

　　　　 ――――――――――――

　日程第１　決算特別委員長報告

○議長(渕上陽一君)　日程に従いまして、日程第

１、去る９月定例会において決算特別委員会に審

査を付託いたしました議案第35号から第54号まで

について、決算特別委員長から審査結果の報告が

あっておりますので、これを議題といたします。

　ただいまから、委員会における審査の経過並び

に結果について、決算特別委員長の報告を求めま

す。

　髙野洋介君。

　　〔髙野洋介君登壇〕

○髙野洋介君　おはようございます。

　去る９月定例会において決算特別委員会に付託

されました令和４年度熊本県一般会計歳入歳出決

算、各特別会計歳入歳出決算、流域下水道事業会

計決算、病院事業会計決算及び企業局３事業会計

決算の認定等に係る議案第35号から第54号までの

審査の経過並びに結果について御報告いたしま

す。

第１　審査方針

　本委員会は、熊本地震及び令和２年７月豪雨災

害からの復興途上にある中、新型コロナウイルス

感染症の影響も続く中での令和４年度予算の執行

状況等について、次のような審査方針の下で、執

行部の説明及び監査委員の意見を聴取しながら、

慎重に審査を行いました。

　１　予算の執行は、議決の趣旨に沿って、合理

人事委員会
事 務 局 長

　　　　　　教 育 長　白　石　伸　一　君

病 院 事 業
管 理 者

人事委員会
事 務 局 長
病 院 事 業
管 理 者

　　　　　　　　　　　　府　高　　　隆　君

　　　　　　健康福祉部長　沼　川　敦　彦　君

　　　　　　環境生活部長　小　原　雅　之　君

　　　　　　商工労働部長　三　輪　孝　之　君

　　　　　　観光戦略部長　原　山　明　博　君

　　　　　　農林水産部長　千　田　真　寿　君

　　　　　　土 木 部 長　亀　崎　直　隆　君

　　　　　　会計管理者　野　尾　晴一朗　君

　　　　　　企 業 局 長　竹　田　尚　史　君

　　　　　　　　　　　　竹　内　信　義　君
病 院 事 業
管 理 者

企画振興部
球磨川流域
復 興 局 長

審 議 員 兼
議事課長補佐

事務局次長
兼総務課長
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　　的かつ効率的に行われ、所期の目的が達成さ

　　れたか。

　 (1)　歳入は適正に確保されたか。

　 (2)　歳出の執行に遺憾な点はなかったか。

　 (3)　主要な施策はいかに達成されたか。

　２　財産管理は十分であったか。

　３　執行体制に問題はなかったか。

　４　法令違反等はなかったか。

　５　前年度決算特別委員会の指摘事項はどのよ

　　うに処理されたか。

　以上が本委員会の審査方針であります。

第２　決算の概要

　次に、決算の概要について申し上げます。

　まず、一般会計及び特別会計合わせて、歳入予

算現額１兆5,439億1,200万円余に対し、収入済額

は１兆3,684億3,900万円余、また、歳出予算現額

１兆5,439億1,200万円余に対し、支出済額は１兆

3,139億9,100万円余となっております。

　その結果、歳入歳出差引き額は544億4,800万

円余で、さらに、翌年度へ繰り越すべき財源204

億2,300万円余を差し引いた実質収支額は340億

2,400万円余となっております。

　次に、流域下水道事業会計では、総収益32億

400万円余に対し、総費用は30億2,000万円余で、

差引き１億8,300万円余の純利益となっておりま

す。

　病院事業会計では、総収益20億7,900万円余に

対し、総費用は15億8,000万円余で、差引き４億

9,900万円余の純利益となっております。

　電気事業会計では、総収益19億5,700万円余に

対し、総費用は22億4,000万円余で、差引き２億

8,300万円余の純損失となっております。その結

果、令和４年度末の累積欠損金は２億9,600万円

余となっております。

　工業用水道事業会計では、総収益９億3,800万

円余に対し、総費用は10億9,200万円余で、差引

き１億5,300万円余の純損失となっております。

　その結果、令和４年度末の累積欠損金は53億

2,400万円余となっております。

　有料駐車場事業会計では、総収益１億800万円

余に対し、総費用は3,600万円余で、差引き7,200

万円余の純利益となっております。

　以上が決算の概要であります。

第３　歳入確保と予算執行

　次に、歳入確保と予算執行について申し上げま

す。

　まず、歳入確保のうち、収入未済については、

一般会計で前年度比約6,000万円の増、特別会計

で約6,300万円の減であり、一般会計で約23億

円、特別会計全体で約32億円となっております。

　引き続き、貴重な自主財源の確保と県民負担の

公平、公正の維持の観点から、費用対効果も踏ま

え、効率的な徴収の促進に取り組むよう指摘した

ところであります。

　次に、予算の執行については、厳しい財政状況

の中、おおむね所期の目的を達成したものと認め

られます。

　しかしながら、各部局において、事務的経費の

節減以外にも不用額を出している事業が見受けら

れますので、限られた財源をより効果的に活用す

るためにも、次年度の予算編成及び執行に当たっ

ては、現場の状況を的確に把握するとともに、さ

らに工夫を重ねるよう指摘、要望したところであ

ります。

　以上、令和４年度決算の全般的な事項について

申し上げましたが、本県財政については、県債残

高、経常収支比率、実質公債費比率及び将来負担

比率が昨年度よりも増加している状況です。

　本県が令和３年10月に公表した中期的な財政収

支の試算では、熊本地震、豪雨災害及び新型コロ
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ナウイルス感染症に係る歳出は減少していく一方

で、社会保障関係経費や災害関連の県債償還に伴

う公債費の増加により、令和４年度から８年度ま

でに、累計で186億円の財源不足が生じると見込

まれています。

　さらに、半導体関連産業の集積促進に係る社会

資本整備や公共施設の老朽化対策等の推進など、

新たな行政需要への対応もあり、今後も厳しい財

政運営を強いられることが予想されます。

　そのような中、新しいくまもとの創造の実現と

今後の景気動向や地方財政をめぐる状況に的確に

対応していくためにも、将来負担を考慮した予算

編成を行うなど、持続可能な財政運営に取り組ん

でいくことを求めるものであります。

　さらに、歳入面では、税収の確保、未収金の早

期解消等に、歳出面では、一層の事務事業の見直

しと効率的、計画的な執行に取り組み、併せて国

に対して財政支援を継続的に働きかけるなど、財

源確保に努めるよう求めるものであります。

第４　施策推進上改善または検討を要する事項等

　審査の過程において各委員から出されました施

策推進上改善または検討を要する事項等について

申し上げます。

　（共通）

　１　未収金対策については、様々な事情がある 

    が、公平性の観点から、法的措置を取ること

　　も含めて、適正な債権管理と徴収対策に努め

　　ること。(企画振興部、健康福祉部、商工労

　　働部、農林水産部、教育委員会、警察本部）

　２　公務員志望者が減少傾向にある中で、今後

　　本県において適切に職員を確保していくため

　　には、時間外勤務状況の的確な把握や勤務評

　　価を適正に行うとともに、業務量に応じた人

　　員の配置や働きやすい環境を整備するなど、

　　魅力ある職場づくりを推進すること。

　　　また、職員定数管理の見直しを行うこと。

　　(総務部、健康福祉部、環境生活部、農林水

　　産部、土木部、警察本部)

　（総務部)

　３　熊本地震復興基金については、基金の設置

　　期間10年という期限の中で、引き続き有効に

　　活用されるよう努めること。

　（企画振興部)

　４　地域振興を目的として実施している地域づ

　　くりチャレンジ推進事業、移住定住促進事業

　　等については、非常に効果的で、地元での期

　　待も大きいので、今後も地域のニーズに応え

　　られるよう、一層事業の推進に努めること。

　（環境生活部)

　５　地方消費者行政推進事業について、消費生

　　活相談員配置を含めた消費者行政推進のため

　　の市町村補助金が減っているので、今後、適

　　切な相談対応体制等が維持できるよう、市町

　　村とも連携し、国へ粘り強く要望して財源確

　　保に努めること。

　（商工労働部)

　６　火の国ハイツの法人解散に伴う残余財産の

　　処分や今後の活用策について、都市公園区域

　　内という土地の利用制限など難しい部分もあ

　　るが、県民総合運動公園に係る渋滞対策や駐

　　車場確保などの課題にも絡んでくるので、関

　　係部局と連携し、スピード感を持って取り組

　　むこと。

　（観光戦略部)

　７　くまもと再発見の旅事業については、制度

　　設計の不十分さ等により、助成金の返納など

　　が生じているが、今後は、今回の事案を真摯

　　に受け止めた上で、県内の観光振興により積

　　極的な姿勢をもって取り組むこと。

　（農林水産部)
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　８　新規就農者への補助金に係る返還金の未収

　　金について、発生予防対策として連帯保証制

　　度等を導入することは、新規就農者の減少に

　　つながりかねないので、そのメリット、デメ

　　リットを慎重に検討すること。

　（土木部(流域下水道事業会計))

　９　球磨川上流流域下水道及び八代北部流域下

　　水道については、人口減少に伴い今後経営的

　　に厳しくなると考えられ、一方で、熊本北部

　　流域下水道については、企業集積に伴う流入

　　量の増加が予想されるので、関係市町村と連

　　携し、老朽化対策も含めた施設整備を検討し

　　ながら、今後の事業経営に取り組むこと。

　（企業局)

　10　工業用水道事業全体では長年赤字が続いて

　　いるが、赤字の要因である有明及び八代の両

　　工業用水道事業については、引き続き経営改

　　善に努めるとともに、有明工業用水道事業の

　　半導体関連産業用工業用水としての活用など

　　について、調査研究が進むよう、体制整備を

　　含めて取り組むこと。

　（病院局)

　11　新型コロナウイルス感染症への対応につい

　　て、こころの医療センターは、病院で働く方

　　々の理解の下、精神医療が必要なコロナ患者

　　の受入れに大きく貢献したと認められる。

　　　次期第４次中期経営計画については、病院

　　で働く方々の勤務環境に配慮するとともに、

　　新型コロナウイルス感染症への対応の経験を

　　十分生かして策定すること。

　（教育委員会）

　12　いじめ事案については、学校側から教育委

　　員会への報告が遅れることがないよう連携を

　　強化し、迅速かつ適切に解決に向けて学校と

　　教育委員会が協力するとともに、引き続き､

　　子供たちからの声に対しても的確に対応する

　　こと。

　（警察本部）

　13　警察職員の酒気帯び運転による検挙につい

　　て、各職員は、一人一人その立場を自覚する

　　とともに、組織としても、今後の再発防止を

　　徹底すること。

第５　結論

　本委員会は、慎重に審査を重ねた結果、本委員

会に付託されました令和４年度熊本県一般会計歳

入歳出決算、各特別会計歳入歳出決算、流域下水

道事業会計決算、病院事業会計決算及び企業局３

事業会計決算の認定等に係る議案のうち、議案第

35号から第49号まで、第51号、第52号及び第54号

については、全員賛成または多数賛成をもってそ

れぞれ原案のとおり認定することに決定し、議案

第50号及び第53号については、全員賛成をもって

それぞれ原案のとおり可決及び認定することに決

定いたしました。

　議員各位におかれましては、本委員会の決定の

とおりよろしく御賛同賜りますようお願い申し上

げまして、決算特別委員長の報告を終わります。

○議長(渕上陽一君)　以上で決算特別委員長の報

告は終わりました。

　これより質疑に入ります。

　質疑はありませんか。

　　〔｢なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(渕上陽一君)　質疑なしと認めます。

　次に、討論に入りますが、ただいままで通告は

ありません。よって、討論なしと認めます。

　これよりまず、９月定例会提出議案のうち、議

案第36号から第49号まで、第51号、第52号及び第

54号を一括して採決いたします。

　ただいまの決算特別委員長の報告は、各議案と

も認定であります。決算特別委員長の報告のとお
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り認定することに御異議ありませんか。

　　〔｢異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(渕上陽一君)　御異議なしと認めます。よ

って、議案第36号外16件は、決算特別委員長の報

告のとおり認定することに決定いたしました。

　次に、議案第50号及び第53号を一括して採決い

たします。

　ただいまの決算特別委員長の報告は、各議案と

も原案可決及び認定であります。決算特別委員長

の報告のとおり原案可決及び認定することに御異

議ありませんか。

　　〔｢異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(渕上陽一君)　御異議なしと認めます。よ

って、議案第50号外１件は、決算特別委員長の報

告のとおり原案可決及び認定することに決定いた

しました。

　次に、議案第35号を起立または挙手により採決

いたします。

　ただいまの決算特別委員長の報告は、認定であ

ります。決算特別委員長の報告のとおり認定する

ことに賛成の諸君の起立または挙手を求めます。

　　〔賛成者起立または挙手〕

○議長(渕上陽一君)　起立または挙手多数と認め

ます。よって、議案第35号は、決算特別委員長の

報告のとおり認定することに決定いたしました。

　　〔委員会審査報告書は付録に掲載〕

　　　　 ――――――――――――

　日程第２　各常任委員長報告

○議長(渕上陽一君)　次に、日程第２、去る11日

の会議において審査を付託いたしました議案第１

号から第56号まで及び請願について、各常任委員

長から審査結果の報告があっておりますので、こ

れを一括して議題といたします。

　ただいまから、各常任委員会における審査の経

過並びに結果について、各常任委員長の報告を求

めます。

　まず、厚生常任委員長の報告を求めます。

　楠本千秋君。

　　〔楠本千秋君登壇〕

○楠本千秋君　おはようございます。

　厚生常任委員会に付託されました案件につきま

して、委員会における審査の経過並びに結果を御

報告申し上げます。

　本委員会に付託されました案件は、予算関係４

議案、条例等関係２議案、請願７件及び報告１件

であります。

　まず、予算関係議案の概要について申し上げま

す。

　今回提出された健康福祉部の12月補正予算は、

児童養護施設等及び里親委託に係る措置費や医

療、介護、保育施設等への物価高騰対策に要する

経費、人事委員会勧告に基づく職員給与改定関係

の経費等、21億7,100万円余の増額補正であり、

補正後の予算総額は、一般会計、特別会計合わせ

て4,323億2,500万円余であります。

　あわせまして、来年度の年間委託業務等に係る

債務負担行為の追加及び繰越明許費の追加等であ

ります。

　病院局の12月補正予算は、来年度の年間委託業

務に係る債務負担行為の追加及び職員給与改定関

係の経費、1,100万円余の増額補正であり、補正

後の収益的収支の予算総額は17億3,200万円余で

あります。

　次に、条例等関係議案についてでありますが、

和解及び損害賠償額の決定について外１議案であ

ります。

　議案等の審査の過程において論議されました主

なものを要約し、御報告申し上げます。

　まず、委員から、物価高騰対策支援は、医療機

関や施設等に対しては、今回で３回目となり、大
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変喜ばれているが、１回目、２回目のときはどの

程度申請があったか、また、保育所等への同様の

支援について、手を挙げていない市町村はあるの

かとの質疑があり、執行部から、物価高騰対策支

援は、ほぼ全ての医療機関や施設等が申請してい

る、また、保育所等への支援は、全市町村が実施

しており、市町村独自で実施したところを除いた

39市町村が県からの交付金を受けて実施してお

り、このうち約半数の17市町村が県からの交付金

に上乗せをして実施しているとの答弁がありまし

た。

　関連して、委員から、施設等によっては支援が

足りないという話もあり、担当課で施設等へ改め

てヒアリングを行い、施設等の意見を国に伝え、

次の診療報酬、介護報酬及び障害福祉サービス等

報酬の改定に反映してもらえるようにしてほしい

との要望がありました。

　次に、委員から、部長総括説明において、今年

度改定を予定している第８次保健医療計画では、

在宅医療の推進にも重点的に取り組むとの説明が

あったが、在宅医療の推進は、実際地域の中でど

の程度進んでいるかとの質疑があり、執行部か

ら、現行の第７次保健医療計画の中で、在宅医療

の推進に係る指標を幾つか設定しているが、目標

値に対して約90％進捗している項目もある一方、

約50％の項目もあり、一概にどの程度進んでいる

かどうかの評価は難しい、引き続き、在宅医療は

しっかりと進めていきたいとの答弁がありまし

た。

　次に、委員から、マイナンバーカードの普及が

進む中で、県内の医療機関や介護施設等をネット

ワークで結び、診療や介護に必要な情報を共有し

て各サービスに生かすシステムであるくまもとメ

ディカルネットワークとマイナンバーカードのひ

もづけはどの程度進んでいるのかとの質疑があ

り、執行部から、本県では、国に先駆け、くまも

とメディカルネットワークの整備を進めている

が、将来的には国のシステムへの移行も視野に入

れて取り組んでいる、国には、国のシステムの構

築に当たり、既存の各地域の医療等情報ネットワ

ークと連携するよう要望しており、引き続き、国

のシステムの内容や移行スケジュール等を注視し

ていくとの答弁がありました。

　さらに、委員から、本県では、くまもとメディ

カルネットワークがある程度うまくいっているの

で、今後は、これを活用する形で、マイナンバー

カードとのひもづけを進めてほしいとの要望があ

りました。

　次に、委員から、令和３年度後期高齢者医療給

付費等国庫負担金に係る損害賠償額の決定につい

て、県の過失により多額の損害賠償額が生じてい

るが、今後どのように再発を防止するのか、具体

的な取組を示す必要があるのではないかとの質疑

があり、執行部から、組織的に複数人で確認を行

うとともに、改めてチェックリストを作成し、さ

らに、関係機関と事務処理の段階から連携を図

り、徹底して再発防止に努めていくとの答弁があ

りました。

　以上が論議されました主な内容でありますが、

本委員会に付託されました議案については、全員

賛成をもって原案のとおり可決することに決定い

たしました。

　なお、請願については、議席に配付の請願委員

会審査報告一覧表のとおりであります。

　また、診療報酬・介護報酬・障害福祉サービス

等報酬・保育等の公定価格において社会情勢に応

じた適切な対応を求める意見書を別途御提案申し

上げております。

　最後に、本委員会所管事務の継続審査事件につ

いては、議席に配付のとおり決定いたしました。
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　議員各位におかれましては、本委員会の決定の

とおりよろしく御賛同賜りますようお願い申し上

げまして、厚生常任委員長の報告を終わります。

○議長(渕上陽一君)　次に、経済環境常任委員長

の報告を求めます。

　吉田孝平君。

　　〔吉田孝平君登壇〕

○吉田孝平君　経済環境常任委員会に付託されま

した案件につきまして、委員会における審査の経

過並びに結果を御報告申し上げます。

　本委員会に付託されました案件は、予算関係６

議案、条例等関係３議案であります。

　まず、予算関係議案の概要について申し上げま

す。

　今回提出された環境生活部の12月補正予算は、

令和４年度事業費確定に伴う国庫支出金の返納金

や人事委員会勧告に基づく職員給与改定関係の経

費等、４億3,700万円余の増額補正であり、補正

後の予算総額は、一般会計、特別会計合わせて

182億6,200万円余であります。

　あわせまして、債務負担行為の追加及び繰越明

許費の設定であります。

　商工労働部の12月補正予算は、高騰する電気・

ガス料金の負担軽減のため、特別高圧電力及びＬ

Ｐガス利用事業者の支援に要する経費や人事委員

会勧告に基づく職員給与改定関係の経費等、27億

2,800万円余の増額補正であり、補正後の予算総

額は、一般会計、特別会計合わせて842億3,800万

円余であります。

　あわせまして、債務負担行為の追加等及び繰越

明許費の設定であります。

　観光戦略部の12月補正予算は、豪雨被災地の観

光プロモーション等の支援に要する経費や人事委

員会勧告に基づく職員給与改定関係の経費等、

5,600万円余の増額補正であり、補正後の予算総

額は、39億3,900万円余であります。

　あわせまして、債務負担行為の追加及び繰越明

許費の設定であります。

　企業局の12月補正予算は、人事委員会勧告に基

づく職員給与改定関係の経費、500万円余の増額

補正であり、補正後の電気事業、工業用水道事

業、有料駐車場事業の３事業会計の支出予算総

額は、収益的収支及び資本的収支合わせて65億

2,400万円余であります。

　あわせまして、債務負担行為の追加でありま

す。

　労働委員会の12月補正予算は、人事委員会勧告

に基づく職員給与改定関係の経費、70万円余の増

額補正であり、補正後の予算総額は、１億1,200

万円余であります。

　次に、条例等関係議案についてでありますが、

専決処分の報告及び承認について外２議案であり

ます。

　議案の審査の過程において論議されました主な

ものを要約して御報告申し上げます。

　まず、委員から、ホワイト物流推進事業につい

て、この事業は具体的にどういうものかとの質疑

があり、執行部から、この事業は、物流の効率化

のため、ホワイト物流推進運動に参画し、自主行

動宣言をした運送事業者及び荷主企業を支援する

もので、具体的には、運送事業者に対しては、貨

物自動車１台当たり５万円、軽貨物は１台当たり

１万5,000円を、荷主企業に対しては、実際に要

した経費の４分の３を助成し、ともに上限は100

万円となっているとの答弁がありました。

　さらに、委員から、運送事業者や荷主企業だけ

でなく、再配達を極力少なくし、置き配を推進す

るといった、利用する消費者側の意識の転換も大

事だと思うが、今回の補正予算には、消費者の意

識改革に向けた取組は含まれているのかとの質疑
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があり、執行部から、本年９月の補正予算によ

り、消費者を含めた2024年問題に対する理解促進

のための新聞広告を行い、周知啓発を行った、今

回の補正には、啓発セミナーの開催費用が含まれ

ており、このような取組を通じて、消費者へ広く

この問題に対する理解を浸透させていきたいとの

答弁がありました。

　関連して、委員から、運送事業者がサービスと

してやってきた荷主企業の荷物の積卸しなど、こ

れまでの慣行を見直すことを荷主企業に理解して

もらえない場合、相談窓口や第三者が入る仕組み

はあるのかとの質疑があり、執行部から、国土交

通省は、トラックＧメンを設置し、荷主企業に対

して働きかけを行っている、県としても、県内企

業や荷主を対象とした啓発セミナーの開催等によ

り、荷主企業の理解を促進したいと考えていると

の答弁がありました。

　関連して、委員から、運転手の人材確保のため

には賃上げが必要だが、価格転嫁には荷主企業の

理解が必要である、国と連携して、県からも荷主

企業に対して理解を求めてほしいとの要望があり

ました。

　次に、委員から、くまもと産業復興エキスポの

開催について、当初の見込みより出展の申込みが

増えたとのことであるが、その内訳はどうなって

いるのかとの質疑があり、執行部から、県内企業

が多く出展を予定しているが、台湾の経済団体を

通して20から30社と多くの出展希望があり、台湾

の高雄市や連携協定を結んだ北海道からも出展予

定であるとの答弁がありました。

　さらに、委員から、くまもと産業復興エキスポ

は、商談や人材確保の視点もあると聞いている、

毎年開催することで、参加すればビジネスチャン

スを得られるというようなメリットも出てくると

思うので、来年度以降もぜひ開催してほしいとの

要望がありました。

　以上が論議されました主な内容でありますが、

本委員会に付託されました議案については、全員

賛成または多数賛成をもって原案のとおり可決ま

たは承認することに決定いたしました。

　最後に、本委員会所管事務の継続審査事件につ

いては、議席に配付のとおり決定いたしました。

　議員各位におかれましては、本委員会の決定の

とおりよろしく御賛同賜りますようお願い申し上

げまして、経済環境常任委員長の報告を終わりま

す。

○議長(渕上陽一君)　次に、農林水産常任委員長

の報告を求めます。

　竹﨑和虎君。

　　〔竹﨑和虎君登壇〕

○竹﨑和虎君　農林水産常任委員会に付託されま

した案件につきまして、委員会における審査の経

過並びに結果を御報告申し上げます。

　本委員会に付託されました案件は、予算関係２

議案、条例等関係８議案及び報告２件でありま

す。

　まず、予算関係議案の概要について申し上げま

す。

　今回提出された農林水産部の12月補正予算は、

令和５年梅雨前線豪雨による災害からの復旧に要

する経費等、16億4,600万円余の増額補正と、国

の経済対策分として、農林水産施設の防災、減災

などの事業に要する経費等及び人事委員会勧告に

基づく職員給与改定関係の経費、102億6,000万円

余の増額補正であり、補正後の予算総額は、一般

会計、特別会計合わせて887億9,200万円余であり

ます。

　あわせまして、ゼロ国債を含む債務負担行為の

追加等及び繰越明許費の追加であります。

　次に、条例等関係議案についてでありますが、
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工事請負契約の締結について外７件であります。

　議案等の審査の過程において論議されました主

なものを要約して御報告申し上げます。

　まず、委員から、単県代替農地緊急基盤整備事

業について、ＴＳＭＣ関連の代替農地の基盤整備

費用として7,000万円の予算が今回計上されてい

るが、どのような内容なのか、また、代替農地の

地権者と耕作者が異なってくると思うが、事業の

進め方についてはどのように整理しているかとの

質疑があり、執行部から、この事業の内容は、農

地のマッチングにより現在候補地となっている４

ヘクタール分の農地の簡易な基盤整備費用であ

る、また、事業実施に当たっては、貸借前の農地

であるため、地権者からの同意と関係する市町か

らの合意を得るとともに、基盤整備後は、地権者

と耕作者が農地中間管理機構を介して適正な価格

で貸借契約を行うこととなるとの答弁がありまし

た。

　さらに、委員から、この事業は、オール単県事

業で実施するとのことであるが、地権者等の負担

金はどのようになるのかとの質疑があり、執行部

から、この事業は、県営工業団地の整備に伴うも

ので、県が原因者であること、また、来年８月の

耕作開始に間に合わせる必要があり、緊急性があ

るため、地権者や耕作者から負担金を取らずに実

施する、なお、今後は、国庫補助事業を活用し、

基本的な枠組みの中で実施することとなるとの答

弁がありました。

　次に、委員から、土地改良区体制強化事業につ

いて、土地改良区によっては、令和４年度決算か

ら財務諸表の作成が義務づけられ、多くの事務を

限られた時間で処理することとなっているが、職

員数の少ない土地改良区が多い中で、適正な会計

処理への対応ができているのはどれくらいあるの

かとの質疑があり、執行部から、財務諸表の作成

が必要な土地改良区については、平成30年度から

巡回指導を行ってきており、現時点でその導入は

全て完了している、不慣れなところには、引き続

き巡回指導を実施しているとの答弁がありまし

た。

　次に、委員から、漁業取締り船代船建造に係る

設計業務委託事業について、今回、新船を建造す

るとのことであるが、漁業取締りを担当する職員

の採用が十分にできていない現状において、今後

必要な人員を確保していくことは可能なのかとの

質疑があり、執行部から、職員確保に当たって

は、取締り業務の効率化を図るとともに、船員養

成課程のある天草拓心高校とも連携するなどし

て、採用に向けて取組を強化していきたいとの答

弁がありました。

　次に、委員から、豚熱に係るワクチン接種に伴

う風評被害として、豚の価格への影響は発生して

いるのかとの質疑があり、執行部から、豚熱のワ

クチン接種については、九州以外の地域では以前

から行われており、今回の接種の影響で豚の価格

が下がることはないと考えているとの答弁があり

ました。

　関連して、委員から、ワクチン接種により県内

の豚肉の輸出への影響はあるのかとの質疑があ

り、執行部から、ワクチンを接種したことに伴

い、豚肉の輸出はできなくなっている、ただ、全

国的に見ても、豚肉の輸出量はごく僅かであるた

め、県内外の豚肉生産には影響はないと考えてい

るとの答弁がありました。

　以上が論議されました主な内容でありますが、

本委員会に付託されました議案については、全員

賛成をもって原案のとおり可決することに決定い

たしました。

　最後に、本委員会所管事務の継続審査事件につ

いては、議席に配付のとおり決定いたしました。
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　議員各位におかれましては、本委員会の決定の

とおりよろしく御賛同賜りますようお願い申し上

げまして、農林水産常任委員長の報告を終わりま

す。

○議長(渕上陽一君)　次に、建設常任委員長の報

告を求めます。

　松村秀逸君。

　　〔松村秀逸君登壇〕

○松村秀逸君　建設常任委員会に付託されました

案件につきまして、委員会における審査の経過並

びに結果を御報告申し上げます。

　本委員会に付託されました案件は、予算関係７

議案及び条例等関係10議案であります。

　まず、予算関係議案の概要につきまして申し上

げます。

　今回提出された土木部の12月補正予算は、令和

５年梅雨前線豪雨等で被災した公共土木施設等の

復旧に要する経費等、15億6,200万円余の増額補

正と、国の補正予算に対応した防災・減災、国土

強靱化や半導体関連産業の集積に伴う道路整備等

に要する経費及び人事委員会勧告に基づく職員給

与改定関係の経費、252億5,000万円余の増額補正

であり、補正後の予算総額は、一般会計、特別会

計等合わせて1,517億2,300万円余であります。

　あわせまして、ゼロ県債を含む債務負担行為の

追加及び繰越明許費の追加等であります。

　次に、条例等関係議案についてでありますが、

工事請負契約の締結について外９議案でありま

す。

　議案の審査の過程において論議されました主な

ものを要約して御報告申し上げます。

　まず、委員から、国土強靱化関連の国補正予算

の本県への配分額は、チーム熊本として力を結集

して国に働きかけた結果、九州、全国でも上位に

ランクされている、これに加え、大津植木線の多

車線化等に対する国の財政支援については、地域

産業構造転換インフラ整備推進交付金として、国

土交通省ではなく内閣府から交付される、これ

は、半導体関連インフラの整備のあおりを受け

て、他の道路や河川の整備等への影響がないよう

国へ要望し、別枠で予算を確保いただいたもので

ある、このようなことを県民にも分かりやすく示

してほしいと思うがどうかとの質疑があり、執行

部から、国土強靱化関連予算については、関係者

の御尽力により、県、市町村の合計で全国12位、

九州で２位の配分額をいただいた、これを早期に

執行し、国土強靱化対策及び半導体関連インフラ

整備を着実に推進していくことが重要と考えてお

り、引き続き業務に邁進していく、さらに、予算

の内容について、国土強靱化や別枠の半導体関連

交付金など、目的別に分かりやすく示したいとの

答弁がありました。

　次に、委員から、半導体関連産業の集積に伴う

排水対策について、半導体関連産業企業の進出が

どの程度増えるのか予測ができない中、どのよう

な規模感を目安に下水道の整備を行うのかとの質

疑があり、執行部から、下水処理場は、企業の進

出状況に合わせて排水を処理できるよう、段階的

に整備していく考えである、企業の進出に関する

情報は、商工部局とも連携して把握し、事業計画

に適切に反映していくとの答弁がありました。

　さらに、委員から、しっかりした情報をつかみ

ながら、二度手間とならないようにしてほしい、

また、下水処理場を整備する場合、処理水をどこ

に流すかという問題もあり、関係先等の理解が得

られるよう、しっかり対応しながら進めてほしい

との要望がありました。

　以上が論議されました主な内容でありますが、

本委員会に付託されました議案については、全員

賛成をもって原案のとおり可決または承認するこ
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とに決定いたしました。

　最後に、本委員会所管事務の継続審査事件につ

いては、議席に配付のとおり決定いたしました。

　議員各位におかれましては、本委員会の決定の

とおりよろしく御賛同賜りますようお願い申し上

げまして、建設常任委員長の報告を終わります。

○議長(渕上陽一君)　次に、教育警察常任委員長

の報告を求めます。

　末松直洋君。

　　〔末松直洋君登壇〕

○末松直洋君　教育警察常任委員会に付託されま

した案件につきまして、委員会における審査の経

過並びに結果を御報告申し上げます。

　本委員会に付託されました案件は、予算関係２

議案、条例等関係11議案及び報告１件でありま

す。

　まず、予算関係議案の概要について申し上げま

す。

　今回提出された教育委員会の12月補正予算は、

教育委員会事務局職員の時間外勤務手当の不足分

やこども図書館の開館に向けた準備に要する経

費等、13億5,400万円余の増額補正であり、補正

後の予算総額は、一般会計、特別会計合わせて

1,291億2,400万円余であります。

　あわせまして、県立学校や県有施設の改修工事

等に係る繰越明許費の追加及び来年度の年間委託

契約等に係る債務負担行為の追加等であります。

　警察本部の12月補正予算は、職員の時間外勤務

手当の不足分や人事委員会勧告に基づく職員給与

改定関係の経費等、７億4,000万円余の増額補正

であり、補正後の予算総額は、409億600万円余で

あります。

　あわせまして、警察棟空調設備更新工事等に係

る繰越明許費の追加及び来年度の年間委託契約等

に係る債務負担行為の変更であります。

　次に、条例等関係議案についてでありますが、

熊本県学校給食費等の管理に関する条例の一部を

改正する条例の制定について外10議案でありま

す。

　議案等の審査の過程において論議されました主

なものを要約して御報告申し上げます。

　まず、委員から、こども図書館設置準備事業に

係る繰越明許費の追加について、改修工事の進捗

は、来年春の開館予定に影響しないのかとの質疑

があり、執行部から、図書館本体の工事について

は、年度内に完了する予定であるが、外構や舗装

等一部の周辺工事が完了しない可能性があるた

め、繰越しの設定を行うものであり、年度内に工

事を完了し、来年春の開館を迎えられるよう、し

っかり取り組んでいくとの答弁がありました。

　次に、委員から、県立高等学校半導体関連人材

育成事業業務委託に係る債務負担行為の追加に関

連して、工業高校等においては、今後、半導体関

連人材の育成等も見据えて、最新の機械設備が必

要となると思うが、その整備状況はどうなってい

るのかとの質疑があり、執行部から、県内高校全

ての機械設備を一度に最新のものに更新すること

は難しいが、今後も予算の範囲内で必要に応じて

順次更新していくとともに、民間企業等と連携

し、企業が保有する機械設備を活用した学習を実

施するなど、就職後の実践につながるような教育

を進めていきたいとの答弁がありました。

　関連して、委員から、県立高校で半導体関連人

材の育成を担う教員の育成については、民間人材

の活用等も含め、どのように取り組んでいるのか

との質疑があり、執行部から、半導体関連人材の

育成においては、専門的かつ高度な知識が求めら

れるため、半導体関連企業での実践研修の受講等

を通じて、教員の半導体に係る知識、技術の向上

に取り組むとともに、生徒に対しても、大学の施
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設見学や半導体関連企業による出前授業など、民

間企業等と連携した学習に取り組んでいるとの答

弁がありました。

　次に、委員から、県立高等学校入学者選抜制度

改革について、令和３年３月に外部有識者による

県立高等学校あり方検討会からの提言を受けてか

ら、令和９年度の新制度の実施まで６年もかかる

とのことであるが、どのような経緯があるのかと

の質疑があり、執行部から、令和３年３月の提言

の後、さらに県立高等学校入学者選抜制度検討委

員会による２年間の検討を経て、本年３月に提言

があったこと、その中で、学校や生徒側に対して

十分な周知期間を確保することが必要とされたこ

とから、実施までの期間を要するものとの答弁が

ありました。

　さらに、委員から、今後、急速に少子化が進む

状況においては、時期を失しないように早急に取

り組んでいくことが重要であり、この入試制度改

革と併せて、もう１つ重要な課題である募集定員

の在り方の検討についても、スピード感を持って

取り組んでほしいとの要望がありました。

　次に、委員から、専決処分された警察車両のフ

ェリー船内における事故の損害賠償額の決定につ

いて、今回の事故は、車両のサイドブレーキのか

け忘れという単純なミスによるものであるが、今

後の再発防止策はどのように考えているのかとの

質疑があり、執行部から、複数の者によるサイド

ブレーキの確認を徹底するとともに、大型車両で

出動する際の運転訓練の実施や上司による運転上

の諸注意等も併せて行うなど、再発防止に努めて

いくとの答弁がありました。

　以上が論議されました主な内容でありますが、

本委員会に付託されました議案については、全員

賛成をもって原案のとおり可決または承認するこ

とに決定いたしました。

　最後に、本委員会所管事務の継続審査事件につ

いては、議席に配付のとおり決定いたしました。

　議員各位におかれましては、本委員会の決定の

とおりよろしく御賛同賜りますようお願いを申し

上げまして、教育警察常任委員長の報告を終わり

ます。

○議長(渕上陽一君)　最後に、総務常任委員長の

報告を求めます。

　岩本浩治君。

　　〔岩本浩治君登壇〕

○岩本浩治君　総務常任委員会に付託されました

案件につきまして、委員会における審査の経過並

びに結果を御報告申し上げます。

　本委員会に付託されました案件は、予算関係２

議案、条例等関係９議案及び請願１件でありま

す。

　まず、予算関係議案の概要について申し上げま

す。

　今回提出された令和５年度12月補正予算は、熊

本地震からの創造的復興や災害からの復旧、国の

補正予算によるデフレ完全脱却のための総合経済

対策に関連する事業に要する経費のほか、人事委

員会勧告に基づく職員給与改定関係の経費等、

541億1,200万余の増額補正であり、補正後の令和

５年度の一般会計の予算総額は、１兆45億6,800

万余であります。

　あわせまして、繰越明許費の追加及び債務負担

行為の追加等であります。

　次に、条例等関係議案についてでありますが、

熊本県知事の権限に属する事務処理の特例に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について外８

議案であります。

　議案等の審査の過程において論議されました主

なものを要約して御報告申し上げます。

　まず、委員から、熊本地震復興基金交付金につ
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いて、県の広域的課題分として50億が残っている

が、市町村にスポーツ施設整備の提案を募り、そ

れを支援するようなことに活用できないかとの質

疑があり、執行部から、50億円については、基金

の目的である熊本地震からの早期の復旧、復興、

さらにその先にある創造的復興など、県の広域的

な課題で活用を考えている、また、スポーツ施設

整備の在り方について、委員提案の方法も含め、

丁寧に検討していきたいとの答弁がありました。

　次に、委員から、職員給与費の時間外勤務手当

について、今回の増額要求がどのように算出され

たのか教えてほしいとの質疑があり、執行部か

ら、ＴＳＭＣの進出や業務の活性化などの事情を

踏まえて、各部局において今年度末までに必要と

なる時間外勤務手当の所要額の見込みを積み上げ

た上で、知事部局全体分として一括して計上して

いるとの答弁がありました。

　さらに、委員から、業務量が増大する中で、特

定の部署に業務が集中しないよう考慮しながら、

働き方改革や人材確保を進めてほしいとの要望が

ありました。

　次に、委員から、県立劇場管理運営業務につい

て、コロナ禍で利用者が減少したと思うが、現状

は回復傾向にあるのか、また、県内の文化振興に

おいて、県立劇場の果たす役割は非常に大きい

が、管理運営業務の費用の中で十分に賄っていけ

るのかとの質疑があり、執行部から、施設利用率

は、最も低かった令和２年度に30％前後まで落ち

込んだが、現状では80％前後まで回復し、おおむ

ねコロナ禍前に戻りつつある、管理運営委託の経

費については、今期の管理運営委託業務の経費を

検証し、それに昨今の光熱水費の高騰などの外的

な要因を上乗せした上で、令和６年度以降の管理

運営委託業務の経費を設定しており、妥当なもの

と考えているとの答弁がありました。

　次に、委員から、補正予算の追加提案分の物価

高騰対策支援関係について、対象となる交通事業

者やＬＰガス事業者などに対し、いかに早く支援

を届けるかが大事となるが、その点についてどの

ように考えるかとの質疑があり、執行部から、今

回の物価高騰対策支援は、継続的な事業が主とな

っているので、予算編成においては、できるだけ

これまでの事業スキームを継承し、速やかに支援

を届けることを念頭に置いて議論をした、必要な

支援を速やかに実施したいとの答弁がありまし

た。

　次に、委員から、熊本県立大学の第４期中期目

標について、ＴＳＭＣの進出やコロナ後のインバ

ウンドの増加などの状況から、県立大学が中核的

な役割、教育を行うことが本県の発展にとっても

必要だと思うが、中期目標の中の国際交流など

は、予算が伴わなければ難しい、新年度に向けて

どのように考えているかとの質疑があり、執行部

から、県立大学としては、これまでの大学運営を

継承しつつ、将来を見据えて、県のこれからを担

う人材を育成することが必要と考えており、ＤＸ

やグローバル化の推進等、時代の要請に応える人

材の育成に重点を置いた目標を設定している、グ

ローバル人材育成、地域貢献、大規模災害からの

復興、再生、ＤＸの推進などに要する経費につい

ては、通常の運営費交付金に上乗せをして予算を

要求しており、引き続き、目標の達成に向けてし

っかり取り組んでいきたいとの答弁がありまし

た。

　以上が論議されました主な内容でありますが、

本委員会に付託されました議案については、全員

賛成をもって原案のとおり可決することに決定い

たしました。

　なお、請願については、議席に配付の請願委員

会審査報告一覧表のとおりであります。
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　最後に、本委員会所管事務の継続審査事件につ

いては、議席に配付のとおり決定いたしました。

　議員各位におかれましては、本委員会の決定の

とおりよろしく御賛同賜りますようお願い申し上

げまして、総務常任委員長の報告を終わります。

○議長(渕上陽一君)　以上で各常任委員長の報告

は終わりました。

　これより質疑に入ります。

　質疑はありませんか。

　　〔｢なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(渕上陽一君)　質疑なしと認めます。

　次に、討論に入ります。

　討論の通告があっておりますので、発言を許し

ます。

　なお、発言時間は10分以内でありますので、さ

よう御承知願います。

　星野愛斗君。

　　〔星野愛斗君登壇〕

○星野愛斗君　熊本維新の会の星野愛斗です。

　熊本県一般職の職員等の給与に関する条例等の

一部を改正する条例の制定について、反対の立場

から討論をいたします。

　本議案は、職員の給与等を増額するものであ

り、一般職や特別職と併せて８つの条例改正を１

つにまとめた議案であります。

　日本維新の会は、結党以来、身を切る改革を行

うことを掲げ、知事や議員といった特別職の報酬

削減を主張しており、それを実行しております。

本県議会における我が熊本維新の会としても、同

様の思いです。

　また、昨今の物価高騰などで県民の皆様の生活

は逼迫しており、このような中で、我々議員を含

む特別職の報酬を増額改定することは、県民の皆

様の理解を得られるとは到底思えません。よっ

て、本議案に賛成することはできません。

　しかし、それは、改めて申し上げますが、特別

職や議員に限ったことであり、それ以外の一般の

職員の給与等増額については否定をするものでは

ありません。

　そのため、本議案の一般の職員の給与等に関す

る条例については賛成ですが、やむを得ず本議案

に反対をいたします。

　ちなみに、これは執行部の方々への要望になり

ますが、今回、県では、これら一般職や特別職

等、複数の条例改定を一本化し、１つの議案とし

てまとめて上程をされておりますが、熊本市で

は、先日、別々の議案として上程をされておりま

した。国においても、一般職、特別職等、それぞ

れ改正する法律案は別々の議案となっておりまし

た。

　今回まとめられております改定される条例で

は、基本給、期末手当ともに上がるものや期末手

当のみが上がる条例等、それぞれの条例が全く同

じ内容というわけでもありませんし、仮に個別の

議案として上程をしたとしても、一括で採決を行

う今の仕組みであれば、議事進行上、それほど時

間の増えるものでもありませんので、今後、こう

いった給与等に関する議案においては、国や市に

倣い、個別の議案としていただきますよう、執行

部の皆様への要望とし、以上で私の討論を終わり

ます。

○議長(渕上陽一君)　以上で通告による討論は終

了いたしました。

　これをもって討論を終結いたします。

　これよりまず、議案第２号から第15号まで、第

17号から第35号まで、第37号から第54号まで及び

第56号を一括して採決いたします。

　ただいまの各常任委員長の報告は、各議案とも

原案可決または承認であります。各常任委員長の

報告のとおり原案を可決または承認することに御
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異議ありませんか。

　　〔｢異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(渕上陽一君)　御異議なしと認めます。よ

って、議案第２号外51件は、原案のとおり可決ま

たは承認いたしました。

　次に、議案第16号を採決いたします。

　この際、議案第16号は、議員に直接の利害関係

のある事件であり、地方自治法第117条の規定に

基づき、除斥が必要でありますので、しばらく吉

田孝平君の退場を求めます。

　　〔吉田孝平君退場〕

○議長(渕上陽一君)　ただいまの農林水産常任委

員長の報告は、原案可決であります。農林水産常

任委員長の報告のとおり原案を可決することに御

異議ありませんか。

　　〔｢異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(渕上陽一君)　御異議なしと認めます。よ

って、議案第16号は、原案のとおり可決いたしま

した。

　吉田孝平君の入場を求めます。

　　〔吉田孝平君入場〕

○議長(渕上陽一君)　次に、議案第１号を起立ま

たは挙手により採決いたします。

　ただいまの各常任委員長の報告は、原案可決で

あります。各常任委員長の報告のとおり原案を可

決することに賛成の諸君の起立または挙手を求め

ます。

　　〔賛成者起立または挙手〕

○議長(渕上陽一君)　起立または挙手多数と認め

ます。よって、議案第１号は、原案のとおり可決

いたしました。

○議長(渕上陽一君)　次に、議案第55号を起立ま

たは挙手により採決いたします。

　ただいまの総務常任委員長の報告は、原案可決

であります。総務常任委員長の報告のとおり原案

を可決することに賛成の諸君の起立または挙手を

求めます。

　　〔賛成者起立または挙手〕

○議長(渕上陽一君)　起立または挙手多数と認め

ます。よって、議案第55号は、原案のとおり可決

いたしました。

○議長(渕上陽一君)　次に、議案第36号を起立ま

たは挙手により採決いたします。

　ただいまの経済環境常任委員長の報告は、原案

承認であります。経済環境常任委員長の報告のと

おり原案を承認することに賛成の諸君の起立また

は挙手を求めます。

　　〔賛成者起立または挙手〕

○議長(渕上陽一君)　起立または挙手多数と認め

ます。よって、議案第36号は、原案のとおり承認

いたしました。

　次に、請願に対する各常任委員会の審査結果

は、議席に配付の委員会審査報告一覧表のとおり

であります。

　これよりまず、請第７号から第13号までを一括

して採決いたします。

　ただいまの厚生常任委員長の報告のとおり決定

することに御異議ありませんか。

　　〔｢異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(渕上陽一君)　御異議なしと認めます。よ

って、請第７号外６件は、厚生常任委員長の報告

のとおり決定いたしました。

　次に、請第14号を起立または挙手により採決い

たします。

　ただいまの総務常任委員長の報告のとおり決定

することに賛成の諸君の起立または挙手を求めま

す。

　　〔賛成者起立または挙手〕

○議長(渕上陽一君)　起立または挙手多数と認め

ます。よって、請第14号は、総務常任委員長の報



－ 173 －

令和５年12月定例会　熊本県議会会議録　第６号（12月19日）

告のとおり決定いたしました。

　　〔委員会審査報告書及び請願委員会審査報告

　　　一覧表は付録に掲載〕

　　　　 ――――――――――――

　日程第３　閉会中の継続審査の件

○議長(渕上陽一君)　次に、日程第３、閉会中の

継続審査の件を議題といたします。

　各特別委員長から付託中の調査事件について、

議会運営委員長及び各常任委員長から事務調査に

ついて、議席に配付の閉会中の継続審査申出一覧

表のとおり申出があっております。

　お諮りいたします。

　各特別委員長、議会運営委員長及び各常任委員

長から申出のとおり、閉会中の継続審査とするこ

とに御異議ありませんか。

　　〔｢異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(渕上陽一君)　御異議なしと認めます。よ

って、各特別委員長、議会運営委員長及び各常任

委員長から申出のとおり決定いたしました。

　　〔閉会中の継続審査申出一覧表は付録に掲　

　　　載〕

　　　　 ――――――――――――

　知事提出議案第57号

○議長(渕上陽一君)　次に、お諮りいたします。

　去る11日の会議において提出されました知事提

出議案第57号を日程に追加し、議題といたしたい

と思います。これに御異議ありませんか。

　　〔｢異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(渕上陽一君)　御異議なしと認めます。よ

って、知事提出議案第57号を日程に追加し、議題

とすることに決定いたしました。

　知事提出議案第57号を議題といたします。

　　 ―――――――――――――――――　　

　第57号　収用委員会委員の任命について

　　 ―――――――――――――――――　　

○議長(渕上陽一君)　お諮りいたします。

　ただいま議題といたしました議案については、

委員会付託は省略して会議で議決いたしたいと思

います。これに御異議ありませんか。

　　〔｢異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(渕上陽一君)　御異議なしと認めます。よ

って、委員会付託は省略して会議で議決すること

に決定いたしました。

　これより質疑に入りますが、ただいままで通告

はありません。よって、質疑なしと認めます。

　次に、討論に入りますが、ただいままで通告は

ありません。よって、討論なしと認めます。

　これより、議案第57号を採決いたします。

　原案のとおり同意することに御異議ありません

か。

　　〔｢異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(渕上陽一君)　御異議なしと認めます。よ

って、議案第57号は、原案のとおり同意すること

に決定いたしました。

　　　　 ――――――――――――

　議員提出議案の上程(第１号)

○議長(渕上陽一君)　次に、お諮りいたします。

　議員提出議案第１号が提出されましたので、こ

の際、これを日程に追加し、議題といたしたいと

思います。これに御異議ありませんか。

　　〔｢異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(渕上陽一君)　御異議なしと認めます。よ

って、議員提出議案第１号を日程に追加し、議題

とすることに決定いたしました。

　議員提出議案第１号を議題といたします。

　　 ―――――――――――――――――　　

　議員提出議案第１号

　　　　国土強靱化対策の着実な推進を求める意

　　　　見書

　　上記の議案を、別紙のとおり熊本県議会会議

　　〔閉会中の継続審査申出一覧表は付録に掲
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　規則第14条第１項の規定により提出します。

　　　令和５年12月19日提出

　　　提出者　熊本県議会議員　藤　川　隆　夫

　　　　　　　　　　　　　　　西　　　聖　一

　　　　　　　　　　　　　　　城　下　広　作

　熊本県議会議長　渕　上　陽　一　様

　　 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

　　　　国土強靱化対策の着実な推進を求める意

　　　　見書

　　我が国では、近年、気候変動の影響等によ　

　り、全国各地で毎年のように大規模な自然災害

　が発生している。また、本県においても、平成

　28年の熊本地震や令和２年７月豪雨、令和５年

　梅雨前線豪雨等による災害などにより、県内各

　地で甚大な被害が相次いでおり、県民の生命・

　財産を守る防災・減災、国土強靱化の取組み　

　は、一層重要となっているため、ハード・ソフ

　ト両面から対策の推進が急務となっている。

　　こうした状況を受け、国においては、｢防　

　災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対

　策」として、国土強靱化のための予算・財源を

　確保いただき深く感謝する。本県においてもこ

　れを積極的に活用し、国土強靱化地域計画に基

　づき、今後起こり得る自然災害に備え、被害を

　最小限に抑え、迅速な復旧・復興につながる　

　｢災害に強く安心・安全な熊本づくり」に取り

　組んでいるところである。

　　しかしながら、その取組みは未だ道半ばであ

　り、熊本地震や令和２年７月豪雨からの復旧・

　復興に加え、国土強靱化の取組みを強力に進め

　るためには、中長期的な見通しのもと、計画的

　かつ継続的に取り組むことが重要である。

　　そうした中、本年６月の「国土強靱化基本　

　法」の改正により、今後の施策の継続性が明記

　されたところであり、本県においても、改正国

　土強靱化基本法を踏まえ、５か年加速化対策完

　了後も切れ目なく、着実に国土強靱化の取組み

　を進める必要がある。

　　よって、国におかれては、下記の措置を講じ

　られるよう強く要望する。

　　　　　　　　　　　記

　１　改正国土強靱化基本法を踏まえ、５か年加

　　速化対策完了後においても、中長期的かつ明

　　確な見通しのもと、継続的・安定的に国土強

　　靱化を推進できるよう、国土強靱化実施中期

　　計画を早期に策定し、必要な予算・財源を別

　　枠で確保すること。

　２　令和６年度末に期限を迎える「緊急浚渫推

　　進事業」及び令和７年度末に期限を迎える　

　　｢緊急自然災害防止対策事業」について、期

　　限を延長すること。

　３　｢緊急浚渫推進事業」において、｢農業用用

　　排水路」の浚渫や樋門からの排水先となる　

　　｢澪筋」の浚渫に係る費用について、事業の

　　対象とすること。

　　以上、地方自治法第99条の規定により意見書

　を提出する。

　　　令和　年　月　日

　　　　　　　熊本県議会議長　渕　上　陽　一

　衆 議 院 議 長　額　賀　福志郎　様

　参 議 院 議 長　尾　䭜 　秀　久　様

　内 閣 総 理 大 臣　岸　田　文　雄　様

　総 務 大 臣　松　本　剛　明　様

　財 務 大 臣　鈴　木　俊　一　様

　農 林 水 産 大 臣　坂　本　哲　志　様

　国 土 交 通 大 臣　斉　藤　鉄　夫　様

　内 閣 官 房 長 官　林　　　芳　正　様

　国家公安委員会委員長　松　村　祥　史　様

　国土強靱化担当大臣　松　村　祥　史　様

　　　　　　　　　　　　松　村　祥　史　様

　財産を守る防災・減災、国土強靱化の取組み

　　こうした状況を受け、国においては、｢防

そうした中、本年６月の「国土強靱化基本

進事業」及び令和７年度末に期限を迎える

排水路」の浚渫や樋門からの排水先となる

内閣府特命担当大臣
（　　防　　災　　）

我が国では、近年、気候変動の影響等によ

最小限に抑え、迅速な復旧・復興につながる
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　　 ―――――――――――――――――　　 

○議長(渕上陽一君)　お諮りいたします。

　ただいま議題といたしました議案に対する提出

者の説明並びに委員会付託は省略して会議で議決

いたしたいと思います。これに御異議ありません

か。

　　〔｢異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(渕上陽一君)　御異議なしと認めます。よ

って、そのように取り計らうことに決定いたしま

した。

　これより質疑に入りますが、ただいままで通告

はありません。よって、質疑なしと認めます。

　次に、討論に入りますが、ただいままで通告は

ありません。よって、討論なしと認めます。

　これより、議員提出議案第１号を採決いたしま

す。

　原案のとおり可決することに御異議ありません

か。

　　〔｢異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(渕上陽一君)　御異議なしと認めます。よ

って、議員提出議案第１号は、原案のとおり可決

いたしました。

　　　　 ――――――――――――

　委員会提出議案の上程(第１号)

○議長(渕上陽一君)　次に、お諮りいたします。

　委員会提出議案第１号が提出されましたので、

この際、これを日程に追加し、議題といたしたい

と思います。これに御異議ありませんか。

　　〔｢異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(渕上陽一君)　御異議なしと認めます。よ

って、委員会提出議案第１号を日程に追加し、議

題とすることに決定いたしました。

　委員会提出議案第１号を議題といたします。

　　 ―――――――――――――――――　

　委員会提出議案第１号

　　　　診療報酬・介護報酬・障害福祉サービス

　　　　等報酬・保育等の公定価格において社会

　　　　情勢に応じた適切な対応を求める意見書

　　上記の議案を、別紙のとおり熊本県議会会議

　規則第14条第２項の規定により提出します。

　　　令和５年12月19日提出

　　　提出者　厚生常任委員会

　　　　　　　委員長　　　　　楠　本　千　秋

　熊本県議会議長　渕　上　陽　一　様

　　 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

　　　　診療報酬・介護報酬・障害福祉サービス

　　　　等報酬・保育等の公定価格において社会

　　　　情勢に応じた適切な対応を求める意見書

　　医療機関や介護サービス事業所・施設、障害

　福祉サービス事業所、保育所等の社会福祉施設

　等は、県民が住み慣れた地域で安心して暮らす

　ために必要不可欠な社会基盤であり、県民に安

　全・安心で質の高い医療や福祉サービスを提供

　するため、診療報酬や介護報酬等の公的価格に

　より運営されている。

　　現在の我が国の制度では、国が定める公的価

　格については数年に一度、その時々の社会情勢

　等を勘案して改定されているが、改定までの　

　間、急激な社会情勢の変化による水光熱費や燃

　料費、食材料費、診療材料等の高騰に対しては

　柔軟な対応ができず、また、公的価格という性

　質上、利用者等には価格転嫁ができないため、

　経費が嵩み、医療機関や社会福祉施設等の経営

　に大きな影響が生じる。

　　特に、長期化したコロナ禍において、利用控

　えによる減収や感染症対策に要する経費の増加

　に加え、昨今の物価高騰の影響で、医療機関や

　社会福祉施設等の経営は著しく逼迫している。

　このような状況では、医療機関や社会福祉施設

　等に従事する方々の給与を引き上げることもで

等を勘案して改定されているが、改定までの
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　きず、結果、他業種との給与格差は益々広が　

　り、人材不足の問題に更に拍車をかけるものと

　なっている。

　　よって、国におかれては、今後も県民が住み

　慣れた地域で安心して暮らすことができるため

　に必要な質の高い医療や福祉サービスを安定的

　に提供できるよう、診療報酬、介護報酬、障害

　福祉サービス等報酬及び保育等の公定価格につ

　いて、より実態に即した適切な改定を行うとと

　もに、次期改定までの間に急激な物価高騰等が

　発生し、医療機関や社会福祉施設等の経営に著

　しく影響があると認められる場合においても、

　臨時的な改定で単価を引き上げ、経営状況の改

　善を図るなど、国の責任において既存の制度に

　より対応するよう強く要望する。

　　以上、地方自治法第99条の規定により意見書

　を提出する。

　　　令和　年　月　日

　　　　　　　熊本県議会議長　渕　上　陽　一

　衆 議 院 議 長　額　賀　福志郎　様

　参 議 院 議 長　尾　䭜 　秀　久　様

　内 閣 総 理 大 臣　岸　田　文　雄　様

　総 務 大 臣　松　本　剛　明　様

　財 務 大 臣　鈴　木　俊　一　様

　厚 生 労 働 大 臣　武　見　敬　三　様

　　　　　　　　　　　　加　藤　鮎　子　様

　　 ―――――――――――――――――　

○議長(渕上陽一君)　お諮りいたします。

　ただいま議題といたしました議案に対する提出

者の説明は省略いたしたいと思います。これに御

異議ありませんか。

　　〔｢異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(渕上陽一君)　御異議なしと認めます。よ

って、議案に対する提出者の説明は省略すること

に決定いたしました。

　これより質疑に入りますが、ただいままで通告

はありません。よって、質疑なしと認めます。

　次に、討論に入りますが、ただいままで通告は

ありません。よって、討論なしと認めます。

　これより、委員会提出議案第１号を採決いたし

ます。

　原案のとおり可決することに御異議ありません

か。

　　〔｢異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(渕上陽一君)　御異議なしと認めます。よ

って、委員会提出議案第１号は、原案のとおり可

決いたしました。

　　　　 ――――――――――――

　議員派遣の件

○議長(渕上陽一君)　次に、お諮りいたします。

　議員派遣の件を日程に追加し、議題といたした

いと思います。これに御異議ありませんか。

　　〔｢異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(渕上陽一君)　御異議なしと認めます。よ

って、議員派遣の件を日程に追加し、議題とする

ことに決定いたしました。

　議員派遣の件を議題といたします。

　　 ―――――――――――――――――　　

　　　議員派遣の件

　　　令和５年12月19日

　　次のとおり議員を派遣する。

　１　令和５年度九州各県議会議員交流セミナー

　 (1)　派遣目的　九州各県議会議員が一堂に会

　　　　　　　　し、共通する政策課題等につい

　　　　　　　　て情報や意見交換を行うことに

　　　　　　　　より、政策提案力その他議会機

　　　　　　　　能の充実を図るとともに、議員

　　　　　　　　間の親睦を深め、ともに九州の

　　　　　　　　一体的な発展と地方主権の確立

きず、結果、他業種との給与格差は益々広が

内閣府特命担当大臣
（ こ ど も 政 策 ）
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　　　　　　　　を目指す。

　 (2)　派遣場所　福岡県

　 (3)　派遣期間　令和６年１月29日(月)から１

　　　　　　　　月30日(火)まで

　 (4)　派遣議員　髙野洋介、西山宗孝、

　　　　　　　　　岩本浩治、髙島和男、

　　　　　　　　　中村亮彦、池永幸生、

　　　　　　　　　城戸　淳、本田雄三、

　　　　　　　　　坂梨剛昭、南部隼平、

　　　　　　　　　幸村香代子、髙井千歳

　　 ―――――――――――――――――　　 

○議長(渕上陽一君)　お諮りいたします。

　議席に配付のとおり議員を派遣いたしたいと思

います。これに御異議ありませんか。

　　〔｢異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(渕上陽一君)　御異議なしと認めます。よ

って、議席に配付のとおり議員を派遣することに

決定いたしました。

　次に、お諮りいたします。

　ただいま決定いたしました議員派遣の内容に今

後変更を要するときは、その取扱いを議長に御一

任願いたいと思います。これに御異議ありません

か。

　　〔｢異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(渕上陽一君)　御異議なしと認めます。よ

って、そのように取り計らうことに決定いたしま

した。

　　　　 ――――――――――――

○議長(渕上陽一君)　以上で本日の日程及び会期

日程の全部を終了いたしました。

　これをもって令和５年12月熊本県議会定例会を

閉会いたします。

　　午前11時10分閉会

　　　　 ――――――――――――

○議長(渕上陽一君)　令和５年12月定例会の閉会

に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。

　本年最後の定例会も、無事全日程を終了するこ

とができました。議員各位並びに蒲島知事をはじ

め執行部の皆様方の御協力に、内野副議長共々心

から感謝申し上げます。

　さて、今年１年を振り返りますと、猛威を振る

った新型コロナウイルス感染症が５類感染症とな

り、様々なことが以前のように動き始めた１年だ

ったと思います。

　そのような中、県議会においては、４月の統一

地方選挙を経て、各年代別構成が均衡し、女性議

員も５人に増えるなど、多様な人材の参画の下で

活動がスタートし、幅広い分野で議論が行われま

した。

　まず、世界から注目されるＴＳＭＣの熊本進出

については、100年に１度のビッグチャンスであ

り、さらに、ＪＡＳＭの第２工場の検討が報道さ

れるなど、県民の期待も高まっています。

　県議会でも、新生シリコンアイランド九州の実

現や経済効果などを最大限に生かすための施策を

推進する一方、交通渋滞、地下水の保全や水質の

維持、人材不足や農地の確保、県土の均衡ある発

展など、様々な課題についても活発な議論が行わ

れました。

　また、空港周辺地域のさらなる活性化に向け

て、10月に策定された新大空港構想につきまして

も、国内外からの誘客や相互交流の推進、アクセ

ス鉄道を含めた交通ネットワークの整備、空港周

辺地域の活性化など、様々な観点から議論が行わ

れました。

　そして、熊本地震からの創造的復興について

は、震災ミュージアムＫＩＯＫＵのオープンや南

阿蘇鉄道の立野―高森間の全線運転再開など、着

実に歩みが進められています。

　また、令和２年７月豪雨災害からの復旧、復興
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では、命と清流を守る緑の流域治水の取組が進め

られ、県議会でも、被災者支援のほか、新たな流

水型ダム、環境影響評価などについても議論が重

ねられました。

　私も、九州各県議会議長会の会長として、６月

には、大規模災害への財政措置等の要望事項を取

りまとめ、政府等への提言を行ったところです。

　そのほかにも、燃料費や物価高騰への対策、豪

雨や赤潮等の災害対応、国際スポーツ大会の開

催、こどもまんなか熊本の実現、2024年問題、振

り返れば、本当にたくさんの県政課題等について

も、知事や執行部の方々との議論を重ねてまいり

ました。

　そして、本定例会では、これまで16年間にわた

り、卓越したリーダーシップを発揮し、県政のか

じ取りを担ってこられた蒲島知事が、次期知事選

には出馬をしないことを表明されました。

　改めまして、蒲島知事のこれまでの功績に対

し、敬意を表しますとともに、心より感謝を申し

上げたいと思います。

　来年は、４月の知事の任期満了まで、蒲島県政

の総仕上げの年であるとともに、新たな知事によ

る県政の始まりの年でもあります。現在のよき流

れをさらに確実なものとするため、非常に大事な

１年になります。

　今後とも、県政が抱える様々な課題等に、オー

ル熊本の精神で共に頑張ってまいりましょう。

　最後に、県民の皆様方には、御健勝で新春を迎

えられ、来年が幸多い年でありますよう心から御

祈念を申し上げまして、閉会の御挨拶といたしま

す。

　１年間、大変お世話になりました。(拍手)

　　午前11時15分



付   録 
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－付 1－

� � � � � � � � ௧㸳ᖺ��᭶ᐃ㆟㆟Ỵ௳ྡ୍ぴ⾲�

�

� � � ㆟� � ␒� ྕ� � � � � � � ௳� � � � � � � � � � ྡ� � � � � � � � ㆟Ỵ᭶᪥

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �᭶ ��᪥
▱ᥦฟ㆟� ➨� 㸯� ྕ� ௧㸳ᖺᗘ⇃ᮏ┴୍⯡ィ⿵ṇண⟬�➨㸳ྕ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ཎྍỴ

� � ��ࠌ� � � ➨� 㸰� ྕ� ௧㸳ᖺᗘ⇃ᮏ┴ ‴ᩚഛᴗ≉ูィ⿵ṇண⟬ �

� � � � � � � � � � � � �➨㸰ྕ�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �ࠌ

� � ��ࠌ� � � ➨� 㸱� ྕ� ௧㸳ᖺᗘ⇃ᮏ┴⮫ᾏᕤᴗ⏝ᆅ㐀ᡂᴗ≉ูィ⿵�

� � � � � � � � � � � � ṇண⟬�➨㸯ྕ�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �ࠌ

� � ��ࠌ� � � ➨� 㸲� ྕ� ௧㸳ᖺᗘ⇃ᮏ┴ὶᇦୗỈ㐨ᴗィ⿵ṇண⟬�

� � � � � � � � � � � � �➨㸱ྕ�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �ࠌ

� � ��ࠌ� � � ➨� 㸳� ྕ� ௧㸳ᖺᗘ⇃ᮏ┴㟁Ẽᴗィ⿵ṇண⟬�➨㸯ྕ�� � � � �ࠌ

� � ��ࠌ� � � ➨� 㸴� ྕ� ௧㸳ᖺᗘ⇃ᮏ┴㝔ᴗィ⿵ṇண⟬�➨㸰ྕ�� � � � �ࠌ

� � ��ࠌ� � � ➨� 㸵� ྕ� ⇃ᮏ┴▱ࡢᶒ㝈ᒓࡿࡍົฎ⌮ࡢ≉㛵ࡿࡍ�

� � � � � � � � � � � � ᮲୍ࡢ㒊ࢆᨵṇࡿࡍ᮲ࡢไᐃ࡚࠸ࡘ� � � � � � � � �ࠌ

� � ��ࠌ� � � ➨� 㸶� ྕ� ⇃ᮏ┴බ❧Ꮫἲேホ౯ጤဨ᮲୍ࡢ㒊ࢆᨵṇࡍ�

� � � � � � � � � � � � �࡚࠸ࡘไᐃࡢ᮲ࡿ � � � � � � � � � � � � � � � � �ࠌ

� � ��ࠌ� � � ➨� 㸷� ྕ� ⇃ᮏ┴Ꮫᰯ⤥㣗㈝➼⌮⟶ࡢ㛵ࡿࡍ᮲୍ࡢ㒊ࢆᨵ�

� � � � � � � � � � � � ṇࡿࡍ᮲ࡢไᐃ࡚࠸ࡘ� � � � � � � � � � � � � � � �ࠌ

� � ��ࠌ� � � ➨� ��� ྕ� ⇃ᮏ┴❧ᅗ᭩㤋タ⨨᮲୍ࡢ㒊ࢆᨵṇࡿࡍ᮲ࡢไ�

� � � � � � � � � � � � ᐃ࡚࠸ࡘ� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �ࠌ

� � ��ࠌ� � � ➨� ��� ྕ� ㈈⏘ྲྀࡢᚓ࡚࠸ࡘ� � � � � � � � � � � � � � � � � �ࠌ

� � ��ࠌ� � � ➨� ��� ྕ� ㈈⏘ྲྀࡢᚓ࡚࠸ࡘ� � � � � � � � � � � � � � � � � �ࠌ

� � ��ࠌ� � � ➨� ��� ྕ� ㈈⏘ྲྀࡢᚓ࡚࠸ࡘ� � � � � � � � � � � � � � � � � �ࠌ

� � ��ࠌ� � � ➨� ��� ྕ� ㈈⏘ྲྀࡢᚓ࡚࠸ࡘ� � � � � � � � � � � � � � � � � �ࠌ

� � ��ࠌ� � � ➨� ��� ྕ� ᕤㄳ㈇ዎ⣙࡚࠸ࡘ⤖⥾ࡢ� � � � � � � � � � � � � �ࠌ

� � ��ࠌ� � � ➨� ��� ྕ� ᕤㄳ㈇ዎ⣙࡚࠸ࡘ⤖⥾ࡢ� � � � � � � � � � � � � �ࠌ

� � ��ࠌ� � � ➨� ��� ྕ� ᕤㄳ㈇ዎ⣙࡚࠸ࡘ⤖⥾ࡢ� � � � � � � � � � � � � �ࠌ

� � ��ࠌ� � � ➨� ��� ྕ� ᕤㄳ㈇ዎ⣙ࡢኚ᭦࡚࠸ࡘ� � � � � � � � � � � � � �ࠌ

� � ��ࠌ� � � ➨� ��� ྕ� ᕤㄳ㈇ዎ⣙ࡢኚ᭦࡚࠸ࡘ� � � � � � � � � � � � � �ࠌ

� � ��ࠌ� � � ➨� ��� ྕ� ᕤㄳ㈇ዎ⣙࡚࠸ࡘ⤖⥾ࡢ� � � � � � � � � � � � � �ࠌ

� � ��ࠌ� � � ➨� ��� ྕ� ᕤㄳ㈇ዎ⣙࡚࠸ࡘ⤖⥾ࡢ� � � � � � � � � � � � � �ࠌ

� � ��ࠌ� � � ➨� ��� ྕ� ᕤㄳ㈇ዎ⣙ࡢኚ᭦࡚࠸ࡘ� � � � � � � � � � � � � �ࠌ

� � ��ࠌ� � � ➨� ��� ྕ� ᙜࢇࡏ㔠ド⚊ࡢⓎ࡚࠸ࡘ� � � � � � � � � � � � �ࠌ
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－付 2－

▱ᥦฟ㆟� ➨� ��� ྕ� බ❧Ꮫἲே⇃ᮏ┴❧Ꮫ➨㸲ᮇ୰ᮇ┠ᶆࡢ⟇ᐃ�

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �᭶ ��᪥
� � � � � � � � � � � � ��࡚࠸ࡘ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ཎྍỴ

� � ��ࠌ� � � ➨� ��� ྕ� බ❧Ꮫἲே⇃ᮏ┴❧ᏛᐃḰࡢኚ᭦࡚࠸ࡘ� � � � � �ࠌ

� � ��ࠌ� � � ➨� ��� ྕ� ゎཬࡧᦆᐖ㈺ൾ㢠ࡢỴᐃ࡚࠸ࡘ� � � � � � � � � � �ࠌ

� � ��ࠌ� � � ➨� ��� ྕ� ッࡢ࠼ᥦ㉳࡚࠸ࡘ� � � � � � � � � � � � � � � � � �ࠌ

� � ��ࠌ� � � ➨� ��� ྕ� ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢᣦᐃ࡚࠸ࡘ� � � � � � � � � � � � � � �ࠌ

� � ��ࠌ� � � ➨� ��� ྕ� ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢᣦᐃ࡚࠸ࡘ� � � � � � � � � � � � � � �ࠌ

� � ��ࠌ� � � ➨� ��� ྕ� ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢᣦᐃ࡚࠸ࡘ� � � � � � � � � � � � � � �ࠌ

� � ��ࠌ� � � ➨� ��� ྕ� ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢᣦᐃ࡚࠸ࡘ� � � � � � � � � � � � � � �ࠌ

� � ��ࠌ� � � ➨� ��� ྕ� ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢᣦᐃ࡚࠸ࡘ� � � � � � � � � � � � � � �ࠌ

� � ��ࠌ� � � ➨� ��� ྕ� ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢᣦᐃ࡚࠸ࡘ� � � � � � � � � � � � � � �ࠌ

� � ��ࠌ� � � ➨� ��� ྕ� ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢᣦᐃ࡚࠸ࡘ� � � � � � � � � � � � � � �ࠌ

� � ��ࠌ� � � ➨� ��� ྕ� ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢᣦᐃ࡚࠸ࡘ� � � � � � � � � � � � � � �ࠌ

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �᭶ ��᪥
� � ��ࠌ� � � ➨� ��� ྕ� ᑓỴฎศࡢሗ࿌ཬࡧᢎㄆ࡚࠸ࡘ�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ཎᢎㄆ

� � ��ࠌ� � � ➨� ��� ྕ� ᑓỴฎศࡢሗ࿌ཬࡧᢎㄆ࡚࠸ࡘ� � � � � � � � � � � �ࠌ

� � ��ࠌ� � � ➨� ��� ྕ� ᑓỴฎศࡢሗ࿌ཬࡧᢎㄆ࡚࠸ࡘ� � � � � � � � � � � �ࠌ

� � ��ࠌ� � � ➨� ��� ྕ� ᑓỴฎศࡢሗ࿌ཬࡧᢎㄆ࡚࠸ࡘ� � � � � � � � � � � �ࠌ

� � ��ࠌ� � � ➨� ��� ྕ� ᑓỴฎศࡢሗ࿌ཬࡧᢎㄆ࡚࠸ࡘ� � � � � � � � � � � �ࠌ

� � ��ࠌ� � � ➨� ��� ྕ� ᑓỴฎศࡢሗ࿌ཬࡧᢎㄆ࡚࠸ࡘ� � � � � � � � � � � �ࠌ

� � ��ࠌ� � � ➨� ��� ྕ� ᑓỴฎศࡢሗ࿌ཬࡧᢎㄆ࡚࠸ࡘ� � � � � � � � � � � �ࠌ

� � ��ࠌ� � � ➨� ��� ྕ� ᑓỴฎศࡢሗ࿌ཬࡧᢎㄆ࡚࠸ࡘ� � � � � � � � � � � �ࠌ

� � ��ࠌ� � � ➨� ��� ྕ� ᑓỴฎศࡢሗ࿌ཬࡧᢎㄆ࡚࠸ࡘ� � � � � � � � � � � �ࠌ

� � ��ࠌ� � � ➨� ��� ྕ� ᑓỴฎศࡢሗ࿌ཬࡧᢎㄆ࡚࠸ࡘ� � � � � � � � � � � �ࠌ

� � ��ࠌ� � � ➨� ��� ྕ� ᑓỴฎศࡢሗ࿌ཬࡧᢎㄆ࡚࠸ࡘ� � � � � � � � � � � �ࠌ

� � ��ࠌ� � � ➨� ��� ྕ� ᑓỴฎศࡢሗ࿌ཬࡧᢎㄆ࡚࠸ࡘ� � � � � � � � � � � �ࠌ

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �᭶ ��᪥
� � ��ࠌ� � � ➨� ��� ྕ� ௧㸳ᖺᗘ⇃ᮏ┴୍⯡ィ⿵ṇண⟬�➨㸴ྕ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ཎྍỴ

� � ��ࠌ� � � ➨� ��� ྕ� ௧㸳ᖺᗘ⇃ᮏ┴ ‴ᩚഛᴗ≉ูィ⿵ṇண⟬ �

� � � � � � � � � � � � �➨㸱ྕ�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �ࠌ

� � ��ࠌ� � � ➨� ��� ྕ� ௧㸳ᖺᗘ⇃ᮏ┴ὶᇦୗỈ㐨ᴗィ⿵ṇண⟬�➨�

� � � � � � � � � � � � 㸲ྕ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �ࠌ

� � ��ࠌ� � � ➨� ��� ྕ� ௧㸳ᖺᗘ⇃ᮏ┴㟁Ẽᴗィ⿵ṇண⟬�➨㸰ྕ�� � � � �ࠌ

� � ��ࠌ� � � ➨� ��� ྕ� ௧㸳ᖺᗘ⇃ᮏ┴ᕤᴗ⏝Ỉ㐨ᴗィ⿵ṇண⟬�➨�

� � � � � � � � � � � � 㸯ྕ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �ࠌ
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－付 3－

▱ᥦฟ㆟� ➨� ��� ྕ� ௧㸳ᖺᗘ⇃ᮏ┴᭷ᩱ㥔㌴ሙᴗィ⿵ṇண⟬�➨�

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �᭶ ��᪥
� � � � � � � � � � � � 㸯ྕ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ཎྍỴ

� � ��ࠌ� � � ➨� ��� ྕ� ௧㸳ᖺᗘ⇃ᮏ┴㝔ᴗィ⿵ṇண⟬�➨㸱ྕ�� � � � �ࠌ

� � ��ࠌ� � � ➨� ��� ྕ� ⇃ᮏ┴୍⯡⫋ࡢ⫋ဨ➼ࡢ⤥㛵ࡿࡍ᮲➼୍ࡢ㒊�

� � � � � � � � � � � � �࡚࠸ࡘไᐃࡢ᮲ࡿࡍᨵṇࢆ � � � � � � � � � � � � �ࠌ

� � ��ࠌ� � � ➨� ��� ྕ� ⇃ᮏ┴❧Ꮫᰯ⫋ဨࡢ⤥㛵ࡿࡍ᮲➼୍ࡢ㒊ࢆᨵ�

� � � � � � � � � � � � ṇࡿࡍ᮲ࡢไᐃ࡚࠸ࡘ� � � � � � � � � � � � � � � �ࠌ

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �᭶ ��᪥
� � ��ࠌ� � � ➨� ��� ྕ� ⏝ጤဨጤဨࡢ௵࡚࠸ࡘ�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ཎྠព
㸷᭶ᐃ�
� � � � � � � ➨� ��� ྕ� ௧㸲ᖺᗘ⇃ᮏ┴୍⯡ィṓධṓฟỴ⟬ࡢㄆᐃࡘ�▱ᥦฟ㆟�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �᭶ ��᪥
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